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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２７年 ９月１０日 

                           午前１０時０３分 開会 

                           午後 ４時０１分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成26年度南あわじ市一般会計決算の認定について････････････ １４ 

 （１）歳出 款１ 議会費及び関連する歳入 

     〃  款２ 総務費    〃    ･･････････････････････････････････ １４ 

 

Ⅲ．会議録 
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決算審査特別委員会        平成２７年 ９月１０日（木） 

                 （開会 午前１０時０３分） 

                 （閉会 午後 ４時０１分） 

 

○森上祐治委員長   皆さん、おはようございます。 

  昨日は、台風１８号の襲来で、近畿地方から関東地方まで全国的に集中豪雨で、大きな

被害が出ました。被災地の皆さん方には、衷心よりお見舞い申し上げたいと思います。 

  さて、本日より決算審査特別委員会が始まります。委員長をさせていただきます森上で

ございます。よろしくお願いします。 

  ４日間の日程をとっておりますが、例年、審査が非常に入念に行われまして、時間が足

りなくなりがちでございます。委員の皆様方には、何とぞ御協力いただきまして、積極的

な質疑を行っていただきますとともに、ペース配分のほうよろしく、４日間できっちり終

えることができるようにお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 

  それでは、座って進めさせていただきます。 

  中田市長から挨拶を受けます。 

  中田市長。 

 

○市長（中田勝久）   着席したままでお許しをいただきたいと思います。 

  皆さん、おはようございます。今も森上委員長からお話がありましたとおり、４日間の

予定で、平成２６年度の一般会計、また特別会計の決算、先生方に審査を願うということ

でございます。 

  一般会計では、先般も少し触れましたが、おかげで決算内容も、また、これまでのいろ

いろな数値も少し改善されてきております。やはり、とはいえ、なかなか今の時代、厳し

い状況が続いております。どうぞ、そんなこともひとつ御了解をいただきながら、審査を

お願いいたしたいと思います。 

  何とぞ、適切妥当な御承認を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶にかえ

たいと思います。どうも御苦労さんでございます。 

 

○森上祐治委員長   それでは、ただいまから決算審査特別委員会を開会します。 

  長船委員が、午前中少しおくれると報告を受けております。 

  第６３回定例会において付託されました平成２６年度各決算について、審査を行います。 

  審査に入る前に、本特別委員会の運営について確認いたします。 

  発言については、会議規則に基づき、委員長の発言許可を得てから質疑または答弁をす

るようお願いいたします。質疑に当たっては、 初に決算書の該当するページを発言した

後、質疑に入るものとします。 
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  発言は、委員、説明員とも自席で着席のまま行うこととします。なお、説明員について

は、 初の答弁の際、起立し、所属と氏名を述べた後、着席して答弁するようにお願いい

たします。答弁は、丁寧かつ簡潔にお願いいたします。 

  審査の順は、お手元に配付しております次第の順序により行います。委員間討議につき

ましては、付託案件ごとに質疑の終了後に行いたいと思います。 

  また、資料提出要求は、委員会で決定後、委員長より行うこととします。 

  傍聴は認めますが、傍聴される方は、傍聴規則に準じて傍聴されるようお願いいたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  以上の確認事項について、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、ただいま申し上げました要領で審査を行

います。 

  次に、提案理由の説明について、お諮りします。 

  各決算については、本会議において説明を受けておりますので、本特別委員会は質疑か

ら行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、提案理由の説明は省略します。 

  なお、本日は、小林健司代表監査委員に説明員として出席を要請しておりますので、平

成２６年度南あわじ市における一般会計及び特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査

意見書についての質疑を 初に行いたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

  印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   監査委員、まず、小林監査委員には、公私多用のところ、議会の

要請に基づきまして出席いただきましたこと、お礼申し上げます。 

  既に通告してありますように、今回の問題になっております消費税の未納について、監

査委員としての見解をお伺いしたいと思っております。 

  ちょっと経過説明、もう十分わかっとると思うんですが、経過説明をさせていただきま

すと、我々、平成１７年から議員として、議会で議員活動しとるんですが、このたびの消

費税の未納問題が既に１０年間続けて行われていたということでありまして、昨日の私の
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一般質問におきましても、市当局は、１,５７５円は消費税が入っていないと、あくまで

も使用料であるというようなことを言い続けておりました。 

  ２６年度はどういうわけか、５％から８％に消費税が上がったときに、今までは１,５

７５円には消費税が入っていないと、あくまでも使用料であるということを言っておった

わけですが、この間の一般質問の質疑の過程において、市当局は、２６年度からは１,５

７５円の中に８％の消費税が内税として入っておるということを言われたわけです。これ

は、本会議で言っておることですから間違いない。そのとき初めて、このケーブルテレビ

における消費税という言葉が公に出てきたわけですね。 

  私が言いたいのは、いかに小林監査委員であれ、長きにわたる議員を務めておる中村議

員であれ、現在の監査委員の北村議員であれ、恐らく、監査の過程において、この使用料

１,５７５円は、この使用料はどない考えても不適切であると。この７５円については、

恐らく監査委員でも協議されたものであろうと思うんですね。 

  しかし、私ども一般的に考えますと、１,５００円に対して７５円の消費税であろうと

いう推測は、私はするんですが、一般質問においては、これは消費税ではないと、あくま

でも使用料であるということであったわけですね。 

  ですから、監査委員の、今は小林先生、北村議員、その前には中村議員も監査委員をや

っておったわけですが、市当局に対して、これが消費税ということが一つも出てこない、

１,５７５円の中にも消費税は入っていないと言っておるわけですね。そこで、監査をし

ておるわけですね。 

  今回、６月の資料によりますと、決算書類をつくる過程において、何か不自然が起こっ

たと、不思議に思ったということで、税務当局と協議した結果、これは消費税であると、

未納であるというようなことになったわけですね。 

  小林監査委員、北村監査委員、また、元の中村監査委員は、市から提出されてある虚偽

の書類に監査をさせられて、結局、今回、市当局が税務当局と話して、消費税と認定され

て、いわゆる追徴金も払い、いろいろ払って、この消費税の４,９００万円余りを納付し

ようとしておるんですが、そのことに関して、小林監査委員、中村前監査委員、現在の北

村監査委員が、みずからペナルティーを科しとるんですね。これ、何でそんなことする必

要があるんかと思うんですね。 

  市当局が虚偽の書類を監査委員に提示して監査をしてくれということ、それが１０年後

に、結果的に消費税であると、税務署と協議してしたらそうなったということにおいて、

虚偽の審査をさせられた監査委員さんが、何でペナルティーを自主的にするんかと思うん

ですね。 

  しかも、市長は、処分として給与の１０分の１、副市長、教育長もしかり。担当部長に

おいては、２０分の１というようなことですね、１カ月分。なら、監査委員さんは、１０

分の１０の１カ月分を返納しとると。職員、市長よりも１０倍のペナルティーをみずから
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科しておるんですね。私はこれがおかしいと思うんです。 

  そういうような監査をさせられた監査委員が、なぜペナルティーを負わんなんのか。私

は、もし監査委員の立場であったら、市に対して、いわゆる賠償を行いたいぐらいの、私

は気持ちになるんですが、小林監査委員の心境をお聞かせいただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   小林監査委員。 

 

○監査委員（小林健司）   代表監査委員の小林でございます。よろしくお願いします。 

  今の印部委員からの御質問は、大きく２点かと思うんですね。一つは、１,５７５円の

うち７５円が消費税であったと、このくだりなんですけども、これをちょっと言い出しま

すと、少し長くなりますが、よろしいでしょうか。 

  消費税法には、地方公共団体等の特例という条文がありまして、それで、ここに何を書

いてあるかといいますと、消費税というのは本来、もらった消費税と払った消費税、この

差額を納税します。ただ、地方公共団体の特例は、一般会計は、もらった消費税と同額を

払ったものだというふうにみなされて、それで、結果的に納税が出ないんですね。 

  ところが、これは一般会計だけ。特別会計にまでその特例は適用されないと。これだけ

読み解くのに、実を言いますと、消費税法の第６０条、私も初めてしっかり見たんですけ

どね。なぜ、初めてしっかり見たかというと、我々は、いわゆる専門家とはいえども、実

務家なんですね。税法学者じゃない。それで、地方公共団体の特例に関係するような仕事

をふだん、してないんです。ふだんは一般企業、個人事業所ということで、そういう特例

という条文があるのは知ってますけども、中身までは精通しておりません。 

  それで、まず監査において、消費税を払ってるかどうかというところまで目が行ってな

いんですね。これは、そのとおりであります。それで、仮に目が行ったとして、消費税を

払ってませんねという質問を仮に出したとしますと、想定される答えは、これ、実は例の

地方公共団体の特例がありまして云々という、多分、担当者の答えになるだろうと。そし

たら私は、ああ、そうですか、それだけでさあっと流れていって、余り頭に残らないと。

これ、記録が残ってないんですけど、何年か前にそのような質問をしたような記憶がある

んですね。そのときには、多分といいますか、そんな答えでした。 

  それで、他市において９年間の間に２回、この件について税務署に訪ねていった市があ

るそうです。２回とも、要りませんという答えだったそうです。結構、あそこの条文の解

釈がなかなか難しくて、ちょっと専門的になります。これは言いわけにはなるんですけど

も。そういうところで、非常に監査としてその辺を見つけるのは難しかったということを

まず申し上げたい。 

  それから、税務署に聞きにいって、７５円が消費税ですよというような、こういう協議

にはきちっとなってないはずなんですね。課税されますよということだけなんです。だか
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ら、１,５００円であっても、その中に５％、８％が入ってますよと、幾らであろうと、

５％、８％が入ってますよと。したがって、納税してくださいと。先ほどの特例は、特別

会計ですから、特例ありませんと、普通の一般企業と同じ計算で納めてくださいねと、こ

ういう話であったんであろうというふうに思っております。 

  したがって、１,５７５円であろうが何ぼであろうが、その中に消費税が入っておると

いうのが正しい考え方。それで、なぜ１,５００円を１,５７５円に上げたんだと、ちょう

ど５％分じゃないかと。これを値上げですと言われても、それはそのとおりにしかならな

いというふうに私は感じるんですね。 

  監査委員は、ここまで問題に上がると協議をしますけども、今回、問題に上がっており

ませんので、監査委員、過去の中村先生も含めて、そういうところで問題に上がっており

ませんので、これに対する監査委員としての公式意見はないんです、見解は。今申し上げ

ておるのは、全て、もしそうであるならばという推測に基づいた発言になっておりますこ

と、ちょっと御了解いただきたいと思います。 

  それから第２点目、みずからにペナルティーを科したやないかと、何でやと。これは、

議員の先生であれば、今のような説明でかなり御納得もいただけるかと思いますが、一般

市民の目から見れば、専門家たる小林がついとって何しよんねんというふうに、多分、市

民の皆さん、思われるんですね。それに対する私の答えといいますか、みずからに対する

けじめ、そういうことで、みずからペナルティーを科しました。 

  したがって、責任問題とかいうことは全く考えておりません。やっぱり、税理士という

専門家からいうて、何とか税というのが未納であったということをよう見つけんかったと

いう、この、本当にこれ、自分が自分をやっぱりちょっとあかんなというようなことで、

ペナルティーを科させていただきました。 

  とりあえず、その２点については以上です。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   今の小林監査委員の説明を聞いておりますと、市当局も１,５７

５円の中に消費税は入ってないと、あくまでも使用料であるということを言い、突っ張っ

てきたわけですね。結局、ことしの６月にその問題が発覚して、それで税務署へ行って相

談しようということで、結局、それは消費税と認定されたわけですね。そういうことなん

ですね。 

  それで今、時効の部分は除いて５年間の消費税を一括して支払うということなんですが、

今、小林先生が言われましたように、私は、監査委員さんはその責任をとる必要はない、

ペナルティーを科す必要はないと。あくまでも、市の当局の虚偽の書類を提出されて、そ

れを審議したことであって、監査委員としてのペナルティーはおかしいと言いましたけど、



－ 9 － 

小林先生は専門家として、私自身はそういうことを感じて、自分みずから科したというこ

となんですね。 

  そうなりますと、私どもの議会から監査委員に出ていってもらっている元の中村議員、

現在の北村議員は、あえて小林監査委員と同調する必要がないんであって、小林先生は、

専門家としての自分のみずからのこのたびの恥じてペナルティーを出しとると、１カ月分

ね。ですから私は、中村議員、北村議員は、これは監査委員に出ているんですから、おま

えも専門家と同罪だということでもあるんかも知らんけれども、議員として監査委員に出

てる人が、そういう正確な書類を出てないことにおいて責任をとる必要は、私はないと思

っておるんです。これはこれでいいんです。 

  もう１点、その南あわじ市は消費税でないと、あくまでも使用料であると言い、突っ張

っておったんが、２６年度に消費税法が改正されまして、５から８になったと。そのとき

に、この間の一般質問の質疑においては、２６年度からは１,５７５円の中に８％の消費

税、内税を入れておるという明言をされたわけですね。初めてそこで市の当局から、消費

税という言葉が出てきたんですね。 

  そうなると、このたびちょうどこの２６年度の決算委員会があるわけですから、このケ

ーブルも決算出てますから審議してみますけど、これが例えば、一般質問で部長が答えた

２６年度は１,５７５円の中に８％の消費税が内税として入っておるということが言われ

たわけです。これ、今回の決算で審議してみないとわかりませんけどね。 

  そうしますと、歳入においても内訳がほんまは要るわけですね。実質使用料、うち消費

税幾ら、そして今度は、歳出のほうでは、預かった消費税の合計は幾ら、それに対して費

用として支払った消費税は幾ら、差し引き幾らというものが出てこんといかんと思うんで

すが、これは今、私の、決算書を正確に見てませんので、まだ言いませんけど、今から審

議の過程であるわけですが、もし、これが虚偽であった場合、監査委員はこのことについ

て、監査に立ち入ることができますか。 

 

○森上祐治委員長   小林監査委員。 

 

○監査委員（小林健司）   これもまず、税理士としての個人的見解を先に言わせていた

だきますけども、内税、外税という考え方があります。それで、内税というのは、消費税

を幾ら、幾らと明記しないんですね。だから、１,５７５円であろうが何ぼであろうが、

その中に消費税が含まれていますよと。それから、外税というのは、１,５００円が本体

価格で、７５円が消費税ですよというふうな、預かった消費税を挙げて、そのかわり、支

払った消費税も挙がるんですね。これが外税の処理ですけども、ここのケーブルテレビの

会計は、そういう処理がなされておりません。もともと、消費税という認識がないんです

ね。ないから納税してないんですね。 
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  だから、これを虚偽というかどうかというのは、これまた皆さんでお考えいただきたい

と思うんですけども、我々といいますか、私は少なくともそこまでは考えていないという

ことです。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   今、監査委員の説明はそうなんですが、現実は、消費税と思って

いなかったと言いますけど、２６年度からに関しては、この間の一般質問においては、担

当部長は、この１,５７５円の中に８％の消費税が内税として入っておりますということ

なんですね。 

  今、監査委員さんは、その内税は何ぼ入ってる、自由ですというような発言がありまし

たが、国の消費税が５％から８％に上がった場合、国は５から８に上げましたよ、４月１

日から施行しますよということで動いた場合、市は、あえて８をとらずとも、選択せずと

も、５であろうが６であろうが１０であろうが、自由選択できるんですか、消費税は。 

 

○森上祐治委員長   小林監査委員。 

 

○監査委員（小林健司）   こんなん、自由選択できるものではありません。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   そうですね。国の消費税率を勝手に南あわじだけ４％、５％にで

きるはずがない。あくまでも、国の法律に基づいて、全国一律でやっとるはずですね。 

  ですから、今言われましたように、もうこれ以上、監査委員に聞くことはありませんの

で結構なんですが、このたび、この決算書にちょうど上がってきておりますのでね、２６

年度。ぜひ、しっかりと審議していきたいと思うんです。 

  小林監査委員にお願いしたいんですが、できたら、この委員会をそのときに傍聴してい

ただきたいと思うんですが、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   小林監査委員。 

 

○監査委員（小林健司）   私、本職のほうが今ちょっと非常事態というぐらい忙しいん

ですね。本当に、傍聴する時間は多分とれないと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 
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○印部久信副委員長   たまたま南あわじ市は、この委員会もインターネット中継してお

りますので、もしよろしかったら、その時間、何時間かかるかわかりませんが、見ていた

だいて、また、先生のお力を、御意見を伺いたいと思いますので、ぜひお願いしまして、

私の監査委員に対する質疑は終わらせていただきます。 

 

○森上祐治委員長   小林監査委員。 

 

○監査委員（小林健司）   私も、大分、口軽くしゃべらせていただきましたけども、監

査委員としての公式見解は、今回については持っておりません。全て私個人たる、小林の

意見で言わせてもらいましたので、念のため。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   私もちょっと通告をさせていただいとるんですが、この平成２６年度

の南あわじ市公営企業会計決算審査意見書、これの国民宿舎事業の関係についてお伺いし

たいんですけれども、それに先立ってなんですが、２３ページの比率名という欄なんです

けれども、ちょっと誤植があるように思うんですが。これについては訂正していただけま

すか。これでいいんですか。２３ページの表ですが。これは訂正するべきものですね。

「宿泊施設利用料何％」になってるんですが、「利用率何％」と。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１０時２９分） 

 

（再開 午前１０時３０分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  片山監査委員事務局長。 

 

○監査委員事務局長（片山雅弘）   監査委員、片山です。２３ページの表につきまして

は、「利用料」でなしに「利用率」です。済みません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   わかりました。公式な文書になりますので、訂正しておいたほうがい

いかなと思って指摘させていただきました。 

  本論に入ります。国民宿舎事業というのは、これも一般質問の中で現状の経営状況につ

いて悪化が進んでるというようなことで、打開策というような質問もされ、同僚議員から

若干厳しい質疑がありました。 

  監査委員の意見書についても、そういう角度からかなり詳しく書かれておるというふう

に見ております。非常に微に入り細に入り、いろんな数字を駆使をして経営状況というの

を把握をする努力が非常にされてきてると。そういう努力があるにもかかわらず、この監

査委員の意見書、 終的な監査意見として、意見書の要望事項などを真摯に受けとめ、今

後の経営についての方向性の抜本的な見直しを図られたいという指摘がございます。 

  これも、昨年も同様の指摘があったと思うんですね。同じようなことを繰り返さなけれ

ばいけない状況について、監査委員としてどのように感想をお持ちかというようなことに

ついてお伺いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   小林監査委員。 

 

○監査委員（小林健司）   昨年の表現よりは、やや厳しく書いたつもりであります。お

っしゃるとおり、昨年もたしか、抜本的改革といいますか、改正といいますか、そういう

文言を使っておったかと思うんですけども、やっぱりそれが目に見えて出てきていない、

そのために、より強い表現に今回はさせていただいたということであります。これがまず

感想。 

  それで、どこが悪いんやと、慶野松原荘の。大きく言うと、二つなんです。一つは、総

資本回転率が低い、非常に低い。これ、別の言い方、平たくいいますと、売り上げが少な

いんです。あの設備の規模にすれば、売り上げが少ないんです。ああいった少ない中で、

小手先の改革を幾らやっても、大きな結果には出てきません。 

  ことしの経常損失が３,０００万円。特別損を除いてですね、３,０００万円。それで、

売り上げが少ないですから、これをトントンに持っていこうとかいうことになりますと、

至難の技といいますか、不可能というふうな答えしか出てこない。そこで、抜本的な云々

という言葉になってくるわけです。 

  それで、じゃあ抜本的なというのは、例えばどんなんですかと。監査委員の公式意見は

もうここまでなんです。あとは、抜本的な云々いうたら、大体考えられることは三つぐら

い。これは、公式意見をまた超えます。小林個人の意見だというふうなことで、果たして

こんなところで何していいんかどうかわかりませんけど、誰が考えても、多分、例えばど

んなんやというたら、その行き着くところは三つぐらいやと思うんです。売却、これは民
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営化ですね。それから、一つは廃止。一つは、継続ですが、継続するためには、いわゆる

プロが要ります。人間なんです。人間に投資せんといかんと。 

  結局、今の体制というのはプロがいないんですね。マネジャーがいないんです。マネジ

メントするのが。企業を運営していくというのは大変なことなんですね。マネジメント。

他の似たような施設というのは皆さん、それに命かけてやっとるわけですから、当然、プ

ロなんですね。ところが、ここはそうでもない。 

  じゃあ、どういうことに対してのプロが要るんやと。客をとるのにどないしたらええん

やという、非常に効果的な企画ができる人。営業できて、それで実際とってきて、財務が

わかって経理がわかって、これだけの、一人か二、三人でそういう組織をつくっていかな

いかんと。こういうトップがないと、なかなか無理なんですね。 

  だから、いずれにしても、今残ってる現金が２億ちょいですね、２億３,０００万ぐら

いだったかな。運転資金、多少要るとして、２億しかないんです。何かやるのには、大リ

ニューアルをやるにしたって全然足らないでしょうね。そういうところまで来てる。 

  幸い、持っておる資産に比べて、負債が極端に少ないですから、ほとんど自己資本です

から、今のうちであればやめるとかなんとかは、まず簡単なことなんでしょう。ただ、こ

れが毎年３,０００万、４,０００万、５,０００万というふうな赤字が連続していきます

と当然、２億の資金がどんどんなくなってきます。ゼロになったときに何か対策、抜本的

にいうても遅いんですね。 

  そういう意味において、まだまだ貸借対照表だけ見れば、結構いい数字なんですけれど

も、今のうちからというふうなことで書かせてもろうております。 

  もう一度申し上げますが、あくまで監査委員としての公式な見解は抜本的見直し、それ

を検討するのは関係機関なんですね。監査委員が検討するんじゃないんですね。ただ、例

えばどんなのがありますかというたら、小林の個人的意見を申し述べました。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   非常によくわかる説明をいただきましたので、今後の決算審査、また

今後、さらに予算の審査、あるいはさまざまなそういう企業会計の問題点について考えて

いく上で、非常に参考になる意見をいただきましたので、これで終わります。 

 

○阿部計一委員   委員長。 

 

○森上祐治委員長   申しわけない。監査委員への質疑は、通告のあった委員しかできな

いようになっておる、会の規則で。申しわけございません。 
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  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   質問するんと違う。委員の立場として、監査委員さんに聞いてほしい

ことがあるんで。 

 

○森上祐治委員長   では、特例として。 

  阿部計一委員。 

 

○阿部計一委員   今、監査委員からいろいろ消費税等にお聞きをしまして、きのう、印

部委員が約１時間にわたって一般質問でいろいろあったわけですが、これは確かに市長も

全面的に謝罪をし、また、監査のほう、皆さんもそういうことでペナルティーを科せられ

ていると。ただ、これは我々２０人、議員もチェック機関として大きな過ちがあったとい

うか、これを突き詰めていくと、我々２０人議員も、おまえら何しよったんやと。やはり

そういう間違った議案を指摘していくのも我々の役目でありますし、ほかの１７名の議員

さん、どう考えておりますか知りませんけども、私は、議員もそれなりの、これだけの議

員がおって、そんなこと気がつかなんだということも痛切に反省をしておりますので、こ

れをこれからどんどん突き詰めていきよったら、これ、大変なことになるんでないかなと

思います。 

  そういうことで、私自身はそう考えておりますので、小林監査委員さんには大変お気遣

いいただいて、きょうも来ていただいて申しわけなく思っておりますんですが、議員の責

任ということも、やはり感じていかなければいけないと、こう考えております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   以上で、監査委員への質疑を終結をいたします。 

  暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１０時３９分） 

 

（再開 午前１０時４０分） 

 

 １．認定第１号 平成２６年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 （１）歳出 款１．議会費及び関連する歳入 

     〃  款２．総務費    〃    

 

○森上祐治委員長   再開します。 
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  それでは、認定第１号、平成２６年度南あわじ市一般会計決算の認定についてを議題と

します。 

  質疑は分割して行います。 

  （１）歳出、款１．議会費、款２．総務費及びこれらの歳出に関連する歳入について、

決算書のページは、歳出は４８ページから７９ページまで、歳入が１０ページから４７ペ

ージまでです。 

  質疑ございませんか。 

  原口育大委員。 

 

○原口育大委員   決算書１１ページの市税の歳入について伺います。 

  まず、市税の調定額に対する、調定額６４億余りですけれども、それに対する収入未済

が６億６,０００万余りあるということで、収納率は８９.３％であります。これは、私は

９０を切ってるということで、他市と比べてもかなり低いというふうに思うんですけれど

も、その辺の認識はどういうふうに持っておられますか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   市民部税務課長の榎本でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  ただいま御質問の南あわじ市の市税収納状況でございますけれども、収納率は県下４１

市町中、下位グループに位置していると認識しております。 

 

○森上祐治委員長   原口育大委員。 

 

○原口育大委員   うちの市が収納率が低いというのは、どんな要因から低くなっている

というふうに考えておりますか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   収納率が低い要因といたしましては、納税者全体に対する源

泉徴収されている給与所得者の割合が、他市と比べて少ないことが挙げられると思います。

南あわじ市の特徴実施率につきましては、収納率がやっぱり同様、下位グループにおりま

す。２５年度に兵庫県が実施いたしました個人の住民税の現年徴収率と、あと特別徴収実

施率の相関関係というのがございまして、それを見てみますと、特徴実施率が高い市町の

収納率が高くなっていることがわかります。 
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  また、普通徴収で所得が天候や相場価格に影響を受けまして、年ごとの所得が安定しま

せん農業に代表される一次産業の従事者が都市部と比較して多いことも原因の一つに挙げ

られるのではないかというふうに思います。 

  また、郡部では、都市部と比較いたしまして、不動産を所有していらっしゃる方の割合

が高く、低所得者で固定資産税の高い納税者にとりましては、税負担が高くなっているの

ではないかというふうに考えております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   原口育大委員。 

 

○原口育大委員   その結果やと思うんですけども、不納欠損２,２００万余りあるわけ

ですけども、不納欠損の影響についてどういうふうな、発生要因とかについて伺います。

どんな状況ですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   不納欠損の状況につきましては、平成２６年度の市税の不納

欠損につきましては、一般会計分で５２８件、欠損額が２,２２３万７,７８７円でござい

ました。対前年度比が５３６万６,８８９円で、１９.４％の減でございます。 

  これは、理由ごとに分類してみますと、執行停止して３年継続による不納欠損というの

がありまして、その理由が三つほどあるんですけれども、その滞納処分ができる財産がな

いというのが２７件で、１６５万９,４９０円。それから、滞納者の生活を著しく窮迫さ

せるおそれがあるというふうなことで執行停止したのが２８件で３８万１,７６６円。そ

れから、滞納者本人が行方不明でどこにいらっしゃるかわからないというふうな場合があ

りまして、それが１３件、２３万１,１１８円でございます。計６８件の２２７万２,３７

４円でございます。 

  それからもう一つ、執行停止の上、即時不納欠損というふうな場合もございます。これ

も三つほど場合があるんですけれども、滞納者が死亡されて、その全ての相続人が相続放

棄された場合。この場合がありまして、これが２７件、これが７７万２,８５５円でござ

います。それから、滞納法人が倒産した場合。これが９件で６７万７,２３６円で、あと

これ、 近出てきたものなんですけれども、外国人の就労者の方が、その就労期間の就労

後、納税義務を怠って帰国してしまいまして、それ以後、３年以内に訪日する可能性がな

いというふうな場合がございます。この場合が２件ございまして、これが４万１,５５０

円で、計３８件の１４９万１,６４１円でございます。 

  今のが執行停止の関係なんですけれども、次に、時効による不納欠損というのがござい
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ます。これが、差し押さえの解除後、時効を中断させる措置ができずに５年を経過します

と、消滅時効となって不納欠損というふうな状況になります。これが１３１件ございまし

て、５１３万９,１３３円でございます。 

  あと、時効にもいろいろ場合がございまして、その税については時効になりましたけれ

ども、他の税は完納したというふうな場合が１件ございまして、これが２万４,１００円。

それから、その時効に関しましての滞納処分、それから、執行停止をした上でというよう

なことがあります。これが１１５件で５４６万７,８３８円。それから、本人が死亡され

て相続人が未確定のまま時効を迎えたというふうな場合が１７５件ございました。これが

７８４万３,１５６円でございます。合計４２２件、１,８４７万３,７７２円でございま

す。 

  以上が、不納欠損の状況でございます。 

 

○森上祐治委員長   原口育大委員。 

 

○原口育大委員   今の５２８件ということで、それだけの不納欠損が出てるという状況

の中で、亡くなられたとか破産したというのは、これはもうやむを得ないという感じはし

ます。 

  ただ、それ以外の分についても、支払いができないということでいろんな対応をされて

おると思うんですけれども、それでも支払いができないということは、もう本当に困って

おられるんかなというふうに思います。 

  そういう意味では、不納欠損に至るまでの対応が大事かなというふうに思うんですけれ

ども、収入未済の６億６,０００万余りに対していろんな対応を滞納整理の中でされとる

と思うんですけれども、具体的にどういうふうな今、対応をされておりますか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   滞納整理につきましてはいろいろございまして、まず、滞納

が発生しますと督促状というのを発送いたします。それがあって、まだなおかつ納税がな

い場合は、呼び出し状をさせていただきまして、あと、分納相談とか分納誓約を結びまし

て、できるだけ納税ができる状況に、軽い状況にさせていただくというふうなこともさせ

ていただいております。 

  悪、もうやむなく、納税の意思がないというようなことになりますと、そういうふう

な通告をするんですけれども、 終的には差し押さえというふうな形になっていきます。 

  以上です。 
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○森上祐治委員長   原口育大委員。 

 

○原口育大委員   今の滞納整理の中で、差し押さえとか、その辺の強制徴収あるいは公

売とかの手段をとれるところからはとらないかんと思いますので、とってると思うんです

けど、その辺の状況なり実績はどうなってますか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   平成２６年度の滞納処分の状況でございますけれども、まず、

差し押さえにつきましては３２３件、それから、参加差し押さえというのがありまして、

これは、裁判所等が先に差し押さえしておりまして、それに次にかぶせていくというよう

な形でございます。これが５件ございます。 

  あと、交付要求、これがいわゆる、これも裁判所で競売等が行われまして、それに何ぼ

か、もし残ればうちの滞納額に充当させてくれというふうなことでございますが、これが

４３件ございまして、総計が３７１件の滞納処分額が２億９,５００万円でございます。 

  換価につきましては、差し押さえについて２７４件で１,３６９万８,０００円ございま

す。それから、参加差し押さえにつきましては５件で、６８万７,０００円で、交付要求

につきましては６件、９６万３,０００円で、合計２８５件の換価がございまして、金額

的には１,５３４万９,０００円でございます。 

 

○森上祐治委員長   原口育大委員。 

 

○原口育大委員   いろんな手段で滞納整理をされておるというのもよくわかりました。

あとは、これも聞いてたら、資産はあるけども収入がないというふうな人が困ってるのか

なと。特に、ひとり暮らしになったりして、扶養義務がある人も近くにいないというふう

な状況の人が困っているような感じを受けます。 

  今からそういう人がふえてくるやろうということも思いますので、いざそうなったとき

は、税務課としてもこの前一般質問させてもらいましたけど、生活困窮者自立支援のほう

に手だてしていただくというふうなことが必要になると思うんですけど、そこら辺の認識

はいかがですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   私どもも全くそういうふうな意見でございます。 
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○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩します。 

  再開は、午前１１時１０分とします。 

 

（休憩 午前１０時５６分） 

 

（再開 午前１１時１０分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  質疑ありませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   附属資料の１１ページ、市税についてお伺いいたします。本体は、そ

れも１１ページです。本体の１１ページを、この附属資料で市税の状況というのが詳しく

書かれているわけですけれども、そこでお伺いいたしますが、今回は個人市民税と法人市

民税の関係も詳しく書かれているわけですけども、個人市民税について、まず 初にお伺

いいたします。 

  ここで、給与所得者、先ほども出ておりましたが、課税対象者の減少というふうになっ

ておりますが、具体的に何名減少したのかお伺いいたします。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   市民部長をしております高木でございます。よろしくお願い

します。座らせていただきます。 

  まず、個人市民税は減収しておりまして、その大きな要因は、課税対象者の減少でござ

います。平成２５年度の課税対象者は１万５,０５９人でございましたが、平成２６年度

は１万４,７５５人と３０４人減少しましたことが、給与所得者に対する減少と考えてお

ります。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   この３０４人というのは、これまでずっと給与所得者の状況から言え

ば、この減少率というのはどういうふうに捉まえているでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 
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○市民部長（高木勝啓）   過去のデータは詳しくとってございませんけれども、この３

０４人という給与所得者の課税減少につきましては、やはり団塊の世代なり、また、私た

ちの定年退職を迎えられる方が非常に多くなった。それともう一つは、やはり失業なり、

早期退職の方が多くなった。やはりこのことは、給与所得者に対する減収と考えておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   その反面、法人市民税というのは、ここで書いてある建設業、製造業

において、法人税割が増額して、他の業種においてもわずかながら増加しているというふ

うになっておりますけれども、いわゆる世間でいうアベノミクスというのもありますけれ

ども、そこら辺の影響が出てるのかどうかというのは、どうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   第２次安倍内閣が発足いたしまして、もう３年目になろうと

思います。アベノミクスの三本の矢というような形で、その中で、やはりデフレ解消と、

あと、またそれぞれの製造部門等の活性化、また、公共事業におきますところの活性化、

我が市におきましては、そのあたりで緩やかではございますが、公共事業に対する建設業

また製造業に対する業種が向上しました。あと、その他においてもわずかながらの向上が

見受けられます。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   その要因というのは、公共事業がふえた、この製造業というのは漠然

としてるんですけれども、これも具体的にはどういう業種なんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   具体的に申し上げますと、鉄工所関係、機械製作所関係が目

につくところでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   それで、こういう市民税の業種別分割というようなことの資料もつく
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ってるのではないかと思うんですけど、これまで聞いてきた中では、給料、営業、農業と

かいう感じでいつも聞いてるわけですけれども、この決算においてはどういう、それぞれ

の分野でどういうふうな状況になってるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   先ほど申し上げました一次産業の低迷、それと給与所得の対

象者の減少が主に減少の要因となっております。また、平成２６年度は、年金所得者の所

得の減少というのも見受けられます。また、法人税につきましては、先ほど申し上げたと

おり、全体的な微増というところでございますけれども、建設業と製造業に関するところ

が向上しております。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   緩やかなという説明であったわけですけれども、こういうふうに法人

市民税が少し増収になってるというところなんですけども、それがやはり給与所得者に回

っていかなければ、やっぱり景気回復ということにはならないと思うんですけれども、そ

こで、今聞いた給料の関係で言えば、人数は減ってますけれども、１人当たりの給与所得

というのはどういうふうに見てるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   課税対象額と対象者を割りますと、前年度より１人当たり３

万円減少している傾向にございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、この決算でいくと、農業も他産地との競合で厳しい状況

で、先ほど、給料もなかなか景気回復を受けてない。先ほど言われた年金も目減りしてい

るというところでは、この決算から見れば、市民生活というのはなかなか厳しい状況にあ

るというふうにうかがえるんですけど、その点、どういうふうに見てるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   景気回復と言われる昨今でございますけれども、やはり地方
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部におきましては、高齢化等が進んで、なかなか大変な経済情勢であると認識しておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   市長は、市の基金がふえたというふうに言われておって、市の財政も

好転しつつあると言われておりますけれども、しかし、この決算から見れば、市民生活と

いうのはなかなか厳しい状況にあると思うんですけど、市長の認識をお伺いしたいと思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今も部長のほうから説明があったとおり、中身については少しそ

ういう指摘がされるんかなと思います。しかし、市は全体的な歳入というんですか、この

市税も大きな一つでございまして、大事にせないかんわけですが、やはり国・県の交付金

なり、そういう部分ではかなり配慮をしていただきまして、そういう全体の歳入というと

ころを見ると、安定とは言いませんが、少しそれをカバーしていただいているということ

です。 

  それは本来、吉田委員のおっしゃるとおり、給料がどんどんそっちに回っていく企業と

の従業員との関係ができれば一番いいんですが、これ、私どもがどうこうせえというよう

なところまで言える話ではございませんので、あくまでもそういう状況が出てくれば、大

変ありがたいなとは思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   そしたらちょっと、少し今、市長の言葉から説明をお願いしたいわけ

ですけれども、その国・県で支援があると。改めての支援というふうに受けとめたわけで

すけれども、それは決算の中ではどういうふうに反映してるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   財政課の和田です。よろしくお願いします。 

  市長の申し上げた国・県の財政的支援といいますのは、国庫なりで補正予算の段階で、

改めて地域支援の地方創生等の交付金等の措置もございますし、現在のところ、そういう

形で国の財政支援はいただいているというようなことかなと思ってます。 
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○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、地方創生というのは全国で出されてるわけで、南あわじ

市が特別ということではないというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   国・県自体の支援といいますのは、特別、南あわじ市という

ような形でなしに、地方財政全般に通じての支援という形になってこようかと思ってます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  谷口博文委員。 

 

○谷口博文委員   ちょっと１０ページの入湯税とたばこ税についてお尋ねするわけです

が、入湯税というのは、市内宿泊施設、観光施設において当然、１５０円ぐらいの入湯税

を、これ、４,０００万か４,９００万円ふえとると思うんよね。これは宿泊客がふえて、

利用客が多かったということは非常にありがたいことなんやけど。 

  そこで、私は簡潔に言うんやけど、伊加利のうずしお温泉が、これは入湯税というのは

目的税ですわね。その辺、まず確認しますわ。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   一般的に申し上げますと、目的税です。 

 

○森上祐治委員長   谷口博文委員。 

 

○谷口博文委員   一般的に申し上げなくても、入湯税というのは目的税で、観光施設の

整備であったり消防施設の整備に充当するという認識やと私は思うのやけんど、その辺、

間違いございませんか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   そのとおりだと思います。南あわじ市の場合、定められとる
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範囲で執行させていただいておるつもりです。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   谷口博文委員。 

 

○谷口博文委員   そこで、そういう宿泊施設が利用するうずしお温泉が非常に、前回に

も私も、前のときにもお願いしてんけんど、やっぱり源泉の湯量、すばらしい温泉が出が

悪うなってっとると。それをボーリングなり何なりするのに、その辺の金を入れていただ

いて、市内の宿泊施設でそういうふうな温泉利用をしていただくことによって、観光客に

来ていただいて、そういう入湯税を市のほうへ納めてもろうとんのよ。 

  そこらをしっかりと、私は前にも対策してくださいというてお願いしとってんけんど、

その辺はどういうふうにしていただく予定でおられますか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   入湯税の歳入につきましては、平成２６年度で約５,０００

万ですね。それの充当先といたしましては、環境衛生の施設整備という形で、合併浄化槽

の設置補助に対して、入湯税の充当を９００万。それと、消防施設整備ということで１,

０００万。あと、観光施設整備という形で、サイクリングターミナルの改修工事に対して

１,４２７万５,０００円。それとあと、観光振興という形で、観光施設の整備を除いた分

で、観光協会の補助金等に対して１,０００万。その他含めまして、全体で４,９２７万５,

０００円の入湯税の充当をさせていただいておるということです。 

 

○森上祐治委員長   谷口博文委員。 

 

○谷口博文委員   要は、今まで入湯税いうたら４,０００万ぐらいだったんよの、今ま

で。それが９００万ふえとるということは、市内の宿泊施設に観光客がそれだけ多くの方

が来て、市内のやっぱり景気回復に役立っとると。その段階で、うずしお温泉なんかが、

湯が足らんさかいに、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・その辺やっぱりそういうふうな入湯税、目的税を持ったやつで、一 

 度、うずしお温泉の、これは川上委員のおひざ元なんやけんど。その辺の要望は、商工観

光課のほうに上がってませんか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   改めて失礼します。商工観光課の川上です。よろしくお

願いします。 

  うずしお温泉組合のほうから一応、協議として、書面としては上がっておりませんが、

お話を一度しようということで上がっております。湯量が減ってきとるんで、今言われま

したように、早急に調査と対応にちょっと研究したいと思います。よろしくお願いしたい

と思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口博文委員。 

 

○谷口博文委員   ほんまに、ゆとりっくの風呂でもそういううずしお温泉、ほんで、松

原荘にしたって、新しくニューアワジやなんかでも、うずしお温泉の湯量が足らんさかい

に、・・・・・・・・・・・・・・・・当然、入湯税をとりよるのやさかい、その辺しっ 

 かりとやったっていただきたいというのと、もう１点、委員長、続けて、たばこ税につい

て聞いてもよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   どうぞ。 

 

○谷口博文委員   たばこ税についてお尋ねすんねけんど、たばこ税は、これは値上げし

てから減少にあるのやけんど、この辺の認識は。喫煙者、どういう原因で減っとるのです

か。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   やはり、たばこの消費本数は、やはり年々減っております。

健康志向等の認識が高くなったということで減っておると思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口博文委員。 

 

○谷口博文委員   たばこ、分煙というか、たばこというやつは値上げして、これは喫煙

率が減っとるさかい減収しとるのやけんど。今、日本の法律でたばこ吸うても構わんのよ

の。ほんで、我々でないけんど、たばこ税というのは未納なんかないでしょう。必ず、さ

っきも未納でないけんど、たばこというのは確実に入ってきよるわけやね。 

  ほんで、そういう喫煙場所をこの庁舎でももっとええやつこしらえてもらわなんだら、

市民、ここへ来て、どこかその辺、つくる考えはないんけ。市民の方やったって、２割か

３割の方が来られて、たばこを吸うところが、まともなところがないような状況で、こん
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なんで構わんのけ。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   管財課長の土肥です。どうぞよろしくお願いします。 

  先ほど委員のほうから言われた部分については、庁舎の前に、やっぱり庁舎内というの

は禁煙なんで、喫煙できる場所は、庁舎の外になってしまいます。現在のところ、バスが

とまるところに１カ所、市民のために設けております。 

 

○森上祐治委員長   谷口博文委員。 

 

○谷口博文委員   それで、サービスエリア、どこに行っとったって、サービスエリアに

喫煙場所というてあんのよね。風除室、ダクト、屋根、そういうふうなやつぐらい、せめ

てそれぐらい、たばこを吸う人の。それは、吸わん人の権利もあるけんど、吸う人の権利

というやつも認めていただいて、どこか庁舎の外へ、サービスエリアにあるような、あん

なやつをどこぞに建ててほしいのやけんど。 

  これは私の意見でなしに、多くの市民がそない言いよんねん。ここへ来られた方が、市

民が来て、ちょっとたばこを吸ういうたって、どこで吸うていいかわからんさかいやいう

て、そんなポイ捨て禁止するように、しっかりとしたたばこを吸う、喫煙者のマナーを守

るためのそういうふうな施設ぐらい、当然、つくって当たり前や。 

  これ、多くの市民が言いよんねんで。これ、私の意見と違うで。そこらを、多くの市民

が言いよる施設を、やはり公共の施設のところでしっかりとした、たばこを吸うマナーを

守れるような、サービスエリアみたいなやつをつくってほしいと思うのやけんど、どうで

すか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   喫煙場所につきましては、屋外のほうで今のところ１カ所だ

けなんですけれども、ほかに置けるところがないか、また今後、検討していきたいと思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   谷口博文委員。 

 

○谷口博文委員   サービスエリア、それは皆さん、寄られると思うんやね。そこへ寄っ

たときに、しっかりとした風よけ、雨よけ、そういうふうな等があんのよの。せめてそれ
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ぐらいは、南あわじ市にしたって、たばこを吸いよる人の権利というやつも認めてあげて、

そんな、ほんまにマナーを守れないように、屋外で吸うてポイポイと、それは道端とか側

溝へたばこの吸い殻をほかすようなことのないようによろしくお願いして、これはもう終

わります。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   今、これに関連してなんですが、私もこのことについては言いた

いと思ってチェックしとったんですが、まさに言われるとおりでしてね。これ、たばこ税

３億７,０００万円余りが入っておるんですが、これは目的税でもなし、特定財源でもな

いと思うんですが、南あわじ市は、この喫煙者に対して、とにかく嫌煙権というのは我々

も当然、認めるわけですが、この喫煙者に対して３億７,０００万円の税収があるわけで

すから、何もこれを全部使えとは言わんのですが、何か喫煙者に対して行政として、今現

在やっていることがありますか。誰でも答えてくれる人でいい。 

 

○森上祐治委員長   答弁。 

  暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１１時３３分） 

 

（再開 午前１１時３４分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ただいま副委員長のほうが言っておられました税収について、

言われとったとおり、特定財源等でもございませんし、一般財源として財源で充当してお

りますので、特にこれという形で喫煙者に対する対策というのは行ってないように思って

ます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   これ、私も先ほど同僚委員が言われておりましたように、やっぱ

り納税者が納税しとるから、我々、納税者にも何とか考えてくれというんではないんです
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よ。税金を払うとるから、我々に対して還付するような事業をしてくれと言いよるんでは

ないんです。 

  ただ、言っておりますように、やっぱり市内で喫煙者がこれだけおって、これだけの税

収が入ってきよるという事実もあるわけ。ですから、その南あわじ市の喫煙者に対してど

ういうような、今言ってましたように、庁舎の隅のほうでも、どこでもいいし。それでま

た、市内の人が寄るような場所でも、喫煙するような場所とか、そういうことはやっぱり

行政としても考えていかんといかんのでないかと思うんですね。 

  それでないと、先ほど言いましたように、喫煙場所があるないといいますと、もうポイ

捨てが起こる、いろいろなことが起こって、やっぱり風紀上もよくないようなことも起こ

りますんでね。やっぱりこれ、今まで考えてないとはいいつつ、やっぱり考えていただき

たいと思うんですが、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   先ほども申しましたように、今後、たばこが吸えるような場

所等について、また検討していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   とにかく、我々、喫煙者も嫌煙権というのは、もう十分認めてお

るんです。けど、納税者として、やっぱり今、制度として認められておる納税者に対して

もそれなりの。何も、対価を求めるというような考えは決してありません。３億７,００

０万円払うておるのを、３億７,０００万円の税収を皆、この喫煙者に対して使え、そん

なことは言うつもりは毛頭ないんですが、今までの質疑を聞いておりますと、ほとんど喫

煙者に対する配慮もないように思うので、できたら今、言っていますように、そういうよ

うなことも前向きにぜひ考えていただきたいということを申し上げまして、この点につい

て、私は終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに質疑ありませんか。 

  阿部計一委員。 

 

○阿部計一委員   私も関連で。今、お二人の委員さん、これはたばこを吸われる。私は

たばこを吸いませんので、私のほうが説得力があると思う。 

  それでね、これは庁舎をやるときから、私はそういうことを言ってたんですよね。それ

で、これは市長等の答弁の中でも、県の条例に基づいてもう仕方のないことやということ
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で、それはやっぱり、知事の条例で決まったことに逆らって、市だけ独自の方法をとると

いうような、これはそういう気持ちもわかりますし、しかし、ずっと見てますと、合併す

るまででも、今でもそうですわね。市民からよく聞くんです。職員は、阿部さん、外へ出

てばらばらと何しよるのやと、いやいや、あれはたばこ吸うところはないし、やっぱりた

ばこ好きな人は出てきて吸いよるのやというようなことで、非常に何か環境というか、こ

の風景が、ほんまに職員がさぼっとるような。 

  今、何か吸うところあるやいうけど、そんなのないと思いますよ。わしも出ていきよっ

たら、たまにたばこ吸いようのかというようなもんでやで。ほんまにばらばらな状況にな

っとんのよの。それよって、やっぱり１カ所どこかに、そんなきちっとした喫煙所でなく

ても、ちょっとたばこを吸いたくなったらここへ行って、一定のところで吸うというよう

なことをやっぱり考えてほしいなと思います。 

  今言いよったように、約３億７,０００万もの自主財源が入ってきよるということ、や

っぱりそういうことも踏まえて、やっぱりその県の条例に逆らわん程度の方法はあると思

うねん、考えたら。そういうことをほんまに考えてもらわなんだら、結局、一生懸命やる

職員さんも、一般市民から見たら、何かさぼっとるというような感覚でとられるところ、

はっきりありますよ。我々はわかっとるから、そういう理解で、ああ、たばこ吸いよんね

んの、大変やのというような形で言いよんねけどもね。市民はそんな感覚でとってないと

思うんです。そんなんで、これは１回、市長に答弁を求めたいと思うんです。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今、３人の委員さんからこの喫煙の考え方、要望があったわけで

すが、先ほども土肥課長からも、具体的な答弁とは聞き取れない部分もあるんですが、前

向きに取り組んでいきたいということなので、私のほうも、どこでそういう喫煙場所がで

きるんか、どういう程度のものが可能なのか。これは、担当のほうでちょっと調査、調べ

て協議をしてもらうよう指示いたします。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほど、入湯税の話が出とったわけですが、平成１８年と、それから

２３年、２５年と、ちょっと推移を見ておったわけですが、入湯税の関係ですね。平成１

８年４,２００万ほどの入湯税。２３年は３,９００万で、２５年度は４,４００万と。２

６年度に４,９２７万ということで、入湯税は増加傾向にあると。これについては、観光

客の入り込みが一つはふえてる、あるいは、こうした入湯税を徴収できる施設がふえてい
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る、そこでの利用者がふえているというようなことだろうと思うんですけれども、そのあ

たりの分析の中身を、もししておれば説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   ただいま蛭子委員さんがおっしゃられましたとおり、施

設と観光客がふえてるんですけども、入湯税に関しての細かい分析はしておりませんが、

近年のところは増加している傾向はあります。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   ふえてるということは非常にいいことだと。特に、健康ブームという

か、各地で温泉というものを利用する、そこがないと逆に観光客がこないとか、こういう

ことにもなろうかと思うんですね。 

  南あわじ市内には、入湯税をかけられる鉱泉というんですか、温泉というんですか、ど

ちらになるのかな。鉱泉という言い方がいいのかな。温泉という言い方がいいのかな。そ

ういう種類ですよね。これは何種類あるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   南あわじ市には６カ所あります。うずしお温泉と南淡温

泉と、潮崎温泉、三原温泉、サンライズ温泉、筒井温泉でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   それぞれの年間の湧出量というのはわかるんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今、データはございません。申しわけございません。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   入湯税の納めていただいておるホテル、それから民宿、旅館

でございますけれども、全部合わせまして３１軒でございます。 
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○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、３１軒というのは、これは観光施設及びゆとりっくであったりゆ

ーぷるであったりということになろうかと思うんですけれども。宿泊のところだけという

ことですか。すると、３１軒ということでありますけども、データとしては、うずしお温

泉、南淡温泉、サンライズ温泉、いろいろあるんだけれども、その湧出量についてはつか

んでいないということであれば、これはやっぱりちゃんとつかんでいただいて、特に温泉

というのも貴重な資源ということになってくるかと思うんですね。 

  そのあたり、やっぱり商工観光課としても、貴重な観光資源という位置づけを持って、

状況調査をしっかりしていくべきでないか、過去においての状態がどうであったか、現在

どうであるのか、ここについての調査をしっかりやるべきじゃないかというふうに思うん

ですが、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   先ほどもありましたように、うずしお温泉等の湯量が少

なくなってきておりますので、６カ所の温泉につきまして、湯量を調べてみまして、今後

の観光資源についてどのようになっていくかということを調べていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  木場徹委員。 

 

○木場 徹委員   市税と交付税のこと、関連についてちょっとお尋ねします。交付税の

場合、約１００億ぐらい、２６年度入っておるんですが、これは合併の特例でかなり通常

の算定より多く交付されとると思うんですけど、その辺、ちょっと説明お願いします。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   交付税につきましては、合併特例という形で、合併算定がえ

という期間が約１０年間ございまして、今後、本来、前の新市建設計画の延長がなければ

本年から順次、交付税が減るということでございまして、合併特例債については５年間延

長しましたけども、交付税については、今後５年間で当初予定しておりますのが、約２０

億減額になるであろうと。ですから、１００億であれば８０億程度の交付税になってこよ

うかという試算をいたしております。 
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  ただ、合併特例債については、５年間延長しているというような形で、順次、１、３、

５、７、９という形で、３１年までの間にそういう形で段階的に縮減するような交付税の

算定になろうかとは思ってます。 

 

○森上祐治委員長   木場徹委員。 

 

○木場 徹委員   ３１年に約８０億ぐらいになると、交付税が減るということですが、

その中で市税ですね。市税の交付税に対するいわゆる基礎データというか、県を通じて国

に出しておると思うんですけども、それのいわゆる市税の課税、本来とるべき金額をする

のか、それとも、収入済額が交付税の算定に入るのか、どっち。その辺の説明をお願いし

ます。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   多少、ちょっと難しくなるんですけども、交付税と申します

のは、一般的には市税の７５％が基準財政収入額に算入されます。ですから、どのように

なるかといいますと、当然、市税が下がれば交付税がふえるというような形にはなるんで

すけども、合併算定がえ等の経過から申し上げますと、合併算定がえというのは、４町で

それぞれ計算しとった交付税のほうが、南あわじ市で算定するよりも２０億多い算定が可

能だったんで、合併特例という形でその２０億については１０年間は保証しましょうと、

あと５年間で段階的に減しましょうということですので、それぞれ、その段階での市税に

ついては、交付税に算入する７５というのは、ずっと一緒な算定になっております。 

 

○森上祐治委員長   木場徹委員。 

 

○木場 徹委員   ちょっと 後、わかりにくかったんやけども。要は、市税がふえても

減っても、この５年間は変わらんということですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   基本的に、市税がふえれば、２５％の部分については、財政

的には楽になります。ですから、財政としましても、市税の増加は望んでいるところでご

ざいます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 



－ 33 － 

  熊田司委員。 

 

○熊田 司委員   固定資産税の件で、償却資産ですよね、新規設備投資による税収増を

償却による税額が上回ったことにより減収となっているということなんですが、これ、平

成２５年、平成２６年のそれぞれの新規設備投資による税収と償却による税収と、わかり

ますか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   今現在、手元には詳しい資料を持ち合わせておりません。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   また後で聞きます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにありませんか。長くなりそうですか。 

  そしたら、暫時休憩します。 

  再開は、午後１時からとします。 

 

（休憩 午前１１時４９分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  休憩前に引き続き、質疑を行います。 

  質疑のページ数は、決算書の歳出が４８ページから７９ページまで、歳入が１０ページ

から４７ページでございます。 

  質疑はございませんか。 

  税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   午前中に熊田委員さんから御質問のございました新規償却資

産についてでございますけれども、課税標準額が１５０万未満につきましては免税となる

関係がございます。年度によって、課税か非課税か、入れかわる納税者がありまして、結

論的に申し上げますと、把握できていないのが現状でございます。 

  ただ、平成２３年度から２６年度までの納税者数と、あと調定額を比較してみますと、
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２３年度の人数につきましては１,２８９、２４年度が１,２７４、２５年度が１,３０３

で、２６年度が１,３０６、それから、調定額につきましては、償却資産税が６億２,４８

０万円、それから、２４年度が５億７,２２０万、それから、２５年度が５億３,０００万

で、２６年度が５億３００万になっております。 

  人員数は横ばいでございますが、調定額につきましては、徐々に減少してございます。

ということは、経年変化と、あと新規分のバランスについて、人員数が横ばいで税額が減

少傾向にあるということでございますので、設備投資がそれほど行われていないというこ

とになろうかと思われます。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田司委員。 

 

○熊田 司委員   先ほど、同僚委員のほうから、個人の所得についての話もありました

けど、ここら辺がやっぱり市としてこれから先の経済状況をつかむ一つの数字になるんか

なと思いますが、こういう状況を踏まえて、税務課のほうでは南あわじ市の置かれてる現

状、どのように把握されておりますか。 

  特に、この景気に関しての市の現状ですよね、どういうふうにとらえられて。さっき言

いましたけど、設備投資が進んでないとなってくると、その分、経済状況が先行き不安な

のかなと思うたりもすることもあるんで、そこら辺の感想だけ言うていただけたらと思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   まず、一次産業におきますところの、業種別における一次産

業におきましては、大きな増減は見られておりませんので、生産力が維持できる限りは現

状維持と考えております。また、建設業、製造業につきましては、やはり景気対策に影響

を受けます。ですから、今後の経済の見通しによって、成長するか、また現状維持になる

かというところが問題となっております。また、宿泊業、生活関連サービスにつきまして

は、宿泊業は大きな増減はございません。生活関連サービスにつきましては、主に観光等

になるんですけれども、所得の増加という傾向が見られております。 

  また、個人の所得につきましては、先ほど申しましたように、給与所得がやはり減少と

いうのが気がかりでございます。一次産業につきましては、やはりそれも生産力の維持が

どれだけできるか、また、ＴＰＰ関連のマクロ的な経済もございます。 

  それとあと、営業所得につきましては、現状維持より若干今、下がっておりますけれど

も、これからの景気次第というところもございます。ただ、際立ってアベノミクスから顕
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著なのは、譲渡所得とか株式、また配当所得が近年上がっております。これはＮＩＳＡと

か金融施策に伴う、またあと、株価の上昇がアベノミクスになってから１００％増という

ような時期がございましたので、そこら辺は所得として反映されておるものと考えており

ます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   決算書の３２ページの基金運用収入、これ、３月補正で４,８００万

ほど組まれたのかなというふうに思っておりますけれども、いろんな債券を買って、その

運用益だというふうに思うんですけれども、具体的にどんな債券を買われてこれだけの収

入があったのかというのをちょっとお尋ねします。 

 

○森上祐治委員長   会計管理者。 

 

○会計管理者（堤 省司）   会計管理者、堤と申します。よろしくお願いいたします。 

  今、御質問がございました基金の、これは運用でございまして、基金の運用につきまし

ては、債券と預金というふうなことで運用いたしております。 

  ２６年度末につきましては、定期預金、特別会計、一般会計合わせてでございますが、

約３９億ございます。それで、債券につきましては、６１億９,６００万、そのような金

額で処理をしてございます。 

  そのうち、今回、債券の運用収入として計上してございますのは、財政調整基金の債券

３億円分の入れかえによりまして、１,３９０万５,０００円。それと、公共施設整備基金

２億円分の債券を入れかえいたしまして、９２７万円。それともう一つ、水道事業調整基

金の４億円の債券を入れかえいたしまして、２,５０１万２,０００円という収益を得てお

ります。 

  買いかえいたしました債券につきましては、売り払いの債券につきましては、財政調整

基金並びに公共施設のものが大阪府債でございまして、額面５億円、１０年債でございま

す。それを売却いたしました。もう一つ売却したものが水道事業の基金でございまして、

それは国債でございまして、２０年債のものを売却いたしました。それに対して、全部で

９億円を売却したわけでございますけれども、その９億円につきまして、今度、入れかえ

ですから購入したものが福岡県債、額面９億円。それを購入いたしまして、その入れかえ

の差益が４,８１８万７,０００円と、そういうものでございます。 

  以上です。 
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○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   この資金運用というのも一つのお金を生み出す大きな財源になるわけ

ですけれども、今の話ですと、大阪府債を福岡というふうに入れかえたような話だったわ

けですけども、そこら辺の、どこが、兵庫県債というのもありますけれども、確実性も言

われますし、こんな自治体が発行している債券というのは倒産とかそういうものはない、

リスクは少ないと思うんですけれども、そこら辺の見ていく基準というのは、何か持って

るんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   会計管理者。 

 

○会計管理者（堤 省司）   現金の運用につきましては、地方自治法等で定めがござい

まして、今、委員御指摘のもので、株券を買ったりということはできないようになってご

ざいます。運用できるのは国債、また地方債、政府保証債というふうな確実性の高い債券

並びに当然、預金と、元本保証のある預金という形で運用しておくというふうな形が地方

自治法に出てございますので、その範囲で運用いたしております。 

  公債の部分、どこの自治体の債券を買うのかというふうなことになりますと、また、売

却するタイミング、また、売りに出るタイミング、年がら年中出ておるというふうなもの

ではございませんので、そのタイミングに合わせて購入、また入れかえというふうな形を

とってございます。地方自治体、日本国中、発行しておるんですけれども、県なり市なり

発行しておりますけれども、どこのものを買ってどこのものを買わないというふうなこと

は考えてはございません。全部統一をして考えてございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   財産を運用するときに、買う都道府県の債券で利率のいいものを優先

的に買ってるのかなというふうには思うんですけれども、これも３月補正であったわけで

すけど、その３月補正でなければ、この金額はわからなかったんですか。 

 

○森上祐治委員長   会計管理者。 

 

○会計管理者（堤 省司）   債券の、国債は年中発行されておりまして、いつ、それも

国債の相場というのは景気の動向によりまして利率が上下いたします。その上下の度合い

を見まして、一番 適な時期というのがいつなのかということも、当然、判断していかな
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ければならないとは思ってございますけれども、実際に基金を運用するわけでございます

けれども、基金を取り崩しとか、また積み増しするというのは、補正予算等もございまし

て、現実的には３月ぎりぎりの時期に基金を積み増しとか取り崩しをいたしますので、そ

の時期に合わせて、この債券の入れかえを行っておるというのが現実でございまして、時

期的にはそういった、年がら年中、入れかえしようと思うたらできるんですけれども、南

あわじ市の運用として、年度末あたりということで入れかえをいたしてございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   ３月末にという話でありますけれども、こういう大きな金額が運用と

して出てるんであれば、やっぱりその補正予算も３月、６月、１２月とあるわけですので、

その時点でお金、運用ができれば、市民サービスのほうに回せるんではないかなという考

えがあるんですけど、その点いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   会計管理者。 

 

○会計管理者（堤 省司）   委員御指摘の運用益につきましては、このたびの監査の意

見書等にもございまして、御意見、指摘をいただいているところでございます。運用益は

非常に大きな金額、このたび上がっておりますので、ほかの自治体を参考にもしながら、

より基金運用について効率的な運用を図ってくださいというふうなことで、その方針で今

後臨んでいきたいと思ってございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっと決算を見てみますと、この４,８００万円余りのお金は、何

か基金の積み増しに使われているように思うんですけども、なぜ一般財源に置いといて、

翌年度に何かサービスに使えないのかというふうな考え方もあると思うんですけど、なぜ

この基金の積み上げに使われたんですか。 

 

○森上祐治委員長   会計課長。 

 

○会計課長（松本典浩）   会計課課長、松本です。よろしくお願いします。 

  どの基金条例も似たようなところがあるんですけども、あくまで繰り越しの運用につき
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ましては、一旦、予算に計上して、基金に編入するものとして決められてますので、それ

を守ってやっております。 

 

○森上祐治委員長   吉田良子委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、一旦基金に積み上げて、また今後の活用に生かしたいとい

うことになるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   会計課長。 

 

○会計課長（松本典浩）   そうです。ただ、基金のほうの条例で、それぞれの基金は、

その目的のものの上で使うというふうになっておりますので、それにやっぱり従ってやる

ことになると思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  小島一委員。 

 

○小島 一委員   決算書の５３ページの入札のシステム関連ですが、附属資料３２ペー

ジに、２６年度の入札の執行状況がございます。件数に対して契約件数が４５件ほど少な

いんですが、この４５件というのは、次年度、今年度で契約できたか、その辺、どういう

ふうになっておるのか説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   入札の執行件数については３１４件で、あと、契約件数とい

うことで、落札件数が２６９件ということで、それ以外は執行をしていない部分でござい

ます。落札率については、８５.９４％となっております。 

  この部分については、入札執行件数のうち、入札を打ち切りした件数といたしまして、

不落が２４件、それから、不調が１６件、それから、入札中止が６件ということで、計４

６件の入札を打ち切りにしたような形でございます。 

 

○森上祐治委員長   小島一委員。 

 

○小島 一委員   いや、それは見たら、不落とかはあれやけども、４５件積み残しとる

わけじゃの、事業を執行すべく入札かけて、不落、不調、中止で停止しとるわけでえか。
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これをどないしたんかということをお尋ねしとる。もう、事業をやめたんですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   再度、入札したりしたものもございます。 

 

○森上祐治委員長   小島一委員。 

 

○小島 一委員   いや、必要やから入札かけたんじゃの、この事業として。それで、再

度かけたものもありますよいうて、じゃあ、かけらなんだものは、もう事業をやめたんで

すかということをお尋ねします。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   総務部長の細川でございます。よろしくお願いいたします。 

  まず、先ほど今、課長のほうから申し上げましたように、執行いたしましても不落、不

調等は当然、あるわけでございます。その中で、災害等で緊急を要するものにつきまして

は、事情等によりまして緊急を要する場合は、随契にいたしておるものもございますし、

時間的な余裕があるものにつきましては、再度、入札にかけたりしております。 

  細かな数字については、ちょっと私のほうの手元にはないんですけども、各担当部署で

再入札に上げたり、随意契約ができるものについては随意契約で処理しております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   小島一委員。 

 

○小島 一委員   ということは、事業は形をどうあれ、変えてでも執行は必ずしておる

というふうに理解してよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   細部につきましては、担当部署といいますか、事業課等、担

当部署になるわけですけども、今、確認いたしましたら、そういう形で執行しておるとい

うことでございます。 

 

○森上祐治委員長   小島一委員。 
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○小島 一委員   それと、これはたまに耳にするというか、言うてこられる方があるん

やけども、入札に関して、設定価格１００％で落札することが多々あるというふうなこと

で、一生懸命、 低をねらっていっても失格になったりして、なかなかとりにくいという

ふうな話も。これは、入札の件は、これまでもいろいろと委員から質問もあったと思うん

ですけども、こんなことは耳にしたことありますか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   私のほうではございません。 

 

○森上祐治委員長   小島一委員。 

 

○小島 一委員   それは、直接言ってないんか、わざわざ結果表を持ってきて、そうい

うことも言われてこられる方もあるんですわ。それに対して、それはもうたまたまそうい

うことになったんかと思うんですけども、やっぱりその辺が何回も続くと、やはりそうい

う疑念を持たれる方、何か、行ってもどうせとれれへんからとか言うて、入札辞退される

ような方もあるように直接聞きましたので。 

  その辺の対応について今後やはり何らか、対応いうたって、もうこれは結果論ですので

しゃあないと思うんですけども、その辺、入札の仕方もあわせて、やはりいろいろと対応

していかないかんと思うんですけども、どないですか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   確かに、うわさ等は、直接は耳にしたことはないんですけど

も、確かに、 低制限価格ちょうどで落札、何件か続いたという事実も、正直言ってござ

います。ただ、入札の調書というんですか、入札の直前に私がそのものを記入いたしまし

て、封印して、それで入札の、今、電子入札ですので、その結果を見る直前に開封して、

それで予定価格なり 低制限価格なり入力して、電子的に落札者を決定するというような

形にしておりますので、適正に執行はいたしておりますので、それ以上のことは私のほう

からは、御答弁はできかねます。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   小島一委員。 
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○小島 一委員   そういうふうなことやと僕も思うんです。ですから今後、そういう疑

念が発生しないように、こっちも期待をしております。 

  以上で、とりあえず終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   決算書、歳出は５４ページになるかと思うんですが、これの嘱託精神

科医、相談謝礼１万２,５００円と、わずかな金額なんですけれども、かねてよりメンタ

ルケアといいますか、職員の退職事由の中に、メンタル的な理由も見受けられたこともあ

ったかに思うんですけれども、近年、そういう傾向はどうなっているかについて説明いた

だけますか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   総務課の垣でございます。よろしくお願いいたします。 

  精神的なことで休養なりされている方が市役所には何人かおります。２７年度当初から

３人の職員がメンタル的なことで病気休暇に入り、休業しておりました。１人の職員は、

８月に退職されました。１人の職員は、現在も休職中です。あともう１人の職員は、現在

復帰しております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   合併してからの職員の退職者数も結構ふえてると。そういう中で、こ

うしたメンタル的な問題を事由にしての退職というのは、これまで何例ぐらいあったんで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   自分は、今現在、メンタル的な部分で、途中で退職したとい

うのは、今年度メンタル的な部分で退職した人は、今回が初めてかなと思っております。

病気休暇中に退職した人は初めてかなと思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 
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○蛭子智彦委員   思っているということではなくて、そういうメンタルケアの大切さと

いうことを重視をして、嘱託精神科医の配置をしていると。これまでも、そういう休職に

なったりとか、職場復帰を果たせなかったケースもあるやに聞いておるんですけれども、

そういうことはなかったんですね。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   精神科嘱託医さんには、職員が復帰するに当たって主治医の

先生プラス精神科の嘱託医さんに診断をいただいた中で復帰するというふうなシステムに

なっております。もう一度、済みません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、これまでに私の知ってる範囲では、そういうメンタル的な

ことも理由にして休職があったり、その延長上で退職があったりというような例も何例か

あったように聞いておるんですけども、そういうことが今、課長はないということだった

んですけども。ないということでいいんですね。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   一度、調べてみたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ページ、２８ページの総務費委託金で、徴税費委託金６,８００

万余りがありますが、この徴税費委託金６,８００万というのは、市が市県民税を同時に

収納しておるわけですね。これ、市民税の個人市民税１８億余りで未納が１億９,０００

万円で、９０％以下の収納率ということなんですが、これから逆算しますと、県民税が１

２億前後かになるかと思うんですが、この６,８００万円というのは、県民税に対して、

これは委託金として何％かという割合が決まっておるんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   県民税徴収事務費の市町交付金につきましては、１件当たり
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３,０００円の交付金があります。件数につきましては、２万２,８５１の件数がございま

して、あと、県税の関係の還付の立てかえとかがございましたので、その分でございます。 

  初めに申し上げました３,０００円の分につきましては、３,０００円掛ける２万２,８

５１で、６,８５５万３,０００円、それから、県税の還付金等につきましては、７１９万

４,９４３円で、トータル７,５７４万７,９４３円ということになっております。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   これ、きょう、午前中、同僚委員がこの収納率が９０％を切って

おるということなんですが、これ、収納率を切っておるということは、南あわじ市の市民

税もそうでありますけど、県民税も同じ理屈になってくるわけですね。南あわじ市に何年

か前に、いつだったかは記憶にないんですが、何年か前に、県職員がこの収税するがため

に常駐、何日か何カ月か忘れましたが、県の職員が常駐してきたことがあると思うんです

ね。そういうように、県の職員が市へ常駐して収税を手伝うということは、収納率が何割

を切った場合には県から出てくるとか、そういうような何かルールはあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   収納対策の関係の県の職員の派遣については、市のほうから

の派遣依頼で来ていただくというふうなことになっておろうかと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ということは、何年か前かは定かでないんですが、県の職員の方

が何人か市に駐在しとったということは、市が県に要請したということですか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   今、私は所管外なんですけども、私が税務課長に就任いたし

ましたのが平成１９年度でございます。その際、徴収等について頭を悩ませておったんで

ございますが、そのときに特別徴収員ですか、県の専門官がその部署からお話がございま

して、これはいいことだということで、県のほうに申請をいたしまして、たしかそういう

ような形になったのは、平成１９年度からだと思います。それから、現在まで続いており

ます。 

  ただ、フルタイムといいますか、１週間ぶっ通しということではなくて、私のときは２
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名でしたけども、今は３名おるらしいですけども、１週間に何度か来て、主にその方たち

が直接もあるでしょうけれども、市の職員、徴税の職員のリテラシーといいますか、技能

の、技術の、知識の向上のために指導的役割で来られていると考えております。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   そしたら部長、その平成１９年度のときは、どれぐらいの収納率

であったんですか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   ちょっと今、記憶も、かなり以前のことですので、記憶がご

ざいません。ただ、その方たちが来ていただいて、今まで差し押さえ等も若干、ちゅうち

ょするようなこともあったんですけれども、法的にルールどおり、差し押さえすべきもの

は差し押さえ、それから、時効とかは極力発生させないようにとか、そういうような指導

がありまして、１９年度から、そこらの知識といいますか、収税の職員の技能等もかなり

向上していったというようには考えております。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   そしたら部長、これ、今回、９０％を切っておるような収納率で

すわね。今、市当局としては、今もうあえて県のほうにそういう方の依頼をしようとかし

ないとか、今のところ、そういうことは考えてないんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   現在につきましても、たしか月２回程度でございますけれど

も来て、あと、収納関係の係の指導等を行っております。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   それは、ことしのいつから始まったんですか。それとも、定期的

に来られておるんですか。それ、どちらですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 
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○税務課長（榎本輝夫）   今、細川部長が申し上げた年から、ずっと継続して毎年、毎

月実施しております。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ということは、今の部長からの話を引き継いでいきますと、もう

１０年近くの間、県からそういうことを、定期的に来て指導しておるということですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   そういうことでございます。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   その場合の職員派遣については、これはもう県の持ち出しですか。

市が依頼した場合は、その職員経費というのは市の持ち出しですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   人件費については、南あわじ市から出ております。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   南あわじ市から職員の負担を、県職員の負担を出すということは、

県から南あわじ市に定期的に来るというよりも市の。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   人件費は、県費でやっていただいております。その県の

職員も、南あわじ市専属ではなしに、各ブロックに分かれて、例えば南あわじ市と他市と

かけ持ちで持っておりますので、先ほど申したように、毎日ではございません。決められ

た日程に従って、南あわじ市に来ていただいておりますので、そういうことで御理解いた

だきたいと思います。 
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○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   経費は。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   人件費は県です。旅費につきましては、実費につきまし

ては、南あわじ市が負担をしております。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ということは、部長、一応、旅費はこちらのほうで出すというこ

とは、市のほうから県に定期的に指導をお願いするという依頼をしておるということです

か。それとも、県の押しかけですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   身分は、県と南あわじ市、また他の、他市の派遣先と併

任をしております。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   だから、その県職員の派遣は、市のほうから依頼して、定期的に

指導をしてくださいよということですかということよ。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   市からの依頼でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   わかりました。そんで、定期的に、１カ月に何回か依頼をして来

てもらってるということなんですが、やはり県の職員にそういうふうに、１カ月に一遍か

二遍かわかりませんが、定期的に来て指導してもらうということは、やっぱり南あわじ市

の税務課の担当職員という方々は、県の人に依頼をして指導を仰ぐということは、やはり
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そういう人に頼りにして指導を仰いどると。１０年間、継続してそういうことをやってお

るということですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   収納に関しては、滞納処分等、いわゆる差し押さえ等のノウ

ハウ等を指導を仰ぎながら、大変難しい事務処理も教えていただきながらこなしておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   １０年間やってて、まだノウハウはつかめられませんか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   大変難しい事例もございます。そういう場合には、県の職員

の方々の御指導を仰ぎながら、滞納処分に当たっております。 

 

○森上祐治委員長   印部久信副委員長。 

 

○印部久信副委員長   しっかり勉強しながらやってください。けど、結果として、収納

率が年々下がってきているように思いますので、ということになると、そのやっておる意

味がちょっと薄れているんじゃないかとも思いますので、しっかり勉強しながらやってい

ただきたいと思います。 

  終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどのメンタルヘルスの関係に続いて、決算附属資料の中で、これ

は附属資料の２７ページということになっておるんですが、この決算書の本体のほうが何

ページになるのか、ちょっとよくわからないので、これに基づいてよろしいですか。副市

長、よろしいですか。聞いていただいてますか。済みません、聞いてください。 

  この積み上げたものが２７９万９,０００円ということで、職員の資質向上を図るため

の職員研修等ということでこの数字が出ておるんですが、この決算書の中では、どの部分
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の積算になってくるのかという説明、まずいただけますか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   職員の資質の向上を図るための職員研修等ということで、２

７９万９,０００円上げさせていただいております。これは、それぞれ研修ごとに経費が

かかっております。その中で、視察に要する旅費であったり、講師の派遣料であったり、

講師の謝礼なりというのをそれぞれまとめて、一研修当たりの経費が幾らかかりますとい

うことで、上げさせていただいております。その経費は一般管理費の中に予算をそれぞれ

のところから支出しております。一研修当たりに係る経費をまとめさせていただいており

ます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、決算附属資料があったら、ああ、こういうことをやってるん

だなというのがよくわかってよいんですけれども、この決算書だけを見ておる限りはどこ

にも出てこないというか、全くわからないようなものになってないかということを、ちょ

っと今、言うとるんですけども。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   決算書では、それぞれの旅費であったり報酬であったりとい

う部分で、トータルで出ておるんですけれども、決算附属資料をつくって、その中での研

修それぞれの内容がわかるように決算してあるんです。そういうことで、決算の資料とは

別にわかりやすくするために、附属資料を設けております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   決算附属資料で詳しく説明していただいていることは、もうそれでよ

くわかりました。ただ、本体から拾うのが難しいので、なかなか本体のほうとの関連性が

ちょっとわからなかったもので、まずそれを聞かせてもらったんです。 

  この中で、いろいろ成果も上がってきておるんだろうと思うんですけれども、一つ、主

幹研修ということで、自衛隊の姫路駐屯地への研修ということで、参加３４人、主幹級職

員というようなことで、目的が統率力、危機管理能力の向上、精神管理手法を取得すると
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いうようなことになっておるわけですけれども、この自衛隊の関係では、いろいろ不祥事

も結構出ておるようにも思うんですね。 

  例えば、これはちょっと古いですけれども、２００４年だったか、いじめ問題で自殺者

が出る、そして、そのことについての資料の隠蔽をやったということで、関係者が大変処

分をされて、その裁判が２０１４年に結論が出てるというような、 近の話になってきて

るんですけどもね。こういうようなこともあるし、必ずしも自衛隊が全て悪いということ

ではないんですけれども、こういうことも結構出てるということもあれば、この主幹研修

ということについて、もう一回考え直してみる必要があるんじゃないかなというふうに思

うんですが、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   自衛隊での不祥事とかいう話、今あったわけなんですけれど

も、自衛隊での研修、自分もこの２６年の前、２５年度に自衛隊研修、行ってきたんです

けれども、規律であったり礼儀であったり、今の職場においても生かせるべきようなこと

がたくさんあったのかなと、また、危機管理に関してもたくさんあったのかなと思ってお

ります。 

  今まで、次長、課長、主幹と、管理職のそれぞれの職階の人が行っておるのですけれど

も、一通り、管理職的な部分で終わったのかなと思っております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   その幹部研修の成果があって、例えば、市が隠蔽体質じゃなくて、情

報は公開する姿勢であったりとか、あるいは、庁内のさまざまな指揮系統、民主的な運営

がちゃんとできてるかどうか、そういったものを外部的に評価するようなものも、私は必

要ではないのかなというふうなことを思っておるわけですけれども。 

  現状で言えば、メンタルケアなどについても研修もされてるということなんですけれど

も、庁内の中でのさまざまなそういう精神的に抑圧を受けるような、そういうようなこと

がなければいいんですけれども、自衛隊の中にある軍隊的な側面としての、これは規律を

重んじるということで、上に対して物が言えないというようなことも結構あるのかなと。 

  しかし、上に対して物が言えるような制度的な保障、フィードバック的なものも備えて

こその規律ではないのかなというふうなことを思っておるわけですけれども、総務課長の

見解をお伺いします。 
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○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   組織の中で上に対して物が言えないというふうなことを言わ

れておるんですけれども、職場の中では、報告、連絡、相談なり、いろいろなコミュニケ

ーションを図って、組織が成り立っていくのかなと思っております。 

  今、自衛隊研修を行ってきて、そういうふうな不祥事があるから市役所もそういう右へ

倣え的なところがあるのかなというふうなようにも思ったんですけれども、そういうこと

は一切ないのかなと思っております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子智彦委員。 

 

○蛭子智彦委員   一切なければ結構です。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   谷口博文委員。 

 

○谷口博文委員   簡単なことをお尋ねすんのやけど、１７ページの美術館入館料４６万

１,５９２円って、これというのは、玉青館のことやと思うのやけど、これ、大体、何名

の入館でこの歳入があるんですか。これはまた、ここで聞いたらあかんのけ。これは歳入

やさかい、聞きよるのやけんど。 

 

○森上祐治委員長   今の件については、教育費のところで。 

  暫時休憩します。 

 

（休憩 午後 １時４９分） 

 

（再開 午後 １時５０分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  ほかに質疑ございますか。 

  原口育大委員。 

 

○原口育大委員   １４ページの使用料の関係で幾つか聞きたいんですけども、まず、民

生使用料の市立保育所の保育料収入未済５１万６,０００円があるんですけども、これは
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どういう状況の収入未済なんでしょうか。これもわかれへんのか。これも所管でないとあ

かんのか。 

  そしたら、観光施設使用料７０万２,０００円の未収がありますけども、これはどうい

う形のものなんでしょうか。商工観光使用料。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   済みません、もう一度、ページ数を教えていただけます

か。 

 

○森上祐治委員長   原口育大委員。 

 

○原口育大委員   １７ページの商工観光使用料、収入未済の７０万２,５７２円につい

て、これはどういう状況なのか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   これは、なないろ館のところで営業しておった業者のほ

うが、支払い能力がなくなって、今、月々５,０００円もらっているところの残っている

部分で、未収ということで残ってます。なないろ館に入ってた業者の中の一つの業者が、

支払い能力がなくなった部分でございます。 

 

○森上祐治委員長   原口育大委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、これは分納されてて、ちょっとずつ減っていきよるので、

ずっと残ってるということですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   はい。そうでございます。７０万残っておりますが、毎

月、支払い能力のある５,０００円ずつをいただいておりまして、年間６万円入というこ

とで入れております。 

 

○森上祐治委員長   原口育大委員。 
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○原口育大委員   同じページの農林水産使用料の４万３,０８２円について、どういう

お金なんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農商部長。 

 

○農商部長（神代充広）   農商部長の神代でございます。よろしくお願いいたします。 

  これについては、農業関係の使用料でございまして、ちょっと今、私の手元にございま

せん。失礼しました。資料がございました。漁港施設の使用料ということで、４万３,０

８２円が滞納になってございます。これについては、次年度に繰り越しておりますが、２

７年度で収納されたものと解釈しております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ちょっと待ってくださいね。私も、司会進行でまだちょっとことし

のやり方になれてないんですが、新しい決算書の形で、歳入の質疑については、歳出に関

連する歳入の観点でお願いしたいと思います。あとまた、商工関係で、また商工のところ

でもいろいろ質疑があろうと思いますので、その辺を踏まえて質疑をお願いいたします。 

  それでは、木場徹委員。 

 

○木場 徹委員   踏まえて、委員長に判断してもらいたいんやけど、１６ページから１

７ページに、土木使用料の中で、滞納の市営住宅使用料と滞納駐車場使用料というのがあ

るんですが、これは関連したものであるのかどうかと、もしわかれば、どういう現状にな

っとるか、ちょっと説明してください。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   都市計画課の原口でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  この土木使用料の住宅使用料と滞納住宅使用料というのは、現年度分、２６年度分の使

用料と、それ以前の分の、２５年度以前の分というふうな分け方をしております。駐車場

についても、同じとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   木場徹委員。 

 

○木場 徹委員   ということは、もう長年、こういう住宅の使用料並びに駐車場使用料

については、以前からずっと滞納がたまってると、使用料がたまってると、そういう関係
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の、現年でない分を滞納使用料というふうに呼んでおるんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   先ほど申しましたように、基本的に現年度というのはそ

の年度、それ以前のものということで、ずっと残っていってるわけでなしに、計画的に使

用料を支払っていただいとるんですけども、例えば２６年度であれば、２６年度に幾らか

滞納があった分は、それは現年の使用料なんですけども、その分については過年度という

ふうな滞納使用料のほうに回っていきますので、ずっと同じ人というか、それが滞納で納

まってるということでもないんです。 

 

○森上祐治委員長   木場徹委員。 

 

○木場 徹委員   ということは、この滞納市営住宅の使用料の中に、過去のやつで年度

別に言うと、古い年度だったら、どのぐらいからたまっとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   ２６年度で言いますと、滞納の過年度分の滞納額が１,

０１１万８,１８０円ということになっておりますけれども、毎年、過年度分、若干なり

減額しておるんですけども、古い分であれば、２３年度、詳しくさかのぼっては見てない

んですが、２３年度以前の分がございます。ただ、それも返済計画等を立てて、順次、支

払っていってもらっているような状況であります。 

 

○森上祐治委員長   木場徹委員。 

 

○木場 徹委員   ということは、ずっと長年、ためとるやつを返済計画を立てて、納付

していると。この下の駐車場についてもそうですか。同じような、同じ滞納しとる人が、

駐車場も同じように借りていると、それが滞納になっているということですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   駐車場を借りている方については、住宅使用料と駐車場

使用料を一括して納付してもらってます。振替にしたら手数料、２件に分けた場合、手数

料が要ってきますので、住宅使用料と駐車場使用料を一括して納付という形になってます
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ので、ほぼ、住宅使用料も滞納しているという方になってくるかと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員、ちょっと委員にお尋ねしますが、まだ何点かあと質問、

この件について続きますか。もう一回だけ。なら、どうぞ。 

 

○木場 徹委員   とめられたんで、忘れた。簡単なことで。 

 

○森上祐治委員長   それでは、また休憩してから。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は、午後２時１５分といたします。 

 

（休憩 午後 １時５９分） 

 

（再開 午後 ２時１５分） 

 

○森上祐治委員長   それでは、再開いたします。 

  引き続き、歳出、款１．議会費、款２．総務費、ページは４８ページから７９ページ及

び関連する歳入について質疑はございませんか。 

  総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   先ほど、蛭子委員からの質問の中で、長期休暇、精神的な部

分で休暇した人が、その途中で退職した職員は何人おるかということなんですけれども、

病気で休業中に退職した人が１８年度に１人おりました。それと、一度、一旦、精神的な

メンタルで休業していて、その後、出勤なりしていたんですけれども、途中で退職された

職員が２人いました。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   質疑ございませんか。 

  木場徹委員。 

 

○木場 徹委員   先ほどの住宅の滞納の関係ですけども、２３年以降、滞納しとるとい

うことで、これ、両方、住宅と駐車場の関係があるんですけれども、いわゆる法律では、

何年滞納するととめれるという、そういう法律的なことは検討されて、こういうことをや

っておるんですか。 
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○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   建設部の岩倉です。よろしくお願いいたします。 

  今の答弁ではないんですけど、私どものほう、今現在答えられる分と答えられへん分が

あるんです。というのも、今、今回、審査の方法が変わったということで、とりあえず今

回、先ほど委員長のほうからも説明があったと思うんですけども、議会費、総務費、要す

るに、４８ページから７９ページに関する支出に関連する歳入ということでございます。 

  そうなりますと、今の木場委員さんのほうから質問いただいております住宅の土木の使

用料、これ、５番目にあります土木費の１４８ページから１６１ページの審議のときに、

関連する歳入ということで答えるべきということで、きょう、まともな資料は持ってない

んです。現実的には。 

 

○森上祐治委員長   木場委員にお願いしますが、今、建設部長のほうから、後ほど資料

を持ってきて答弁すると言ってますので、それでよろしいか。 

 

○木場 徹委員   結構です。 

 

○森上祐治委員長   またそのときに質問お願いします。 

  ほかにございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   同じ使用料のことでお聞きします。１６、１７ページ、農林水産使用

料で、簡単に言います。漁港施設使用料があります。滞納漁港施設使用料、これ、内容だ

け教えてほしいんですが。どういうのを。 

 

○森上祐治委員長   登里委員、これもお互い、今回初めての、ちょっとなれてないんや

けど、これも後の（５）の歳出の款６の農林水産業費で答弁があると、質疑があったら、

ということなんで、ちょっと我々も初めてなんで、その辺非常に。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   ５１ページに、市民生活応急措置費があります。いなりこ予算だと思

いますが、この資料には、道路等の緊急予算に使うたということなんですが、これ、年間

的に何件ぐらいあって、道路以外にどんなことをやっておられるのかだけ、お聞きしてお

きたいんですが。 
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○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   これまで、総合窓口センターでやっておったいなりこ予算の

分ですけれども、市全体の分で７０件ということで、先ほど、登里委員が言われた市道の

溝ぶたの修繕なり、舗装路面の修繕なりが主なものでございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   わかりました。変わりまして、もう１件お尋ねします。５７ページの

デマンド監視業務委託料というのがありますが、これはどういうことか、内容をお聞きし

たいと思います。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   このデマンド監視部分につきましては、電気の部分でござい

まして、このデマンドで一定より上がらないような操作をするような機械の部分でござい

ます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   決算書の５９ページのコミュニティバスについてお伺いいたします。

このたび、この決算では、新しくエリアをするデマンドの業務委託に係る分とかいろいろ

あるわけですけれども、その地域公共交通会議が２回開かれてるというふうに、附属資料

の３９ページに書いてあるんですけれども、ここでは具体的にどういう内容が話されたの

かお尋ねいたします。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   地域公共交通会議なんですけども、これにつきましては、今

現在、運行しておりますらん・らんバスの状況ですね、例えば、利用状況であるとか、地

域の方々の今の現状に対する要望とか、また、状況につきましては、各路線ごとの利用人

数なんかを発表していただいた中で、今後の運行等についての検討を重ねる会議でござい

ます。それと、いろんな要望に対する次期運行路線の見直し等々についても協議をいたし
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てございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この会議は、新庁舎が開庁して、新庁舎を中心にどういう路線を組む

かということの主に検討会議だったというふうに思うんですけれども、今言われた要望が

かなり出たと思うんですけれども、その要望に対しては、どの程度というか、おおむね、

それは新ルートの中で検討されたということでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   当然、今現在、２７年度から運行しておりますダイヤにつき

ましては、その会議の要望等を踏まえた中で、なおかつ、この会議におきまして、こうい

うふうなルート変更になっておりますということの説明もした中で、各委員さん方の承認

を得たルート、ダイヤとなっておりますので、要望にはこたえておるものというふうに考

えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、ここの交通会議の中に、高齢者の方々も委員として入ってい

ると思うんですけれども、役職があるのかどうかも含めて、どういう方々が高齢者の代表

として入っておられるのかお尋ねいたします。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   ただいま委員のほうから、高齢者の方ということでございま

す。高齢者というていいんかどうかちょっと気になりますけども、老人クラブ連合会の会

長、副会長３名が入ってございます。高齢者という括りになりますと、老人会クラブ連合

会のみというふうに答弁させていただきます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   一つは、らん・らんバスは、一時期、高齢者は無料だったのが、今、

１００円というふうに変わってると思うんです。利用料金が、子育てに頑張ってくれてる

市としては、よく子育て支援で予算を使うのもわかるんですけども、高齢者を大切にする
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という意味で、利用料の見直しというようなことも言われてるわけですけども、そういう

声が届いてるわけですけれども、こういうふうに団体から出てきた人は、その団体に持ち

帰って、こういう案がありますよとか、そういう説明を受けた中で出てきてるのか、もう

単独の判断で出てきてるのかとかいうのは、いろいろあると思うんですけども、本来やっ

ぱり、老人会の多くの意見を吸収した中で、意見を述べるというのが本来の姿であると思

うんですけれども、なかなかそういうお金を以前に戻してほしいという声が届いてないよ

うなので、ここに反映されてないのかなというふうに思うんですけれども。そこら辺は、

そういうことについてはどういうふうに思われますか。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   当然、各団体の代表者が来とるわけでございます。当然、こ

ういった場での発言というのは、私どもからすれば、下部機関というんですか、その会の

中で十分お話をされた意見やと、集約された意見やということで理解をしております。 

  そういったことがありますので、先ほどちょっと出ておりました高齢者の無料化廃止に

ついてというふうな話が出ましたけども、 終的な結果からすれば、そういった廃止をす

ることにより伴って、１年間のフリーパス券を与えたいとかいうふうな新たな制度等によ

り対応しておるということでございます。 

  そういった代替策で老人会の方々等につきましても、ある程度納得はしていただいてい

るというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   老人クラブの会長さん、副会長さんは、一般というか、高齢者の中で

の声というのは、ある一定、把握して、会も臨まれている部分もあるかと思うんですけれ

ども、実際、乗られる方から言えば、そういう以前に戻してほしいという声がありますの

で、今後どういうふうな形で公共交通会議を開かれるのかわかりませんけれども、市とし

てぜひ考えていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   一つの意見としてお伺いいたしたいと思います。ただ、委員

のほう、２７名ございます。老人会の代表のほうが４名でございます。あくまで、２７名

の委員の合議ということの中で決定しておることですので、その辺は御理解していただき

たいと思います。私どもからすれば、そういうふうな意見等もあったということの中での
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オブザーバー的なフォローはできるかなというふうに思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ぜひ、やっぱり高齢者にも優しい手だてを、ぜひお願いしたいという

ことを述べて、終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この５３ページの一番上の宿直業務委託料、これは２６年度は１,０

００万ということは、分庁舎で４庁舎あったら、年間２５０万ずつぐらいで、結局、委託

先と何人でこれやられとったんか、お尋ねします。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   平成２６年度の宿直業務については、四つ、中央庁舎を除く

４庁舎でシルバーに委託して、シルバーさん１人ずつが宿直業務に当たっておりました。

毎日１人ずつなんですけれども、ここには庁舎ごとによっては、庁舎に２人、３人の宿直

をやってもええよというふうな方がおられて、その人らが交代でやっておりました。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこで、課長、ちょっと聞きたいのは、４庁舎で１,０００万でえか、

２５０万で、いうたら１カ所よ。ということは、３６５日宿直をやられとると私は理解す

んねけんど、その段階で、宿直業務につかれる方というのは当然、閉庁というか、５時１

５分か５時半か知らんねけんど、それから翌朝の時間やられると思うねん。その辺の勤務

実態の勤務時間と兵庫県の 低賃金を確保したような状況で雇用形態、シルバーのほうは

やられとったんか。私はそれだけ、ちょっと若干気になるところがあるので、そのあたり。 

  労働時間というのは、宿直につかれた方の労働時間というのは、５時半から翌朝の７時

まででしたら、１３時間か１４時間かしよるような。どういうふうな労働形態になっとる

んですか、この夜間の宿直は。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 
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○総務課長（垣 光弘）   夜間の宿直については、通常の１時間当たりの業務をすると

いうのではなくて、おおむね、１日当たりの賃金の何割かで構いませんよという部分があ

ったのかなと思います。ちょっと確認してみます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いやいや、兵庫県の 低、この２６年度の賃金というのは幾らでした

んですか。 低時間の賃金よ。七百何とかいうお金、あったでしょう。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   ただいまの御質問にお答えしたいと思いますが、昨年度

の宿直につきましては、先ほど総務課長が申したように、シルバー人材センターのほうに

委託をしてやっておりまして、その賃金につきましては、シルバーのほうに委託料として

その払ったものを、シルバーのほうからその業務に対する対価ということで受けておりま

した。 

  その賃金の形態につきましては、通常の勤務というのがなく、あくまで宿直ということ

なので、通常の勤務のおおむね３分の１程度の金額でいいというのが、労働基準監督署の

見解でもございますので、それに合わせた形での委託料ということで、シルバー人材セン

ターとの委託契約を結んでおりました。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   後学のために勉強させてもらうのやけんど、委託はシルバー、それは

委託先は１,０３１万４,２６５円ですわな。それを四つの分庁舎で宿直しとったというた

ら、単純に計算したら、２５０万、一つの施設でシルバーに委託しとるというような計算

になるでしょう。 

  そこで、今、私、労働基準法上、今の部長の答弁では、勤務されて、そこで宿直勤務さ

れとる中で、３分の１の労働の対価しか支出せんというのは、これは、こういうふうな、

私は労働基準法上、時間当たり 低賃金で、休憩時間、そのあたり、労働時間というのは

当然、シルバーであれ、ある程度そういうふうな法のもとに、ある程度されとると思うの

やけんど。そんな、３分の１の、例えば、６時から翌朝の６時、１２時間仕事させて、１

２時間のうちの３分の１というたら、４時間分のお金しか払わんでいいやて、こんなよう
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な一応、労働基準法上、なっとるわけですか、宿直に関しては。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   宿直業務は、通常の勤務ではございません。中には、そ

の中で睡眠もとれますし、電話の応対、また戸締まり、あと見回り、あと、火の始末です

ね、その辺を確認するというような勤務でございますので、通常勤務でありますと、今お

っしゃったように、 低賃金を守らんとあかんということがあるんですけども、先ほど申

したように、これにつきましては、労働基準監督署でも認められたものでございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、この今の庁舎になっても、この委託料というのは発生

しとると思うのやけんど、そんな、１２時間縛っとって、例えば４時間の勤務としたら、

８００円でしたって３,２００円ぐらい、そんなような雇用形態で今もやられとるんです

か。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   平成２６年度に続き、今年度も同じ委託契約で行っておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １７ページの市営住宅の滞納についてお尋ねをします。その前に、税

の強制執行できる税、ほとんどの税は強制執行できると思うんですが、住宅については強

制執行はできないと私は思ってるんですが、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   答弁。 

  ちょっと、暫時休憩します。 

 

（休憩 午後 ２時３４分） 

 

（再開 午後 ２時３７分） 
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○森上祐治委員長   再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ３３ページのふるさと納税はいけますかな、委員長。 

 

○森上祐治委員長   どうぞ。 

 

○印部久信副委員長   このふるさと納税応援寄附金６７４万何がしかあるんですが、こ

れは、ふるさと納税の場合は、納税者から特定を、指定する項目が何ぼかあったと思うん

ですが、一つを聞いたらええんかな。色分け、全部わかっておったら言ってくれますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   ふるさと創生課、北川でございます。よろしくお

願いいたします。 

  ２６年度分、６７４万６,０３０円の内訳でございますが、使途別１号、人形の保存継

承でございますが、２１件の３０３万でございます。それから、使途別２号、若人の広場

の灯を灯し続けるということの目的で、６件の２７万円、それから、使途３号、福祉教育

に使ってくださいということで、１７件の２７４万６,０３０円、それから 後、使途４

号、元気で明るいまちづくりということで、９件の７０万でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   特に私が心配しておるのは、若人の広場の６１件２７万ですね。

これは、たしかこのお金を原資にして、若人の広場の灯を１年間というか、継続的に使う

がための燃料の購入費に充てるというふうに聞いとったんですが、これ、２６年、もう済

んだんですが、若人の広場ができたのが、まだことしか。ことしということは、まだ今、

１年間の決算資料で、燃料代は出てないと思うんですが、これ、課長、燃料代に充当する

と言いよったんですが、この金額で燃料代は十分賄えますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   若人の広場の燃料代としまして、２４年度から目
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的税でやってます。それで、今現在、合計で６９万ございます。これでいけるかと思いま

す。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   これ、課長、またちょっとげすな質問ですが、これは、我々もあ

れを見よったら、大した燃料は要っとるように思わんのですが、大体あれ、燃料代という

のは幾らぐらいかかるものですか、月にしてとか年にしてとかふうにしたら。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   若人の広場の永遠の灯、２４時間つけてございます。そ

れで、当初、１万少しかと思ったんですが、実績は月大体１万５,０００円程度になって

おります。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   １万５,０００円ということになりますと、ざっと年間１８万と

いうことで、今聞きますと、６１件２７万ということで、大方、ペイできるかなと思うん

ですが、これ、若人の広場に関しては、この目的の寄附金は、この燃料費だけに充当する

予定ですか。それとも、若人の広場における継続的な経費において、何か充当することも

考えておるんですか。この灯だけですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   一応、燃料費ということでしたんですが、たくさ

ん寄附金が集まれば、ほかにも活用していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   それは、副市長の考えですか。 

  そこで、これはここで聞けるんかな。ふるさと納税、新聞紙上を毎日見ておりますと、

洲本市も 近、何かふるさと納税が大きな金額が寄ってきた、淡路市は何か、すごい何億

円という金が寄ってきておると。神戸市も何か大々的にやっておって、神戸ビーフとか何

か、いろいろ返礼品を考えておるということですが、今、２７年度当初予算でも上がって
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おりましたが、ことしはそういうことを南あわじ市も取り入れてやるということで、今、

鋭意努力中であると思うんですが、これ、課長、２７年もう大体半分済んだように思うん

です。 

  あれ、たしか予算、２７年度１,０００万ぐらい上げてたんかな、返礼品に対して。ち

ょっと今、正確に覚えてないんですが、そういうことであって、納税寄附に対して３割以

上、４割ぐらいの返礼品を返さんといかんかなというようなこともちょっと聞いたことが

あるんですが、現実に今、どのような進捗状況で、いつをめどにしとるのか。１２月やい

うことになったら、もう３カ月しかあらへんの。 

  ちょっと企画部のその辺で、ちょっと話を聞いてみましたら、それを主にやっとる担当

の職員が１人のようなことを言っておるのを聞いたことがあります。これ、２７年度でス

タートするときには、やっぱりやるときには大勢の力でばっとやってしもうて、まず動か

すということを考えたほうがええんと違うんですかね。担当者１人か２人でいろいろ考え

ながらやりよったら、なかなかスタートラインに到着しにくいように思うんですね。 

  私としたら、いろんな地方新聞を見ておりまして、よそが何億円集まったや何やいうた

ら、こっちがあせってくるわけですね。早いことやらんといかんと思って、あせってきよ

るんです。その辺、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   ふるさと納税に関しましては、うちの市は心をい

ただくということで、ずっと真心ということで、謝礼品を考えてませんでしたけれども、

時代の流れといいますか、皆、謝礼品を目当てに寄附してくれるような風潮もありますし、

国のほうでも推奨、ある程度の部分は特産品のＰＲで、産業の振興とかという意味もあり

ますので、南あわじ市も今年度から謝礼品をしようということで予算をつけております。 

  時期的におきましては、今現在、１０月１日からインターネットででもできるように準

備を進めております。担当者は、やっぱり主担当は１名置いておりますけれども、いろい

ろ事業者からの謝礼品の出品の応募だとか、そういうとき、忙しいときに関しましては、

やっぱり課全員で皆、頑張って助け合いながらやっております。 

  予算につきましては、２７年度、大体、２,５００万円ぐらいの今、予算をつけており

ますけど、それはあくまでも概算でありまして、多ければ多いほど、寄附していただけれ

ばうれしいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   課長、今まで南あわじ市は、心でやっとったということですが、
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結果的にこれ、日本国中、国も、行き過ぎは規制をしておりますけれども、現実はもう、

返礼品のインフレみたいになっていっとるんですね。各淡路市であれ神戸市であれ洲本市

であれ、市の特産品を振興を兼ねて、これに便乗してやろうとしているわけですね。 

  やっぱり今、南あわじ市は２,０００万円ということですが、仮に４割バックを考えと

るとしましたら、結局、納税額が５,０００万ぐらいであるわけですわね。４割バックを

考えとったらね、そうでしょう。５,０００万に対しての４割バックの２,０００万バック

というようなことになっていくと思うんですがね、返礼品が。 

  ですから、南あわじ市は一歩も二歩も出おくれとるわけですわ。ですから、やるときに

は、よそがやりよるより一歩おくれたことをやりよっても、納税者は寄附してくれへん。

やっぱりスタートは思い切って、よそがやりよるより前へ行くようなことぐらい思い切っ

てやって、そういうような気持ちでやらんと、なかなか納税してくれらんという、現実は

そう甘くはないと思いますんで、やっぱりこれ、市長もそれだけの予算を組んでくれてあ

ってやりよるのやさかい、思い切ってやったらええんと違いますか。もし足らんなんだら

市長に言うて、補正を組んだらいいんであって。そういうことでやってください。ちょっ

と見解を。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   全国的にちょっと聞いてますと、返戻品でも特産

品のＰＲということで、寄附額と同等の返礼品をやっているところもあるかに聞いてます。

それは、地元の産業の発展ができればええということでやっていると思うんですけど、や

はり私個人の意見ですけど、そこまではちょっと行き過ぎかなというように思います。淡

路島内の他市に比べて、少しおくれたような気もしますけれども、ＰＲなりして、できる

だけ多く集まるように努力していきたいと思ってます。 

  あと、他市とちょっと違うところは、うちはポイント制をとるようにしてます。その個

人で１万円の寄附をしてくれた人に対しまして２０ポイントというポイントを与えていく

わけなんですけど、そのポイントの範囲内で品物を決めてもらうということになります。

だから、２０ポイントあっても、１５ポイントの品物でええよというたら、５ポイント残

るわけです。ポイント制にしたら、その有効期間が１年いけますので、残りの５ポイント

と１年間にまた納付してくれたらポイントがたまっていくと、その人に関しまして、１回

で終わらないで、ある程度、関係を持続していくというようなことも考えて、いろいろ頑

張ってますので、よろしくお願いします。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 
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○印部久信副委員長   これ、課長、何ぼきれいごと言うたり、何ぼ返礼品をどないする

いうたって、これ、結果というのはきちっと出るんです、きちっと。来年の決算委員会を

楽しみにしておりますので、頑張ってください。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私は、ちょっと印部副委員長と意見が違うんですけども。北川課長が

言われるように、これやっぱり、ふるさと納税というのは心やと思うんよな。それで、や

っぱりふるさとを本当に思うてる方が、そういうふるさとへ少しでもお役に立てるという

ことで、それはもうすごい金額をしている方もおられますわね。 

  ですから、今も印部副委員長もおっしゃっとったけども、やっぱり今、何かそういう南

あわじの特産を目当て、それぞれ地域の特産を目当てに納税をしているという傾向も今、

だんだんふえていっていると思います。そやから、そういうこと、ええものを戻していく

ということも大事やけども、やっぱり市は市としての独自の判断で、これは１億寄りゃ、

これは大方、半分からのお金を返還していかんなんでよってやな。やっぱり、今、国のほ

うもちょっと行き過ぎやいうぐらいのことも出とんのでやな。やっぱりそういう純粋な気

持ちで、ふるさとへそういう納税するという、やっぱりそういう当初は、課長はそういう

方針で行きよったというように聞いとるのやけど。私はその方針でええと思います。 

  答弁は結構です。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  それでは、蛭子委員の質疑は休憩後にお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は３時１０分とします。 

 

（休憩 午後 ２時５７分） 

 

（再開 午後 ３時１０分） 

 

○森上祐治委員長   それでは、再開いたします。 

  休憩前に引き続き、歳出、款１．議会費、款２．総務費。ページは４８ページから７９

ページ及び関連する歳入についての質疑はございませんか。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   歳出の５３ページなんですが、市長のいろいろな関連する秘書課の費

用ということで、通行料及び駐車料ということで、２６年度は４５万３,１７５円。２５

年度を見ますと、これの同じ費目が５４万４,０５０円というふうになっておるわけです

が、若干減ったということは、やはり行動の範囲が狭まったのか、何か理由があるんでし

ょうか。 

 

○森上祐治委員長   秘書課長。 

 

○秘書課長（田村愛子）   秘書課の田村でございます。よろしくお願いします。 

  先ほどの使用料及び賃借料、その中で通行料及び駐車料ということですが、特段、少な

くなった理由というのはございませんが、若干、県外の出張の関係かと思われます。 

  修正させていただきます。島外の出張の関係で、若干、金額が減少かと思われます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   市長の体調も悪くなったのも、ちょっと後半部分ということになるん

ですけれども、かねてより、やはり直接市長が出かけていって事業費を獲得してくる、あ

るいはさまざまな人脈を活用して、市の行政に生かすという活動が、若干弱まってるのか

なという印象を持ったんですけれども、そういうことはないですね。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   私からちょっと答弁させていただきます。蛭子委員さんは、何せ

マイナスの話ばかりが多いんです、はっきり言って。こちらは、そんなつもりでなしに、

どんどん、この間も申し上げたとおり、これは２７年度ですが、そういう動きは全然変わ

っておりません。まだ積極的に、きのうなんかも２カ所も３カ所も行ってきたということ

でございますので、その辺を的確に私は理解して、質問していただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   的確に理解するために質問しておるんです。数字の説明をいただけれ

ば、理解ができるということを申し上げとるんです。そのために委員会を開催するし、ま

た、質疑がされると。理解を深めるために質問しているだけであって、誤解があったらい

けないし、事実と違う認識であったらいけないから、今、確認をさせていただいていると

いうことではないですか。むしろ、そういうことに過敏に市長が反応することのほうが、
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僕はおかしいと思う。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員、よろしいか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   きょうは、おくれてきて大変申しわけございません。新しいルールで

よくわかりませんけども、間違っておったら委員長、指導してください。 

  ３３ページ、利子及び配当金、株式会社うずのくに南あわじ株式配当３５万円、これ、

うずのくにが始まって約十数年になるんかな。その中で、何回目の配当金をもらっておる

んか、まずお答え願います。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今、長船委員さんが言われました何回目というのは、ち

ょっと今はっきり申し上げることができませんが、今回、うずのくにの利益が多かったと

いうことで、持ち株１４０株のうち、３５万の配当があったわけなので、以前にあったこ

とは、次回、ちょっと調べさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   今、課長は、今期、好決算でと、そして、株式配当するというふうな

ことだったんですけども、たしか去年、非常に収益が上がらなかったというような記憶が

あるんですけれども、昨年の決算はどのようになってましたか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   あわせまして、後ほど報告させていただきます。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   いや、ほんとに、去年たしか、決算が非常に悪い。僕、もともとうず

のくには、減価償却費が非常に高くついておって、それで経営不振であったというのが記

憶にずっとあって。株式会社にしてから、かなりの収益、減価償却費が要らなくなって、

収益が上がるようになったはずなんで、その間、配当も余りなかったような気がしており
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ました。 

  そこへ持ってきて、今回こういうふうに１４０株あって、３５万の配当。かなりの、１

株について２,５００円の配当というのは、これは非常に、僕も微々たる株を持っとるね

んけども、大手の株であればせいぜい１株５円、２０円。２０円いうたら大きいほうで、

２,５００円というのは、破格の配当だと思うんですけども、これ、どれぐらいの利益が

上がったんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   経常利益６,３００万でございます。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   年間、すごい利益がありますよね。これ、ちなみに本当に、去年のを

１回、調べて教えてください。多分、僕の記憶であれば、利益、上がってなかったような

記憶があるんで。お願いしときます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   単純なことをお聞きするんですが、これ、互助会の負担金、互助会と

いうのは大体理解しとんねけども、この互助会とは、どういう組織で、どういう意義があ

ってやってるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   南あわじ市においては、一般財団法人兵庫県市町職員互助会

に互助会業務を委託しております。その内容ですけれども、地方公務員法第４２条の規定

により、職員の福祉の増進を図るため実施するということで行っております。 

  事業としては、福利厚生、医療に関する資金の給付などの事業を行っており、市の負担

が１,０００分の２、職員の給料月額に対して１,０００分の２で、職員の負担が１,００

０分の４となっております。２６年度の決算では、負担金が３５５万９３０円ですので、

この倍の金額を職員が負担しております。 

  以上でございます。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   決算書の５６ページから５７ページのまつり補助金に関連してなんで

すが、これは、１,０００万円を４地域で均等割する、プラスして寄附というふうな格好

で、福良湾については若干プラスアルファがあったというふうに聞いておるんですが、た

だ、こういう意見もあるんですね。市が出している補助金はこうだけれども、まつり開催

に当たっての職員の動員であったり、そういう人件費というのには差があるんじゃないか

という意見があるんですけれども、実際にかかわる職員の数というのは、それは特に差は

ないか、そのあたりについての答えというのはどうなるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   南あわじにはまつりが四つありますけれども、福良湾海

上花火大会に出ている職員の数は、１００名動員してます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   で、その職員のかかわり方で強弱があるんじゃないか、その分の人件

費というのは、実質的な補助金ということになるのでないのかという声があるんですが、

その点についてはどうでしょうかという質問なんです。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   まつりの四つの中で、それぞれのまつりにおいて動員数

は違います。確かに、福良湾海上花火大会は一番動員数が多いんですけれども、その中に

当然、職員の時間外が含まれるまつりもありますし、それぞれにおいて、土日にやる場合

は振替休日となりますけれども、今現在のところでは、その補助金の中でそれを補ってい

るものではありません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １００名の人件費を計算すると、幾らになるんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   現在の春の淡路だんじり祭、そして夏の慶野松原の花火

大会、それと福良湾の海上花火大会と、それと秋の食と文化のまつり。福良湾の海上花火

大会につきましては、日にちが８月１４日ということで、ことしは平日でございましたけ

れども、土日になる場合もございます。その他の場合は、全部土日ということで、休みの

日に当たってますので、職員の方は振替という形になりますが、唯一、福良湾の部分につ

きましては、平日になった場合は当然、職員、管理職以外は時間外が支払われるというこ

とになります。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、ざっとした数字ではあったんですが、福良湾には職員１００名で

かかわっておると。他の三つについてはどんなようになってるんでしょうかね。他の三つ

の催しですね。これに対しての職員の動員というのはどのようになっておったかなと。そ

の準備から含めてですけれども。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   春のだんじり祭は、私も以前おったんで、ちょっと若干

変わってるかもしれませんけれども、大体、７０名ぐらい動員されていると思います。慶

野松原につきましては、大体、商工観光課含めて、大体１５名から２０名ぐらいで対応で

きていると思っています。あと、食と文化のまつりにつきましては、これから、１０月１

１日でございますけれども、約５０名ということでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その数字は、今、説明いただきましたので、また再度、正確なところ

を教えていただければというふうに思います。これを人件費換算した場合に、やはり差が

若干出るのかなという印象をちょっと深めました。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   一つだけ。ページにすると６６ページ、６７ページの大学連携推進事

業についてお聞きしたいと思います。 
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  できるだけ私、事業的に見て、説明資料は５２ページです。どんな成果があったか、ど

んな課題があるかということをずっと中心的に見ていっていたんですけども、ちょっとこ

こだけ、一つだけお聞きしたいんですけども、ここで成果があります。書いてます。１０

０万円の予算でいろいろやってると。地域といろいろやってるということで、八つの研究

会を立ち上げたというのが成果となっているんですけど、これ、もう少し具体的に、どの

辺をどう立ち上げた結果、地域とどううまいこといってるんか、地域の活性化にどのよう

につながっていこうとしつつあるんかというあたりを、ちょっとお聞きしたいと思うんで

す。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   今言われた八つの研究会でございますけれども、

今年度、学生が３年生ということになります。それで、３年生になりますと、専門分野に、

コースに変わってまいります。それで、今までは市と住民と教授だけの連携とかが主だっ

たんですけど、ゼミに入ることから、学生も交えたような連携をしていこうということで、

この八つの研究会を立ち上げております。 

  それで、それぞれの分野で、鳥獣被害とかでしたら、馬回のほうで学生も含めて先生と

一緒に、どうやったら鳥獣被害が少なくなっていくのかとか、食品加工の分野では、淡路

特産の鳴門オレンジを使って新しい商品開発をしていこうとか、そういった分野、分野で

学生も交えたというところが今までと少し、ちょっと違ったところでございます。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ちょっともうひとつわからんかったんですけども、八つの研究会を立

ち上げて、教授と学生と地域が、何かリンクしとるような話かと思うんですけどね。その

辺は、具体的にはどの辺、１番から８番まで、どんな格好で。全部でなくていいです。代

表的なものでいいですけどね。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   例えば、１番目の地域特産農作物栽培育種研究会

でございますけれども、これは、上幡多営農組合のほうへ出向きまして、それで、微生物

活性化という研究をしてる谷坂先生のルオールというものがございます。それを農家の

方々と一緒にやっていこうということでございます。そのルオールを使うことによって、

作物が大きく立派に育つような研究でございます。 
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  それから、２番目の植物クリニック研究会におきましては、今、南あわじ市で問題にな

っておりますレタスのビックベインとか根こぶとか、そういったものの研究でございます。 

  それから、６番目の森林資源保全研究会におきましては、先ほど言いましたように、馬

回地区に入って、鳥獣被害のことをやっております。 

  それから、六次産業化に向けましては、今、３月から美菜恋来屋ができましたので、そ

こと連携しまして、六次産業化に向けて研究しているようなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   後です。今後の方向性ということで、いろいろとあるんですけれど

も、これは、どんな形で発展していって地域の活性化につながっていくという感じになっ

ていくんでしょうか。何か新しい産業を興してるとか、何かその辺のところで、今後の見

込みですね、見通しですね。見解でいいです。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   この八つの研究会を立ち上げまして、今年度にお

きましては、地域ブランド食品創作研究会が５月に創作料理のコンテストをやりました。

それにつきましては、地域住民から、それから、島外からも参加を得まして、たくさん盛

況で終わっております。 

  それから、育種研究会のほうでは、地元の農家の方々と学生さん、それから先生方と一

緒に先進地視察等も行ってまいりました。実際にやはり、そこの先進地を見てきますと参

考になるようでございました。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   本当に１００万円の決算でいろいろな事業に取り組んでいるというこ

とで、ぜひともこういうことがお金の使い方としては有効だと思いますので、ぜひとも頑

張ってやってほしいと思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと大きな話になるんですけども、監査意見書の中で、これは何
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ページだったか、義務的経費のことについて、こう書いてあるんですね。審査意見総括の

中で、これは、５３ページで総括として、生活保護世帯数の増加や少子高齢化の進行に伴

う扶助費や公債費などの義務的経費が増加するなど、財政の硬直が高まっており、依然と

して厳しい状況にあるという指摘が審査意見書で出ております。 

  この附属資料のところを見ますと、これについては、５ページの附属資料を見ますと、

義務的経費の比率が下がっておるんですね。２５年度が義務的経費の比率が４４.７％で、

平成２６年度のほうが４１.９％ということで、比率に直しますと約３％、義務的経費が

比率では下がっておると。審査意見書では、義務的経費が増加し、財政の硬直が高まって

おるという指摘がある。これをこのまま読むと、何か矛盾しているような印象があるんで

すけれども、この説明をいただけますか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   御指摘いただきました義務的経費の件なんですけれども、１

点、決算附属資料につきましては、申しわけないんですが、これは科目の中で分類した中

で、人件費、扶助費、公債費のみを義務的経費として分類しております。 

  ですから、経常収支の問題やと思うんですけども、決算統計で分析した結果、それぞれ

ほかの費目についても義務的経費は発生しておりますので、経常的経費が去年８４％、経

常収支比率ですね、８４％だったんですけども、ことし、決算統計で分析した中では、８

７.１ということで、やっぱり義務的経費の中身の中で分析した結果は、やっぱり義務的

経費が増加しているというような分析になろうかと思います。ちょっと紛らわしいので、

次年度は考えたいと思います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしましたら、この予算の附属資料の説明の中でも、そういうこと

は書いておくべきでないのかと。幾つか指標は出ておるんですけれども、そういう硬直が

進んでるという審査、監査委員からの指摘はあるんだけれども、以前も、去年の決算審査

の総括質疑の中で、自分の姿を鏡に写してみて見るべきだということをそのとき指摘した

んですけれども。やはり、客観的に出す分は出すということも必要ではないかというよう

に思いますので、次年度にはそういう面も考慮していただければというふうに思います。 

  この点は終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 
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  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   決算書の６４から６５になります。消費生活センターの職員に関する

部分なんですが、ここにまず、「専門知識を有する相談員を設置し」ということなんです

が、これ、どういう資格が要るんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今、３名います。資格というのは特にありませんが、研

修を経て、その相談員としてのことに携わっていただいております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、その研修というのは、後にも消費生活センター機能強

化事業とかなんとかいうのがあるんですが、そういう研修を受けてから、この３名が配置

されるんですか。先にもう３名を配置して、その人たちにそういう専門的な知識が要る研

修等に参加をしていただくのか。この順番、どっちが先なんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   ３名配置と同時に、以前からいらっしゃる方もいらっし

ゃるので、配置とともに研修も備えて、一緒に行っています。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、これ、３名というのは常時３名いるんですか。それと

も、３名が交代でそういう相談業務に当たっているんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   ３名交代で行ってます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   としますと、その消費生活センターは、開業時間は何時から何時まで
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ですか。開催日時、月曜日から金曜日までなのか、その点、お願いいたします。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   ９時から５時までです。日時は月曜日から金曜日です。

土日に関しましては、研修等が結構ありますけれども、常時なものではございません。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それと、そこの附属資料の中の４９ページに書いてありますが、出前

講座を年９回行って、受講者総数が４２０名だったと、これはどういう単位で出前講座を

行ったんですか。地域ごととか、そういうのを教えていただけますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   中央公民館を母体として、各公民館等へ出向いていき、

それぞれの県・消費者庁から来ているテーマに沿って、講座を行っております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、参加者というのはどのようにして募集されたんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   更生保護女性会の方には全員案内しまして、１８０名と

か、また、消費者協会の方の会員さんに声かけしまして、５０名とか。また、老人大学等

にも出向きまして、今回、５０名ということで２６年度、行っております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   後にしますけども、この相談件数１７２件ありましたですわね。こ

れで実際に被害を防げた件数とかは、市のほうで掌握できているんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   実際、明らかに防げた相談件数というのが、今ちょっと

把握しておりません。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それは、わかるんですか。わかるんだったら、また後日でも、その返

事をいただけたらいいんですが。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   再度、調べて報告させていただきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   決算書６２ページですが、防犯灯の維持管理補助金ということで、３

１６万１,２００円出ております。これは何灯分ですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   危機管理課の藤本です。よろしくお願いいたします。 

  防犯灯維持管理補助金につきましては、２,９５７灯に対して、３,１６１万２,０００

円を補助しております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは一般質問で、防犯灯、街灯のことも出ておったようですが、市

の管理するものと自治会管理というのがあると。今、自治会管理は２,９５７と、市の管

理するものは、幾らだったですかね。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   現在、市が管理しているものにつきましては、２,７７

４でございます。失礼しました。市の管理につきましては、１,７７７灯でございます。 
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○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この市の管理する１,７７７灯に対する支出というのは、どこに出て

くるんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この維持管理につきましては、６３ページの需用費の光

熱費に出てきます。光熱費の５９６万６,７５０円が電気代ということになります。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、５９６万７,０００円ということだったですね、ざっ

と約６００万ということですが、これを１灯当たりの年間管理費用に直すと、幾らになり

ますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   １灯当たりにつきましては、約３,３６０円になります。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの自治会管理のものが２,９５７灯ですから、今の３,３６０円

を掛けますと、幾らになるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   ３,３６０円に。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、１灯当たり市が管理する費用が、１灯当たり年間３,３５７円と

いうことだったですね。自治会の管理のこの防犯灯が２,９５７灯あると。それを３,３６

０円を掛けたら幾らになるかということで、ざっと９９０万ぐらいになるのかなと。トー

タルでね。概算ですけど。 
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○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   合計で約９９３万円になります。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これも、これまでも説明いただいてましたように、防犯灯維持管理補

助金ということで３１６万出てますけども、これは、自治会管理のものでいくと、３割の

負担を市はして、あと７割は自治会が持ってるということで、この補助率について、新し

く考え直すというような考え方も出されておったわけですけれども、このあたりは実際ど

ういう方向性で考えておられますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この部分につきましては、一般質問の熊田議員さんの質

問にも部長のほうからお答えさせていただいた部分もあるんですが、地域の負担増という

部分と、また、その部分でする部分と、それと、どうしてもそういう負担を少なくする、

市の負担も、両方負担が少なくできる方法という中で、ＬＥＤのほうへの方向転換という

部分も、その部分と、地域の負担という部分についてバランスよく、それから地域の格差

等がなくなるような形で、現状、検討をずっとさせていただいております。 

  それで、今回、国のほうの来年度新規ということで、国のほうがそういう制度を出して

おります。そこらの部分も、今、詳細がわかっておりませんので、そこらの部分である程

度、国のほうのそういう補助的な部分も含めて勘案しながら考えていけたらなと、現状、

思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、総務常任委員会の委員長報告でもたしかあったかと思うんで

すね。熊田議員、このたび一般質問に取り上げていただきました。これまでも、総務常任

委員会でこのことはたびたび出していることだろうと思うんです。そのことを反映して、

このたびの初日に総務常任委員会委員長報告として、この街灯助成の問題についても格差

をなくすということでの要望という形で、委員長報告をされていると思うんですね。これ

はもう、きのう、きょうということではなくて、かなり以前から問題になってきたし、委

員長報告にも示されているとおりであります。今の担当課長のお話、非常に曖昧で、一体
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何がどうなるのかというのが、ちょっと理解できないですね。 

  例えば、補助率をこうする、あるいはＬＥＤについては、市の負担でかえていくという

ような、明確なものをやはり示していくべきでないか。議論しておりますということであ

っては、やはりなかなかこの答えにはならないというふうに思うんですけども。非常に合

併以来１０年がたつわけですが、非常に取り残されている部分、市内の統一性ということ

を言いながら、非常に取り残されている部分という印象があるんですけども。再度、見解

を述べていただけますでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   ただいま御指摘いただいたように、この問題につきまし

ては、合併以来、地域間格差があるという御指摘がございました。まず、補助金につきま

しては、現在、御指摘のように大体、３分の１程度ということでございますので、補助率

を上げていきたいというのがまず１点。 

  それと、ＬＥＤにかえますと、もちろんその電気代が安くなるというのは当然のことで

ありますので、これにつきましても、先ほど課長が申したように、現在というか、平成２

８年度におきまして、環境省が、補助制度がございますので、それも検討した中でかえて

いくというのが今の現状でございます。 

  いずれにしましても、それにつきましては実現するように内部で十分協議をした中で、

来年度予算に反映していきたいという考えでございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   決算書の６７ページの新庁舎建設の関係でお伺いいたします。これは

この決算、本格的な工事が、外構工事も含めて終わったというようなことになってます。

中央庁舎も改造して、今現在、教育委員会などが使ってるわけですけども、先日も、ら

ん・らんバスの待合所の件ですけれども、座るところがあるんですけども、雨が降ったと

きに、座った場合、吹き込むというような不便なというか、そこら辺、改善してほしいと

いうような声も少しあったのと、駐車場についても、車椅子対応の部分もあるんですけど

も、障がい者用の駐車場が玄関の横でなしに、ちょっと植え込みがあってこちら側という

ことで遠いというような話もあったり、新庁舎開設に当たって、いろいろ改善していかな

ければならない点も多々あるように思うんです。入って、トイレの表示なども少しわかり

にくかって、また、紙で女子用、男子用とか書いたり、いろいろ見直すべき点があるかと

思うんですけれども、そこら辺、やはり改善すべきところは早く改善していただきたいと
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いうふうに思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   トイレの表示につきましては、今現在、そのような形になっ

ておりますけれども、これについてはまた改修していきたいと思っております。あと、そ

の駐車場の件に際しましては、またちょっとこちらのほうで、そういうふうないいところ

があるかどうか、また検討していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   らん・らんバスがここをメーンに離発着してるんですけども、今言っ

たのは、座ったときに、待合の、雨が吹き込むというようなことがあるんですけども、そ

こら辺は認識されてないんですかね。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   その件につきましても、雨が横から降ってきた場合について

は、その椅子がぬれている部分がございますので、またその部分については、専門家にち

ょっと相談して、何か方法がないか検討していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それと、車椅子対応の駐車場が玄関からかなり離れてる部分があるん

ですけども、そこら辺もやはり、本来ならもっと玄関そばにそういうのが要ったのではな

いかと思うんですけど、そこらはもう改善の余地はないんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   今、車椅子専用の駐車場については、委員おっしゃられたよ

うな場所に今、ございます。場所的にはどこが、場所的についてはまた今後、できるので

あれば、また検討していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 



－ 82 － 

○吉田良子委員   部長、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   駐車場があって、植え込みというか、そういうのもあって、

障がい者の方でなくても、少し御不自由はあると思うんですけども、一番駐車場のレイア

ウトを考えたときは、安全性を重視しているということで、植え込みのところは今、また

いで渡ってくる方もいるんですけども、それは本来、通行してはいけないところでござい

ます。そういうことで、駐車場を設計するとき、私は携わってなかったんですけども、い

ろいろかなり熟慮してつくった結果だと思います。場所を変えるというのは、かなり今の

段階では難しいのかなと思いますけど、一度、検討することは検討させていただきます。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   企画部長の橋本です。よろしくお願いします。 

  開庁してからいろいろと御意見は聞いてます。やはり今、総務部長が言っていただいた

ように、やはり人間の動線、それから車の動線、そういったものを考えてます。やはり、

植え込みをすぐ渡れば、それは確かに近いのは近いんです、人間の心理としてそういうの

は理解できるんですが、やはり施設をこしらえる者、施設を管理する者としては、やはり

動いていただくところをきちっとこういうふうに動いてくださいと、矢印でも書きながら

そういうふうにしてますが、そうやっても事故というのは、なかなか起こり得るんですよ

ね。 

  例えば一つ、ここからは車が入ってはいけないよということで、こんなポールみたいな

ものを置いてあっても、なかなか無理して通ろうとしたり、やはり人間、どうしても近道

とかそういうのをされるんですが、やはり、施設管理者としては、できるだけ交通、通行

の安全を重視したような格好で管理すべきかなというようなことで設計、そういうのがあ

ったと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それは、安全対策第一なんですけれども、やはり利用者に、特に障が

い者の人たちにとっては、一旦、車で来て、本人をおろして、また駐車場へ行ってと、か

なり距離感があって、やっぱり使いづらいというような話もありますので、改善できる余

地があるのであれば、ちょっとまたお願いしたいなというふうには思います。 

  スリムで機能的な行政経営のための新庁舎であったというふうに、ここには書かれてる
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んですけども、そのスリムで機能的な行政運営というのは、どういうところでこの新庁舎

ができて、感じられてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   スリムでというのが、いろんな意味であろうかと思います。

コスト面であったり、また、一つの庁舎にすることによって、組織的なものもスリム化が

図れるような庁舎ということで、例えば設計面でいいますと、柱間をロングスパン工法に

して、いつでも組織が変わったときに、課を、面積を変えたりとか、そういうふうなこと

もできるようにしてます。 

  機能というのも、確かに今おっしゃられたような、何もかもが近くであるとか、それは

一番いいんですが、やはりまず安全面を考えた中で、その中で機能が発揮できるような設

計をしたつもりであります。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   設計はそういうことでしたらというふうに思われますけれども、使い

勝手が悪い部分もあるかと思うんで、早急に改善もお願いしたいということを申し上げて、

終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、（１）の質疑はこれで終わりたいと思います。 

  審査の途中ですが、本日の審査はこれで終了したいと思います。 

  終了に際しまして、委員長のほうから一言、所感を申し上げたいと思います。 

  新庁舎になって初めての決算委員会でありました。狭い委員会室ということで、従来の

全執行部の方に来ていただいて審議をするという形をとれませんで、ブロック別に、説明

員の交代という形での審査になっております。これについて、言論の府である議会におい

て、委員の発言の機会を規制したり変更を求めたりと、委員長として非常に申しわけない

なという思いでございます。 

  とにかく、この６３回の決算委員会、４日間は、この形で行かないきませんので、あす

からの審査につきましては、お手元に配付されております形での、いわゆる歳出と歳入の



－ 84 － 

ページ数を踏まえていただいて、あすからの質疑を何とぞよろしくお願い申し上げたいと

思います。 

  それでは、次の審査は、あす９月１１日金曜日午前１０時より開催したいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。 

  本日は長時間、お疲れさんでございました。 

 

（閉会 午後 ４時０１分） 
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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２７年 ９月１１日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ３時５７分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 

 

Ⅰ．出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１５名） 

    委 員 長    森  上  祐  治 

    副 委 員 長    印  部  久  信 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    熊  田     司 

    委 員    原  口  育  大 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    木  場     徹 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    吉  田  良  子 

    委 員    小  島     一 

    委 員    柏  木     剛 

    委 員    川  上     命 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    谷  口  博  文 

    議 長    廣  内  孝  次 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    塔  下  佳  里 

 

  説明のために出席した者の職氏名 
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    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    危 機 管 理 部 長    佃     信  夫 

   企 画 部 長 
橋  本  浩  嗣 

   （うずしお世界遺産登録推進担当） 

    総 務 部 長    細  川  貴  弘 

    市 民 部 長    高  木  勝  啓 

    福 祉 部 長    馬  部  総 一 郎 

    農 商 部 長    神  代  充  広 

    建 設 部 長    岩  倉  正  典 

    教育委員会教育次長    藤  岡  崇  文 

    会 計 管 理 者    堤     省  司 

    危機管理部危機管理課長    藤  本  和  宏 

    企 画 部 秘 書 課 長    田  村  愛  子 

    企画部ふるさと創生課長    北  川  真 由 美 

    企 画 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

   総 務 部 総 務 課 長 兼 
垣     光  弘 

   選挙管理委員会書記長 

    総 務 部 財 政 課 長    和  田  幸  三 

    総 務 部 管 財 課 長    土  肥  一  二ｍ 

    市 民 部 市 民 課 長    山  崎  稔  弘 

    市 民 部 税 務 課 長    榎  本  輝  夫 

    市民部環境課長兼衛生センター所長    北  口     力 

    福 祉 部 福 祉 課 長    大  谷  武  司 

    福祉部子育て支援課長    児  玉  裕  仁 

    福祉部長寿福祉課長    静  永  峯  雄 

    福 祉 部 健 康 課 長    小  西  正  文 

    農商部商工観光課長    川  上  洋  介 

    建設部都市計画課長    原  口  久  司 

    建 設 部 下 水 道 課 長    村  本     透 

    教育委員会体育青少年課長    柏  木  浩  一 

    会 計 課 長    松  本  典  浩 

   監査委員事務局長兼 
片  山  雅  弘 

   固定資産評価審査委員会書記長 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成26年度南あわじ市一般会計決算の認定について････････････ ８９ 

 （２）歳出 款９ 消防費及び関連する歳入･･････････････････････････････････ ８９ 

 （３）歳出 款12・13・14 公債費・諸支出金・予備費及び関連する歳入 

              実質収支に関する調書 

              財産に関する調書････････････････････････････････１０４ 

 （４）歳出 款３ 民生費及び関連する歳入 

     〃  款４ 衛生費   〃    ･･････････････････････････････････１１９ 

 

Ⅲ．会議録 
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決算審査特別委員会        平成２７年 ９月１１日（金） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ３時５７分） 

 

○森上祐治委員長   おはようございます。 

  ただいまより、決算審査特別委員会を開きます。 

  谷口委員より、昨日の委員会における発言について、取り消しの申し出が、お配りして

おります別紙のとおりにあります。これを許可することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  よってさよう決しました。 

  昨日の委員からの質疑に対して、執行部からの答弁がございます。 

  商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   おはようございます。 

  昨日、各委員から御質問のあった件で、お答えできなかった部分を報告させていただき

ます。 

  まず、蛭子委員からの御質問でございますけれども、南あわじ市の温泉の湯量のことで

ございますが、昨日調べられた部分について報告させていただきます。２６年度の湯量で

すが、うずしお温泉５,９２１.４トンでございます。潮崎温泉、月平均大体６００トンか

ら７００トンの湯量でございます。ただ、現在取水制限が行われておりますので、大体こ

の間でおさまってるということでございます。あと、南淡温泉でございますが、２施設の

ほうから報告がありました。２つ合わせてですが、１つは月大体９００トン。もう１施設

は、月６００トンでございます。あと、三原温泉につきましては、さんゆ～館でございま

すが、大体１日２０トンで、月６００トンぐらいの湯量であるということでございます。

それ以外については調べられておりませんので、御了承願いたいと思います。 

  あと、同じ蛭子委員さんからの御質問で、市民まつりの件でございますが、ことしの予

定ということで御了承願いたいと思います。淡路だんじり祭、当日の出席数だけでお願い

します、８２名。慶野松原花火大会１５名、福良湾海上花火大会７５名、食と文化の市民

まつり、予定でございますが５１名。 

  以上でございます。 

  熊田委員からの御質問について報告させていただきます。消費者センターの相談件数の

うち、相談があって何件防げたかという質問でございますが、１７２件のうち６５件が未
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然に防ぐことができました。 

  長船委員からの御質問を報告させていただきます。うずのくにの売り上げでございます

けれども、昨日経常利益を報告しましたけれども、税引き後の金額で、２５年と２６年報

告させていただきます。２５年、３,５２７万７,２８７円でございます。２６年、４,４

２１万３,０１８円でございます。また、株式配当の回数について報告させていただきま

す。２６年度まで７回でございます。 

  以上、報告を終わります。 

 

 １．認定第１号 平成２６年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 （２）歳出 款９．消防費及び関連する歳入 

 

○森上祐治委員長   それでは、昨日に引き続き、認定第１号、平成２６年度南あわじ市

一般会計決算の認定について審査を続けてまいります。 

  次第の（２）９款．消防費及び関連する歳入についての質疑を行います。 

  決算書のページ数は、１６０ページから１６５ページまででございます。 

  質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   まず、ちょっと２点ばかりお尋ねしたいわけで、歳出８ページの消防

費についての、この９億４,７００幾らやけど、これ交付税算入されとると思うねんけど、

その辺大体交付税はどれぐらいですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ちょっと調べるのに時間がかかるんですが。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１０時０６分） 

 

（再開 午前１０時０６分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  財政課長。 
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○財政課長（和田幸三）   済みません、ちょっと交付税の基礎数値、今、持ってないも

んで、あとで報告させていただいてよろしいでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   もうそれで結構なんで、大体市民一人当たり１万何ぼかというやつは、

交付税で戻ってきよるという私はそういう認識があるんで、そのあたりあとで報告してい

ただきたいのと、それともう１点、この不用額の２,９７４万何がしという、この不用額

になったこの理由についてお尋ねをいたします。委員長、わからなんだらまたそれもあと

で報告してもらったら。 

 

○森上祐治委員長   ちょっと後で調べて。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   次、歳出のほうの１６３ページの、阿万小学校太陽光発電設備という

やつ、これはどのようにこの太陽光発電したやつを利用しよんのですか。それについてお

尋ねをいたします。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この、今、決算に載ってる部分につきましては、阿万の

小学校のほうで太陽光発電で、その蓄電した分については、避難所である体育館の照明と

いう形で利用になっております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、災害時において、そういうふうなライフラインの電力

が停電した段階において、要は太陽光で蓄電設備も備えとるような形態になっておって、

いざ非常時、災害時においては、その蓄電した電力を使用して避難所としての利活用でき

ると、そういうことでよろしいんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   さようでございます。それで、今回２６年度については

実施設計ということで、２７年度工事のほうに入る予定でございます。 
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○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それは結構な話なんで、要は昨日のテレビ報道見よったら、いつ本当

に災害というのは起こってもおかしくないと。当然停電というのは予想されると。そうい

う状況において、市内の避難所においてそういうふうなソーラーで蓄電池、自家発電機を

備えた避難所というのは私は必要やと思うねん。その中でも、最も離島というか沼島地区

が、要はあわじ環境未来島特区等々で、エネルギー１００％とか言うとんねんけど、沼島

地区もそういうふうな蓄電設備を備えたような、何かそういう非常電源というのはあるわ

けですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   沼島地区では、災害時における蓄電ということで、

神戸大学とか兵庫県立技術センターとか共同して、実証実験を行いました。その実証が３

カ年ということで、去年済んでおります。確かに直流はいいんですけれども、なかなか家

庭用までいくには費用がかかったりとか、家庭電化製品に直流を使うにはなかなかまだ先

のことだと思ってます。それで、実証実験が終わりまして、太陽光発電を沼島の総合セン

ターの屋根のところの部分については置いてもらっております。それを総合センターの電

気代のほうに充当しております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要はね、私は市内の災害避難所の拠点になるようなところへ、順次そ

ういうような非常用の電力が供給できるような、ソーラーなり蓄電設備なり自家発電を順

次整備していただきたいという思いがあるねんけど、その辺の今後の計画というのはどの

ようになっておられますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   現在におきましても、拠点避難所、市内約３０カ所ある

んですけども、発電機は配備しております。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  印部副委員長。 
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○印部久信副委員長   １６３ページの、備蓄用食糧費についてお伺いします。このたび

私ども議運のメンバーが、岩手県の大船渡市へ視察に行ってきたわけなんですが、東日本

大震災で大きな被害を受けた市なんですが、そこで私どもこの備蓄用食糧についてはどう

なっとるんかということを聞いたんですね。行っとる議運のメンバーも、ちょっと唖然と

したんですが、市から各家庭の備蓄用食糧、これは配布してないと。備蓄用の食糧ほとん

ど持ってない。何でないというたら、震災きたときには、やっぱり地理的なこともあるか

もしれませんが、あそこは海から山までこうなっとる地域らしいんで、高台のとこで炊き

出しをしよると。そういうようなことを聞いて、こんだけの被害を受けたとこが割と悠長

な考えを持っとるなと思ったんですが、この備蓄用の食糧というのは、南あわじ市には実

際どこに保管してあるとかいうことは、自治会とかそういう人にはまず周知はできとるん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   現在、その備蓄食糧につきましては、各拠点避難所等に

分配をしております。その数量等については、機会があるときについては、そういう拠点

避難所のほうに備蓄食糧を置いてるということは啓発はさせていただいておりますが、ち

ょっと周知という部分については、こちらとしてはもういってるというふうに思っており

ます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   やっぱり、これ災害があったときに、一番この身近でそれに対応

するのは当然市からの指示もあると思うんですが、自治会の会長さんなんかが瞬時にその

対応していかんといかんと思うんですね。やっぱり一番近くにおる人が。そのときに、こ

の備蓄用の食糧はどこに、どういうように、どれぐらいのものが確保されとるかというこ

とは、やっぱり周知しとかんことにはいかんと思うんですね。我々誰でもそうだと思うん

ですが、訓練とかそういうときには、例えば南あわじ市は、我々の知り得とるのは、サン

ライズにいろんな災害用の備蓄倉庫があって、そこでいろいろあるということはわかって

おって、訓練のときにはそれを試食したりもしよるんですが、もう訓練済んだら、どこに

何があって、どういうことかというのは、大体皆忘れがちがあると思うんです。この備蓄

用食糧費１７２万４,０００円ということなんですが、これは備蓄用食糧品というのはど

れぐらいの賞味期限があるんか、それをどれぐらいのことでサイクルしとるんか、その辺

をお聞かせいただけますか。 
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○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   代表ということで、アルファ化米については、今、各拠

点避難所等のほうにばらかしてあります。全体として３万食を備蓄いたしております。賞

味期限が５年となってます。それを、５年間で毎年６,０００食を更新しながら、３万食

を確保してるということでございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   そうしますと、何かみみっちい話になるんですが、６,０００食

でサイクルしとるということは、毎年６,０００食が不要になっていくということなんで

すね。この不要になっていくものは、全廃棄しとるんですか、それとも何らかの形で使っ

ておるんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   これにつきましては、各総合防災訓練のときの備蓄食糧

の試食。それと、あと各学校なり各自治会のほうで、そういう訓練をするときについて、

ことし賞味期限が切れる分については、あっせんして使用していただいてるということで

使用をしております。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ということは、その年間６,０００食のものについては、各自治

会から訓練するので市のほうに要請があった場合、市の担当は「それはもうどうぞ使って

ください」というようなことで、要請があればそれを配布するというようなシステムにな

っとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   今までの事例といたしましては、各小中学校が県の事業

の学ぼう防災教育という部分で、毎年いろいろ授業をしていただいております。それにつ

いては、１月１７日を拠点にして、１２月ぐらいからそれぞれ訓練をしたりとか、防災教

育をしております。その中で使っていただくのを主にしております。あと、備蓄なんで、
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ことし切れるよってどんどんというわけにもいかないんで、１０月以降ぐらいの事業の中

で、中学校に先要望をかけて、あと残った部分についてまた自治会等も通して、要望があ

れば配布をして、有効利用してるという状況です。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   現実的に、６,０００食で足らんぐらい要望がきとるんですか、

やっぱり余っていきよるんですか。現実はどうなってますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   どのぐらいということは、ちょっとまだ確認しなくては

いけないんですが、何ぼか廃棄の部分は出てくるかと思います。要望があれば全部いける

ときもあるし、廃棄の部分のときもあるかもわかりません。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   ６３ページの屋外拡声放送設備。これ、確かこの南あわじ市全域が聞

こえるように整備したと思うんですけども、この点まずお聞きします。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   屋外拡声につきましては、今、市内１２３カ所に設置を

いたしております。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   この１２３カ所で、この市内ほぼ全域行き渡るんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   そこの最終確認まではしてないんですが、当初その海岸

線の部分からの発信やって、ある程度地域の中ではいけてるかなと思っております。 
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○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   やっぱり、音は聞こえるんよ。音は聞こえるけども、何を言ってるの

かつつわかりしないという市民の声があるんですけども、そこらせっかくつくったもんや

し、よく立証された形で補修なりしていかなぐあい悪いん違うかなと思うんやな。だから、

実際これも福良の人やけども、そういう声があるわけよ。これ、夏場やからまだええわけ

やな。そやけども、冬場になると戸を閉めるんやな、寒いから。となると、より一層聞こ

えにくくなる、より一層そのつつわかりしにくい部分がある。そこらはどういうふうに設

置するときに設定してあるのか、お聞きしたいんですけど。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   今、ケーブルのほうで宅内の告知端末がございます。中

については、そこが主になるのかと。あと、中におらんと外におる方もおるだろうという

ことで、屋外拡声という形になってきました。そういう形の中で、両刀遣いの中で整備が

進んだと認識しております。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この１６３ページの、全国瞬時警報システム委託料というやつが、Ｊ

アラートのことやと思うねんけど、この委託先と、このシステムについての概要をちょっ

とお願いいたします。概要説明。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   Ｊアラートということでございますけども、津波をはじ

めとする大規模災害や、例えば武力攻撃事態等が発生した場合に、国民の保護のために必

要な情報を、通信衛星を利用して瞬時に地方公共団体に伝達するとともに、地域衛星通信

ネットワークに接続された同報系市町村の防災行政無線や、有線放送電話を自動に起動さ

せて、サイレンや放送によって、市民の方々にその緊急情報を伝えるシステムということ

でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   この委託、保守管理委託先はどこですかという。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   これにつきましては、富士通ネットワークソリューショ

ンズに委託しております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこで市は、要は市内に整備されたこのＪアラートのシステムの保守、

富士通がこの４６万円というやつは、この市内の庁舎の危機管理部にあるのけ。このシス

テム、機器は。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   端末については、危機管理課のほうにございます。消防

庁のほうから、こういう情報の電波が飛んできまして、それでそれを市が受けて、地震で

あればそれを受けて、各屋外拡声なりのほうに自動でそれを受けて流すという形になって

おります。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それは理解しとんねんけど、要はＰ波Ｓ波でないけど、地震が発生す

るときに、今から何十秒後か大きな地震が起こりますというやつを、そういう瞬時に国民

に伝達する手段やけど、我々がそういうふうなやつを情報入手するためには、今、携帯電

話とかいろいろさまざまな受信があるねんけど、今は市民がそういう情報を入手する手段

として、どういう手段で全国瞬時、Ｊアラートを受信できるので。テレビでもってやった

りとか、さまざまな。あなた方は、そういう情報が入ったときには、どういうふうにして

市民に情報を伝達して共有するかというやつは、どういうふうに考えてますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   １秒でも早くということになるかと思うんですが、現在

そのＪアラートで自動で鳴るという部分が早いのと、あとは各携帯電話の加入者について

は、名前があるんですけど、エリアメールという形の中で、そのＪアラートと同じような
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形での情報は入るようになっておりますんで、早くとなれば、今のところはそのメール関

係が一番早いのかなと思っております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は携帯で、名前出したらまたあれやけれども、メーカーによって自

動的にそういうやつが受信できるような、そういう通信機器会社のシステムを構築しとん

ねんかな。それと、私が言いたいのは、こういうやつをもっと市からエリアメールという

か、防災メールいうやつをしよるやつを、多くの市民に登録してもうて、市内の情報共有

してもうたらええかなということが今回の発言の一番肝なんや。そやから、そこらをもっ

とさまざまな情報を共有するためにも、そういうエリアメールなり、今の消防団とか、私

も登録しとんねんけど、市内でどこどこで火災が発生しましたとかいうあれ、防災メール

いうやつかな、あの辺をもっと市民に普及していただきたいと思うねんけど、今、何人ぐ

らい。また後で聞くさかい、調べといて。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   昨日とけさと、ずっと鬼怒川の決壊による災害の報道を見ております

と、なかなか避難も大変だなということがよくわかったんですが、この避難における一番

大変なのは、真っ暗なところで避難するということだと思います。それと日ごろの啓発に、

私はこの海抜表示設置板の設置というのは非常に高く評価しとるんですが、日ごろ目にし

ているということが非常に大事なことだろうと思います。昨年度は新設が２１カ所で、で

きるだけたくさんこういうのをしてほしいと思ってるんですが、張りかえが２０３カ所も

ありました。この辺の状況は、２０３カ所全部もう変えらないけなかった状況はどんなん

だったかなと、まず聞きたいと思うんですけども。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この分については、薄くなってきたとか、見にくくなっ

てきた部分と合わせて、表示が１０.５とか、１０.５６とか、表示の違う部分もありまし

たんで、県のほうも、今、国道についてもそういう表示高等がしておりますんで、ある程

度その表現を合わさせていただいた部分も含めて、張りかえを２６年度に２０３カ所させ

ていただいたということです。 
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○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   この件に関しましては、できるだけほかに設置できるところがあれば、

できるだけたくさんお願いしたいと考えております。 

  それと、逃げるために、やっぱり夜中に逃げるということが非常に大変なので、これを

見ておりますと、津波避難路の太陽光発電式によるＬＥＤの避難灯の設置が阿万と福良に

ありますが、この下にある２２３ページの資料のところですが、カラー舗装とそれからＬ

ＥＤのポイントライト等を設置して誘導してるということで、これもこういう、今、一番

主になっております阿万や福良のほうだけでなくて、できるだけこちらの瀬戸内に面した

ほうも設置していただきたいと思っておりますが、その点に関してはいかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   現在、太陽光の避難灯につきましては、重点的には津波

からの避難と、時間が少ないので、その経路において明かりという目印も含めて設置をさ

せていただいております。それで、今現在では、湊のほうにもそういうようなこともして

おります。それで、その部分につきましては、自治会等との協議の中で、そういう部分に

ついてはいろいろ話を聞かせていただいた中で、整備を順次進めておりますので、またそ

ういう要望があればいただけたらと思っております。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   最後ですけども、松島町のところで、前の会派のときに、松島町の訓

練が非常に行き届いとって、松島町では一人も犠牲者がなくて、離れたところで、観光地

のところは全然出なかったと。それは訓練のたまものですと言っておりました。この自主

防災組織が、前にも一般質問等でお伺いしたんですけども、非常に機能が少ないだろうと

今のところ考えております。それはもう自主防災ですから、各地域によっては一生懸命や

るところと、非常に集まるだけで終わってしまうというところがございますが、この１６

５ページにある自主防災組織育成事業の補助金というのは、どんなことを補助したのかと

いうことをお聞きしておきます。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   全体的な中ですが、現在ちょっと多いのが各自主防災な

りでの、兵庫県なり徳島とかいろいろなところで、そういう防災センターの視察というの
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が今ふえております。そこについて、いろいろ体験型の施設でございますので、そこで災

害というものを認識していただいてるということで、そういうのが１点です。 

  あとは資機材等が、当初買っていたものが古くなってきたとかいう部分での買いかえ、

また新たに防災のほうに力を入っていて、中には救助資機材的なものもちょっと蓄えてい

きたいなとか、備蓄の倉庫をするとかいう部分で、各自主防災によって利用の仕方は違う

んですけれど、そういうような形の中で、それぞれ整備なり視察をして学習をしていただ

いてる。それに対して、８割補助ということで出させていただいてます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   大きな災害、地震の場合はまず大きな揺れがきて各自自覚しますので、

これはどんなんかなということで感じはあるんですから、先ほど言っとった拡声機で、ど

うなってるということが瞬時にわかれば、今度はいかに逃げるかということが、このたび

の災害におけるインタビューを聞いておりましても、やっぱり家が流されても自然の力に

はかなわない、やはりいかに命を守るかが大事だということを言っておりますので、その

ための啓発と逃げ方をうまく誘導できるように頑張っていただきたい。その後は、いかに

避難した人を大事に守っていけるかということになりますので、わかってることですが、

これからの精進もよろしくお願いしたいということで終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   １６５ページの学ぼう防災教育やけども、これ多分小学校の防災教育

だと思うんで、教育委員会おらへんよって答えられへんのかなと思ったりもするんで、こ

れ各校地域によって、防災教育の仕方も防災のあり方も違ってくると思うのよな。各校に

どういうふうな教育をしてるのか、まずお聞きしたいねんけども。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この学ぼう防災につきましては、県の補助を受けて、そ

れを私どもが受けて、各小学校に「どないですか」ということでしてる補助なんで、実績

報告というのが上がってきております。まず、小学校においても、いろいろになります。

最近であれば、ちょっと自主防災と同じような形で、視察と日帰りでちょっと遠足がてら

そういう人と防災未来センターへ行って体験をするとか、そういう部分の学校もあります
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し、自分たちの通う中で危険箇所を、子供らが自分らの通学路の中でマーカーを入れて、

そういう危険マップをつくったりとか、これは主に１・１７を忘れないということで出て

きた授業かと思いますので、地震についての被害というか、阪神淡路大震災やったら、こ

ういうことが起こって大変なことがあったということを忘れないようなことでの講話につ

いて授業をしております。これについては、各小中学校１校について４万円の補助という

形なんで、できる範囲がちょっと限られてる部分があるので、有効利用しながら、そうい

う阪神淡路大震災であり、東日本大震災のことを、地震はこんなんですよということを含

めながら、自分たちの土地での災害を把握したりとか、そういう防災教育という部分で使

用しているように報告をいただいております。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   今、課長のほうから各校４万円というふうなことを言われましたけど

も、福良小学校では毎年結構大がかりな防災教育、それも講師まで招いて、そのあと子供

らが教室へ帰って、自分らの通学路の、今、課長が言ったような危険箇所のポイントを地

図上で示して、それで現地へ行って、ここはどういうふうにすべきかというような、かな

り踏み込んだ教育をしております。今、４万円でそんなんとてもとてもできるような部分

でないんですよね。でもこれは、東日本大震災から本当に国民の防災意識、非常に高まり

ました。そして一昨日からのあの水害、関東東北の水害を見ても、より一層その水害に対

しても防災意識は上がると思うんですけども、子供の防災教育というのは、市長も言って

ましたよね、小さいときからこういう教育をしておかなあかんねやというふうなことを言

っとったのに、これ各校４万円では、とてもじゃないけどもそういう勉強がでけへんので

はないかなという思いがするんやけども、お金ではないかもわからんけども、でも私たち

この行政に立つ側の者は、やはり教育する分においては金をいとわず、子供たちの防災意

識、防災知識を高めるには必要やと思うんですけども、これ市長、各校からこういう教育

をしたいというふうなことがあれば、出したってもらえるような考えありますか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今、いろいろ議論されておりますが、確かに子供のときからのそ

ういう教育、これは防災だけでなくして他の面もですが、今、議論してるのは防災という

ことです。これも、その学校によっていろいろ対応が違うと思います。ですので、教育委

員会と学校と十分そういうのを議論してもうて、福良やったらやっぱり津波やと、違うと

こやったら逆に言えば洪水やとか、がけ崩れやとかいう関係するとこがそれぞれ違うと思

うんで、その点教育委員会で、今、長船委員からお話があったことも私のほうからもお話
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し申し上げて、そういう対応が必要である場合は検討していきたい。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   福良連合自治会でも独自な防災訓練、このたびまた夜間避難訓練もし

ます。この小学校も独自で教育をしとるんですけども、小学校だけではないんですよね。

小学校が主体となって、保育園また住民自治会も含めて、その教育というか防災意識を高

めるための啓蒙に一役買ってくれとるわけです。そんなんで、今後そういうときにはまた

一つ御理解をよろしくお願いしておきます。終わります。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   附属資料の２２２ページ、それから本体で１６３ページ。消防施設の

整備備品購入費、いわゆる消防ポンプ自動車、小型ポンプということで、本年度６台の整

備が地域にされたと。これについては、ほぼ地域・地元負担というのがなくて済むような

金額の設定になってるというふうにも聞いとるんですが、その内容について説明いただけ

ますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   今回、整備をさせていただいた中で、地元負担があった

かなかったかということかと思いますが、地元負担については出てきております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   金額はどうなってますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   全体になりますけれど、全体で今回約５３６万円ほど地

元で負担が出てきております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   全体が５３６万円ということですが、６台ですね整備されたのが。そ
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れぞれについて、金額はわかりますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   消防自動車については、地元負担が３２０万円。もう１

つが、小型ポンプつきの軽の積載車については、約５４万７,０００円。あと、それぞれ

ポンプが７８万７,０００円、３６万円、３６万円で、計が５３６万３,０００円という形

になります。もう１台、１０万７,０００円です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと誤解をしとったらなんですけれども、消防ポンプ自動車、い

ろんなオプションをつけたら高くなるけれども、ほぼ全額地元負担なしでいけるというよ

うなこともあったんですが、実際はそうじゃないんですね。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   これにつきましては、当初これの入札というか予算が、

大体前年の予算を立てるときに、各消防団と協議をさせていただいております。それで、

消防団のほうからこういう自動車を入れてほしいとか、こういうポンプを入れてほしいと

いうものを協議をいたします。その中で、最終的にこれでいこうということについては、

どうしても上限を超えますと地元という形が出てきますので、各自治会等と十分協議をし

ていた中で出してきていただきたいということで、事務を進めさせていただいております。

その了解を得た中で、予算をつけて入札のほうをしてるという状況でございます。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   この消防自動車ですね、あと施設関係につきましては、

補助金の交付要綱がございます。今回、消防ポンプ自動車につきましては、おっしゃった

ように補助率は１０分の１０なんですが、上限がございます。上限が１,３００万円とい

うことでございます。それを超えた分につきましては、やはり地元に負担していただくと

いうようなシステムでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   必要な部分は、１０分の１０のことでいけるけれども、地元では、例

えば水が出たらタイヤ浸ったら困るからちょっと上げてほしいとか、いろいろ要望があっ

て、その部分がプラスアルファされていくというのは聞いてるんですけれども、今の話大

体わかったんですが、小型ポンプそれから小型ポンプ積載車も同様な考え方ですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   同様の考えでございます。ただ、上限額がそれぞれ違っ

ておりまして、小型動力ポンプ積載車でございましたら上限額が２００万円、小型動力ポ

ンプ積載車、これが普通自動車でございましたら２４０万円というものでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   スタンダードであれば、それで１０分の１０でいけるということです

ね。了解しました。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、（２）の質疑はこれで終わります。 

  暫時休憩します。 

  再開は１１時５分とします。 

 

（休憩 午前１０時５１分） 

 

（再開 午前１１時０５分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   先ほどは、谷口委員のほうから、交付税の中で２６年度基準

財政需要額として算入されている消防費の額は幾らかという御質問についてお答えさせて

いただきたいと思います。基準は国調人口になってまして、４万９,８３４人に対して６

億３,６８４万３,０００円ということは、一人当たり１万２,７７９円の措置額になって
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ます。 

  以上です。 

 

 （３）歳出  款１２・１３・１４．公債費・諸支出金・予備費及び関連する歳入 

    実質収支に関する調書 

    財産に関する調書 

 

○森上祐治委員長   それでは、（３）歳出、款１２．公債費、款１３．諸支出金、款１

４．予備費及びこれらの歳出に関連する歳入について。実質収支に関する調書。財産に関

する調書についてを審査いたします。 

  決算書のページ数は、２０６ページから２２０ページまででございます。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   決算書の２２０ページの、水道事業調整基金についてお伺いいたしま

す。 

  きのうの質疑で、この２,９００万円余りの今年度中ふえたというのは、債権運用益と

いうようなことで、残高が８億２,６００万円ほどになっております。この水道基金条例

を見てみますと、その設置に当たっては、水道事業の将来の健全経営及び水道水の安定供

給を確保するために基金を設置するというふうになってます。今現在は、広域水道企業団

で水道料金等、工事等いろいろ行われていってはいるわけですけれども、この基金につい

ては、これまで南あわじ市で独自のときに水道料金集めて工事して、その残った基金を積

み立ててここになってるというふうに理解してるわけですけれども、それでよろしいでし

ょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   委員の言われとったとおりのものかと思いますが。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これまで、独自で水道事業を展開したときの基金が、こういうふうに

残ってるということであります。今後、やはり集めた水道料金を、こういうふうにどう今

後活用していくかということが問われてくると思うんです。本来なら、水道料金の引き下

げに私は使うべきだと思ってますが、企業団のほうで水道料金を設定してるし、なかなか
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難しい部分があると思うんですけれども、市民の方にこれをどういうふうに使って、市民

の利益につながってるかというところを明確にしていく必要があると思うんですけど、そ

こら辺は、今後の資金運用についてはどういうふうに考えられてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   水道企業団の経営に関することだと思います。その部分、ち

ょっと私のほうから申し上げる件ではないかと思いますけども、あと基金の活用につきま

しては、２７年度高料金対策の２億幾らかふえましたんで、２７年度予算について一般会

計に影響しないように、増加分については、この基金を取り崩して高料金対策の負担金と

して広域のほうへ出させていただくような形で、予算措置させていただいたと思ってます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ２７年度はこの基金を使って、聞けば松帆のほうの関係の整備のため

にそのお金を使うというふうな話もちょっと聞いてるんですけども、今の話ですと、高料

金対策のために使われるんですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   言われとる松帆の貯水場の配管の部分については、広域水道

のほうで国庫で補助されてます。それに対しては、水源開発という形で繰り出しをする必

要があります。その部分については、全体的な話になりますけども、一般財源で措置した

と考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、今の説明からいうと、国からいわゆる資本費との関係で、

高料金対策のお金が旧町ごとの計算式で今南あわじ市に入ってきて、それを水道企業団に

渡してるというようなことでありますけれども、なかなかこれは見えにくい基金の取り崩

しだというふうに思うんですけども、それ以外に還元するというようなことは考えられな

いんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 



－ 106 － 

○財政課長（和田幸三）   具体的に広域水道の運営について、私どものほうは、財政と

しての方向性みたいなものは、広域水道企業団のほうで考えていただきたいものだと思っ

てます。ただ、こちらの予算の説明を受けた段階では、いろいろ資本のほうで使っていた

だくんが本来かなと思ってます。淡路広域水道企業団の中で、特に老朽管の部分が多うご

ざいまして、今後維持していくためには老朽管の改築等のほうへできるだけ資金を回して、

利用資金を多く持つようなことでなしに、回して改修を進めて将来に備えていただきたい

というようなことは申し上げております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   水道企業団が統合して、水道料金については５年間据え置くというよ

うな話があって、もうその期限もきてるのかなというふうに思います。ですから、そうい

うときに、やはり水道料金の引き上げにつながらないような形をとっていただきたいので、

この基金をどう活用するかというとこがそのときに問われてくると思うんですけども、市

長の考えいかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今、広域水道のお話になっておりますが、なかなか広域というこ

となので、南あわじ市だけ特別に広域水道企業団に出して、南あわじだけの料金を安くす

るというわけにはちょっといかないわけです。これから、当然今もお話あったとおり、老

朽管の敷設がえ、これはかなりなお金がいってくると思う。そのときに、今、議論はして

おりませんが、旧市すなわち洲本市、淡路市、南あわじ市の負担額をその企業団でそのま

まするんか、その地域ごとにある程度加味した負担率にするんかとかいう問題が出てくる

と思います。先ほど申し上げたとおり、そこまでは、今、議論しておりませんが、そうい

う可能性もあるわけですね。ですから、そういうふうになったときは、やはり南あわじ市

が水道の基金、約８億円近いものを持っておりますので、その辺をうまく活用は可能かな

と思いますが、今の時点では、やはり広域ということで３市同じような、計算は違います

よ、それぞれの決算の。それを持ち寄って一つにしとるわけなんですが、そういう大きな

投資・支出が必要な場合は、当然そういうものも可能かなと、これは私市長としての話で、

企業長としての考えではございませんので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員、ちょっとお願いしますが、淡路の広域水道事業団につい

ては、他の地方公共団体がありますので、質疑について、あくまでも組合の構成団体とし

て、負担金の支出という観点からの質疑をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま
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す。 

 

○吉田良子委員   市長から答弁いただきました。将来的な話になってきたような答弁で

したけども、今からどういうふうなあり方が必要なのかというのは、ぜひ検討課題にのせ

ていただきたいということで、質問を終わります。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ２１２ページの、出資による権利という欄がありまして、上から

７行目か８行目に、西淡まちづくり（株）の出資金１億円と書いてあるんですが、以前か

ら聞きたいと思っとったんですが、この市はこの１億円出資したということになっとるん

ですが、これ恐らくシーパの関係だと思うんですが、どういうかかわりになるんですか。

役員派遣とか、何かそういう形もとってある出資ですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   現在、役員派遣というか、一応役員ということで副市長

が入ってますが、それ以外はかかわっておりません。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ということは、この決算書等については、市のほうへは当然出て

きてる。役員で副市長がいっておるということは、当然会社の内容についても議論されて

おると思うんですが、イングランドの丘とか、うずのくにとかいうのは、あれはまたいろ

んな施設利用料をいただいたり、売り上げに対して３％、ことしから５％になったりとか、

いろんなかかわりがあるんですが、この西淡まちづくり（株）のこの会社で役員としてい

っとるんですが、これは役員報酬もなければ、この出資金に対する配当とか、そういうこ

とは実際どうなっとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   現在は、経営状態を行政のほうから見守ってるというと

こで、営業状態を聞きながら、双方で売り上げ向上を目指しているところでございますが。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 
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○印部久信副委員長   これは、まちづくり株式会社になって、南あわじ市は１億円出資

しておるんですが、出資金の合計はこれは幾らあるんですか。資本金。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   現在ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、後ほ

ど報告させていただけますか。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   これ、今言われたように、副市長が役員で入っておるということ

なんですが、細々したことは、今、川上課長が言いましたように、今調べてもらってまた

報告してもらったらいいんですが、役員会に行っておって、このまちづくり株式会社とい

う会社のちょっと概要を、わかっとる範囲でありましたらちょっと報告していただけます

か。全然これ我々はわからんので。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   すいません、印部副委員長、概要といいますと、今のこ

の西淡まちづくりの会社の概要ということでよろしいでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   とにかく、我々も全然これわからんのですね。１億円の出資とい

うのは結構大きい出資だと思うんですね。これ、今回の淡路島の恋来屋であっても、南あ

わじ市は３,０００万円の出資ですか、１億２,０１０万円の資本金に対して３,０００万

円の出資ですわね。それも、２５％以内に出資金を抑えとる。この１億円というのは、資

本金の中にどれぐらいの割合を占めとる出資金なのかとか、そういうことを知りたいと思

うんですが。副市長、役員会等には出席はあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   取締役会は年に１回ぐらいなんでございますが、できるだけあ

いておれば出席するようにはいたしております。 
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○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   川上課長、また休んで調べてもうたらいいんですが、一遍我々に

この会社の概要をちょっと、わかるように資料ちょっと、まず出資金の総額は幾らかとい

うのも我々にわからんので、出せる範囲内で結構ですんで、ちょっと一遍資料を、この決

算委員会中に出してくれますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   はい、副委員長が申されましたように、会議中間に合う

ように報告させていただきます。 

 

○森上祐治委員長   お諮りします。 

  ただいま、印部副委員長より資料提出要求がございましたけども、この資料について、

本委員会で資料要求を行うことに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  よって、資料要求をお願いいたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   ２１８ページから基金の状況で、前年度の現在高と決算期間中の増減

とが書いてあるんですけど、これ繰り入れたり繰り出したり、利息が入ったりすると思う

んです。その中で、増減がゼロの中で、例えば地域振興基金が２７億円あって増減ゼロな

んですけども、これは運用とかしてないということなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   地域振興基金と地域福祉基金、それとふるさと・水と緑保全

対策基金につきましては、決算中の増減はゼロということです。運用自体は多分預金運用

やと思います。利子は発生しておりまして、継ぐことなく一般会計の財源として充当させ

ていただいております。 
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○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、基金によってはそういうふうにここへ入れずにするという

ことも理解しましたけども、この全体の運用に関してなんですけども、今市のほうはそれ

ぞれの基金ごとに運用しとると思うんですけども、私は一括運用できるような形にしたほ

うが有効に使えると思うんですが、その辺は考えてないんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   会計管理者。 

 

○会計管理者（堤 省司）   今、委員から御指摘ございましたそれぞれの基金につきま

しては、一部共有して運用しておるというのが現実でございまして、一括運用というのは

全ての基金、今この一般会計並びに特別会計を含めた基金の一括的な運用ということで、

運用しておる先進的な自治体もございます。そういった自治体につきましては、全体的な

運用益というのは非常に高い運用益を生み出しておりますので、そういった手法、南あわ

じ市もできたら取り入れたいと考えておりますので、そういったことを勉強しながら、こ

れから進めて取り組んでいきたいと考えてございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、今その勉強していく中で、一番ネックになるのはどんなこ

とがあるんですか、その一括運用するために。 

 

○森上祐治委員長   会計管理者。 

 

○会計管理者（堤 省司）   今、ネックというのは、どれぐらいの期間、要は一括運用

といたしまして、まず手法としては、債権の長い期間の債券を購入して利率のよいもので

運用すれば、当然全体の運用益というか利率が上がってくるというふうなことでございま

すので、長い債権を購入するということは、それまで投資した債券が途中で解約、基本的

にはしないという、基本的な考えですけどもありますので、そういったものを２０年の債

券を購入するに当たってどう理解していくか、途中での解約、また買いかえというふうな

ことも積極的に進めるというふうなことになろうと思いますけれども、そういったことを

どういうふうに解釈していくかというふうなことかと私は考えてございます。 
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○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   確かにそのとおりやと思うんで、今、管財のほうで計画というか、２

８年度中かな、施設の総合管理計画か何かつくられると思うんですけども、それ来年度中

には完成すると。そしたら、それが完成ぐらいをめどに、そういう基金運用も計画が立つ

んではないかと思うんですけども、できればその辺からでも始めていただきたいと思うん

ですが、その辺の見通しはどうですか。 

 

○森上祐治委員長   会計管理者。 

 

○会計管理者（堤 省司）   これは、早めにしていくことによって、利息も当然その時

期から多く発生するということでございますので、その公共施設の管理計画も見据えなが

ら、なるべく早い時期に取り組んでいきたいと、そのように考えてます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   基金の運用という話が出ましたので、この２１８ページのふるさとま

ちづくり基金、これについて、合併当初は３億円ほどあったものが、いろいろ増減があっ

たわけですけれども、これをどのようにこれまで使ってこられたかということの使途です

ね、これについて説明いただけますか。経過ですね、歴史的な経過。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   しばらくお待ちください。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１１時２９分） 

 

（再開 午前１１時３０分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  財政課長。 
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○財政課長（和田幸三）   取り崩した部分だけ、年度ごとに報告させていただくような

形でよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   はい、どうぞ。 

 

○財政課長（和田幸三）   ふるさとまちづくり基金につきましては、取り崩しの中で、

１７年度につきましては３,０００万円。内容につきましては、通勤通学費補助金で２,０

００万円と、温泉郷足湯工事で１,０００万円。１８年度につきましては１億５,０００万

円。主なものでいいますと、ケーブルテレビの関係で２,４５０万円、通勤通学助成で１,

２００万円、コミュニティバス事業で３,７００万円、あと災害対策事業で１,８００万円、

合計１億５,０００万円。１９年度につきましては５,０００万円、自治振興費として２,

７５０万円、いわゆる集会所の改修工事等の補助金にあてております。あと、少子対策事

業で１,４５０万円、あと祭りの補助金として８００万円をあてております。２０年度に

つきましては３,０００万円。少子対策として１,９００万円と、国際交流事業で５０万円、

あと集会所の関係だと思いますけども、自治振興事業で８００万円。２１年度につきまし

ては６,９００万円。企業誘致奨励金として５,０００万円、少子対策で１,９００万円。

２２年度がなく、２３年度取り崩ししておりませんで、２４年度につきまして、ＡＥＤの

購入費として１８０万円程度取り崩しております。取り崩しの経過は以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   使い勝手がいいというような格好になっとるわけですが、そしたら２

６年度で１億２,０００万円ほどの基金の積み上げをしとるわけですけれども、これは財

源に余裕ができて、今後こういう方向で使いたいというような一定の目的意識を持って積

み上げたという経過があったんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ２６年度の積立額については、１億２,２２７万円積み立て

ております。財源といたしまして、若人の広場の整備事業補助金、県からいただきました

分で１億１,５１３万９,０００円、今後の維持管理の経費になろうかと思いますけども、

あとふるさと南あわじ応援寄附金として６７４万６,０００円、あと基金利子とあと一般

財源として８万２,０００円という形で、基金利子が３０万３,０００円、一般財源が８万

２,０００円を積み立てております。 
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○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   若人の広場の県の補助金を、そのままプールする場所としておいたと

いうようなニュアンスですか。若人の広場の建設に対する国の補助金の一時預かりの場所、

一次預けの場所として、このふるさとまちづくり基金という基金を利用したという理解で

すか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   若人の広場の１億１,５００万円につきましては、建設時の

県の合併特例債の償還分も、３分の２を県のほうで補助金といただきました。その財源に

ついて、有効利用するがために基金のほうへ積み立てております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   有効利用というのは、どういう意味合いですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   適切な目的に沿った事業に、充当するようになろうかと思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の若人の広場建設のための、県からの支援というような理解を今し

たんですけども、有効も無効も、とにかくそういうことに使うわけでしょ。建設費の補塡

ということに使うわけですよね。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   建設費の補塡というか、もともとは建設費に対して合併特例

債の市の負担の３分の２を補塡していただいたような形になってます。財源として１億１,

０００万円きておりますけども、一旦基金に積んで、今後ふるさとまちづくり基金条例の

趣旨に沿ったような形で事業を行いながら、それに充当するというような形になろうかと
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思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと意味がもう一つ理解できないんですけども、県からは若人の

広場の建設費の合併特例債借り入れ分の補塡をするために、１億１,０００万円という支

援が県からきたというところまではわかりました。それは間違いないですよね。だからそ

れは、その建設費の仮に合併特例債で借りた分であっても、そのものを一旦返してしまえ

ば利子分は要らないということになってきて、有効活用も何もないんじゃないんですか。

その合併特例債借にだけ使いなさいということでいっときにくれると、何かちょっとわか

らないような話なんですけども。もう少しわかりやすく説明いただきたいんですが。聞か

れたときにどう説明したらいいのか、ちょっと解釈できないんです。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   若人の広場の財源でございますが、工事費の２分の１が

国庫補助金でございます。その５０％を、合併特例債で９５％借りております。それで、

交付税で７０％返ってくるんですけども、その市の負担分の県費分が３分の２県で持って

いただいて、残り３分の１が市ということで、その分の２６年度の県の補助金をこの基金

に積んだというふうに理解しております。それで、その積んだ分から何年償還か私ちょっ

とわかりませんけども、その償還分にあてていくというふうな理解をしております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、仮に１０年の償還ということであれば、先に１億円も

らっとって、間配って１０年間払うんだけども、その間１０年間資金運用ができると。先

ほど質疑があったように、有効な活用をしてそこから果実を生み出して、一般財源の財源

にもあてられると、そういう仕組みをつくったということですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   当初、若人の広場を整備するときに、県のほうが実質一

般財源の３分の２を持っていただくということで話がありました。その中で、市としては

残りの分を合併特例債で借りる分の実質負担がありますので、その分は県としては一括し

て先にいだけるということになっておりましたので、その分を基金に積んでおいたという
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ことと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   わかりました。その使い方として、運用益で一般財源の財源にすると

いうやり方もあれば、また違うやり方もあると。基金の目的が、運用益というのはそれを

目的に基金を積んでるわけではなくて、基金条例にはそれぞれの設置目的があって、その

目的がより達成できるように使っていくというのが基本ではないかというふうに思っとる

わけですね。今の考え方でいくと、運用益ありきの基金への預けという印象がちょっとぬ

ぐえないんですけれども、そのあたり、財政課としてどのようなお考えですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   当然、基金があれば運用益は出てきます。先ほどの３基金に

つきましては、運用益は一般会計の財源として積み立てることなく財源充当させていただ

いております。それぞれのときに、それぞれの形ですべきであるとは思いますけども、財

源充当せずにという形をとれる基金はしれておりまして、現実基金条例の中では、生まれ

たものについては一旦基金に積んで、それを目的に沿った形で取り崩していくというよう

な条文の中で条例が決まっておりますので、運用につきましては一旦積んで、趣旨に応じ

た目的財源として執行させていただきたいというように考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   要は、このふるさとまちづくり基金とはいいながらも、ひものついた

お金であると、出先はもう決まってると。その間余裕があるので、運用益を出すというよ

うな考え方なんでしょうけども、何かふるさとまちづくり基金がふえて、いろんなことに

できるんかなというイメージを一旦持つんですけどね、実はそうではないというとこら辺

でいえば、これはまた別の形で積み上げといたらよかったのではないのかなと。ふるさと

まちづくり基金というのは、人材の育成やふるさとの創生やというような、非常に志のあ

る基金というふうに思うんですけども、運用益を出すということではまた違う積み上げ方

もあったのではないのかなと、ちょっと印象を持ちました。終わっときます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  登里委員。 
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○登里伸一委員   決算書の２０６、２０７ページになりますが、公債費のところで、市

債繰上償還金というのがあります。この、民間では大体利息の支払いを３カ月ぐらいにず

っと先に支払っていくんですけども、抱えていく形になりますが、このこういう市債に関

することは、どのような方法をやってるかよくわからないんですが、普通繰上償還いたし

ますと、支払利息の戻り利息というんですかね、それが発生すると思うんですが、それは

どのような形になっとるのかお聞きしたいんですが。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   地方債の借り入れに関しましては、ほとんどのケースの場合

半年賦償還というような形で、もう借り入れた段階で償還表ができておりまして、いつの

時点で、利子何ぼの元金何ぼというような形の償還計画がございます。それで、ある一定

時期きとる分について、ここで繰上償還しますということになれば、その年度分の利子と

分割した元金を償還して、その以降の分については、元金のみを繰上償還するというよう

な形で、言われとったその利子の扱いについては、もう一旦そこで切れてしまいますんで、

それ以後の分については利子は発生してないというような形です。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   例えば、１年分３月の予算委員会で決定して、それを例えば３月終わ

りか４月の初めに、１年分先に利息を支払うというようなことはないんですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   そういう形ではございません。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２１７ページの債権、住宅資金貸付金、この中身について説明いただ

けますか。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１１時４７分） 
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（再開 午前１１時４８分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   この債権につきましては、旧の地域改善事業による個人への

住宅建築に関する貸付金でございます。毎年、この貸付金の元利と利子分をその貸付対象

者から徴収いたしまして、その債権を返済しとるというようなことでございます。２６年

度の歳入につきましては、３６ページ３７ページのところで歳入として計上しております。

対象件数といたしましては、昭和４４年度からこの事業は始まりまして、最終は平成７年

度が貸付対象者の最後となっておりまして、平成７年度最後に借り入れされた方の返済期

限は平成３７年、２０年間の返済となっております。対象者は、昭和４４年までにさかの

ぼりますと２４０件ございまして、今、償還を続けておる件数は１７件でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   古いものもあって、例えば相続になっておったり、難しい問題もある

部分があるんではないのかなと。そのあたりは整理もしていく必要がある、債権の整理も

一定程度する必要があるのかなというようなことを思ったりするんですけども、考え方と

してはどうですか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   確かに、２４０件の中の１０件余りが残っておるというよう

なこと。また、平成７年に借りられた新しい借入者もおるというようなこともございます。

ですから、これはまた県のほうとの制度の継続とか、調査・協議という機会もございます

ので、その援助といいますか、そういうような仕組みができるかどうかもまだちょっとわ

かっておりません。ただし、今、元金をきっちりと償還してくださっている借入者もござ

いますので、まずは担当が一生懸命徴収いたしまして、できるだけ返済していただけるよ

うに努めていきたいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   当然のことだと思うんですけれども、私言ったのは、その事情もしっ
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かりと見ながら、不可能な請求をずっとしておくというようなことであっても、それはな

かなか実態としてはよくないのかなと。やっぱり、一定程度の整理期間も設けて、やり方

もいろいろ考えながら、必要なこともしていくべきではないのかなという思いもしとるわ

けなんです。当然、しっかりとその返済に当たってる方の努力は努力として認めつつも、

何か曖昧な形でただ残すというようなことではなくて、そのあたりの整理をつけるという

意味合いを申し上げたんですけども。県ともよく協議をしてもらって、いい方法を見つけ

てもらえばと思います。終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   先ほど出てました、ちょっと繰上償還の関係でお伺いいたしますが、

附属資料の２８４ページでは、平成１９年度からどういうふうに繰上償還をしてきたかと

いうことが載っております。ここの成果としては、将来にわたる市民負担の軽減を図った

ということになってます。それはそれで事情としてはわかるんですけれども、そしたら今

現在の人たちの負担軽減はどうなのかということになってくるかと思うんですけれども、

今回９億円近いお金というのは、平成２２年度８億８,０００万円で、直近ではちょっと

高い金額になってるかと思うんですけども、この金額の設定というのはどういうふうに決

められたんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   繰上償還につきましては、書いてあるとおり、今後の財政運

営の大きな柱だと思っております。新市建設計画の中での財政計画の中にも、何とか２９

年度までは繰上償還は実施できるんではないかというような考えをお示しさせていただい

ております。言われとるように、金額の根拠につきましては、当該年度２６年度につきま

しては、２５年度からの実質収支繰越の分が８億円以上あったかと思います。剰余金処分

の関係がありまして、１年間の中で３月の予算の段階でその財源をもとに、また交付税の

増加分をもとに、繰上償還の財源として８億９,６００万円の繰上償還をさせていただき

ました。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   監査委員の報告書の中でも、繰上償還の実施で公債費が減少したとい

うふうに書いてあります。今後、大型公共事業としては火葬場というのが考えられますけ
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れども、順調に実質公債比率も下がっていってる中で、繰上償還をいかにしていくかとい

うのは大きな課題になってくるかというふうに思います。先ほど言った、将来にわたる市

民負担軽減というのはわかるんですけれども、今現在のサービスを充実させる、そのため

には繰上償還の金額をどう見ていくかということが問われてくるかと思うんですけれども、

今、課長は平成２９年度まで繰上償還を考えらてれるということなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   繰上償還といいますのは、その都度考えるべきものかと思い

ますけども、新市建設計画の財政計画の中では、おおむね財政的な将来の姿としては２９

年度までの間は何とか繰上償還して、交付税の２０億円の減額が３１年度に合併算定がえ

が終わるときに、何とか財政的な安定的な運営ができるような形を目指して、償還をさせ

ていただきたいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われたように、合併の期限が切られて、これから地方交付税も減

ってくる中で、どういうふうな財政運営をするかというのも問われてくると思うんですけ

れども、今を生きてる人の分を考えていただきたいということを申し上げて終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、次の（４）に移ります。 

  説明員入れかえのため、暫時休憩いたしします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

（休憩 午前１１時５６分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

 （４）歳出 款３．民生費及び関連する歳入 

     〃  款４．衛生費    〃 
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○森上祐治委員長   再開します。 

  次に、（４）歳出、款３．民生費、款４．衛生費及びこれらの歳出に関する歳入につい

てを審査します。 

  決算書のページ数は、歳出が７８ページから１１９ページまであります。 

  質疑ございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   衛生費の関係で、まず指定管理されてます、ゆーぷるとさんゆ～館の

２６年度の事業報告の資料を出していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   お諮りします。 

  ただいま、原口委員より資料提出要求がございましたが、ゆーぷるとさんゆ～館の２６

年度の事業報告についての資料について、本委員会で資料要求を行うことに御異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   御異議なしと認めます。 

  よって、資料を要求いたします。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   ８６ページの養護老人ホーム費なんですけども、これさくら苑が２６

年度で民間のほうへ今度２７年から移ったんですけど、その当時の職員、一般職で１０人、

臨時・パートで１４人というふうに資料に載ってるんですけど、その人たちの２７年度以

降の次の進路というか、どういうふうになったんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   失礼いたします、長寿福祉課の静永と申します、よろし

くお願いいたします。 

  職員におきまして、１０名正規職員おりましたけども、そのうち１名につきましては、

３月末をもって退職されております。また、１名が６月末をもって退職ということになっ

ております。あと、臨時職員パート職員につきましては、勤務を継続希望された方におき

ましては、全員勤務されております。さくら苑のほうで勤務されております。１名の方は、

違った法人のほうで勤務されております。 
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  以上です。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   一般職のほうは、専門職の人と現業の人と、それと一般の行政職とあ

ったと思うんですけど、それぞれどういうふうなところへ配置されたんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   現業職の方が２名ということで、あとは一般職というこ

とで、８名の方のうち７名が一般職ということになっております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   次どこへ行かれたんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   １名が文化体育館のほうへ行っております。１名が長寿

福祉課のほうの調査員ということで、現業職でおりましたけども、その方が６月に退職と

いうことになっております。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  中村委員。 

 

○中村三千雄委員   ページ、８１ページ、それから附属資料の６８ページの社会福祉協

議会の補助金のことについて、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

  ２,４５０万円という、ずっと毎年補助を出しておるんですけども、その２,４５０万円

の出す根拠は、何に基づいてこれだけ２,４５０万円を出しておるんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   福祉課長の大谷です、よろしくお願いいたします。座って失

礼します。 

  この、社会福祉協議会への補助金の根拠ということにつきましては、福祉コミュニティ
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の地域における醸成というようなことと、ボランタリーということで、ボランティアの育

成にかかる事業費として補助金を交付してるところでございます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   というのは、この事業以外には、社会福祉協議会としては使ってな

いという認識でよろしいでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   この２,４５０万円につきましては、その目的に応じて事業

を実施しております。またそれ以外にも、生活創造安定とかいう委託事業もございまして、

全体額としてはもう少し大きな額となることになります。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   それでは、私のほうからも、２６年度の社会福祉協議会の事業計画、

それから実績については資料請求したいと思うんですけども、諮っていただけますか。 

 

○森上祐治委員長   お諮りします。 

  ただいま、中村委員より資料提出要求がございました。 

  この資料提出要求について、本委員会で資料要求を行うことに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  よって、資料の要求をします。 

  中村委員。 

 

○中村三千雄委員   それでは、もう少し突っ込んだお話をしたいと思うんですけども、

現実に社会福祉協議会、職員は何人おる、今の段階では。課長わかっておりますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   ことしの４月１日の状況でございますが、常勤ということで
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２５名、それから嘱託ということで８名、それからパートということで２６名というよう

なことになっております。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   この常勤２５名でございますけれども、これにつきましては、社会

福祉協議会がそれぞれ雇用しておるわけでございますけれども、南あわじ市社会福祉協議

会としての、国の基準に基づく常勤の定数というのは何人になっておるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   常勤の定数というのはございません。事業に応じて、職種に

よる雇用というのが発生いたしますので、事業の進め方に応じた人数となることから、こ

の２５名につきましては、決めということではございません。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   事業することによってですけども、それにつきましては、やはり予

算というかついてくることですけども、そういうふうなことも含めた中で、市は２,４５

０万円という補助金をそれに基づいて積算をして出しておるんですか。それとも、社会福

祉協議会からこれだけいるんだというようなことできておるんですか、そこらどういうふ

うなけじめというか、きっちりとした形で補助を出しておるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   補助金の積み上げということにつきましては、私もよくわか

らないんですが、当初市が合併以来そのような額で、いわゆる地域のコミュニティにかか

る費用ということで、ずっと交付してきた額でございまして、これにつきましては、やは

り人件費も当然ですし、そういうふうなことで地域の発展につくされた対価であるという

ふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   私も、かつて社会福祉協議会の旧南淡なんですけども、理事をして

おったわけでございますけれども、今、課長から言われたように、社会福祉協議会の補助
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については、市になって一つになって、そしてそういうふうな実績に基づいて、合併以来

そういうふうな形で補助を出しておるんだということは、やはり根拠がこういうふうな事

業をするからこういうふうな人件費がこれだけいるから、やっぱり補助を市が出すんだと

いうとこまでいかなかったら、今までの補助金の見直しいろいろあるんですけども、前年

対比何％カットしてくれとか、そういうふうな、それはいろいろの団体とかそういうふう

なことによって、かなりの金額が補助金出しておるん違うんですけども、ましてはやっぱ

りそういう活動する団体についての補助金は、やはりそういうふうな一つの計画に沿って

市がチェックをして、そしてその中で補助金を出していくというのは、これは当たり前の、

そうしなければいけないと思うんですけども、今までの経過を見ておりますと、ただ漠然

とそういうふうな根拠なしにやってきたような気がするんです。というのは、やはり社会

福祉協議会としても、今年度はこれでいったらいいということでなしに、自主的な運営を

させるためには、やっぱりそういうふうなところから行政指導もしていかなければ私はい

けないと思うんですね。だから、やはり先ほど資料請求したんで、これは資料としてどう

こうない、見せていただいて今後の参考にしていただきたいと思うんですけども、やはり

そういうふうな大きな金でございますよ、一般財源から２,４５０万円というのはね。そ

やから、有効に使って、今６８ページの協議会補助金では、漠然と「コミュニティ事業の

ワーカーを配置して地域の活性化」と。もとはそれは地域の活性化につなぐような事業で

ございますけれども、片や半公共的な一つの団体であるという認識を私はしておるんです

よね。そうなれば、やっぱり社会福祉協議会の職員自身もそういうふうな気持ちになって

やってもらわないけないんですけども、それは社会福祉協議会なりに監査もおいて、理事

会で決定をしておるんですけども、やはり基本的に市がそれだけの補助を出すということ

は、市もやっぱりそういうふうな人事の活動とかそういうのも監督して指導する責任があ

ると思うんですけども、それについて、部長どんな考えを持っていますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   福祉部長の馬部でございます、どうぞよろしくお願いいた

します。 

  今の中村委員の御質問ですが、その前に、先ほど課長も申し上げましたが、もう少しだ

け詳しく説明をさせていただきたいと思います。２,４００万円、２６年度でいいますと

２,４５０万円の補助金が出ております。そのうちの２,３５０万円といいますのは、福祉

コミュニティ推進事業という事業でもって出しております。どういったことかと申します

と、ちょっと抽象的な話にはなってしまいますが、地域福祉の推進を図るために、コミュ

ニティワーカーというのをおいております。それを、支部なり本部なりに配置をして、日

常生活圏域での当事者ニーズの把握を、各種の事業や相談活動により行うことで、地域や
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当事者に合わせたサービスの開発や多様な地域福祉拠点づくり、地域での福祉人材養成に

取り組むと。そういったことを目的として、この事業を行っております。実質的には、コ

ミュニティワーカーというのが１０人おります。その１０人の人件費というようなことで

支出をいたしております。先ほども委員のお話にもありましたが、そしたらそれが何でこ

の金額になっているのかというのは、正直申し上げましてそこまで詳しくは存じておりま

せん。 

  それからもう１つは、市町ボランタリー活動支援事業という事業がございまして、それ

に対して１００万円を支出をいたしております。これにつきましては、地域社会の共同利

益の参画と協働の実現を図るため、ボランタリー活動の拡大と地域ネットワークの拡充を

推進するというようなことで、２６年度につきましては、災害ボランティアセンターの常

設化に向けて、情報収集に努めていくというような事業の内容になっております。前段ち

ょっと、今、事業の補助金の中身をちょっと説明をさせていただきました。 

  あと、社会福祉協議会のほうに、こういった補助金ですとか、あとは委託をしているも

のもありますし、別の形で補助を出しておるものもあります。それについてできるだけ、

今後ですが、実際にきちんとできているんかどうかというようなことを十分、今も一応は

チェックもしておりますし、課長が理事会の理事として入っておりますので、説明は一応

受けておるわけですが、もう少し具体的に、市としてどこまでというのはちょっと微妙な

ところがありますけれども、もう少しこういったことについて関与していきたいというふ

うに思います。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   ぜひそうしていただきたいと思うんです。それで関連してですけど

も、社会福祉協議会も、今まで事務所が別々であったんですけども、４月からというか、

理事会でどう決まったのか知りませんけれども、一応聞いておりますところによりますと、

旧緑庁舎のあとへ社会福祉協議会が入るんだというようなことを聞いたわけですけども、

それはどういうふうになっておるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   ただいまの状況につきましては、旧来の事務所のほうで、事

務のほうをしているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 
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○中村三千雄委員   旧来というのは、どないやっとったんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   それぞれの庁舎の事務所のほうにおいてしております。まず、

南淡においては南淡庁舎の第２別館のところで、また三原のほうにつきましては、三原の

ほうの社協センター、もとあったところで行っております。それから、西淡につきまして

も万松園ということで、潰すまでの間につきましては事務をしております。ということで、

その庁舎の今後の解体時期とかそういうところを見ながら、事務所移転になっていくので

はないのかなというふうに思っております。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   これも半公共的な、市は無償で社会福祉協議会に貸し付けるという

形をとっておるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   というのは、電気代とか、そういうような月光熱費を全部市が持つ

ということになるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   電気代とか水道代につきましては、いただきます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   これは、行政は関与できないとはいいながら、それだけの補助金出

しておるということになれば、今こういうふうな社会福祉を進めていかないかん、国の重

要施策の一つとして福祉が言われとる中で、やっぱりこういうタコ足的にそういうふうな

形で、今までどおりやっていっとるからいけるというよりも、やっぱり体制をきちっとし
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た中で私はやるべきであると思うんですけども、課長、あんた理事会に行って、そういう

ふうな論議はなかったわけですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   管理面につきましては、そこまで突っ込んだ話はしておりま

せん。経営の状況というところを協議したというようなところで、まだ１回だけなんです

が、そのときには事業の実施状況、いわゆる経営状況というところを協議させていただい

た次第でございます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   あくまでも外郭団体のことですので、市がどこまで突っ込んでいい

かというようなことは、これはそれぞれの団体等との話でございますけれども、やはり行

政指導していかなければというのは、市がやっぱりそういうような方向を出していかない

といかんと思うんですけども、やはりこのような一つの状況の中で、４つが分かれてやる

といかがなもんかなと。機能的にいけばいいんですけども、そういうふうなことを思いま

す。これはあくまでも外郭団体のことでございますので、これ以上は言いませんけれども、

今後市がそれだけのやはり支援をしてるということについての、運営とかそれについての

監督責任をきちっとした中で、社会福祉協議会の運営がスムーズにいけるようにというこ

とをお願いしておきたいと思いますし、今後私もそれについては一つ関心を持って見守っ

ていきたいと思います。 

  以上、終わっときます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   関連でお尋ねをします。私も、社会福祉法人という一つの独立した法

人ということで、歴代の部長にも余りさわらんほうがええぞというようなことをお聞きし

たことがあるんです。そういう中でこういう、私も勉強不足やったんですが、かなりの補

助金もいっている、そしてもう相当な長い長期政権でやっておられるということで、人事

面とか人の雇用とかいろいろな、それは、今、証拠ないよって、今、調査中やけども、言

われへんわけですが、非常にかなりずさんな形で運営をしているように思います。 

  そこでお尋ねしたいんですが、先ほど中村委員からも質問がありました、当初これ、今、

庁舎を建てるときから南あわじは一本ということで、各種団体なるべく一本化という形で

進んでおると。そういうことで、これは社協のほうは、合併したら緑のほうへ本部を置い
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てそしていくんやと。それで、三原の庁舎でもええというようなことで進んでいきよった

話が、この前もわしこの話したけども、課長の先ほどの答弁ですと、当初そういう社協か

ら市のほうへ要望があって、まあいうたらトップダウンでいったことを、課長の答弁です

とこれは庁舎潰すまで今のまま行くと、これはどういうことですか。市が、そんなころこ

ろと一旦決めたことを潰していくんだったら、今後の行政に差し支えますよ。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   申しわけありません。ちょっと言葉が不足しておりまして、

潰すという部分につきましては、西淡の万松園が今年度中に壊すことを予定しております。

他の庁舎といいますか、南淡庁舎でございますが、それにつきましては、三原・西淡の社

協の。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、私は基本を聞きよんねん。初めは、そういう社協のほうからそ

ういう話があったことをオジャンにして、それは工事中じゃ何や、それは仕方ないけども、

今のさっきの答弁やったら、もうそこでいくということを課長言ってたでしょ。一旦決め

たことを、まして社協から言いよったことを、また現状でいくんやったら、これは阿万の

ほうやって置いてもらわなぐあい悪いし、これ２,４００万円もの補助金市が一般財源か

ら出してやりよることを、福良ばっかりに支局を置いて、それは本庁、緑とか三原へ来る

んやったらそれでええけども、そういうことをくるくるを返すということはおかしないけ。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   社会福祉協議会に対して、事務所として市がお貸しするの

はもとの緑庁舎ということで、これは決定をしておることでございます。今、阿部委員の

ほうからお話がございましたが、私も聞いてますのは、もともと社会福祉協議会について

も一本化すると。そういうことでもって、最初は三原庁舎が希望であったけれども、これ

は市の都合ということになると思いますが、緑庁舎でどうですかという話をして、それで

結構ですというようなことになっておったというふうに聞いております。そういうことで

すので、基本的に市として提供するのは、その前の緑庁舎のところということでございま

す。 

  それと、一本化するという話であったんですが、社会福祉協議会の内部での事情で、事

情といいますかいろいろな声が上がったんやと思いますが、やはり緑だけではぐあいが悪
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いというような話がいろいろあったようで、そういったことで、社会福祉協議会としては

緑のところの一本だけではなしに別の方法を考えると。実際にどこでどういうふうにする

かというのは、これ具体的にはちょっとわかりませんけれども、社会福祉協議会としては

１カ所だけではないということで、今、模索中といいますか、そういうようなことである

というふうに思っております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そやからね、長期政権によってそういうひずみが出て、いろいろな面

でそういういろいろなことが、具体的なこと言われへんけども入ってくる。結局、社協の

そういう気ままが、独裁的な気ままが今回行政にもあたってきとんのだ。それを認めるん

かということを言いよんねん。それやったら何ら示しがつけへんだな。一旦決めたことを、

自分らから三原へ行く言うといて、ほなどこか、福良か賀集か知らんけんど、そんなこと

するんやったら、阿万やったって皆各地区平等に、あんだけの従業員から職員抱えてやり

よるのやったらそういうふうに、課長の答弁やったら、そういう形でいくって言いよった

やないか、違うけ。そやよって、部長。 

  どないするのよ、もうあっちの言いなりに、そない三原やって言いよったけんども、こ

っちのほうがええよってもう今のままでずっといくんけ。そういうことを聞きよんねん、

そんなことするんやったら、行政何のためにあるのということを言いよるねん、トップダ

ウンでやって決めたことを、それを矛盾にしていくんやったら、これから何や言うこと聞

けへんでそんなん。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   それは、前に委員会でもちょっとお話をさせていただきま

したが、私のほうから社会福祉協議会のほうにお話をしておりますのは、１つは、今、経

営状態が悪いということですので、何らかの経営改善をやっていただかないと、これだけ

赤字になったから、市のほうにこれだけお金を出してくださいと言われても、市のほうと

してはなかなか対応しがたいですよというお話をまず１つはしてます。 

  それともう１つは、市として事務所としてお貸しできるのは、旧の緑の庁舎だけですよ

というお話もさせていただいております。それともう１つ加えまして、支部を例えば残す

んやとすれば、どうして支部を残さないかんのかということについて説明が欲しいという

こと。それと、社会福祉協議会自体は独立した団体ですので、市がこういうふうにしなさ

いという命令みたいなことは実際できません。できませんが、市としてはいろいろな他の

団体なんかにもお願いをして、市一本で旧町単位の支部というのは、基本的には廃止をし
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ていただいて、２１カ所の地区でもってこれから充実していただくというような格好をと

っております。したがいまして、その社会福祉協議会の地域福祉の活動につきましても、

やはり旧町単位というような単位よりは、もっと身近なところでの活動をふやしていただ

くとかいうことがやはり大事ではないかということで、常駐するには人がたくさんいりま

すので、そういうことはちょっと無理やとは思いますけれども、何らかの形で２１カ所の、

例えば市民交流センターを利用するとか、そういったことで、いろいろな地域にもう少し

張りめぐらされたような細やかな福祉の体制がとれないかというようなお話もさせて、回

答はいただいてるわけではありませんが、そういったお話はさせていただいております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   何や、そういう何か運営も厳しいやいうけど、これははっきり言うて、

そういう職員にしても水膨れ状態みたいな形になってきて、恐らくこれ私の調べた範囲や

ったら、人件費がかなりふえてきとると。それと執行部も、はっきり言うて話聞きよった

ら、これまでの各部長でもそうや、一応役員として入ってるけども、何もそういう運営状

態、そんなこと物言うたらいかんのや知らんけど、何じゃチェック機能というのは働かし

てないねんか、はっきり言うて。そういうことが、こういう形になってきとんねん。ほん

で、もちろん私言いよるのは、市からそんなふうに命令せんでええ、向こうのほうから、

そうでしょ、一本になったら三原のほうでということで言いよったんでしょ。それを、そ

ういう方針でいきよったものを、何でそういう方針に、何や運営状況が悪いよってもうこ

ないする、これはばらばらにあるほうが、それは確かに社会福祉の事業からしたら効率は

よろしいわ。それやったら、そんなふうに、例えば各地区においてやるとか、そういうよ

うな形であればそれは納得いきますけどね。今の状態の中で、当初言いよったことを覆し

て、それを市が今のままでいきますって、課長言うてましたやん。何も命令せえや言いよ

んの違うで。あっちから頼んできたきたことやないか、何言いよんねん。そんなことを許

すんだったら、わしらも言うこと聞けへんで。我がの好きなようにしたらええねん。社会

福祉協議会２,４００万円からの毎年いきよんやないか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   今、阿部委員が言われることもわかりますが、もともと社

会福祉協議会のほうがそういう考えであったというのはそのとおりやと思うんです。ただ、

社会福祉協議会の考え方が変わってしもたということです。したがいまして、先ほども申

し上げたようなことは、社会福祉協議会のほうに申し上げておりますけれども、決定する

のはやはり社会福祉協議会ということになってしまいますので、先ほどちょっと申し上げ
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ましたように、市としてはこういうふうにできればしてほしいという話はしてるというこ

とで、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   御理解できません、そんなこと。そんなんおかしいねえか、向こうの

ほうがそういう話を持ってきて、そういう形でいって、現状のままでおいたほうがええと

か言うんだったら、初めからそんなんわかっとるはずだあな。問題言いよんのは、一旦そ

ういうふうなことで市も一本化や何やいうてやりよることを、一旦決めたことをそんなん

で、あっちがそない言いよんのでもうそないしますやいうこと、ほな庁舎でもそうだ、建

てる言いよったけどもういっそやめよかいうて、そんなことでやまらへんだなこれ、一旦

決めたことは皆きちっといきよんだあな、交流センターにしてでも。何で社会福祉協議会

だけ、法人だけで２,４００万円も補助金出しとって、何でそんだけ遠慮せないかんのけ。

もう従業員の水膨れぐらいになって、手当たり次第にそんな職員雇ったり、臨時雇ったり

するよってそんな状態になっていきよんのや。今、調査中やけど、そんな団体に何でそん

な気ままをきかさないかんのけって言いよんのよ。もっと市として。わし言いよること間

違うとって、いやそれは阿部議員言うのは何やけど、うちはこうやって言うんだったら、

これはもう言い切ってくれの。わしも今後そういう方針で執行部と対応するよって。そん

な、一旦決めたことをだらだらと覆して、何で社会福祉協議会にそんな遠慮せないかんの

よ。長期政権のそういうひずみが出とんのや。ええかげんなことしまいよんのや、はっき

り言うて。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   言い切るいうても、何を言い切ったらええのかようわかり

ません。先ほどからも申し上げておりますように。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、そういうことを、当初あっちから三原へ来る言いよったことを

もうオジャンにして、わしはそない言いよるけど、もうそういう社会福祉法人という独立

した組織ですんで、うちも余り物言えれへんので、もうあっちの言うとおりしますと、そ

ない言うんかよ。考慮して、それは言いよったとおり、そういう形にいてもらうんか、そ

の辺を答弁したらええねん。わし言いよること間違うとったらそうはしません、する、は

っきり言うてもうたらええねん。 
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○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   別に市のほうの考え方が変わったんではありませんので、

市として今までは本部それから支部と場所を提供してきたわけですが、旧の緑の庁舎にだ

け事務所として提供するということなので、市が特別考え方が変わったということではあ

りません。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや部長な、方針が変わらへんのやったら、もとのとおりしたらええ

でねえか、そんだけの話違うけ。市が変わらへんのだ、けんどあっちが何やかんや言うて

くるよって、市が変わりつつあるのでか、違うの。市が変わらへんのやったら、もとのと

おりやったらええでねえか。そんなん、福良に現状、また賀集行くや言うたって、そんな

ん一緒やないか。 

 

○森上祐治委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   阿部委員の言うとるとおりでございまして、私どもも社会福祉

協議会は大事な団体でございますので、庁舎をつくるときには社会福祉協議会ともよく話

をして、今後どうするかということをよく相談させていただきました。それで、先ほど来

お話があったように、各種団体のものを三原の庁舎で集めたいということ、最初これは

我々のほうからもお願いをしたところであったんですが、逆にこちらでいいと、緑でいい

という話が社会福祉協議会から出てきたり、商工会は今のままでいいと、シルバー人材セ

ンターは三原がよかったんですけど、社会福祉協議会がそういうことならばこちらでいく

ということで、各団体ともいろいろ話した結果、緑庁舎に一本化をするということで話が

決着をいたしておりますので、私どもはその決着したとおり今後もやっていきたいと。社

会福祉協議会には、そのときの約束をきっちりと果たしていただくように、今後も私のほ

うからも社会福祉協議会には申し伝えたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   よくわかりました。私も何も社協に恨みがあって言いよんのと違うね

んけど、やっぱり長期政権の中でいろいろのことが耳に入って、特に職員の採用とかそう

いう面でいろいろと耳に入ってきます。そういう中で、何もこういうふうにせないかんの



－ 133 － 

でなしに、社協がもっと場所をかわして、例えば南淡に２つおくとか何とかいうような、

そういう話であればまた別な話であって、それ以外に今まで話したような形で、当初言い

よったことを翻すんであればいかがなもんかということで言いよったんで、副市長の答弁、

そういうことで一つよろしくお願いしたいと思います。終わります。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   関連で。決算の８１ページ、民生。それと、資料の７０ページ。民生

のことについてお聞きしますが、この民生と社会福祉協議会というのは、役員は交差しと

ると思うんです。そういった中で、民生が総額１,９６６万１,０００円出とりまして、国

県が９３１万４,０００円、一般財源から１,０３４万７,０００円出とるわけで、その資

料の下に、内容としてそれぞれの地域におけるイベントや交流会の実践、こんなことあん

まり見たことないねんけど、視察の研修会各種フォーラムへの参加という、予算の使い方

については説明をしとりますが、その下に１,９００万何がしの予算を９７１万４,０００

円が活動委託料として載っておりまして、それと大きなのが運営補助金として９５５万１,

０００円出ております。この内容について、いろいろとここで成果とか載っておりますが、

我々はそういった民生の活動の中でイベントや交流会の実践とか、そういったこと肌に感

じたことがないんです。そういったことで、内容的に実際この旧４町に分けられておりま

すが、この協力委員委託料、これはよくわかっております。うちの家内もしたことあるん

でよくわかってますが、この上下、１と３との予算の使い方、配分方法、これはどういう

方法でどういう根拠でこのように分けられたのか、そして活動がどのようにそれぞれ旧町

単位でやってそれぞれ違うのか、統一した見解でやっとるのか、それを一つ説明をお願い

したいと思います。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   今の質問には２点あったかと思います。まず１点は、社会福

祉協議会との役員のかかわりというところと、いわゆるもう１点は、民生委員の活動とい

うようなことだと思うんですが、それでよろしいでしょうか。社会福祉協議会の役員と兼

務しているというのが１点と。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   本当に交差しとる、そやから関連性のある中で、福祉のことについて

聞きますよということ。それは社会福祉協議会のことは関係ないけど。要は、福祉につい
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ては関連しとんねんから。ほんで、この使い方というものはどないなん、内容をもう少し

教えてくださいと言いよんねん。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   民生委員の活動ということで、説明なんですが、ちょっと今

１番３番というのがよくわからなかったんですが、委託料と補助金につきましては、まず

委託料というものにつきましては、一人一人の民生委員活動に対しての対価というか、弁

償金でございます。ですから、弱者の方々のおうちに通ったり、いろいろするためのガソ

リンであったり、それにかかわる経費を補償するというようなものでございます。 

  もう一方の補助金につきましては、民生委員につきましては、その中学校区単位ぐらい

で規模を持つことが望ましいということで、その中で協議会が設置されております。その

協議会の中で、さらに民生委員さんが知識を上げて、なお地域のコミュニティにつくせる

ように、資質を向上させていくというような研修活動に使っていただきたいというような

ことで出してございまして、それによって民生委員さんは地域の活動に顔を出したり、ま

た神戸のほうに研修に行ったり、そういうふうなところに使っているというようなことで

聞いております。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   実際に、内容的な具体的に挙げてほしいと思います。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   民生委員さんの活動についてですが、１つはこの市レベルの

中で研修会をするということで、研修会には行政の福祉のエキスパートであったり、また

大学の講師だったり、そういう方々を招いて講義をいただくというようなことと、また神

戸のほうで兵庫県の民生委員会がございまして、そこが何回か民生委員の質を上げるとい

うことで、研修を開催していただいております。そういうところにも参加をさせていただ

きまして、そういうふうなものの旅費であったり、そういう経費に使わせていただいてい

るところでございます。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   その上の９７１万４,０００円というのは、これは個人に振り分けた
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中で委託金やけど、報酬のかわりに渡すということですね、これ。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   趣旨的には、そのような形でございます。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   これ、そしたら委託金でありながら、そのまま個人で大体何ぼになり

ますか、渡したら。６万円ほど違いますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   ６万１,２００円が一人当たりの費用弁償に当たる額でござ

います。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ６万１,０００円というのは、これは委託金でありながら、これはも

う個人に渡してしまうということは報酬ですか、これ民生報酬どうこう言いよったんです

けど、これはもう報酬として渡しよんのか、委託金として渡しよんのか、これどちらが正

しいんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   今、委託金でお渡ししているところです。先ほども申し上げ

たとおり、費用弁償的な要素がございまして、出す部分がそこからというような、委託と

いうことで県から受けておりまして、その費用科目を使っているということでございます。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ということは、費用弁償のかわりに渡すということで、委託金という

ことと、そこの兼ね合いの中で、結局書類を出させた中で、それだけ費用弁償が使わなか

った場合には戻すという意味ですか。 
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○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   この委託金につきましては、まず民生委員につきましては、

県がそういうような民生委員活動を強化する意味で、委託金として送ってくれているもの

でございまして、ですからいわゆる清算ということではなくて、これの範囲内においてや

ってくださいということで、返還というのは発生することはございません。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ということは、委託金でないわけでしょ。全部使ってください、これ

はもう全部費用として、報酬でないけど費用。ということは、収入にはならんということ

かな。税金に関係ないのかな。どういう意味ですか、これは委託金で渡して収入にならん

のか、それとも報酬か、これちょっと難しいと思うねん、これな。公金の補助金の中で渡

しよって、どう解釈するんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   これ、せんだっての６月の議会のときにもちょっとお話を

させていただきましたが、今申し上げましたように、民生委員・児童委員といいますのは、

非常勤の特別職、地方公務員ということになっております。一応無報酬ということになっ

ておりますので、先ほど申し上げた活動費ということで、一人当たり６万１,２００円な

んですが、それを委託料として支出をさせていただいておりますが、それで実際に十分な

活動費に充当できるかというと、現実はそうでないというふうに思っております。やはり、

ガソリン代でありますとか、電話代でありますとか、地域にもよるのかもわかりませんが、

実際には地域の方が亡くなられたら葬儀・告別式にも大半行かれてると思いますし、そう

いったことは特別に手当として出るわけではございませんので、とてもこの金額では現実

は賄えないのかなというふうに思っておりますが、一応はこういった決まりの中でこの金

額でということで、お願いをしているという状況でございます。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   主な費用については、活動委託料については民生は報酬はないという

ことで、そのかわり費用弁償として出しとると、これ６万円ではまだ足らんという見解で

すな。それはそれでええとして、ほなこの運営補助金について説明してください。 
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○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   この運営補助金につきましては、旧町の単位で協議会をつく

っておりまして、その協議会の中において、先ほども申し上げましたが、研修にかかる費

用に対して充当して、活動をしているというようなことでございまして、その活動に対す

旅費であったり、そういうところに支弁させていただいておるようなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ということは、この各旧４町に渡してある金額、総額が９５５万１,

０００円ということの中で、これは西淡支部に渡した場合には、西淡支部が自由に使って

もいいということで、決裁はいらんということですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   まず、その西淡の経費につきましては、決裁というようなも

のは必要はございません。西淡の民生委員協議会の中で十分協議されて、適当であるとい

う研修を積み上げていただくというような費用でございまして、そのようにやっていって

いただいてると思っております。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   社会奉仕してくれてる人に余り酷なことは言いたくないんですけど、

課長も大分答弁の内容は大まかで、なかなかごまかしの点が大分あると思うんですが、実

際言うて、正当に使われてれば我々も余り言いませんが、ちょっと話を民生委員の方に聞

いても、いろいろ聞いても内容的にあんまりいい内容ではなさそうなことも感じるわけで

すので、一つそういった点十分、せっかくの社会奉仕をしてる人に傷のつかんように、一

つ十分この補助金の使い方については気をつけて使っていただきたい、かように思うわけ

です。終わります。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   委員さんのお話もいただきまして、私ともども民生委員さん

とともに学びまして、さらに地域のほうに貢献させていただきたいというふうに思ってお

ります。 
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○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。 

  再開は２時１０分とします。 

 

（休憩 午後 １時５４分） 

 

（再開 午後 ２時１０分） 

 

○森上祐治委員長   それでは、再開します。 

  （４）の歳出、款３．民生費、款４．衛生費及びこれらの歳出に関する歳入について。

決算書のページ数は、歳出が７８ページから１１９ページまででございます。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   保育所の関係でお尋ねいたします。決算書は９６から９９ページ。附

属資料では１０２ページになります。 

  １０２ページでは、各施設の入所状況というのが一覧表で出てまして、定員に対して児

童数がどうということが書いてあります。その中で、広田保育園なり榎列保育所、それに

八木保育所、際立って多いのが市保育所が１５０人のところ１５７名ということになって

おります。この定員オーバーについてお伺いするわけですけれども、市保育所の場合、特

に年長さんのクラスはそのクラスの部屋がない。遊戯室で一緒に保育を受けてるというよ

うなことで、大変不便を感じてるし、園庭も狭いということから、これも懸案事項になっ

てるんですけれども、これからの出生状況もあったりして、よく今後入る保育所の方の人

数もわかると思うんですけども、特に市保育所なり榎列保育所は地理的なものもあって、

市とか榎列以外の方も入所されている現状があると思うんですけども、ここら辺の解消策

も必要かと思うんですけど、そこら辺の考え方はどうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   子育て支援課長の児玉です、よろしくお願いいたしま

す。 

  先ほど紹介していただきました広田・八木・市・榎列におきましては、定員より入所児

童がオーバーしている状況でございます。この原因につきましては、昨今やはり親の共働

きによる児童の、特に低年齢、ゼロ・２歳児の入所の方がふえてきたというような状況に

なっております。その中で、今も御指摘ありましたように、市保育所におきましては、特
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に低年齢の方の入所が平成２５年度から急激にふえたというふうなことで、その部屋の部

分について、年長さんを今２クラス制になってるんですけども、遊戯室のほうに一時的に

そこで保育をしている状況でございます。そういったことが、この複数年続いてる状況の

中で、やはり市保育所の入所する希望の方がまだまだ多いという状況もありますので、今

後はその市保育所の部屋の増改築等も視野に入れた、今後の計画を考えていきたいと思い

ます。昨年来から、その近隣の土地の部分についても、ちょっと協議をしていくという状

況の環境も少しずつできてきていますので、今後はそういう計画も含めて検討していきた

いと思います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、市はそういうふうな少し見通しがあるような答弁でありま

したけれども、広田保育園についてはこの間も一般質問がありましたので、あと榎列と八

木、今後二宮保育所が榎列へ統合されるということもあって、改築もされてるわけですけ

れども、そこらで改築で、この定員オーバーというところは解消にもつながっていくよう

なことで、今、整備が進められているんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   今お話合った榎列保育所におきましても、委員会のほ

うでも行程の説明もさせていただきましたですけども、来年の４月１日をもって、榎列保

育所と二宮保育所を統合して、そして随時保護者なり地域のほうにも説明を今していると

ころでございますけども、この９月には工事のほうも発注させていただきまして、３月末

には完成して、榎列のほうで入所という形になってます。その中で、榎列保育所のほうの

児童の入所する部屋の大きさも、今回の工事でふやしていくような形にとっております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、八木保育所のほうはどういう計画なんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   八木保育所のほうでは、平成２２年、２３年から定員
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のほうが数人オーバーしているというような状況です。同じように低年齢、ゼロ・２歳児

の子の入所の人数がふえてきているわけなんですけど、最近の出生のほうがちょっと伸び

というのがないので、今の状況を見ながら、今後ふえてきそうでしたら、増築のほうの部

分については検討していきたいというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それと、ここの１０１ページには、正規職員と嘱託・臨時職員の人件

費が計上されておりますけれども、これまでも議会で、それぞれの議員が何度となくこの

臨時・嘱託の問題は取り上げられてきたんですけれども、各保育所ごとに正規職員、臨

時・嘱託職員がどういうふうに配置されてるかというところは、ぜひ資料としていただき

たいと思うんですけど、委員長のほうで諮らいお願いします。 

 

○森上祐治委員長   ただいま、吉田委員のほうから資料請求がございました。各保育所

ごとの臨時職員・嘱託職員の配置状況の資料要求してよろしゅうございますか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  資料の要求をします。 

  先ほどの質疑の中で、資料請求がございました２件について、お手元に配付しておりま

すので、よろしくお願いします。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ９７ページの、婦人共励会補助金についてお尋ねいたします。 

  これは旧町時代からあったことですけども、この補助金、２７年度は私見てないんです

けども、この４５万円というのは大体いつごろから４５万円に、その推移についてちょっ

とお尋ねします。共励会補助金。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   従来の活動補助金については、毎年３０万円の補助金

を出しております。ただ、平成２６年度におきましては、昨年の１１月に県の共励会の大

会がございまして、その大会の準備するための補助金という形で１５万円を計上させてい

ただきました。２７年度におきましては、通常どおり３０万円の活動補助金として予算を
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つけております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   今どんな活動をされとんのか、御存じやないんですけど、旧町時代で

も旧南淡町で大方３０万円ぐらいの予算ついとったと思うんですけども、今はこの共励会

はどんな活動をされておられるんですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   主に、会員につきましては、一人親家庭、特に母子、

寡婦の方々がその会員１００人という形で、メンバーとして活動しているわけなんですけ

ども、活動の中には主に親子の親睦を高めるためというふうなことで、特に母子家庭にお

きましては、お母さんの日常の就労によって、子供とのコミュニケーションが少ないとい

うふうなこともありまして、そういう日帰りツアーというような形で、親子の思い出づく

りをしていただく活動をしております。それと、やはり日常の悩みの相談というようなこ

とで、母子・父子家庭自立支援員の方が、その活動の中で相談業務を役員さんと一緒にな

って活動をしておるところでございます。そしてまた、そういう母子に関する研修につい

ても、それぞれ参加を募って、研修などをしているというような状況でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これは、旧町時代から随分会員さんもふえているのが現状やと思うん

です。それで、これは旧町の話をして恐縮なんですが、旧町時代は年に一度市長、町長が

公務であれば助役、それと議長、文教委員長が出席をされて、そういう懇談会を定期的に

毎年やっておったわけですが、今はそういうことはやってないんですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   今のところは、そういう交流は行っておりません。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   今も言ったように、最近そういう共励会の会員が随分ふえてると思う
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し、いろいろな市に対する要望とか、またそういう市政に対する興味を持ってる方多いと

思うんで、私はこれ３０万円いうのは本当に少ないなと思うんですけども、そういうやは

り年に一度ぐらいは会を持って、共励会の会員の皆さんと懇親を深めていくということも、

市政にとっては非常に大事でないかと思うんですが、そういう年に一度の会員との懇談会、

そしてあと懇親会というような形はぜひ必要やと思うんですが、そういうことに対してど

う思われますか。これは、課長より部長に答弁求めます。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   一度、会長なり役員さんなりに、議員さんの方からこうい

う提案がありましたよというお話を一度させていただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   議員さん言うて、議員より提案があったよというより、私言いよんの

は、市としてそういう、旧町は旧町やけども、恐らく各４町も共励会というのはあったと

思うんで、やっぱりそういうことは非常に市政に興味を持つという意味で大事なんで、市

としてそういうことを一度真剣に検討したらどうですかということを言いよんので、その

点もう一回答弁を願います。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   検討してみます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   決算書の１０６ページから１０７ページ、３目の健康づくり推進事業

費、これの中で町ぐるみ健診の委託料の関係について。決算書の資料では１１６ページに

なります。 

  ここで、健康診査をやっとるんですが、まずこの特定健康診査から、歯周病の関係とか

の項目まで、まず受診率をお願いいたします。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   健康課長の小西といいます、どうぞよろしくお願いします。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午後 ２時２６分） 

 

（再開 午後 ２時３０分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  マイク不調の関係で１５分ほど休憩します。 

 

（休憩 午後 ２時３０分） 

 

（再開 午後 ２時４５分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  先ほど、原口委員から請求がありました、ゆーぷる、さんゆ～館の実績報告書、お手元

に届いております。ごらん願います。吉田委員からの資料請求も、一緒に配付されており

ます。 

  健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   それでは、座って失礼いたします。 

  先ほどの木場委員さんからの質問ですが、特定健康診査につきましては、市・国保の分

ですが、３９.３％でございます。それから、主だったもので報告させていただきます。

後期高齢者の健康診査ですが、１６.１％となってます。肺がん検診につきましては３６.

４％、胃がん検診１６.７％、大腸がん検診３１.０％、子宮頸がん健診２３.７％、乳が

ん検診２５.５％、主なものは以上です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   この中で、がんが死亡原因になっている死亡者の中で、がんの種類別

に何か統計とったものがありますか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   胃がん検診でございます。それにつきましては、２５年度で

ございますが、受診者数が３,１７８人で、要精密検査の通知が１４６件ありまして、１

３０件が受診されております。胃がんの発見は３人でありました。それ以外にも、胃潰瘍、

胃炎、胃ポリープ、十二指潰瘍等があります。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ここでですね、特にこの胃がんの健診なんですけども、先ほど課長が

言われたように１６.７％と低いんですが、これは理由は何ですか。どういうこと考えら

れますか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   兵庫県の平均でいきますと、６.３％が平均になっておりま

して、順位では南あわじ市は５位ということで、数字的に見れば低いわけですけども、そ

んなに低いということじゃないと考えております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   私が今低い理由を聞いてんけど、低くないということで、話がかみ合

わんのですけども、これは県下で高いんかもわからんけども、この胃がん検診の中では低

いということを言うたわけです。それでですね、課長からみずからちょっと聞きたかった

んやけど、そういうことは分析してないみたいなんで、私の考えでは、胃がん検診は、今、

透視というて、いわゆるバリウムを飲んでやる方法ですわね。そやから、朝からその日は

もちろん朝食抜き、前日の大体９時ぐらいまでにいろいろ済まして、次の日の準備せなあ

かんと、そういうことで手間がかかるということなんです。ことしも、私も受けたんです

けども、待合室のところでいろいろ話しとったら、やっぱりそういう手間がかかるという

ことで、これは面倒なということで一つ原因あると思うんです。そこでですね、ある医療

関係の人から聞いたんですが、胃がんの前兆といいますか、そういう確立からいいますと、

胃の中にピロリ菌という菌があるそうです、これがあると、胃がんになる確立がぐっと上

がると。それで、県下ではもう三十何市町、それから淡路島内では洲本市・淡路市がそう

いうピロリ菌のＡＢＣという検査をやっていると、そういうことを聞いたんですが、課長、

その辺詳しく説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   今、委員さんがおっしゃられたとおり、兵庫県下におきまし

ては、こちらのほうは厚生連といいまして、農協の上部団体に委託しております。そこへ

委託されているのは３１市町ありまして、２７年度になりますが、ＡＢＣ検査は１３市町

で実施しております。これについては、国のほうですが、厚労省のほうはこれについての

積極的な勧奨は進めてはおりませんけども、先ほど委員さんのおっしゃられたとおり、淡

路島内におきましても、洲本市と淡路市が実施しております。そのような状況の中で、ピ

ロリ菌とペプシノーゲンの２つの血液検査ですけども、それを組み合わせて胃がんのリス

クを判定するということなんで、それによりましてＡＢＣの３段階に分かれておりまして、

その結果によりましても、やはり胃カメラとか胃バリウム検査は受けなくてはいけないと

いうことですので、南あわじ市といたしましては、今のところ積極的には進めておりませ

ん。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、洲本市とか淡路市は、これやっとるんは無駄なことしとる

んですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   医者の判断といいますか、医者によりましては、やはりＡＢ

Ｃ検査をしてリスクを調べてもらったほうがいいというお医者さんもおられます。その辺

はいろいろでございますが、一応皆さん方も御存じのとおり、高齢者になれば胃がんリス

クは上がるというのは当然のことになっております。しかしながらも、若年の方にもこう

いう形で受けてもらうのも一つの手かなと、また来年以降についても、ＡＢＣ検査につい

てもするかしないか、検討してまいりたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   要は検討の中で、障害というのは予算ですか、それともこのピロリ菌

のこの検査体制が国の指針ではまだ確立されてないということで、医学的にはやっても無

駄というか、余り意味がないということでやらないのか、どっちですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   医学的には、非常に有効だとは言われておるのも御存じのと

おりかと思います。しかしながら、最終的には胃部の検査という形で、バリウム検査なり

胃カメラとか内視鏡の検査が必要になってくるということですので、二重手間的なことも

若干あるのかなと考えております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   要は、私が言いたいのは、淡路市・洲本市は無駄なことをしているか

どうかを聞きよんのです。あんたの見解でよろしいんで、お答えください。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   無駄とは思っておりません、決して。バリウムでいろんな事

故等も発生することもありますので、それについてはまた検討させていただきたいと思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   市長、一遍、この件についてどういう考えをお持ちですか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今、木場委員言われたように、淡路市・洲本市はどのような状態

でやってるか、果たしてそれも受診率が何％あるんか、その成果もどんなんか、これはや

っぱりちょっと参考のために調べないと、そういう事業だけをやってるという一部分であ

ったら、どこまでの効果があるんか、私も最近は年１回ですが、やっぱり高齢になってく

ると年２回の健診を受けるべきやと思います。当然、それだけいろいろな体の変調がある

んで。ですから、やっぱり市としても、どれだけどういうものにそういう特典を与えたり、

市が負担する分するかというのは、これは一つ一つ一遍よく検証していきたいなと思いま

す。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら検証していただいて、ぜひ２８年度からこの項目を加えてい

ただけるよう要望して、終わります。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ８７ページの救急用病床確保負担金ということで、私はこの事業あん

まり市民に認知されてないと思うねんけど、その辺どういうふうな見解をお持ちですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   市民課の山崎でございます、どうぞよろしくお願いします。 

  この事業につきましては、病床を年間に３００床４００床を確保するというものでござ

いますけども、委員がおっしゃるように、周知のほうは余りできてないのかなと認識して

おります。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、南あわじ市ではもうかなり昔から、やはり医療機関が充実して

ない段階で、やっぱり急患等々の受け入れ体制するために、医療機関に対してさまざまな

支援を求めながら実施した事業や思うんですわね。小児救急医療に関しては、それへの小

児救急輪番制等々は確立された上で、保護者の皆さん方はそういうふうな認知をしてそう

いうふうな体制で、これはもうかなりの３市協力した体制の中でそういうふうな小児救急

医療に対しては体制をとられとると。これは、南あわじ市独自の施策や思うんですが、い

かがですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   南あわじ市独自の施策と認識しておりますけども、依頼して

ます病院につきましては、翠鳳、中林、八木、平成、南淡路病院の５病院でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこでね、せっかくこういうふうに、夜間大人の方が救急診ていただ

くために、そういうふうな提携した病院で、ベッドも確保した上で受診できるような体制

を整備しとると、私はそういう認識を持っとるんやね。そやけど、多くの市民がそういう

認識なしに、これはこのごろ近年救急車等々での搬送がふえてきたんで、医療機関への困
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ったときには、私はもう小児救急のほうは当然島民の個々が認識した上で、新聞等々にも

掲載された上で周知徹底できてる思うねんけど、この病床の確保というのは、これは市民

に対して何か周知するような広報的なものはやられとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   市の広報で、毎月ですけども、医療機関を上げて掲載してお

ります。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これも、今後ともまだ継続というか、その辺の検証を私はすべきやと

思うんやけど、一度十分そういうふうな、せっかく病床をあけていただいて、１日１ベッ

ドに５,０００円弱のお金の支出はされとると思うんやね。その辺、しっかりとした事業

効果というか、費用対効果を一度検証して、これ南あわじ市独自でやられとる施策なんで、

私はええかなと思ってんけど、このごろもうこれあんまり知らんの違うかなと、職員でも

知らん人が多いんではないかなというような思いがありますんで、その辺継続するんやっ

たら、もっともっとその小児救急の輪番と同じような状況で、きょうは病気になったとき

にはこの病院受けてくれますよぐらいの、そういうふうな体制を整備していただきたいと

思いますが、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   委員おっしゃるように、この実績を見ましても、実働率とい

いますのはここ数年一けたでございますので、皆さん方に十分周知しまして、利用いただ

けるように広報したいと思います。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   先ほど、木場委員のＡＢＣ判定について、Ａ判定・Ｂ判定・Ｃ判定、

そこらはどういう意味をしとるか、ちょっとそこらを教えていただきたいと思うんですけ

ど。 

 



－ 149 － 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ＡＢＣの３つのパターンに区分されます。それについては、

ヘリコバクターピロリ抗体検査と、ペプシノーゲン検査の陰性・陽性で３つのタイプに分

類しております。Ａタイプにつきましては、ピロリ菌の陰性、ペプシノーゲンの陰性とい

うことで、健康的な胃粘膜であるという結果でございます。それからＢ判定につきまして

は、ピロリ菌が陽性でございます。ペプシノーゲンが陰性ということで、この場合はＢ判

定で、少し弱った胃粘膜ということで、胃潰瘍とか十二指潰瘍のことに注意しましょうと

いうことになっております。Ｃ判定につきましては、ピロリ菌が陽性で、ペプシノーゲン

も陽性であるということで、弱った胃粘膜であると、胃の病気がかなりの可能性であると

いうことで、３つのパターンになっております。 

 

○森上祐治委員長   廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   これ、Ａであればバリウム検査何年に一遍とか、Ｂであれば何年に一

遍とか、そういう規定があったと思うんですけども、そこらちょっと詳しく説明願えます

か。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   Ａ判定については、定期的に胃部健診、バリウム検査ですけ

ど受けましょうということしかちょっと理解しておりません。 

 

○森上祐治委員長   廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   確か、私が聞いた話では、Ａ判定であれば確か３年ぐらいごとに受け

ればよろしいという話で、ということは２年間バリウム検査せんでもええという話で、コ

ストが下がるという認識で僕らなんかも思とったんですけども、その点いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   僕のほうも、書物等で、確か３年に１回程度のバリウム検査

でいいというような感覚であったかなと、ちょっと定かではありませんけども、そう思っ

ております。 
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○森上祐治委員長   廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   それであれば、ＡＢＣ判定を導入したら、バリウム検査はこれ省かれ

るわけですね、要するに。ということは、健診料が安くなるという意味違いますの。その

点いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ＡＢＣ健診につきましては、厚生連のほうでもやられており

ます。２,０５７円の、税込みでございますが、それだけの費用で済みます。それで、バ

リウム検査につきましては、確かバリウム検査は３,０００幾らであったと思います。費

用的にも、少しピロリ菌検査のほうが安いのかなと思います。 

 

○森上祐治委員長   廣内議長。 

 

○廣内孝次議長   そういうんであれば、やはりちょっと前向きに検討してもいいんじゃ

ないかと。ということは、血液検査やったら簡単に誰でも受けられますわ。バリウム検査

であれば、やはり嫌がる人も多いし、あと下剤とか云々という話もありますんで、やはり

受診率が低くなって当たり前やと考えますんで、ぜひ一度前向きにちょっと検討していた

だきたいと思います。終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   決算書の１００ページ、１０１ページの放課後児童健全育成事業、い

わゆる学童保育についてお尋ねいたします。 

  ここでは、各施設の状況ということで、ここも定員オーバー、登録者イコール利用者に

なるのかなというふうに思うんですけども、ここも広田なり市、松帆で定員を超えてる登

録者がおって、それで利用があるということなんですけども、市の場合ですと、現在３５

人ぐらい利用してるように聞いたわけですけれども、それでこの子ども・子育て支援制度

の事業計画というのが２７年３月にできてるということは、２６年度にいろいろ計画がさ

れたわけですけれども、その中で利用の見込みというのがあるんですけれども、４６ペー

ジに。市の場合３０人ということで、これ実態とは大きくかけ離れた子ども・子育ての計

画になってるんではないかと思うんですけど、その点いかがでしょうか。 
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○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   体育青少年課長の柏木です、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  今、吉田委員さんから御質問のございました、子ども・子育て支援事業計画におけます

量の見込みと、確保の内容をもとにしました御質問なんですけれども、まず現状といたし

ましては、ここに人数の記載がありますとおり、運営基準からいきましたら、児童１人に

つきおおむね１.６５平米以上のスペースというふうになっております。そういった形で、

２６年度のベースなんですけども、各学童保育の部屋面積を１.６５平米で割りましたら、

２６年度におきましては八木が１.４８平米というふうなことになりまして、おおむね１.

６５平米以上なんですけれども、八木を除くほかはこの基準はクリアはしております。 

  それで、この量の見込みと確保の内容、平成２７年度にから３１年度にかけまして確保

していって、３１年度には結局ゼロというふうな計画でございます。それで、自分らとし

ましては、学童保育については学校の教室、また余裕教室等を利用させていただいており

ますので、長期休暇の夏季休暇時の人数がふえることとかも含めまして、各学校の校長先

生とか教頭先生に御相談をさせていただきまして、例えば八木の小学校とかでは、隣接し

て図書室がございますので、そういった話をしたら快く了解してくれましてそこを使った

り、また市小学校とかでも、学校の先生にお願いしましたら、これも快く協力してくれる

んです。それで、そういった形でスペースを確保しながらやってるという状況なんです。

それで、この量の見込み、確保につきましては、当然未開設校区もございます。未開設校

区につきましては、このたび御承知のとおり、学童保育にはやっぱり入所要件というのが

ございますので、そういった入所要件を示した中で、学童保育を希望される方が何人ぐら

いいるか、このたびちょっとアンケート調査をさせていただいております。それで、その

集計結果を見まして、精査する中で今後の対応について考えていくと同時に、この２７年

度の量の確保につきましても、合わせて検討していきたいなと思っているところでござい

ます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   市なり八木なりは、学校の協力もあって、隣の部屋を確保するという

話でありましたけれども、八木もそうだと思うんですけれども、夏休みも利用するという

ことで、それぞれの部屋にクーラー設置というのがされてると思うんですけれども、市の

場合は、横の部屋を使いたいというふうな思いもあってもクーラー設置がないとか、そう

いうこともあってなかなか使い勝手が悪いという、熱中症の問題も深刻になってきてます

ので、そこら辺の改善もしないと、なかなか利用につながらないのかなというふうに思い
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ますので、そこら辺もぜひお願いしたいのと、特に市はここでは指導員が４人というふう

になってますけれども、現在は３人というふうに聞いてます。今、軽度障害児の方もいる

ようなんですけれども、この指導員の基準というのは、どういうふうにして決められてる

んでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   指導員さんにつきましては、１つは名称があれなんで

すが、支援員さんといいまして、保育士さんとか小学校・中学校の教員免許をお持ちの方

が、この指導員という形でおられるのと、あとは１学童保育所当たり、必ず２人以上はお

かないといけないという基準がございまして、ただその２人のうち１人は補助員さん、ヘ

ルプさんと言ってるんですけども、そういった方でいけますよというふうな法令がござい

ます。それで、基準としましては、一応子供さん１０人について１人というふうなことで

考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、市の考え方が変わって、今現在３５人近くいるようです

けれども、１０人に１人ということは、そしたらもう切り捨てていってるわけですか。３

５人で３人ということになれば。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   切り捨てということではないんですけれども、この支

援員さんにつきまして、昨年度もそうなんですが、やはり人数がやっぱり少ないというこ

とで、昨年度も募集するなり、いろんな手立てというか、知り合いを通じてとか、いろい

ろと資格を持たれとる方で、なおかつ学童保育へ来ていただけるような方をいろいろ探し

たんですが、結果として余り見つからなかったというふうなことで、こういった人数には

なっとるんですけれども、その人数がふえた分については、その補助員の方で、例えばい

つの日時都合がいいとか、都合を聞いた中で来ていただける分については、できるだけ来

ていただくようにはしております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今の話ですと、この介護も同じようですけれども、保育の関係も人材
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不足で人が集まらないと。それを、こういう臨時・パートの関係もあって、正規職員であ

れば保育士さんでもたくさん集まるというふうに思うんですけど、そういう条件ではない

のでなかなか人材確保ができないという話で、今言われた補助の方も市の場合いないよう

ですので、実際切り捨てられてるのかなというふうに思うんですけども、そこら辺やはり

改善策を早くしないと、厳しいことになってくるのではないかと思うんですけど、いかが

ですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   指導員さんの確保につきましては、引き続き努めてま

いりたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ほかの所も同じような状況にあるのかなと思うんですけども、ぜひお

願いしたいというふうに思います。終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   １０３ページの、新婚世帯家賃補助金について伺いたいと思いま

す。 

  これは、附属資料を見とったんですが、出てないんですが、出とるんですかどっかに。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   失礼しました、附属資料は１０７ページでござい

ます。 

  （２）の定住促進の一番下のほうです。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   これ、今現在この２２９というのは、１年目２年目３年目の方の

トータルをして出してあるんですね。 

 



－ 154 － 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   １年目２年目３年目のちょっと内訳聞かしてくれますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   内訳までは出しておりません。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   内訳出してないのはともかく、これは３年間で打ち切りでしょ。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   となりますと、出してないとはいえ、ことしが３年目の方が何組

で、２年目の方が何組で、１年目の方が何組で、トータル２２９ということになると思う

んですが、それはそれとして。これ、毎年結婚されて婚姻届を出されてると思うんですが、

その婚姻届が出してる方に対して、これ何割ぐらいの方がこの家賃補助を要望しておるよ

うになるんですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   そこまでは、ちょっとわからないです。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   そうしますと、２６年度２５年度２４年度の婚姻届けの提出件数
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は何件になってますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   年間平均で２００組ほどです。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ２００組であるということで、これ２２９の数が毎年ならしてと

いうことになりますと、７０組ずつが順繰り順繰りいっとると思うんですが、ということ

は、婚姻された方の３分の１程度がこの制度を利用しとるというように解釈できると思う

んです。それで、これ市長にお聞きしたいんですが、南あわじ市の市長は、少子化対策に

対して先進的に当初から取り組んでるのはよくわかってるんですが、この新婚世帯の家賃

補助を受けとる方が、新たにいわゆるローンを組んで家を建てるんですわ。そのときに一

番困るのは、ローンを組んでやってるような関係ですんで、何とか市長に固定資産税の軽

減できらんだろうと、何年間でも。それをぜひ市長にお願いしてくれいうて、よく家建て

た人に言われるんです。毎年毎年、新規に少子化対策で市も結構お金つぎ込んでますわね。

その上にまたつぎ込んでいくようになると思うんですが、どれぐらいの方が、若い世代の

方が新築の家を建てておるんかわかりませんが、何とか何年かでも固定資産税の軽減を、

何とか市長考えてくれへんかなということを言われるんですが、ちょっとこれ市長見解を

お聞かせ願います。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   いろいろと、南あわじ市は少子対策、子育て等々に予算をつけて

おります。私自身は、なかなかこれはというヒット的な施策はないんですが、今、印部副

委員長さんが言われたように、やっぱりそういう要望を一つ一つ積み上げていくことが、

やはり今後の、新しい南あわじ市来て、家建てて生活しようかとか、また長男であっても

次男坊であっても、実家はあっても外でそういう取り組みをしようかという人が最近ふえ

てるように思います。一度どれぐらいの、今言われたトータル的な中身なり、またその固

定資産減免にした場合どれだけの金額になるか、一遍検証してみたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   とにかく、今どこの市町村も移住・定住をどんどん促進しとると
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いうことで、特に家を建てて市に住んでくれるというのはこれはもう定住ということで、

一番いいことであると思うんで、今、市長言われたように、財政的とかいろんなことがあ

ると思うんですが、一度ぜひ考えていただきたいと思います。終わっときます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに、質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   使用料の関係で、１４ページなんですが、民生使用料の市立保育所の

保育料ですね、これについてはざっと１億７,０００万円、２６年度決算で出ております。

それから、幼稚園のこれの使用料が５５０万円というふうになっております。２５年度と

比較して、どういう変化があったかわかりますか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   平成２５年度と比較しまして、児童の入所数について

は、全体では人数は減少しています。保育料につきましても、幾分かの減少はなっており

ます。ただ、第２子無料化というふうなことも２６年度やってましたので、そこら辺のか

げんによっては、変動もあるというふうな状況です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   実数でわかりますか、減少数。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   ２５年度４月１日現在の、１３施設に入っている児童

数ですけど１,０５９人です。２６年の４月の児童数ですけども、１３園で１,０４６人で

ございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほど市長は、これといったものがないというようなこと、謙虚にお

っしゃっとったんですが、保育に関しても少子化対策にしても、かなり他市に先駆けて積

極的にやってるという面では、これは市長、お世辞じゃなくて評価をしとるんです。ただ、

それにつけてもなかなかやはり児童数、画期的にはふえていかないということがあります。
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先日、我々会派で海士町というところに行ってきましたけれども、ここでもいろいろ取り

組みをして、いろんな変化が生まれてるということなんですが、私はここで一つ、先ほど

の資料請求であったんですけども、例えば女性の働く場所として、医療・福祉の現場とい

うのはよくいわれるわけですが、特に学童保育であったり、保育所であったりというこう

いうところに、潜在的にといいますか、安定した職を求めてる女性が結構多いのかなと。

女性の職場収入が安定していくと、やはり子供たちの数にも、あるいは結婚・出産という

ことにもいい影響が出るのでないかなという、かねてから思っとるわけなんですけれども、

そういった面で、先ほど新婚世帯への固定資産の減免とか、いろいろプラスアルファの提

案もあるわけですけれども、こうしたところにも着目をして取り組んでいかれるというこ

とも、意味のあることだというふうに私は考えとるわけですけれども、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   今現在、保育所の入所におきましても、やはりゼロ・

２歳児、特に未満児の入所数が年々増加している現象がございます。先ほども、吉田委員

さんのほうからも、その施設に対して入所がふえとるというようなお話もありましたよう

に、やはり働く親、核家族化に伴って、やはり両親が働く場面がふえてきてるというよう

な状況ですので、そういう環境の中で、やはり親支援という部分については、いろんな場

面の中で支援していくことが、今後市として示された部分かなというふうに感じておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ページの、１０７ページになります。高齢者の、肺炎球菌の予防接種

のことについてお聞きいたします。 

  附属資料の１１４ページで、１０月より定期接種に移ったということなんですが、４８.

７％の接種率があったと、こういう結果になっております。この残りの方に対して、どの

ような対応、接種されてない方に対してどのような対応をされたのでしょうか。その点を

お聞きいたします。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   島内の３市におきまして、２３年の秋口ぐらいから、高齢者

の肺炎球菌ワクチンの任意接種についての助成を行ってきました。このたび、熊田委員さ
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ん言われたとおり、２６年の１０月から、高齢者肺炎球菌Ｂ類ということで、定期接種に

なっております。これにつきましては、節目の方ということで、６５歳７０歳７５歳とい

ったような形での接種になります。それで、５年間待ってまた打つというような形になっ

ていきますので、８０歳前後の人であれば５年待たなくてはいけないということになりま

すので、継続して３市ともこの接種に対してフォローしていくということで、一回限りで

すけどもやっております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   私が言いたいのは、要するにそのときに受けてなくても、また次受け

ようと思えば補助があるとかいうことじゃなしに、６５歳でそういう通知が来てた、それ

でも本当なら接種に行くべきなんやけども受けてない。そういう方に対して、市は何か個

別で推奨するなり、そういうことの行為はしたのかどうか、それをお聞きしたかったんで

す。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、６５歳といわれたらそれはちょっとやってないんです

けども、行政措置として、２３年からは、７５歳の方については一回だけ定期の接種と同

じ料金で打てるような形をとっております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   私の説明が悪いのかどうか、要は例えば定期接種をしてくださいとい

う通知が来るでしょ、その人本当は１年間猶予があるかどうかわかりませんが、受けに行

くべきなんやけども受けてないと、そういうときに、例えばもう１年間余裕があるんやっ

たら、３カ月ぐらいでもう一度お知らせをするなり、また何らかの個別で電話をするなり、

そういったことはしてるのかどうかということをお聞きしたかったんです。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   失礼いたしました。一応、個別接種ということで、通知はい

たしております。受けてくださいよという。再通知はちょっとやっておりません。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 
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○熊田 司委員   御協力を得まして、見事な答弁をいただきました、ありがとうござい

ます。そこで問題になってくるのが、そういうことをすれば、やっぱりその方、次接種す

るまでの間にやっぱり肺炎等の心配が遠ざかることができますので、そういったことの個

別勧奨、再度のそういうことを考えてみられる考えはありませんか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   接種率等見ながら、当然低いということであれば、再勧奨通

知をしていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ４８.何％出てるんですよ。これをどう捉えます、多い、少ない。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   市独自でやってた行政措置でも、大体四、五十％いってたの

で、ＰＲ等もテレビ等でやられてますけども、いいんじゃないかなと、いいほうだと思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   確かに、その４８.７％の中には、要するに何年か前に予防接種受け

てるという方もきっといらっしゃると思うんですよ。だから、たまたまこういうような形

でのパーセントやから、本体はもっと高いんかもわかりませんけど、市から考えればそう

いった方にもやっぱりいろんな通知出して、できたら５年５年の節目に受けていただくと

いうような形での通知をしたほうがいいのではないかなという思いがありますので、そこ

ら辺１度考えていただけたらと思います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかに、質疑ございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   歳入の１４ページと４１ページに、附属資料で、監査の意見のほうで
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すね、１８ページに収入未済の中で生活保護返還金と保育所給食費負担金、それぞれ収入

未済があって上がってるんですけど、これはどういう状況で上がってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   生活保護費の収入未済ということなんでございますが、この

返還金の発生につきましては、保護法の６８条ということで、急迫した場合に資力がある

にもかかわらず保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県または市町村

に対して、速やかにその受けた保護金品に相当する金額の範囲内において実施機関に返還

するということが出ております。また、もう一方で７３条では、不実の申請その他不正な

手段により保護費を受けた場合に返還するというようなことで、このような条件がござい

ます。そういうことで、年金の最低が、改訂があって、支給されたときにもう既に保護決

定をしておることによって時間的なものが逆転いたしまして、過支給というようなことに

なります。そういうものについて返還をいただく部分と、もう一方で、収入があるんです

が申請がおくれたということで、故意というか、ちょっとよくない形の中で返済がおくれ

たというようなことで発生したものでございます。そういうことで、この保護費の返還に

つきましては、一括で返していただいたらいいんですが、これは生活のかなり逼迫した中

においての少し余裕を返していただくというようなことで、このように返還未収額が積み

上がってきたものでございます。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   市立保育所での未済につきまして、説明させていただ

きます。未済額の２６年の現年で、２７万２,６７０円となっております。その内訳の中

で、保育料の滞納につきましては２６万６７０円となっております。これにつきましては、

一、二カ月滞納しましたら、その都度保護者の方に電話なり、そして文書での早期納付と

いうふうに郵送してるわけなんですけども、やはり経済的な理由によって保育料を納める

ことができない方につきましては、分割納付の推奨、それと児童手当が年３回ございます

ので、その中での充当を保護者の了解をいただいた中で納付していただいてるところでご

ざいますけども、ただ２６万円ほどの滞納が発生したというような状況です。 

  それと、過年度の滞納者におきます未済の２４万３,５００円のうち、２３万１,５００

円が保育料となっておりますけども、これも２５年度以前の金額というようなことで、そ

れ以来から継続的に分割納付のお願いをして、少しずつ納めていってもらってるというの

が現状でございます。 
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○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、お諮りいたします。 

  休憩の時間がまいっておるんですけども、当初から私午後４時と、審議終了計画してお

りますので、もう２０分間審査を継続してよろしゅうございますか、御異議ございません

か。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  質疑を続行します。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   今、２つ報告いただいたんですけど、まず生活保護のほうは、途中で

年金額が変わったりとかで、過支給になったというのはよくわかりました。その不実のほ

うというか、不正受給みたいなものというのは結構あるもんなんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   現年でいいますと、７８条の不正というほうですが、これに

つきましては２８０万円程度でございます。過年度分のほうにつきましては、これも２７

５万円程度でございます。というようなことで、不正のほうが若干多いというようなこと

でございます。失礼しました、不正ということではなくって、申告漏れというようなこと

でございます。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   支給して、その民生委員さんとかもいろいろ現況調査とかする中で、

これは不正受給やなというのがわかる場合も当然あると思うんですよね。全国的な数字で

見ると、結構日本はまだそれは低いけども、それでも数％は出とるようですし、南あわじ

でも、今言われた不実の分については、認めたときはそれで通ったやろうけども、あとで

実態を調べると、ちょっと収入が隠されていたとかいうこともあるのかなというふうに思

いますので、そういうのはきちっと対応していただけたらなと思います。ただ、生活に困

ってる人であるのは間違いないと思うんで、そこら辺はまた新しい困窮者自立支援のほう

でもカバーをしながら、やっていただけたらというふうに思います。 

  児童福祉の使用料のほうというか、保育料とかについては、これは件数からいうたら何

件ぐらいの件数があるんですか。結構無料化とかしてるんで、無料化してたらこういうの
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は発生しないと思うんですけど、どういう状況で発生しとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   使用料の中で、２６年現年につきましては５件ほどご

ざいます。ただ、その対象については、ゼロ・２歳児の未満児の方が多いということで、

その理由としては、やっぱり保育料が未満児のほうが少し３歳以上に比べて高いですので、

そこら辺で支払いについてちょっと遅延になっているというのが現状でございます。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そういう人も当然出てくるのかなとは思うんですけど、市立保育所の

保育料については、極端に言えば強制徴収もできるわけなんで、それを分納とかしていた

だいとるんで、それをしろというわけではないねんけども、やっぱりそれは払える人から

はきちっととってもらわなあかんでの、そういうのはきちっとやっていただきたいなとい

うふうに思います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかに、質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   決算書の１１４ページから１１５ページで、附属資料の１２９ページ

ですけども、さんゆ～館についてお伺いいたします。 

  今、資料も配付されたわけですけれども、２６年度１９万４,８１３人の利用があると

いうことで、２５年４月からかいげつのほうで指定管理になってるわけですけれども、平

成２０年度はアクアプロが指定管理受けておりました。そのときの利用者の人数は、どう

なってるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   平成２０年度のさんゆ～館の利用者数ですが、２２万８,９

１５名でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   アクアプロは５年間指定管理で、平成２４年まで受けておりましたけ

れども、その間の利用者数の増減というのはどうなってるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ２１年度が２３万２,６３６人で、前年度比１０１.６％。２

２年度が２２万２７７人で、前年度比９４.７％。２３年度が２２万５,１１４人で１０２.

２％。２４年度が２０万９,５５５人で９３.１％です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、２６年度は１９万４,０００人ということで、３万人近く平

成２０年度から比べますと利用者が減ってるということになってます。平成２５年４月か

らかいげつが受けたときに、年会員さんについては年会費を払ってもらって、利用者ごと

に１００円徴収するというように新たに変わったわけですけれども、この影響というのが

出てるというふうに思われるんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   確かに、２５年度からの入場料につきましては、会員さん入

るごとに１００円徴収させていただいてます。それによって利用者が減ったかということ

は、多分その要因も一理はあると思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   このさんゆ～館というのは、健康増進施設ということで出発して、最

初のごろは送迎バスもあったり、曜日を決めて保健師さんが入り口で高齢者の血圧をはか

ったり、いろいろサービスをしておりました。それは町の直営時代でありましたけれども、

そういうサービスがどんどん少なくなって、指定管理という制度に変わっていったわけで

すけれども、やはり健康増進施設というのは変わりないことだというふうに思います。そ

れで、今はもう課長が言われたように、減った要因は１００円の行くたびにいるというの

が実感として、答弁としてあったわけですけれども、やはり健康増進施設としては、やは

りそういう障害を除くということが必要ではないでしょうか。副市長ですか答弁は、答弁

は副市長になるんでしょうか。 
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○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、健康増進施設ということで、さんゆ～館とゆーぷるが

あるわけですが、やはり余り開きのあるのもおかしいということで、料金ちょっと上げさ

せてもらったわけなんですけども、それとやはり指定管理業者の赤字体質が大きかったと

いうことで、次の受け手がないという心配もされておりました。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   いろんな要因はあったとしても、こういうせっかくの施設で利用者が

減っていくというのは大変残念なことなんで、そこら辺の制度の見直しを考えてはどうか

と思いますが、どうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、今回指定管理につきましては、２９年度で終わります。

それで、また新たに次の指定管理をお願いするのかどうかも含めまして、よく皆さん方も

御存じのとおりと思いますが、老朽化が非常に著しく、施設の傷みが激しいわけでござい

まして、その辺も考えていかなくてはいけないので、市内に４つのケア施設があるわけで

すが、トータル的にどうあるべきかをまた検討させていただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   市長もこの施設については思い入れが深いというふうに思います。こ

ういうふうに減ってくる要因の１つとして、そういう１００円券の話がありましたけれど

も、平成２９年の指定管理まではちょっと無理みたいな話があったわけですけど、市長と

してはどうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   当然、吉田委員さんは当時の旧町の同じ三原町におったんで、そ

ういう経緯はよく御存じやと思います。しかし、ほかのいろいろな施設においても、合併

という一つの大きな自治体になった状況の中で、あの施設だけが福祉やということで言い

切れない、見直しをせないかん部分も、これは当然あの施設だけでなくして、ほかの部分

も平準化するという歩みできております。ですから、その辺も利用者の人が、そういう合
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併という中でマイナスやないのというような思いがあるかわかりませんが、やはりこれか

ら一体化するということでの御理解もいただきながら、今度、当然指定管理のまた応募す

るわけでございまして、やはりその辺も、その受けた人が十分ＰＲもしてほしいなと思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それともう１点は、さんゆ～館に対して指定管理料として２,２００

万円余りを支給してるわけですけども、先ほどもらった資料の中では、この中で日常点検、

定期点検、特別点検、いろいろ実施するというふうになっております。施設整備の適切な

維持管理の取り組みとして、頻繁に日常点検と定期点検を行うというふうになっておりま

す。しかし利用者の中からは、大変夏休み、観光客の利用もあって混雑したような話も聞

いておりますけれども、その中でシャワーが４つも５つも壊れてたというような話も聞い

ております。ですから、これ本当に日常点検頻繁に行われて、改修がすぐにできてるのか

どうかというのは、この協定書なりの中では不十分な点が多いのではないかというふうに

思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   こちらの所管ということで、指定管理業者につきましては、

突発的な事故等も含めてですが、早急に修繕するようにとは伝えております。しかしなが

ら、原因によりましては、なかなかもとに戻らないというか、修繕期間を要するものもあ

りますし、高額な機械類等もございます。そういうことは言いわけになってしまいますの

で、これ以上言いませんけども、利用者の方にはできるだけ迷惑かけないようにとは努め

ておるつもりでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   利用者の人は、そういう言いわけは聞きたくない話であって、今言っ

たのは洗い場のシャワーの話で、そういうお金がたくさんいるわけでなしに、私ゆーぷる

行ったときも壊れてたこともあったんですよね。ですが、そんなんはすぐに改修できる話

であるんで、やはり日常点検、ここに書いてあるようなことはちゃんとするように、やは

り２,２００万円余りの指定管理料払ってるんですから、ぜひ強力に言うべきではないで

しょうか。 
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○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   そのように努めてまいります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ぜひ、せっかくの施設で、老朽化というのはよくわかるんですけども、

利用者が、特に観光客とか外から来た人が首をかしげるような施設であってはならないと

思いますので、ぜひお願いします。 

 

○森上祐治委員長   お諮りします。 

  審査の途中ですが、本日の審査はこれまでとし、次の審査は週明け、９月１４日月曜日

午前１０時より開催したいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了します。 

  長時間お疲れさんでございました。 

 

（閉会 午後 ３時５７分） 
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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２７年 ９月１４日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ３時５７分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 

 

Ⅰ．出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１５名） 

    委 員 長    森  上  祐  治 

    副 委 員 長    印  部  久  信 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    熊  田     司 

    委 員    原  口  育  大 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    木  場     徹 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    吉  田  良  子 

    委 員    小  島     一 

    委 員    柏  木     剛 

    委 員    川  上     命 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    谷  口  博  文 

    議 長    廣  内  孝  次 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    塔  下  佳  里 

 

  説明のために出席した者の職氏名 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成26年度南あわじ市一般会計決算の認定について････････････１７１ 

 （４）歳出 款３ 民生費及び関連する歳入 

     〃  款４ 衛生費    〃   ･･････････････････････････････････１７１ 

 （５）歳出 款５ 労働費及び関連する歳入 

     〃  款６ 農林水産業費 〃    

     〃  款７ 商工費    〃    

     〃  款８ 土木費    〃   ･･････････････････････････････････２００ 

 

Ⅲ．会議録 
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決算審査特別委員会        平成２７年 ９月１４日（月） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ３時５７分） 

 

○森上祐治委員長   おはようございます。 

  ただいまより３日目の決算審査特別委員会を開きます。 

 

 １．認定第１号 平成２６年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 （４）歳出 款３．民生費及び関連する歳入 

     〃  款４．衛生費    〃    

 

○森上祐治委員長   昨日に引き続き、認定第１号、平成２６年度南あわじ市一般会計決

算の認定について。 

  （４）歳出、款３．民生費、款４．衛生費及びこれらの歳出に関する歳入についてを、

決算書のページ数は、歳出が７８ページから１１９ページまででございます。 

  質疑はございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   決算書の１０６、１０７ページになりますが、予防費のところで、特

に委託料で５７６万７,０００円少しの不用額が出ておりますが、これはなぜこういった

不用額が出てきたのか、その理由を説明していただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   この不用額につきましては、医師会のほうから請求がありま

して、３カ月に１回という感じでの請求でございます。あと、支払いにおきまして、内容

の確認等をしなくちゃいけないので、恐れ入りますけども、不用額を補正で落とすまでに

は至らなかったということでございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   この予防費の内容をいろいろと見てみますと、特に行政措置予防接種

事業の状況ということで、市のほうでこの間、金曜日にも言いました高齢者の肺炎球菌、

それとおたふく風邪、水ぼうそうと、こういった形での補助をしてます。特に、おたふく

風邪につきましては、任意接種のうちの一つに入っていると思うんですが、あと、Ｂ型肝
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炎とかロタウイルスも任意接種の小児ワクチンの中に入っております。その中で、２７年

度から市はＢ型肝炎のほうをまた補助するというふうに聞いておりますが、ロタウイルス

のほうが補助に入ってない、これ、聞きましたら、淡路市さんのほうはロタウイルスのほ

うは補助を出していると、こういう、ちょっと足並みが違うんですが、この点はなぜ違う

のか教えていただけますか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ロタウイルスにつきましては、二つのワクチンがございまし

て、それについては接種回数も２回、３回と違っております。それで、これは輸入ワクチ

ンということで、安全性にも若干問題があるんじゃなかろうかなということで、Ｂ型肝炎

ワクチンのほうを行政措置として市が推奨する接種ということで決めさせていただきまし

た。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ロタウイルスによる症状、これ、どういった症状を起こすんですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   嘔吐、下痢によりまして、それが非常に激しいということで、

重症化して死亡される方もいるというので、今、国のほうでも定期の予防接種について検

討されているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、先ほどの不用額がこれほどあるという中で、今後、こ

の不用額の分をそういうロタウイルスの補助等に回すこともできるんではないかなと思う

んですが、それは可能か不可能か、お聞きしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   先ほども言いましたとおり、年度末を過ぎてからでないと不

用額がちょっと不明であるということと、要綱等の設置もしなくちゃいけないので、その

辺は明確にしなくちゃいけないということですので、ちょっと接種には至っておりません。 
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○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   せめて、こういった子供に関する予防については、やっぱり淡路３市

で足並みをそろえるほうがいいんではないかと、あそこの市ではこれができて、ここの市

はこれができないというのは、その点ではちょっと残念な気がするんですが、市長、ここ

ら辺、どないですかね。３市で足並みをそろえてやるというのも一つの手ではないかなと

思うたりもするんですが。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   具体的な今のお話の中身は、私も十分承知はしていないんですが、

できるだけいろいろなそういう３市、足並みをそろえてということには、絶えず、担当部

局も今の問題だけでなしに話はしておりますが、やはり、少しその担当部局で今、課長か

ら説明したとおり、捉まえ方がちょっと違う部分がどうしても出てこようと思います。 

  できるだけ今、委員おっしゃられたように、足並みはそろえるほうが、市民にとっては

なぜかなというクエスチョンが少しでも解消できるんかなと思いますので、この問題も含

めて、できるだけ今後、そういう取り組みについては３市足並みをそろえた方向性は、市

長会でも提案していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   １１４ページの健康増進施設管理運営費で、前回、資料をいただいた

んですけども、その中でさんゆ～館について、ちょっとお伺いしたいと思います。 

  さんゆ～館の損益計算書を見ますと、平成２６年度の指定管理料が２,２２１万円で、

最終的な税引き前の当期純利益が３８５万円となっています。２５年度はどういう状況で

あったか、指定管理料と純損益について教えてください。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ２５年度の指定管理料につきましては、２,１６０万円でご

ざいます。それで、純損益につきましては、税抜き前でございますが、３７２万円の黒字

ということでございます。 
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○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ２年間、かいげつさんに移ってからは、３７２万と３８５万の黒字に

なっているようですけれども、それ前の、アクアプロが５年間、２０年から２４年まで指

定管理を受けてましたけれども、このときは平均すると２２万人程度の利用者がありまし

た。その間の純損益というのはどういうふうになってますか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   平成２０年度はマイナス８８０万円、２１年度がマイナス７

４２万円でございます。２２年度がマイナス３６４万円、２３年度がマイナス８４０万円、

２４年度がマイナス１,８６３万円となっております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   これで見ると、アクアプロが受けてた２０年から２４年については、

税引き前ですけども、かなりの赤字が出ていたということですけども、これは当然、最初

のプロポーザルというか、指定管理を受けるときの協定に基づいたことだと思うんですけ

ども、いろいろ見直しをして、新しくかいげつさんに変わって、２年間は黒字になってる

と、３７２万円と３８５万円の黒字になっていると。 

  これも当然、企業ですので、いろいろ努力されて、利用客は減ってるけども、利益を出

しておるということは、それでいいと思うんですけども、ただ、協定の中で、例えばそう

いう利益剰余金が出たときに、もうちょっとサービス向上とか集客力のアップとか、そう

いうふうに投資をしてほしいというように私は思うんですけど、今、そういうふうなこと

について要請というか、企業に対して要請をすべきだというふうに思うんですけども、そ

ういったことはされているんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ふだんからですが、利用者の接客とかサービスの向上に努め

ると、また、最近は施設の不備等が発見されておりますが、早急に修理をするようには伝

えております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 
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○原口育大委員   利用者の数を見てますと、２３年度までは２２万人を超えて、２４年

度からは２０万人前後ということで、先日もちょっと質問ありましたけど、年間パスの利

用料見直しと、１人１回１００円ですか、とるようになったということも影響はしてると

は思うんですけれども、何とかかいげつさんになってから黒字で続いていると。 

  ただ、補修等については、なかなか間に合わないというか、１カ所直すと次々とまた別

のところが壊れるような状況ということは、かなり年数がたってるんで、抜本的なリニュ

ーアルというか、それをしないと、もう限界が来てるんでないかなというふうに感じたり

するんですけども、そのいろんな修繕が次々と発生する要因というのはそういうところに

あるような気がするんですけど、違いますか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   施設は、平成１４年にオープンしたわけでございまして、今

現在、１３年目ということになっております。それで、機械とか施設の老朽化が激しくな

ってきておりまして、現在、修繕計画を立てまして、計画的に修繕できるように今現在、

見直しをしております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   修繕の計画を立てるのはええんですけど、もう根本的に各温浴施設等、

合併前にそれぞれ整備されて、１３年、１４年たってるということからしたら、全体をど

ういうふうにするかということについて、もうぼつぼつ検討せんといかんのと違うかなと。

ほんまに続けるんであれば、きちっとリニューアルをしてやらないと、いつまでたっても

いたちごっこになるというふうな気がするんですけども。 

  もう今回、指定管理がもう３年ほどあるんですけど、それぐらいの時期になってきたら、

私はこの前の慶野松原荘の質疑がありましたけども、そういうふうなことも踏まえて、根

本的に市内の温浴施設全体をどういうふうにするかという見直しも必要だというふうに思

うんですけれども、その辺はどうですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   施設の老朽化ということですので、修繕計画は今しておりま

すけれども、将来を見通して、今、市内に４カ所のケア施設がございます。それのあり方

につきまして、また検討を加えていきたいと思います。 
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○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   最後に、その点で市長にお伺いしたいんですけども、今の指定管理が

終了するのが２９年ですけども、今、管財のほうでやられている公共施設等総合管理計画

というところでは、公共設備について、もう抜本的な見直しを図られると思うんですけど

も、今の温浴施設について、総合管理計画の中でどういうふうな位置づけをしようと、そ

れは今から検討されるんですけども、その辺についてちょっと考え方をお聞かせ願いたい

と思います。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   当然、今、市の中には委員のおっしゃったように、いろいろな公

共施設がございます。当然、福祉の関係、スポーツの関係、その他の関係の施設が、やは

り合併前の各旧町で整備したものが主でありまして、新しくはほとんど改修等々で乗り切

っているということでございます。ですから、一遍に何もかも、これはやれるはずもない

し、できたらいいんですが、私はやれるはずはないというふうに思ってます。ですから、

どういう優先順位をつけて取り組んでいくかということが非常に大事でございます。 

  早急に今、改修、また、時には大規模ということも考えたり、先般も申し上げたように、

ただ、市が今、指定管理だけで乗り切っていくんか、もう抜本的に民間にお願いを、売却

という言葉がどうかわかりませんが、そういうところまで突っ込んだ計画をしないと、ま

たぞろ何年かたったら同じようなことになりますので、できるだけそういうところは明確

にして、また、議員の先生方にもお知恵をかりたりしながら、早急に立てていきたいと思

います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   保育所の関係で、先日も資料をいただきました。それで、この正規保

育士と正規調理師、嘱託という形で、各保育所ごとの正規と嘱託、臨時の一覧表をもらっ

たわけですけれども、この中で、臨時という方は、多分、早朝とか午後とか、一時的なも

のだと思うんですけれども、嘱託の方で、ここでクラスを担任してる方がいると思うんで

すけれども、その保育所名と人数をお願いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（児玉裕仁）   大変申しわけございません。今ちょっと、手元に資料

を用意していないので、今ちょっと、この場では言えません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、また資料が整った時点で、また質問させていただきます。 

 

○森上祐治委員長   そしたら、課長、また資料のほう、準備をよろしくお願いします。 

  ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   決算書の８１ページ、附属資料では７１ページになりますけれども、

人生８０年いきいき住宅補助金ということなんですが、これは見ると、１件しかないとい

うようなことなんですけども。これ、いわゆる県が進めている８０年いきいき住宅制度に

基づくもので、市の随伴というような事業であったかに思うんですけども、その辺、まず

確認いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   おっしゃるとおり、県からの補助がございます。県から

の事業ということで、この件につきましては、介護保険で住宅改修を行った方が、それ以

上の部分について利用できるというような状況になっております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   介護保険に関連することなんですけれども、障がい者向けのこういう

制度というのはなかったですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   福祉いきいき住宅につきましては、高齢者も障がい者も同様

の制度にのっとって改修をするというようなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   この制度そのものを知らないというのか、ちょっと利用数が低過ぎる

というか。知らない方が多いというふうに聞いておるんですけれども、これはどのように

して周知をされているんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   周知につきましては、ホームページ等でしてはございますが、

なかなか浸透するというのは、それぞれ一人一人に通知していくことではないので、委員

おっしゃるとおり、周知については若干弱いかもしれませんが、ただ、今、先ほど長寿福

祉課長のほうからも申し上げたように、介護保険制度の利用が高いので、障がい者のほう

につきましては、なかなか利用が少ない、それとまた、いきいき住宅の改修条件というの

が相談員等々で説明させていただくときに、なかなか合致しないのではないのかなという

ふうに感じております。ですから、利用のほうが、障がい者のほうは今、ないというよう

なことでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   例えば、こんな例もあるんですが、和式トイレを洋式に変えたいと、

それが視覚障害の方であって、介護保険を受けていないというときに使えなかったという

ような例を聞いたことがあるんですけれども。その要件というのはどうなっているんでし

ょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   申請があって、使えなかったということ、ちょっと私のほう

には聞いてはないんですが、障がい者の日常生活の便利を提供するというような改修でご

ざいますので、トイレの改修についてはできるというふうに思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   つまり、視覚障害、全盲あるいは１級程度、あるいは２級程度であれ

ば、その段差をなくしたりして、和式では使いにくいので洋式にしようと思えば、それは

十分可能であるということですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（大谷武司）   障がい者の結局、バリアフリー化、それから手すり、それと

便器の利便性というようなところの改修については、これはできるものだと思っておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   例えば、それが古い市営住宅に住まわれている方だったら、どうなり

ますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   市営と申しますか、借家である場合は、やはり管理者の方と

協議をしながら、そういうような申請を進めなければならないのではないのかなというふ

うに思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   具体的に今、言うたんですけれども、古い市営住宅の場合はどうなる

んでしょう。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   市営住宅については、市営住宅の担当課と協議をして進めて

いかなければならないというように思ってます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いや、ならないじゃなくて、可能なのか無理なのかということを聞き

たいんです。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   市営住宅の改修につきましては、また確認させていただいて、

後ほど答えさせていただきたいと思います。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   社会福祉協議会についてお尋ねをいたします。８１ページ関連ですけ

れども、前のときにはその拠点づくりについて、路線を変更するのかということで質問し

て、副市長から、旧来の本来の路線をそのとおりやっていくという御答弁をいただいてお

ります。 

  私、何で社会福祉協議会について、こういう質問をしていくかといいますと、非常に雇

用面とか、いろいろな面で非常に、特に阿万地区等でも、私のところでも、ちょいちょい

電話がかかってくると。何か、正当な運営がされてないんかという、私は疑念を持ってい

るから、この前の拠点についてもああいう拠点を変更するというのは、言いなりになっと

るのと違うかというようなことで質問をしたわけであります。 

  私、今ここに、この前も懇談会を持ったんですが、社会福祉協議会の役員名簿を持って

おります。これ、役員４７名出ております。評議会、また役員名簿含めて、その中で、私

も懇談会のときも言ったんです。各地区からそれぞれ社協は非常に幅広い事業を展開して

おられるということで、これは人数も、４７名ですか。 

  そこでね、ずっと私もチェックしたんですけども、阿万から１人もこういう役員の中に

入ってない。この会長を含めて南淡は１１名、三原９名、西淡１４名、緑９名。そういう

中で、１人もそういう阿万地区から、それはまあ、人材がいないから選んどれへんのか、

そんなことはないと思う、阿万には立派な人材はおりますしね。 

  ただ、この前もちょっと言いましたけども、２代目ぐらい前の部長からも、今の部長も

そうやと思うんやけど、何か弱腰というかね。社協という法人、社会福祉法人、独立した

施設やから、行政も余りそういう口出しはせんほうがええという、今の部長はそんなこと

言わなんだけれども、これまでの部長はそういう遠慮ぎみの発言で、余り触らんほうがえ

えぞというようなことであったわけです。 

  これ見よったら、行政からは田村課長が入ってますけども、これは、懇談会のときも質

問したけれども、はっきりとした答弁はもろうてない。ほんで、やはり仮にもそういう、

ほとんど法人というような、そういう税金で運営をされておるわけで、市からもこれだけ

の一般財源を投入してやっておる。やはり、こういう役員構成の中でも、何も物を言わん

のかと。これ、部長、どうなんですか。４７人もおる中で、入ってないのは沼島と阿万だ

けなんです。こんなことで公平な福祉事業が行われるかと。絶対こんなこと、阿万地区を

全く無視しとる。こんなところへ補助金２,５００万か２,６００万、これは国や県からも

入りよるわけや。その点、どない思いますか。 
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○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   阿万の方が入られてないというのは、どういうことでそう

いうふうになっているのか、ちょっと承知しておりませんので、その辺についてはどうい

うことかといいますか、一度、確認はしてみたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、そやから、今の部長、たまたま今、部長やいうことで、部長を

責めるみたいになるんですけどね。やはり、市からもこれ、行政で入っていってるわけよ

な。どんな会をしてやりよるのか、それは知りませんけども、そんなのおかしいだ。はっ

きり言って。人口、阿万は三千二、三百の人口があるんですよ。１人もそういう、４７人

の中に評議会、役員の中に１人も入っとらへんって、そんなことが、どない考えても不自

然でしょう。 

  社会福祉協議会というような大きなそういう福祉団体、面積的にも、南あわじというの

は大変、県下でも広いほうですよ。そういう中で、そういう形であるから、私も偏見を持

っとるというか。特に、阿万のほうからそういう、何か臨時職員、職員の採用にしたって

偏っとると。これ、どないなっとるんだと。これは、私は議会でまた発言しますというこ

とになっとんのやけども。 

  ほんでこれ、役員名簿、懇親会のときももろうて見たら、はっきり言うて、阿万のほう

でもの言うもの、誰もおれへん。役職が入っとったって、これ、物が言えへんと思うぞ、

はっきり言うて。誰見たって、こんな、そうでしょう。阿万より遥かに人口が少ないとこ

ろ、これ見たら、福良３、賀集３、旧南淡ね。潮美台２人、北阿万３人、灘１人。阿万と

沼島が抜けとんねん。 

  こんなことで、社協は社会のためにボランティアや何やいうて一生懸命やりよると言い

よるけ。ほんなことは、やっぱり市が部長として行きよる以上は、こういう役員名簿を作

成するやいうときには、それはどんな、何ですか、出てきたそのままなんですか。全然こ

ういうのには、田村課長がおるのかおれへんのかわからんけども。その点、ちょっと教え

てください。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   実際にどういうことでというのは、はっきりはわかりませ

ん。ただ、その役員にも理事の方、それから評議員の方おられますが、それぞれが社会福

祉協議会の支部の推薦であるとか、連合自治会の推薦であるとか、民生委員・児童委員連
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合会の推薦であるとか、福祉施設からとか、行政機関は福祉課長が入っておりますが、あ

と、財務知識の経験者、福祉知識の経験者、それから同じような知識の経験者、これ今、

申し上げましたのは幹事も含んでますけども、そういったことで役員が選ばれてます。 

  評議員のほうについても、同じように連合自治会の推薦ですとか、民生・児童委員の連

合会の推薦ですとか、ボランティア関係、教育関係とか、社会福祉の関係の施設の関係者

ですとか、そういったことで選ばれておるようですので、たまたまという言い方をしたら

怒られるかもわかりませんが、たまたまではないかなというふうには思ってます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、これはたまたまでないと思うねん。協議会の役員名簿、これは

会長は谷口ですわね、福良。副会長は山添ですわね、阿那賀、十一ヶ所、志知、倭文の長

田、津井、松帆脇田、それから、市市、倭文安住寺、伊加利、北阿万伊賀野、八木養宜、

広田広田、市福永、広田中筋、賀集。これ皆、これもう、南あわじ市の肝心なところは全

部入っとんねん。これが役員。これは、評議会もこれ、ずっと見よったら、大概のところ

は皆、複数入ってますわ。阿万だけ入っとれへん。これ、意識して抜いとると言われたっ

てしゃあないだ。そんなところへ、市が何でそんだけの税金を投入して、こんな臨時の職

員から偏ったことしてやいうて、そんなこと言われよんねん。 

  第一、そういう阿万でも役員が入っとれば、それは、そういう役員が発言もして、それ

は平等な運営ができると思うけども、こういうような４７人、沼島以外は全部入っとんね

ん。人口三千二、三百ある地区で、１人もそういう名簿に入っとらへんやいうような、そ

んなところに市として、もう少し物を言うて、はっきりとそういう幅広い社会福祉事業を

やっとるんであれば、誰かが入って発言する機会を与えて当たり前の話と違いますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   それぞれの地域からという観点から見ればそうかもわかり

ません。ただ、社会福祉協議会のほうは、理事さんなんかの役員については、その役員の

選任規定というのがあって、いろいろなところから推薦をしていただいていると、評議員

についても同じように、評議員の選任規定というのがあって、それに基づいて行われてい

るということだと思います。 

  ただ、南あわじ市全体の福祉を考えていくという観点から見ますと、一つの地域から出

てないというのも、今言われることもわかりますので、その辺については、そういったこ

とをある程度意識してされてるのかどうかについては、一度確認をしたいというふうに思

います。 
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○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そういう意識をしとるととられても仕方のないような状況やないか。

これは、部長も名簿を持っとると思います。それでね、こういう、私もこれ、懇談会をし

て初めてこれ、名簿をもろうて、懇談会でも発言しました。けれども、もう結論は出んま

まにそのまま終わったんですけども。これは、私は議員として、住民の代表として、やは

り阿万地区から誰も出てないやいうことについて、これは、このまま引っ込むわけにもい

かんわけや。 

  それで、これは、相手は社協という一つの団体、社会福祉法人という組織であって、こ

れは私もわかりますし、そない中に介入してどうこうというようなことは言われないかも

わかりませんけども、やはり、そういう市としての公金をつぎ込んでいるという中におい

て、やはりそれぐらいのことははっきりと言うべきやと思う。 

  これ、市長としても、それは介入できるかでけへんかわかりませんけど、何でこういう

偏った人選をするのかということは、一回、市長の口からお聞き願いたいと思うんですが、

市長、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   私も、理事が誰で、評議員が誰でという把握はしておりません。

今、部長も言うたとおり、一度、どういう選考方法でしてるんかということを確認すると

いうことでありますので、私からは今、それをどうこうするということはちょっと申し上

げにくいんで、とりあえずは部長のほうで、今、委員のおっしゃられたような中身につい

て、一度調べなり、また、関係者に聞き取りをしてもらうようにします。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そしたら部長、私が谷口さんに、委員会でこういうふうに、何で阿万

がこういう差別的な人事をしとるのかと、阿万を。私が言いよったということで、はっき

りと理事長に言うてもろうて、私に理事長から答弁もらうように言ってください。どうで

すか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   そのようにお伝えします。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   １０７ページで、附属資料１１３の小児救急について伺います。これ

は島内の医師による輪番制で、附属資料なんかを見ましても、大変有効に機能しとるとい

うふうに思うんですけど、これに協力いただいている医師の実人数、それと延べ人数とい

うのは幾らになりますか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   小児救急の協力医師ですが、島内の医師ですが、夜間が島内

１２人でございます。休日が８人になっております。それから、夜間の島外の医師ですけ

ども、１年間で３３０日余り出役をしていただいております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   これは、夜中とか休日とかにまず電話をして、トリアージというか受

けた後で、当番のところを紹介して、そこへ行ってもらうという形やと思うんですけど、

市内での協力医師というのは何人ぐらいいるんですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   夜間のほうですが、南あわじ市は６人になっております。日

曜祝日のほうが、２人が出役しております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうしたら、市内の医師が担当のときは、市内で発生した場合に、そ

こに行ってもらうと。島外の医師の場合は、これはどこで受診するようになるんでしょう

か。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   洲本市応急診療所のほうへ出役していただいております。 
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○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   最初に言いましたように、利用者も多いですし、トリアージも結構ち

ゃんとはっきりできているような気がするので、継続して頑張っていただきたいと思いま

す。ちょっと島外のウエートが高いような気がするんですけど、これもなかなか負担の大

きいことなので、仕方がないかなというふうに思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ちょっとこの１０２ページの生活保護について、ちょっと基本的なこ

とをお尋ねしたいのやけど。全国的な傾向としては、保護世帯が増加の傾向にあると。市

内はある程度、一定の横ばいで推移しとるような状況やいう認識を持っとんのやけど、こ

れ実際、受給の要件というか。例えば、これは一つの具体的な例で申し上げましたら、自

分で持ち家を持っておると。ほんで、高齢者の女性、身寄りがないひとり住まいの方が、

年金で年間３万円ちょっとしかもろうてないような人というたら、この生活保護受給の要

件というのは満たしてないんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   生活保護の要件につきましては、それぞれの扶助料という基

準の額がございます。それで、今、委員さんがおっしゃられたように、持ち家があればだ

めなのかということを言われましたけども、持ち家を持たれておっても、それは可能でご

ざいます。他制度の優先というようなのがございますので、活用できるものについてはそ

のようにお願いしているところでございますが、基本的に、生活に困窮している場合は対

象となります。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、ひとり住まいのおばあちゃんが、自分の持ち家で住ん

でおって、わずかばかりの、ほんまに国民年金の支給が著しく低くて、生活保護を申請し

たら、そういうふうな要件を満たした上で、何らかの差額的な支給はしていただけるとい

うような理解でよろしいんですか。 
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○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   例えばなんですが、保護の手引きのほうに、６８歳の基準で

ございまして、ここは３級地の２というところの基準額になっております。この金額を全

て当てはめることはできませんが、基本的には７万３,１２０円というような、国の出し

た手引きですが、その金額に満たない場合はそのようになるということでございます。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   やはり、実際に相談をまずはしていただきたいと。収入が

ない方でも、例えばですが、預貯金とか株とかを持っておられる方もおりますし、その方

を扶養できる方がいらっしゃる場合もありますし、いろいろなことがありますので、まず

は、困られているということでありましたら、生活困窮者の支援というような事業も実際

今、行っておりますので、まずは相談をしていただきたいということでございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   関連なんですが、今、谷口委員が言われた、そういう対象になって、

例えば、そういう身内の中で、割と裕福な家庭があるとした場合は、そういうのは関係な

いわけですか。今、谷口委員が質問された内容の中で、その身内の中で、割と生活豊かに

暮らしておられるというような場合は、そういうことはやっぱり、そういう生活保護を受

ける上での何か材料になるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   保護の申請がございましたら、今言われましたように、三親

等以内の方々につきましては、応援をお願いするというような照会で依頼させていただき

ます。それで、余裕があってしていただける場合は、その部分も収入認定いたしますので、

その場合は額として基準以上であれば、対象とはならないというようなことになります。 

  一方で、応援していただいても満たないというようなときについては、その不足分が対

象になるというようなことで、そのケースごとに積み上げた額によって判断させていただ

くようなことになります。 
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○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   お聞きしとるのは、課長、それはなかなか兄弟親子といえども、金銭

的にはなかなかそういう場合にいろいろなしがらみもあって難しいと思うんで、法的に、

ということは、聞きよったら、別に、そういう三親等以内に裕福な家庭があっても、その

方々がタッチをせんということは、法的に問題はないと思うんですけども、その点どうな

んですか。必ずそんな、三親等以内やから、自分のところは裕福やないか、助けたれとい

うような、そんな強制的な措置はできないという、その点はどうなんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   今の委員さんおっしゃったとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   １０８ページ、環境衛生費のところの１９節に、住宅用の太陽光発電

システムの設置補助金というのが、予算が７００万をとっておったんですけども、支出が

３８１万４,０００円で、四十七、八％が不用になったという状況でございますが、これ

についてどういう状況なのか、この件に関して、それだけ承りたいと思いますが。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長（北口 力）   環境課長兼衛生センター所長の北口でございます。よろしく

お願いします。 

  今、太陽光発電のシステム設置補助金の不用額があったということで、太陽光発電につ

きましては、平成２４年度から本制度を実施しておりまして、平成２４年度は、決算額で

すが８３０万で、平成２５年度が８４９万７,０００円ということで、２６年度につきま

しては、決算額３８１万４,０００円となっております。当初予算では、前年度、前々年

度の決算を見込みまして、１,０００万の予算を計上しておりました。補正予算において

３００万減額しまして、７００万の予算現額となっております。 

  これらにつきましては、減額となった理由ですが、一番大きいのは、売電価格の値下げ

でございます。平成２１年度は４８円、キロワット当たり。それと、平成２７年度には３

５円というような、１３円もの減少となっておりますので、設置数が減少したということ

でございます。 
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○森上祐治委員長   休憩の後に、蛭子委員から。 

  暫時休憩します。 

  再開は１１時５分とします。 

 

（休憩 午前１０時５０分） 

 

（再開 午前１１時０５分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   先ほど、吉田委員さんからの質問で、保育所職員の正

規保育士、それと嘱託の保育士さんのそれぞれ担任されている人数を教えてほしいという

質問でございまして、手元に資料がございませんでしたので、今、資料を取り寄せてきま

したので、ここで報告させていただきたいと思います。 

  先週の１４日に委員さん、皆さん方のほうに平成２７年度保育所職員配置数という資料

を配付させていただきました。そのうちの資料の一番上に、正規保育士というようなこと

で、計５７名の人数を配置しております。 

  その内訳としましては、所長が１３、そして現場職員３９、そして、プラス育休の職員

が５人ということで、５７人、そのうちの３９人というのが正規では担任をしていただい

ております。そして、嘱託保育士、表でいう３行目なんですけども、合計で６２人という

ふうにあらわしているわけなんですけども、その内訳として、担任が３５人という形にな

っております。 

  以上で報告を終わります。 

 

○森上祐治委員長   再開後は蛭子委員の質問からとさっき申し上げたんですけれども、

今、報告がございましたので、吉田委員の質問を先にさせていただいて、蛭子委員、よろ

しゅうございますか。 

 

○蛭子智彦委員   どうぞ。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   嘱託職員で担任を持っている方が３５人ということで、正規職員の３
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９名とほぼ変わらない人数で責任をとっていると。嘱託保育士については、月５,０００

円ですか、担任手当的なものを支給しているというふうに聞いておりますけれども、やは

りこの負担感というのはすごく大きいと思うんです。 

  決算書の附属資料で、１０１ページで、人件費で正規職員と嘱託・臨時職員の給料の割

合も書いてあるんですけれども、これから行けば、嘱託・臨時職員の給料、人数からして

大変低い額になってくるかと思うんですけれども、そこら辺の考え方はどうなんでしょう

か。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   正規職員の人数につきましては、定年退職等によりま

して人数は減っている状況の中で、児童の入所に関しては、先週でも資料でもってさせて

もらいましたが、ある程度、低年齢の中で入所数がふえているという状況になっておりま

す。 

  その中で、嘱託職員の方にやはり応援、担任という形の中で職務についていってもらわ

ないと保育ができない状況となっておりますので、給与面については、採用の中での基準

の中でやっておりますので、先ほど言いました決算での人件費の中での差というのは、そ

ういうところで差が出ているかと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、正規職員の採用というのもしばらくなくて、近年、２人とか

３人とか採用されておりますけれども、採用するというその人数をどういうふうな形で決

められているんでしょうか。やめる保育士さんが、定年でやめる方もいると思うんですけ

れども、市の職員でありますと、やめられる方の何割とかいう基準をもって採用している

と思うんですけれども、保育士に関してはどのような基準があるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   このたび、平成２７年度採用試験に当たってですけれども、

保育士、幼稚園、４名の方が退職予定でございます。職員の採用に当たっては、４人、保

育士、幼稚園教諭の採用に当たっては、４人の採用を予定しております。これは、昨年も

多数の方が、保育士さんなりが退職された後、４名補充しておるんですけれども、また来

年度以降も保育士さんの退職が見込まれる中、やめられる方４人に対して、新任の採用、

４人採用することに決定しました。 
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  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   近年はそういう形で進んでいるかと思いますが、合併後、かなりの空

白期間で保育士の採用がなかったというところで、こういうふうな嘱託保育士がふえてき

ている現状があると思うんですけれども、そこら辺はどうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   今まで合併以降、長らく保育士の採用は行ってきてなかった

んですけれども、先ほど来、委員のほうから指摘のあります正規職員に対して嘱託職員な

りがふえてきている、そういうふうなことのある中で、職員の採用を若干始めております。 

  ただし、保育所なりの保育士さんについても、保育所のあり方検討委員会なりで保育所

の統合なり進められていく中で、職員の採用についても、現状、様子を見ながらというふ

うな形になるのかなと思います。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この南あわじ市子ども・子育て支援事業計画の中では、３６ページに

就学前児童の人口推計ということで、現在、２６年では２,２４１人が１０年後には１,９

９５人になると、人数が減ってくる中で、どういうふうな保育所のあり方をするかという

ことについて、この事業計画の中では、職員の配置なり、そういうことについては一言も

触れられていないように思うんですけれども、そこら辺も見通して、やっぱり安全で保育

所に預けられるような体制をどうするかというのは、この中ではほとんど触れられてない

というようなことになってるかと思うんですけども、今、あり方検討会の中で統廃合とか

いう話もありますけれども、やはり、こういうふうな負担感が強い、親にとってはちょっ

と正規の方でない、一生懸命頑張っていただいているのはよくわかるんですけれども、市

の体制として、やはりもっと解消する方策を見つけるべきではないかと思うんですけど、

いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   子ども・子育て支援事業計画のほうについては、あく
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までも児童に対するサービスの受け入れの量というものを基本的に計画を上げております。

ですので、職員の配置についてまでは、おっしゃるとおり明記はしてありませんが、平成

２５年度のあり方検討委員会の答申の中では、職員の処遇改善についての部分、これはも

ちろん、私立、民間さんの分も含めての意味を持ってるんですけども、そこら辺のそれぞ

れの施設なり、状況に応じた対応をするようにという形で提言してますので、市としても

先ほど総務課長が申しましたように、今は職員の採用もしておりますので、それを踏まえ

て、小学校区１園の統合なり、それぞれのサービスを公共施設の適正化との総合を見なが

ら、職員の採用についても総務課と協議していきたいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、今言われた保育所等処遇改善臨時特例事業補助金として、決

算で５３１万７,０００円組まれておりますけれども、これはいわゆる民間事業者に対し

ての処遇改善の補助金だというふうに理解してるんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   おっしゃるとおり、民間の事業者に対する補助金でご

ざいます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これで、少し民間の方々のパート賃金とかが若干上がってきてるのか

なと、全体も含めてですけれども。そこで、市とのバランスというところでは、少し市の

ほうがおくれていってる状況もあるんではないんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   職員の給与に関しては、ちょっと私もそこら辺は所管

ではないのですけども、人勧等による中で、今の市の職員の給与の体系については決めら

れているかと思います。 

  嘱託職員の給与についても、その職員との給与ということ、それぞれ嘱託職員、臨時職

員の規則がございますので、それに見合った形の給与という形で、今は処遇的な形になっ

ています。 

  ただ、民間との格差についてなんですけども、幾分か民間のほうが、阪神間ではありま
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すけども、高い基準ではあるというふうな情報は聞いているんですけれども、具体的にち

ょっとそこら辺を整理している状況ではございません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   民間のほうが若干上がってきている話も聞いておりますし、保育士の

人材というところでは、他市へ流れているという話も実際、聞いてると思いますので、そ

こらは精査していただきたいと思います。 

  市長に、こういうふうに担任が３５人と非正規がこのような３９人と、ほぼ同じような

ことで、近年、先ほど答弁があったように採用もあるんですけれども、そこら辺も、採用

枠も今後ふやすというようなことも、ぜひお願いしたいと思うんですけど、いかがでしょ

うか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   確かに、委員おっしゃるように、正規職員をふやすのが理想では

あります。理想であります。二遍、言うときます。ですから、やはり保育料は上げない、

そういう正規の職員をふやせ、これは、どっちを取るかです。保育料が上がってもええ、

せやから、そういう対応をしてほしいというんであれば、また考え方もございますが、そ

して、先ほど来、吉田委員おっしゃってるように、そういうこれからの保育所、幼稚園の

あり方、これもそういう関係する人たちからの意見を取りまとめて、そういう方向性を立

てているわけでございます。 

  何としても、いつも私、申し上げているとおり、子供は宝でございますので、改善でき

る、財政的に、また、いろいろな諸般の中で、改善できる可能な限りは、今後も取り組ん

でいきたい。特に今、嘱託職員だった人たちにも、何とか窓口を広げたいということで、

そういう方向性は打ち出して、現実に採用はいたしております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   市長の答弁がありましたけれども、保育料か正規職員をふやすんか、

どっちかという話ではなくて、やはり子育てを重視するんであれば、保育料のこともある

し、施設、さらに職員の体制の充実、やはりそれらを総合的に踏まえて、やっぱり子育て

推進のまちと言えるのではないかというふうに思っております。 

  嘱託職員の方にも正規保育士の道を広げたというのは大きな前進ではありますけれども、

正規保育士の採用、特に若い人たちは、そういう希望を持って保育士になりたいというて
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も、なかなか採用枠が少ないというところで、他市に流れてるという話も聞いております

ので、ぜひそこら辺の実態も踏まえて、今後、検討をお願いしたいというふうに思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと本題に入る前に、今の関連で確認をさせていただきたいんで

すが、正規職員と嘱託職員、臨時職員、これは条例上で規定があるというふうにおっしゃ

ってました。この同一経験、同一労働による違いというか、どのようになってるかという

ことについて、まずそれだけ聞かせていただけますか。同一経験年数、同一労働でどうな

っているか。正規、嘱託、臨時。条例上で規定があるということですので、説明いただけ

ますか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   正規職員と臨時職員、嘱託、それぞれ任用が、委員も知って

おられるとおり、違ってきております。その正規職員は正規職員の任用、臨時職員は地方

公務員法第２２条、嘱託職員は１７条に基づいて採用されているものであって、同一労働、

同一条件は採用の段階で異なってきているのかなと思っております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いや、だから、同一職種と言いかえてもいいんだけれども。保育士で

あって、ここで表が出てるでしょう。正規、嘱託、臨時と書いてあるわけですよね。保育

士、調理師と書いてある。これの賃金、年齢、同一経験であればどうなるのかということ

を聞いておるんですけれども。嘱託や臨時職員は、経験年数は加味されないんですかね。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   嘱託の保育士の月給については、嘱託の賃金については、南

あわじ市嘱託職員の任用等に関する規則により定められております。臨時職員の賃金につ

いても、南あわじ市臨時職員の任用等に関する規則において定められております。 

  以上でございます。 
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○森上祐治委員長   どの程度の差があるかということを聞いておるんですよね。 

  総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   嘱託の方の月給については、一般行政職員給料表１級１５号

に相当する額ということで１５万２,８００円で、時間給の職員におかれては９００円、

臨時職員については、時間給のみで９００円となっております。前歴については、換算さ

れておりません。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、嘱託職員というのは、もうどんな採用経験年数があろ

うがなかろうが、月給が１５万何がしで、手当とかも含めての受け取りの賃金というのか

報酬というのか、それについてはどうなってるか、それも違いがかなりあるんですか。正

規と嘱託では。総額の受け取り額です。年間換算したときにどうなるかという。年間でど

うなるかということですね。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   臨時・嘱託職員と正規とどれぐらい違うのかということなん

ですけれども、嘱託職員の勤務時間数であったりで若干違ってくるのかなと思います。嘱

託の手当については、通勤手当等が、先ほど言われとった担任手当、それと、期末手当が

支給されて、月給職員に対しては期末手当が出されております。それは、年２回で１回１

カ月分ずつでございます。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   もうひとつ、はっきりしないんですけども、差があると。担任を持っ

ている保育士は、ほぼ正規職員と嘱託職員の労働実態としては変わらないけれども、その

受け取りの報酬についてはかなりの差があるという理解をしてよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   正規と比べて差があると思います。 
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  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   大分、時間がかかったんですけど、これはこれで終わっておきます。 

  本来のほうに。よろしいですか。障がい者の関係のことで、幾つかお伺いしたいことが

あります。一つは、決算書の７４ページ、外出移動支援ということで出とると思うんです

ね。この外出の移動支援に関連してなんですが、済みません、参考資料が７４ページです

ね、本体は８３ページです。 

  この件数が出とったと思うんですが、２１７人の８９万９,０００円というふうになっ

てますが、大体、１人当たり４,１００円というようなことになっておるんですけれども、

この移動支援事業の仕組みをちょっと説明いただきたいんですが。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   障がい者の移動支援につきましては、障害者区分認定という

ようなことで、認定制度がございます。そういった制度の中において、利用する回数とか

金額的なところが示されるわけでございますが、それで、移動支援につきましては、社会

参加であったり、医療であったり、そういうようなところに出かけるときに支援をさせて

いただくような制度でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、例えばタクシーチケットの支給であったりとか、ガイドヘル

パーに対する支援だったりとか、何ぼかメニューがあったかに思うんですけれども、その

メニューを少し説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   外出支援につきましては、障害者介護タクシーといいますか、

距離に応じて負担金をいただくというような制度でございます。もう一方のガイドヘルパ

ーという部分につきましては、移動のサポートをする介助員さんがついて移動をお手伝い

させていただくというようなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   そうしますと、これはタクシーだけであると。いわゆるガイドヘルパ

ーというのは、委託事業として外出支援の事業委託をしている部分、これがガイドヘルパ

ーというふうになるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   ガイドヘルパーに移動の委託をいたしまして、それで、例え

ば医療機関であったり、大会会場であったりというところにサポートしていただくという

ことでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この金額を少し拾っておるんですが、まず、外出支援サービス事業委

託料というのが８３ページの６５６万２,３８０円、これはそれに該当しますね。今のガ

イドヘルパーについては。外出支援サービス委託料、６５６万２,３８０円というのが、

８３ページに出てますね。決算本体の。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   そうでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これが一つですね。それとあと、老人福祉のほうで外出支援サービス

事業委託料というのが８５７万出ておるんですけれども、これとは大分違う中身なんです

か。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   この外出支援につきましては、障がい者につきましては、障

害者制度の中で行うものでございまして、高齢者の部分につきましては、介護保険法の中

で制度として利用していただくものでございます。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（静永峯雄）   外出支援のほう、高齢者のほうも同じように、病院への

通院の補助、または、社会参加への補助というようなことでなっております。対象として

は、介護度４、５という形になっております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは車で、中身なんですけども、よくガイドヘルプということで、

ちょいちょいボランティアで私も、ボランティアというのか、一緒に行ったりするんです

けども、そしたらバス代が要らないとかあるんですけども。今の高齢者の方の外出支援、

ガイドヘルプということと、障がい者の方のガイドヘルプということで、使える中身とい

うのは違いがあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   基本的には違いがないと考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それでなんですけれども、外出支援、ガイドヘルプを受けようと思っ

て、ヘルパーがいないということで行けない場合というのがちょいちょいあるようなんで

すね。この要望、ニーズに見合った形で事業者というのは、南あわじ市内にちゃんとある

か、それとも不足をしておるのか。その実態はどうなっているか、説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   ガイドヘルパーの状況、それと、事業所についてはちょっと

まだ調べてございませんので、調べた時点でまたお答えさせていただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   実態としては、そういうことがあるというふうに聞いておりますので、

よく調べてください。 

  この件は終わります。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、次は、日常生活用具のことを少しお尋ねいたします。これ

も、介護保険と障がい者の関係でも重なっておる部分が結構あるというふうに聞いておる

んですが、この日常生活用具の給付費が８３ページに出ております。いろんな種類がある

ということなんですが、どのようなものが多かったのか、説明いただけますでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   日常生活用具については、かなり品数がございます。その中

で多いものは、蓄便・蓄尿袋というのがかなりの数、大半を占めております。そういうこ

とで、全体の数字以外はちょっとわからないんですが、それぞれの数字につきましては、

まだちょっと整理できておりませんので、また整理でき次第、させていただきたいと思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   日常生活用具というのがいろいろあるということなんですけれども、

障がい者の方々がどんなものが使えるか、あるいは使いたい、便利なものがあるというよ

うな情報について、なかなか得られない。特に、視覚障害を持っている方々は、情報アク

セスが非常にしにくいということで、非常に困っている方が結構多いと。障がい者同士の

横の連携というのも、情報の流通というのがなかなかなくて、本来受けられるものが受け

られないというようなことが結構多いように聞いておるんですね。 

  そういう意味では、できたら、淡路の島内でも３市合わせて、こういう生活用具、福祉

用具についての展示会であったり説明会であったりというのを、もっと頻回に取り組んで

いただくというようなことをお願いしたいなと思っておるんですけども、いかがでしょう

か。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   障害の場所に応じて、移動相談というのでしていただいてい

るものもございます。例えば、聴覚障害関係の補聴器の移動相談なんかは、市のほうにも

回ってきていただいております。ただ、下肢であったり上肢であったり、運動機能をサポ

ートするようなものにつきましては、なかなか難しいというようなことがございまして、
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今は移動相談のほうが来てございませんので、またそのあたりにつきましては、肢体障が

い者の意見を聞きながら、検討してまいりたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、阿部さんじゃないんですけれども、本当によく聞くんです。

聴覚障害の方々の組織というのは、割としっかりとした組織があって、南あわじでも耳の

日とかいうような取り組みをやったりとかしながら、結構、横の連携をとれてるんですけ

れども、この視覚障害の方々、本当に情報から離れてるというか、なかなか情報が入りに

くい、つかみにくいというのが実態なんですね。 

  だから、そういう機会を、こういう展示会をやりますよというような案内を通じてでも、

紹介していくことも可能になると思いますので、これはぜひ、大いに取り組んでいただけ

たらというふうに思います。 

  ３市合わせて、例えば、ちょっと聞いた話では、淡路市の看護学校、福祉リハビリ専門

学校というのがあるので、そういう施設であれば、よくやれるんでないかというような話

もよく聞くんですね。リハビリ関係、福祉の関係の専門家を養成する機関ですので、非常

にマッチをした中身でもあると思いますので、これは非常に現実性のある話でないかと。

非常に期待されている取り組みですので、ぜひその点はよく考慮して、連絡をとり合いな

がら実現を求めたいというふうに思います。 

  この件については終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、福祉課長の資料の提示以外、質疑を終わりたい

と思います。 

  福祉課長にお伺いします。すぐに資料を持参できますか。 

  福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   ちょっと、しばらく時間をいただきたいと思います。ちょっ

と全体の数で２５４というのは決算資料のほうにも出てるんですが、なかなかこの内訳と

いうのは、ちょっとデータで拾わなければならないので、しばらく時間を。 

 

○森上祐治委員長   わかりました。それでは、資料を蛭子委員に出していただいて、こ
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の件についての質疑は終了したいと思います。 

  それでは、質疑がございませんので、次の（５）の審査に移ります。 

  説明員入れかえのため、暫時休憩いたします。 

  再開は、午後１時といたします。 

 

（休憩 午前１１時４１分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  まず、商工観光課長より、１１日の印部委員の質疑の関係で、西淡まちづくり株式会社

の事業報告書が各委員さんの机上に配付してございます。ごらん願いたいと思います。 

  それから二つ目、午前中の質疑で子育て支援課長の答弁、一部訂正がございますので、

発言を許可します。 

  子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   失礼いたします。先ほど、午前中に民生費の中で、吉

田委員からの質問に対しまして、一部、誤りがありましたので、訂正をさせていただきま

す。 

  平成２７年度保育所（園）職員配置数の中で、嘱託職員保育士のクラス担任の人数で、

３５人と申し上げましたが、２９人の数字が正解になってますので、報告させていただき

ます。集計には、先ほど慌てていましたので、今後はこういうことのないよう、十分精査

して報告させていただきます。深くおわび申し上げて、報告とさせていただきます。 

 

 （５）歳出 款５．労働費及び関連する歳入 

     〃  款６．農林水産業費 〃 

     〃  款７．商工費    〃 

     〃  款８．土木費    〃 

 

○森上祐治委員長   それでは、決算審査（５）歳出、款５．労働費、款６．農林水産業

費、款７．商工費、款８．土木費及びこれらの歳出に関する歳入について、決算書のペー

ジ数は、歳出１１８ページから１６１ページまででございます。 

  質疑ございませんか。 

  原口委員。 
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○原口育大委員   １２９ページの酪農振興会の補助金について伺います。最近、飼育頭

数が減ってると思うんですけども、現在の飼育頭数と酪農家の戸数というのは幾らになっ

てますか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   農林水産課、宮崎でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  乳牛、酪農につきましては、戸数ですけれども、９７戸でございます。飼育頭数は３,

１２７頭でございます。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   それで、酪農振興会の補助金７６万円出てるんですけども、これ、例

年変わってないように思うんですけど、この補助金の目的と積算の根拠はどうやって決め

ているんですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これは、振興会の補助金ですけども、先進地の視察研修

なり、事例発表の開催、それと、いろいろと飼育技術の向上もあるんですけども、組合活

動なりで酪農振興に関する会の相互援助精神の向上など、経済的地位の向上に資するもの

でございます。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、これは、どこに対してお金が出ているんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これは、南あわじ市の酪農振興会に対して出ております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   わかりました。そしたら、この件は終わりで、資料請求をまたお願い
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したいんですけど、バイオマスの施設の事業報告と、サンライズ淡路とサイクリングター

ミナルの事業報告、２６年度について、資料要求をお願いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   お諮りします。 

  ただいま、原口委員より、資料提出要求がございました。原口委員の要求する資料につ

いて、本委員会で資料要求を行うことに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  よって、資料を要求いたします。 

  ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   決算書の１５８から１５９、住宅管理についてお伺いいたします。こ

の決算では、広田市営住宅の新築事業というのと、この中で、湊Ｂ団地解体撤去工事とい

うのもありますけれども、この解体撤去については、古い住宅が目立ってきておりますけ

れども、こういう優先順位というのはあるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   市営住宅の解体については、特に優先順位というのはな

いんですけども、古い、３０年代、４０年代の木造住宅であれば、二戸一で一つの棟、例

えば、５戸、６戸で一つの棟というのがございますので、その棟というか、現に住まわれ

ている入居者に影響がなければ、順次、解体していくというふうで計画をしております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この住宅マスタープラン、これ、平成２１年３月にできておりますけ

れども、この中で整備方針の目安ということで、整備順位というのもあります。古い住宅

もふえてきて、１棟がもう空き家になっている、特に上八木の住宅の一番奥側なんかも、

もう既に入居者がいないというふうに思いますけれども、そこで何か動物が出入りすると

か、衛生上、特に周辺の人、心配する人もいるんですけど、そういうふうに１棟が全部い

なくなれば、もう長屋方式の住宅だったら、そういうのは目立っていけば、いち早く解体

というふうにしていくべきではないかと思うんですけど、どうでしょうか。 
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○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   今、委員おっしゃられた上八木住宅については、今年度

既に設計を終わって、今月入札で、今年度に解体する計画でおります。先ほど言いました

ように、そういう空き家になった場合、いろいろな面で住民から不安に思われることもあ

りますので、できる限りそういう形で、１棟ごとで空き家になった場合、解体するという

ふうな方針ではおります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それは、周辺の農家の人からそういうふうな話があって、そういう人

は解体するとかいうのを知らなかったので、そういう話が出てきたんかなというふうに思

うんですけれども、この整備順位から見ますと、少し順番が違う部分もあるんかなという

ふうに思うんですけれども。 

  今後、これの附属資料の２１９ページに、住宅マスタープランに基づき建てかえを今後

進めていくという話があります。そのことで広田のほうもしてると思うんですけれども、

今後、どういうふうな考え方、また、壊すというか、撤去の方針とかは、今、どういうふ

うになっているんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   住宅マスタープランでの集約建てかえについては、順次、

このたび広田をしてますし、次は、三原西淡で２０戸、その後、南淡のほうで２０戸とい

うふうな、３２年までですか、計画を立てております。取り壊しについては、その集約で

空き家になった住宅の国の補助金をもって取り壊しを行いますし、それに該当しない、先

ほど言いました退去されて空き家になった住宅については、順次、解体等をしていく予定

でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この西淡三原で２０戸というのは、かなり幅広いエリアでの考え方な

んですけれども、やはりそれぞれ地域差があると思うんですけど、民間住宅の進出等もあ

るんですけれども、こういう広いエリアに区切るということでなしに、やはりもう少し弾

力的運用というのは考えられないんでしょうか。 
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○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   先ほど言いましたように、２２年３月に策定しました住

宅マスタープラン時のときに、現在の市営住宅の戸数、それから、民間の賃貸住宅の戸数、

それから、今後の人口等を含めまして、そういう計画を立てております。ただ、比較的、

旧の三原地域、緑地域については、新しい住宅があったと。それと、南淡地域については、

戸数も全体的に多くございましたし、古い住宅が多くあったということで、そういう計画

になりました。西淡についても、比較的新しい住宅があったのかなというふうな感じでご

ざいます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この平成２１年３月ということになってますけれども、かなり年数も

たってきて、今言われたように、三原なんかですと、民間の賃貸住宅もかなりふえてきて

おります。そこら辺では、一度、計画の見直しというのが必要ではないかと思うんですけ

ど。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   今、マスタープランに基づいて、国・県の補助金をいた

だいて、集約建てかえということを実施してますので、その後については見直しなり、も

う一遍、マスタープランの策定ということになろうかと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっと答弁で、見直しというのはいつごろされるということだった

んですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   今の段階では、見直しというよりも、１０年後のマスタ

ープランで計画を立て直すと、１０年先のマスタープランを立てるという考えでございま

す。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   先ほど言ったように、かなり社会情勢が変わってきてますので、その

１０年間をこの計画で行くということでなしに、何か、新市計画も見直しもされるようで

すけども、そこら辺も総合的に考えていく必要があるんではないかと思うんですけど。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   この今の計画で行けば３１年に改正ということで、今現

に、集約建てかえがまだ６０戸ですか、残っているような建てかえ中でございますので、

その状況を見ながら、次回のマスタープランで検討というか、考えていきたいと思ってお

ります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   先ほど言ったように、新市計画も見直すような話があったので、そこ

ら辺の整合性もあると思うんですよね。ですから、今からマスタープランの計画の見直し

というのは、もう今から入っていくんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   いや、今はまだ考えておりません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ですから、やっぱり社会状況の変化というのをリアルに見ていかない

と、この西淡三原だけで２０戸というのは、数が少ないというふうに思うので、そこら辺

もっと事業を精査、お願いしたいんですけれども。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   吉田委員の言うこともよくわかります。ただ、先ほどからう

ちの課長が言ってますように、マスタープランはこの３１年でまた新たな向こう１０年を

つくるという、今、動きであります。そういった中で、今、福良住宅と広田住宅、これが

事業実施、完了して今、動いてます。先ほどから何回も言っておりますように、残ってお
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るのが三原西淡で１カ所、南淡の賀集、阿万で１カ所というふうな大枠の中で、国のほう

で認めていただいてます。 

  だから、建設に当たりましては当然、今、吉田委員が言うように、今の社会状況という

んですか、今の現況等も確認しながら、それを西淡でつくるのか、三原でつくるのかとい

うのは、今後、検討して決定していきたいということですので、今、マスタープランのほ

うは、さっきから何回も言っておりますように、国のほうで認めていただいている事業で

ございますので、それを有効に利用していくというのが、今後の私どもの仕事かなという

ふうに思ってます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、西淡三原というところでは、どういうふうな形で決めら

れていくんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   ですから、今から検討させていただくということでございま

す。 

 

○森上祐治委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   附属資料の１８１ページから１８２ページ、決算書１３８ページから

１３９ページの、水産振興について、何点かお聞きします。 

  それでは、まず最初に、資料の１８１ページの湊港の海底清掃で、漁協に委託してヘド

ロとかしゅんせつにより、堆積ごみを陸上にて処分した結果、漁場の回復が図られたとい

う、これは何か根拠、数字的なものを持っておるんですか。まずお答えください。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   この湊港のところの海底なんですけども、これの４４万

６,０００円なんですけども、それのところの清掃はこういう形で。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 
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○木場 徹委員   いや、数字的なものを言うてもらえたらええんや。中身は大体、ここ

に書いて、説明してくれてあるんでわかっとんのやけど、数字的なものをつかんでおるか

どうかを今、お聞きしたいんです。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   この湊港のところは、次の下、三原川の河口ということ

での水質調査をしております。その点についてのことで回答にさせていただきます。 

  水質判定基準がございまして、油膜とかＣＯＤ、有機物とかですけども、そういうとこ

ろで、ＣＯＤは、これは結果なんですけども、ＡＡということでございます。それと、油

膜に対してもＡＡということで、これに基づきましては、海水浴場なりにも適していると

いうような形の結果でおります。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   結局、今のは、松原の海水浴場の水質検査の数値を言うとると思うの

やけど。今聞いたのは、湊港の海底に堆積した漁場のヘドロ等の除去ということを書いて

ある、漁場の回復のことを聞いとんのやな。課長、海水浴場の水質検査のことを聞きよる

のと違うねん。ここにも説明してくれてあるから、数字的につかんでおるかどうかをお聞

きしよったわけや。場所も全然違うねん。湊港の、三原川で上がって、松原は右側、湊港

は左側にあるわけ。どこのことかちょっと。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これは、湊の地先になるんですけども、今の結果なんで

すけども、それは、三原川河口ということでの形で水質結果が出ているわけなんですけど

も、この海底の清掃委託料でどういうふうな形になったかという結果は、ちょっと持ち合

わせてはおりません。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   次、行きます。そしたら、次のページの補助金の関係、これも、附属

資料の次のページ、１８２ページの補助金の関係で、４の補助金の中で、産卵用蛸壺を１

６０万円で合併から何年かでずっと継続してやられとるんですが、この中で、説明では、

産卵用蛸壺を継続することにより、稚ダコの増殖及びタコの漁獲量の維持増大が図られた
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と、どのぐらいふえてますか、お聞きします。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   ちょっと、タコの結果があるんですけども、２５年度か

ら比べますと、タコ自体はちょっと減になっております。これは真ダコなんですけども。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、これも訂正するわけですか、この文章。「漁獲量の増大が

図られた」ということは、「減少が図られた」というふうになるんですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   まことに申しわけないんですれども、私の持ち合わせて

いる結果なんですけども、ちょっとタコに関しては減ということになっております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたらこれ、うそを書いてあるんやね。わかりました。 

  次に続けて、３のアオリイカの増大事業も１４０万円でずっとやられとるんで、これも

増大が図られたと書いてあります。これも何か資料的につかんでおるんですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   大変申しわけないんですけども、アオリイカについても

結局、２５年度では漁獲高４８５万２,０００ということで、２６年度については、ちょ

っと１６７万１,０００ということになりますので、減となっております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、こういう数字を信用してこういうことで聞きよるわけよな。今、

タコとアオリイカは減っているということは、こういう表現はおかしいと思うんで、どな

い思うか知らんけども、もうちょっと現実に合わせたような書き方がいいと思うんで、ほ

んなら、次に行きます。これはちょっと考えておいてください。 
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  それで、次に、第６の漁場環境の改良事業で６６万円、これは福良湾の海底改良剤を数

回散布することにより、養殖トラフグの白点病を予防することができたとあるんですが、

まず、海底改良剤、どういう薬を使うてるか、説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   大変申しわけないんですけども、ちょっとこちらのほう

で把握はしておりません。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それでは、一番究極に行きます。トラフグの白点病いうて、白くなる

病気やと思うんやけども、これをやることによって、このトラフグの養殖の中で、この白

点病はどのくらい減ってますか。ちょっと、匹数で言うてください。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   大変申しわけないんですけれども、これもちょっと、資

料のほうを持ち合わせておりません。 

 

○森上祐治委員長   今、先ほど来の木場委員の質問に対する執行部の答弁、不十分だと

思いますので、農商部長、見解をお伺いしたいと思います。 

  農商部長。 

 

○農商部長（神代充広）   大変申しわけございません。資料を持ち合わせていない分に

ついては、調べて報告をさせていただきたいと思います。それと、蛸壺、それからアオリ

イカの補助金につきましては、これ、宮崎課長のほうは、単年度の比較でございましたけ

れども、かなり以前から実施をしている事業でございますので、単に単年度だけの比較で

は不十分だと思いますので、何年かのスパンでもって比較するのが適当であろうというふ

うに思いますので、それらについても、可能であれば、ちょっと調査をさせていただきた

いというふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午後 １時２８分） 
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（再開 午後 １時２９分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  市長。 

 

○市長（中田勝久）   私自身、数値的なものは持っておりませんが、漁協の関係者から

は、タコがそのまま放っておくと、どんどん減っていってるんやという、蛸壺を入れるこ

とによって、同じ減る場合であっても次の、今、部長が言ったように、単年度でなくして、

次の年度というんですか、それを入れることによって、減る率が減少したり、またふえて

くる。 

  だから、これはもう、私どもはもう３年か、せいぜい５年ということでの漁協との約束

事でございました。当然、アオリイカも一緒のようなことでございます。トラフグのこと

は、私は把握しておりませんが、そういう漁協の組合長さん初め役員の方から強い要望が

ございまして、その数値を私も確認せないかんわけですが、そういうような強い要望の中

でそういうことも耳を傾けないかんなということで、継続を延ばしてきたところでござい

ます。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午後 １時３０分） 

 

（再開 午後 １時３７分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   それでは、７の海底耕うんの５０万円あるんですけども、ここでは、

水質総量規制等によって栄養塩類が減少したと、そういうふうな表現で漁獲が減少してい

る中で、海底耕うんを実施したと。それで、環境の改善が図られたとあるんですけども、

水質の総量規制によって、栄養塩がどういうふうになりましたか。まず、説明してくださ

い。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 
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○農林水産課長（宮崎須次）   海底耕うんをすることによりまして、海底のヘドロや泥

ということを拡散するわけでございますけども、それを酸素等供給をしていって、生物が

住みやすくなるということで、栄養分がふえているというような形でございます。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   栄養塩がふえていると、こちらのほうは認識しておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   いや、課長、栄養塩がふえとるよってと今、言うたけど、減ったから

それをどうかしようということで、今、こういう海底耕うんなりをしよんのだ。 

 

○森上祐治委員長   農商部長。 

 

○農商部長（神代充広）   私も確かな知識はないんですが、近年、下水道整備とかによ

りまして、海の栄養物が減ってきたと、そういうことで、海底耕うんをすることによって

それを高めていくと、そういうことだというふうに理解しております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それで、部長、今、効果が出たという、かなり水質は改善されてます

か。 

 

○森上祐治委員長   農商部長。 

 

○農商部長（神代充広）   データ的にちょっと今、整理したものがないようでございま

すので、また調べておきたいというふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、後で資料をまた配付してください。 

  一旦終わります。 

 



－ 212 － 

○森上祐治委員長   先ほど来の関連の資料、また農商部のほうから提出をよろしくお願

いいたします。 

  ほかに。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   水産なんですけども、今、この南浦水交会に補助金を出しております。

この南浦の全体の平成２６年の漁業者の数字、それと、漁獲高の金額がどのようになって

いるか、お聞きいたします。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   組合員数なんですけども、２６年度で５６６人となって

おります。それで、漁船の漁獲高ですけども、１５億９,４２１万１,０００円となってお

ります。それと、漁獲量なんですけども、２,８８７トンということになっております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   平成５年では、１,０３６人おったわけですよね。もう組合員が半減、

５６６人ということは、約半減しとるわけですよね。それから、この漁獲高においても、

平成５年で４９億あったのが、ガタ減りですよね。これ、本当に今、物すごく海が荒れて

る、海底が荒れてる、これ、本当に切実な問題になってきてると思うんですよね。 

  先ほど部長が言ったように、本当に下水道が整備されて、余りにも海の水がきれいにな

ったと、えさになるものがなくなったというようなものも、本当にこれ、一つの大きな原

因にもなっております。そんな中で、もう少し、いつも言うんですけども、陸のものは何

ぼでも目に見えるけども、海の底は見えん、そやから、整備ができらん。それに手当てを

しようとしないという、国、県、市もそうやし。 

  もっともっと、先ほども言いましたけども、福良湾に砂地が少なくなってきて、砂地と

いうのは、産卵したりするのに大変必要なところなんですよね。そこへ持ってきて、藻場

がないと。磯焼けで藻場がない。藻場がなければ、産卵した稚魚が隠れるところもない。

また、栄養、稚魚のえさもない。 

  そんな中で、本当に今、漁業の現実というたら、物すごく厳しい。若い漁業者がどんど

ん陸に上がってしまっているというのが現状なんです。ことしも、福良のハモに行ってる

漁師が２人やめたんですよね。そしたら、この淡路の夏の特産物のハモが今、よそから、

ほとんど韓国とか、今、結構、徳島のほうからも買ってきとるんですけども。地場の地産
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地消というのがなくなってくる可能性があるんです。そんなのも、よく課長、漁業組合に

足を運んで、そこらの現状が、できたらよく把握していただきたいと思いますので、よろ

しく頼んでおきます。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   答弁よろしいか。 

  ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   鳥獣害対策の関係でちょっとお伺いしますが、気の毒なぐらい農林水

産が多いんで、全部これ、的確な答弁をせなあかんので、頑張っていただかんとあかんの

ですけども。 

  ページは、附属資料で言えば１７６ですか、それから、本体は１３７ですね。この鳥獣

害の状況ですけれども、前回、一般質問か何かで聞いたときには、ちょっと場所は変えて

いるけれども、急激な拡大ではないというか、現状維持程度になっているというような、

たしかそんな説明を聞いたように思うんですけれども。平成２６年での被害状況、どうな

ってるか、説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   ２６年度の鳥獣害の被害なんですけども、獣害、イノシ

シ、シカが主なんですけども、これは共済のほうの関係ですけども、３割以上の被害があ

った分ですが、１４５筆ございました。７９戸の１４５筆ということでございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   イノシシとシカを合わせて７９頭ということですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   鳥獣害ということで、獣害のほうが主で、イノシシ、シ

カを合わせてです。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   これは、２５年度に比べてどうなんですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   ２５年度につきましては、１９３筆ということで、１０

８戸、２５年度と比べましたら、若干、約５０筆ほど減ってるということでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これも、対策が進んでいるところでは減っているけれども、対策が十

分できていないところではふえているというような、前、神田部長だったか、そんなよう

な説明があったんですけども、傾向はどうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   対策というのは、防護柵なりして、のり網などをしてい

るところかとは思うんですけども、その辺のところの、対策をしているところとかのその

辺はわからないんですけども、２５年度に比べたら、若干減ってるということが今の値で

出ているかとは思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   前任者の部長はそういう説明で、移動しているというようなことがあ

ったと思うんですね。対策はそれなりにやってきていると、減っているという。 

  きのう、おとといだったか、これは洲本市のことなんですけども、ちょうど堺小学校か

ら札の辻へ抜ける道で、田んぼのほうからイノシシが飛び出してきたと。それで、軽乗用

車でタイヤがバーストすると、イノシシの牙に突かれてバーストすると。前のフェンダー

とかがすごく被害があって、１０万ぐらいかかったと。ぶつかったイノシシは、しばらく

けいれんしとったけども、すぐ死んだという話だったんですね。これ、夜の９時半ごろな

んです。 

  確かに、軽乗用車とかであればガードされとるんで、車が強いんですけれども、これが

二輪とか、私もよく二輪に乗るんですが、だったら非常に危ないと。こういう鳥獣害の農

作物の被害だけではなくて、人的な被害、物損というようなことがもし仮に多発しておる

ようであれば、そういうことについても対策をしていかないかん、これはどこの事業にな
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るかわからんのですけれども、そういうような被害ですね、そういう報告はつかんでおら

れますか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   国道にシカが出ているとか、町の中に、近くまでシカが

来ているとかいうのは、何件かこちらのほうでは把握しております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   車両なり、人間なりの被害が今のところなかったんだったら、それが

これからも起こらないように対策をしていただきたいということがあるんですけれども。

よそごとではないというか、結構そういうイノシシに襲われてとかいう、神戸でもこの間

ありましたし、やはり今、こうやって捕獲頭数がふえてきて、農作物の被害、柵をしてあ

るところでは被害が減ってるということであるんだけれども、実際にそこに生息する頭数

というのが余り減ってないというような印象もあるんですね。 

  道路に出てきて二輪にぶつかって、人身で不幸にも亡くなるというようなことがあった

ら、大変なことになるのかなということなので、そうした面での対策についても、今後、

いろいろ関係機関と相談をしながら考えていただきたいというふうに思っておるわけです

が、その点いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   そういうふうな、これからもそういうことがあり得ると

いうことの中でございますので、そういうことが起こった場合は、猟友会なりとまた協力

しながらもありますし、町の中であれば警察なりにも声をかけていかなければならないと

いうところもありますけども、獣害対策については、猟友会だけでなしに集落も、これも

含めて、集落ぐるみで取り組んでいくということで、ことしからまたそういう形の対策と

いいますか、方針で、獣害の捕獲を行っております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。 

  再開は、午後２時１０分とします。 

 

（休憩 午後 １時５２分） 
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（再開 午後 ２時１０分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  先ほどの質疑に基づきまして、農商部長からお話がございました。先ほどの質疑の中で

決算書、一部訂正、差しかえをしたいということで、ただ、時間がかかりますので、あさ

っての朝に差しかえさせていただきたいということでございますが、これで御異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  では、農商部長、そのようによろしくお願いいたします。 

  質疑を再開いたします。 

  ほかにございませんか。 

  印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   先ほどの蛭子委員が言っておりました鳥獣被害について、ちょっ

と私なりの質疑をさせていただきたいと思います。 

  被害とかその他云々についてはそれでいいんですが、実は、今まで賀集地区でイノシシ

とかそういうものが出ていなかった地域に突如、１週間ぐらい前にイノシシが出没しまし

て、そこで急遽、農家の方たちは、自費で網を買ってきて、支柱を立ててやっておるんで

すね。そういうことで、市のほうに要請しましたら、市の担当者も早速来てくれまして、

農家のほうに指導していただいて、防御ネット等についてをやっていくということなんで

すが、それはそれでいいんです。 

  ところが、その地域の端が、南淡中学へ行く通学路になっておるんですね。特に御存じ

の方もあるかと思うんですが、賀集地区から南淡中学へ行く通学路は、山の周辺を通って、

谷間を通って、この南淡中学に行くという地域なんです。そこで、自治会のほうからも教

育委員会のほうへ、通学路の安全確保ということでお願いに行っとると思うんです。 

  私は、この行政の一番の欠陥は縦割り行政で、農商部、教育委員会というように、こう

いう形でやっておると思うんですが、たまたま今回の場合、賀集地区の場合、農業地帯と

通学の道路が一緒になっておるようなところなんですね。この点について、教育委員会の

ほうへ地域から要請がありましたか。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 
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○教育次長（藤岡崇文）   教育委員会教育次長の藤岡でございます。よろしくお願いい

たします。 

  ただいまの印部副委員長からの御質問でございますけれども、私のほうではそういった

お話は聞いておりませんけども、学校教育課のほうで確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   とにかくこれ、私どもは、地域の方々は、どこの部署がやろうが

安全地帯をつくってくれたら、もうそれでいいんですね。ですから、これ、農商部と教育

委員会とか、これはもう横の連携をとりながら、ぜひこれはそっちの部会、これはうちの

というようなことは、もう絶対にないように、とにかく、鳥獣被害から農作物を守るとい

うのも大きな仕事、それから、通学している子供たちの安全を確保するのも、これも大き

な仕事なんで、そこらは連携してやっていただきたいと思うんです。 

  予算がどっちやあっちやいうことも当然あると思うんですが、そこらは十分、部長同士

が話し合うて対応していっていただきたいと思うんですが、その点について答弁をお願い

したいと思います。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   通学路の安全対策につきましては、一番大きいのは交通安全

とかいう部分やと思うんですけども、年に何回か会議を持ちながら、関係機関とも協議し

ながら、学校現場から出していただいたそういう防犯とか交通安全とか、また、水路があ

ったりとかで危険な箇所とかも含めて現場を確認しておりますので、そういった中で今、

印部副委員長のほうから出されたお話が出てきてくるかもしれませんので、そういった場

合は、それをどんなふうに対策するかというのも含めて協議していく会議やと思うてます

ので、その辺は、学校、地域、関係機関含めて、そういう問題には対応していきたいとい

うふうに思っております。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   先ほど、蛭子委員からもありましたように、いわゆる交通事故で

すね。これ、私どももよく聞くんですが、私自身も体験したことがあるんですが、ゆづる

は荘からオニオンを通って賀集に抜けていくときに、もう夜の７時、８時になってきたら、
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シカの目がヘッドライトに浮かんで、恐ろしいぐらいの数がおるんですね。聞くところに

よりますと、車のボンネットに当たってきたとかいうことで、あそこでも結構、物損事故

が起こっておるんですね。 

  ですから、これはもう、市は部門というよりも、総合安全対策課か何か知らんけれども、

そういうようなちょっと各部をまたいだような対策室をつくってもらって対応したほうが

いいんじゃないかなと、私自身が思うんですが、市長、どうですか。そういうことが可能

なら、そういうような対策もとるべきでないかと思うんですが、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   これはもう、かなり前からこの鳥獣被害、特にシカ、イノシシ、

この被害が、これはもう、私どもでなくして、島内あちこちで非常に今、副委員長が言わ

れたような事例も聞いております。 

  総合的な形ということを提案されたんですが、とりあえずは今、一番県なり国なりのそ

ういう筋から言えば、やはり、農林の関係なので、そこにできるだけ、そこの縦割りだけ

でなくして、今、通学路の問題、また地域との問題、これはもう、どこかがやっぱり主に

ならんと、一つの新しいそういう組織が今すぐつくれるかといったら、なかなか行きませ

んので、やはり農林のほうで主になっていただいて、枝葉をちゃんと取りまとめていく、

そういう動きをとっていきたいなと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １４５ページの学生用共同住宅整備事業補助金８００万というやつで

お尋ねすんのやけど、その前に、ちょっと私も鳥獣被害、市内の電柵事故というて、先般

亡くなられたやつで、あれは市内はどのような対応をしていただいとるのか、それだけち

ょっと先に教えてください。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   先般の事故を受けまして、私ども南あわじ市についても

電気柵につきましては、農家に対してですけども、６２戸の農家に対して、注意喚起を行

っております。それと同時に、またアンケートのほうも、漏電遮断器をつけているかどう

かというようなところのアンケートも一緒に送って、それの注意喚起に努めております。 

  以上です。 
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○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   何年か前、湊地区で、結局、一般電源か何かで１名犠牲になられた事

故も、市内でも当然、発生したという私は記憶があるので、その辺、二度とそういう類似

事故のないように、注意喚起だけでなしに、積極的な行政指導をやっていただきたいとい

う思いがありますので、その辺よろしくお願いします。 

  そしたら、この学生用の共同住宅補助金８００万なんやけども、これは当然、市内に、

吉備国際大学に入学される方々に対する住宅供給サイドの施主に対しての補助金やと思う

んやけども、この辺、今まで３年間ほど、２７年度でしまいやと思うのやけども、今まで

の実績をまず教えてください。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   今、委員さんおっしゃったように、３年間の事業

でございます。目標としましては、単年度に５０戸、３年ということで、１５０戸を目標

にしておりましたけれども、２５年度は１５戸、２６年度は１６戸、計３１戸ということ

でございます。今の現況です。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんで、２７年度で最終年度やと思うのやけど、２７年度のこの申請

が上がっとる件数、わかれば教えていただけますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   大学のほうにおきましても、やはり生徒さんが住

むところが余り芳しくなくて、やめられたということで、共同住宅をこしらえてほしいと

いうことを要請されておりました。それで、こういう補助があるということを広報等でか

なりＰＲしてきました。今年度は、申請が５０戸ございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ちなみに、市内であったら、例えば吉備国際大学からの距離の規制と

か、そういう規制というか、要件は何かあるわけですか。もう市内どこで建設しても、学
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生用のある程度、施主の家賃とか何かあるのだけど、その要件について、どういう要件の

場合はこの補助金の活用ができるのか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   場所につきましては特段ございません。南あわじ

市内ということで、ある意味、事業主さんに判断していただきたいと。余り遠くでしたら

学生さんもちょっと控えるところがあるのかなというところでございます。 

  家賃につきましては、木造で４万円、非木造で４万５,０００円、これは上限でござい

ます。あと、１戸当たりの部屋数の面積だとか、バス、トイレが別だとかいったような要

件がございます。それから、補助金を交付するためには、学生さんが３分の２以上、入っ

ていただくというのが要件でございます。 

  ちなみに、２５年度も２６年度におきましては、全部、学生さん満室でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   もう最後なんやけども、ちなみに差しさわりなかったら、２７年度で

５０戸建設予定なんやけんど、大体、エリア的には大学周辺なのか、そのあたり、差しさ

わりのない程度でちょっと答弁願えますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   地域におきましては、市地域、それから神代、そ

れから賀集地域でございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   市営住宅についてお尋ねをします。今、市営住宅は公平・公正という

ことで、入居するのには全部抽せんになっておるわけですが、旧町時代は、かなりでたら

めな方法で入ったことも、そういうことも聞くわけですけども、ただ、抽せん、例えば身

障者の場合に特別に身障者用の市営住宅というようなものはあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 
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○都市計画課長（原口久司）   南あわじ市では、特にその優先ということは設けており

ません。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それで、私の知り合いで、今、民間のマンションに、阿万ですけど３

階におるんですけども、結局、下半身が悪くなって車椅子生活を送っておられます。それ

で、奥さんと２人、息子さんは南あわじ市に在住しておるんですけども、いざというとき

にはそういう息子が来て、かいておろしていっておるわけです。そして、それが結局、奥

さんのほうは仕事をしておるんですが、車によう乗らないということで、四季の丘があい

た場合に、もう何回も抽せんに行っておるんですが、なかなか運がないというか、当たら

ないわけなんですよね。 

  それで、課長にもそういう特別な事情の場合は、特別な配慮の仕方はないんかなという

ようなことをお聞きしたんですけども、いや、それは、身障者の方も数多くおられるし、

そういうのはできないということなんですが、あれ、条例等にはほとんどのものに、市長

の権限においてその条例がある程度、市長の権限で変えられるようなことが書いてありま

すわね。そういうような特別な事情よな、そういうようなことは、やはりそういう特別な

枠には入らないわけですか。その点、どうなんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   今の南あわじ市の制度では、特定入居といいまして、災

害とかそういう場合においては、優先的に入居ということが可能でございますけども、障

がい者、高齢者、母子については、特定入居といいますか、優先して入居するという制度

はとっておりません。 

  ただ、今、委員おっしゃられるように、市長が認めた場合という文言は条例の中にはあ

るかと思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それで、私も窓口に行って、そういう話をするんですが、今までそう

いう特別な市長権限において、そういう市営住宅に限らず、市長権限によって、事情によ

って変えられたというようなことは、今までないですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 
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○都市計画課長（原口久司）   私の知る限りでは、東北大震災の関係で、それは国のほ

うからの方針等でありまして、そういう方を一時的に入居というのはございました。旧町

のときでも、火事でということもあったように聞いております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   なかなか答弁しにくいところもあると思いますが、今回も２部屋あい

ているということですけども、既に聞いたら、もう６名ほど来ているということで、恐ら

く申し込んでおるとは思うんですけど。そういうようなことで、生活もできない、そうい

う急遽、そういう事情があると。 

  それはそれとして、公平・公正ということでいいと思うんです。ただ、市営住宅に入る

のは公平・公正なんよね。それで、入って今、課長、市営住宅の家賃の滞納というのは、

この状況についてどうですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   平成２６年度の住宅使用料の収納状況でございますけど

も、収納率９３.３％と、２５年度に比べまして１％の増、滞納額で１５５万４,６９０円

の減少ということになっております。それで、駐車場を除いた全体としましても、収納率

で９３.４７％と１％の増、前年度に比べて１％の増。滞納金額にしまして１６１万円余

りの減少となっております。 

  平成２４年度より徐々ではありますけれども、滞納者数、滞納額は減少しているような

状況であります。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いやいや、いろいろ数字を言うたんやけども、２６年度現在で滞納額

は幾らですか。パーセントでなしに。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   ２６年度で滞納額が１,１０３万９,５８０円でございま

す。 

 



－ 223 － 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そこで、公平・公正にそういうような状況で生活もでけへんような形

ででも、なかなかそういう例がでけへん、それはもうそういう条例で決めてそういう方針

で行くのはええんですが、これ、あそこ、市営住宅に入ると、これは恐らく、住宅は強制

執行とか、何ぼ滞納しようが、出ていけへん。これは、法的に守られとると、私はそない

思うんですけど、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   平成２４年に南あわじ市においては、家賃の滞納整理事

務処理規定というのを設けております。その規定によりまして。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いやいや、法的によ。私が言いよるのは、住宅は、これは私の解釈で

すけども、市営住宅に一旦入ったら、金を払おうが払うまいが、はっきり言って、出てい

ってくれということは、法的にできないんと違いますかということを言いよんねん。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   明け渡し請求ができます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、明け渡し請求ができるのに、今、こんな１千何ぼもの滞納がた

まっとんのやな。入るのは公平・公正、入った人は、もう何や、家賃を滞納しようがどな

いしようが、もう出ていかんでええというような感覚でおるわけよな。 

  そやから、まず、抽せんで公平・公正やいうんだったら、まず、何かそういう滞納せん

ように、何ぼでも入る人はおんねやから。滞納したらすぐ出ていってもらうとか、そうい

う処置をせんと、入るんは公平・公正、ほんで、入ったら、こんだけの滞納額を放ってお

いてやで。こんな市政運営というのはいかがなもんかと思うんですよ。ほんなの、もっと

厳しく、１千何ぼも滞納やいうて、そんな、ちょっと今も聞いてびっくりしとんのやけど

な。課長、その点どうですか。おかしいんと違うの。 
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○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   公営住宅というのは、もともと低所得者、それから、住

宅困窮者に提供しておるということで、経済の不況等によって、いろいろな、収入が少な

くて支払えないような状況の方もおられます、たくさん。ただ、今、滞納しておる方につ

いては、長期滞納者返済計画を立てまして、現年度プラス、その滞納過年度のほうも計画

的に支払ってもらっていると。それから、一部退去者についても、保証人等でも返済計画

を立てて支払っていってもらっているような計画を立てております。 

  そういうことで、２４年度から徐々にではありますけども、減少しているような状況で

あります。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   今、これはもう個人情報で言われへんけども、最高で一番ためてる人

で幾らなんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   １２０万円台の方が、１００万円を超えた方が２名おら

れます。ただ、その２名のうち１人は退去された方でありまして、毎月、保証人で支払い

をしていただいております。 

  もう一方については、今年度中には全額とはいきませんけども、ほぼ支払っていってい

ただけるような確約というか、とっております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １２０万円というのは、これは、期間はどのくらいで、こんなにたま

ったんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   １２０万の方は、もう退去されて、残りが１７カ月とい

うふうになっております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   まあこれ、一般社会で考えますと、かつて、１７カ月も家賃を払わん

と、それは、そういう市営住宅というのは、そういう低所得者というか、そういうかなり

弱い立場の方に優先的にという、そういう趣旨はわかるんですけども、それにしても、そ

んな１７カ月も滞納して、そういう、言うたらでたらめですわね。そんなことが通って、

入るときは抽せんやと、そんなもん、例えば、入るときに誰か保証人をつけて、何ぼ滞納

したらもう出ていってもらいますよというぐらいの、そのぐらいのことはやってるんです

か。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   条例では、３カ月以上したら明け渡し請求をできるとい

うことで、先ほど言いましたように、２５年ですか、事務規定をつくって、要は、悪質な

入居者、お金があるのに支払われない、返済計画にも乗らないというような方については

法的に明け渡し請求ということで行っております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、そうしたら、抽せんして、公平・公正にやりよる、そんなら、

何ぼ当たった人は、そういう支払い能力、そりゃ、所得が低かっても、それはそういう支

払い能力があるから抽せんに行ってるんでしょう。そういうようなことをちゃんと調べた

上でやっとるんですか。 

  ただ抽せんに当たったら入れる、今も言いよるように、１７カ月も家賃を払わんと、ど

ないもようせんと、そんなことは、これは何でも、公平・公正やいうことは、ほんまに実

際に、入りたくてほんまにしよる人が入れんと、ほんで、入った人は家賃滞納でいうて、

１７カ月も、そんな、１２０万もためて、今努力してますやいうて、そんなことは、これ

はちょっと一般社会では通用せんと思うねん。 

  ほんで、そんなら、保証人もとらんと、何の調査もせんと、抽せんして当たったら、も

うそのまま入れると、今言うたとおりなんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   入居のときには保証人は２名とっております。それで、

先ほどの１００万以上の方については、保証人、退去はしておるんですけども、本人と連

絡がとれないので、保証人に毎月、支払いをしてもらっているということでございます。 
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○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、今、答弁で、入るときは保証人をとっているというこ

とですね。ということは、滞納にはなれへんだ。保証人をとっとったら、保証人からもろ

うたらええことであって。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   当然そういうことでございます。３カ月以上たまれば、

長期滞納の方については、当然、保証人とも相談なりして、支払い義務が生じてきますの

で、そういうふうに行っております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   もう最後にしますけど、公平・公正という、窓口行ったら言うんであ

れば、そういう家賃も公平・公正に、まして、保証人までとっとったら、これはもう一般

社会だったら保証人がこれ全部、責任持って払うのが、やっぱり何ぼ弱い立場の人であっ

たって、それは、ほんまにけがしてどないして、歩けへんとかいう中で、そんなんでも入

られへんのや。これが、心身の状態が健康な人間が、抽せんで当たったいうだけで、それ

で、そんだけ滞納がたまって、市が何ともようせんやいうことが、こんな不条理なことは

ほんまに私、情けないと思う。 

  やっぱり、そやから今後は、これはやっぱりそういう抽せんで当たった人の、ある程度

は保証人をとっても支払い能力がある、そしてやっぱり３カ月以上したら、これはもう出

ていってもらいますよというぐらいのきっちりしたことをやってもらわなんだら。もう、

入った以上、例えば今言いよるように、百何万もたまっとったってどないもようせん、は

っきり言って、市はどないもようせんへんわな、これは。はっきり言って、解放同盟にし

たってそうや、旧町からでもそんなもん、市は一銭もよう取れへんと思うし、しまいには

時効みたいなもんで。 

  それと一緒で、入ったらもう、永久的にそこにおれると、そんなんではやっぱり、公

平・公正な行政とは言われへんと思うんで、課長、どうですか。今後、抽せんで当たった

人については、保証人をとっとんのやったら、保証人が責任持って３カ月以上滞納した場

合は出て行ってもらうと、これは当たり前の話やと思うけんど、その点どうですか。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 
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○建設部長（岩倉正典）   委員のおっしゃること、ごもっともだと思っております。た

だ、委員にもちょっと理解していただきたい点もあるんです。先ほど、うちの課長のほう

から説明もありましたように、滞納しておる方につきましては、とりあえず３カ月以上の

滞納者については、返済計画を盛り込んだ誓約書を作成して、完納を目指しておるという

のが今の現状でございます。実際には、平成２３年度、当時は現年分といいまして、こと

し、実際に支払う分ですね。現年の収納率については９５％程度であったものが、今、平

成２６年では９９.４１％、ほぼ完済に近いような状態で今、収納のほうをしてございま

す。 

  ただ、今現在、滞納が１,１０３万９,０００円あるというような報告をさせていただき

ましたけども、これにつきましても、平成２３年度におきまして、１,７５５万円あった

やつを、返済計画等を協議いたしました中で、今、分納しながら支払いをしていただいて

おりました結果、今現在、１,１００万ということで、約６５０万ほど滞納額のほうも減

ってございます。 

  本来でしたら、委員のおっしゃるとおり、全て一気に１,１００万、すっと集めればえ

えんですけれども、そういうようなことのできない事情の方々もおられるということの中

で、返済計画なり誓約書により、徐々に減していっておるという、しかもなおかつ、現年

分についてはほぼ、９９％を超える収納率を確保しておりますので、もうしばらくそのよ

うな目で見ていただければというふうに思っております。 

  なかなかいい答弁ではありませんけど、これが今の現状でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、そやけど部長、これは、努力されとるのは、一般指定にしても、

それは皆、努力されとんのやけども、現実は十何億ものになってきて、しまいには不納欠

損とかなんとかいって落としていきよるわけ。恐らく、努力は私、してないこと言いよら

へんからな。それは、職員も一生懸命やっとんのやけども、公平・公正に、そういう入れ

るんであれば、やはり家賃の徴収、税の徴収とまた違うんよ、どない言うといて、抽せん

で当たって入っとんねから、そんな、家賃払うて当たり前の話や。それで、保証人までと

ってやっとったらやな。 

  けど、現実、普通の税金でも、ちょいちょいスナックや行くと、「おまえら、税金払い

よるの、あほちゃうか」というような、そんな市民もおるわけや。市営住宅でもない、こ

んなこと言うというか、「ほんなもん、市営住宅は入ったらしまいや」と、「どないも市

はようせんで」と、現実、こういう声があるんですよ。だから、私もここで言いよんねん。 

  やっぱり、そやから、公平・公正に入れるんであれば、家賃の徴収も公平・公正に、保
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証人までとっとんねん、３カ月、４カ月、それは、執行部のほうで判断したらええわ。い

つまでも、そやから、現実、１２０万もたまっとったって、堂々と生活しよんやないか。

そういうことを、これはまあ、私が言いよるのは、むちゃを言いよるのかもしらんけど、

市長、この家賃の市営住宅のものについて、市長の御見解を一回、お聞きしたいと思いま

す。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   市に関する家賃、そのほか、税もそうでございます。１００％収

納して、これが当たり前の行政の役割やと思います。しかし、いろいろな事情があって、

そう行かない分があるんですが、家賃の場合は当然、今、担当部のほうから説明のあった

とおり、保証人もつけとる、また、３カ月という期限も切ってる。だから、その時点で、

もう強行に今後、いろいろな事情があっても、これはもう、皆さん事情があるわけですか

ら、強行にとりあえずは執行するよう、していくべきやと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  小島委員。 

 

○小島 一委員   決算書の１４５ページ、地場産業活性化支援事業補助金ですけども、

これは、最初は瓦製品の海外戦略事業というふうなことからスタートしたものですけど、

これ、何年続いておりますか。場所、わかりませんか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   瓦の部分でございますけども、国内、海外及びいろいろ

販路を拡大するための支援の部分やと思います。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   いや、何年続いてますかと。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   継続年数ですか、ちょっと今、把握しておりません。 
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○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   恐らく１年、２年でないのと、これの結果というか、どんな効果が、

この説明書では「行った」としか書いてないんやけども、行った結果、どういうふうな効

果があったのか、ちょっと説明をお願いしたいんですけども。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   まことに申しわけございませんが、今、その結果につい

ての資料を持ち合わせておりませんでして、後ほど報告させていただければと思います。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   これ、それがなかったら、質問でけへんのよの。ちょっと資料を出し

てもろうてからにしましょうか。 

  ついでに、瓦工業組合、これ、毎年質疑も出ることですけども、本体への補助金と同じ

ように手延素麺の補助金も出るんですけど、これの補助金というのは、まず、その金額の

根拠、それから、何に充当されておるというのを把握しておるのか、ちょっとお聞きした

いんですけども。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   瓦組合につきましては、人件費でございます。手延素麺

につきましては、組合員等を含めまして、手延そうめんの普及事業に補助しています。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   いや、その数字の根拠というのはあるんですか。補助金の。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   補助金の根拠は、今ちょっと持ってきておりませんでし

て、人件費の部分につきましては、ちょっと根拠を調べてきます。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 
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○小島 一委員   人件費に対して、この団体が多分、民間、瓦産業の事業所、また、会

社の、そういう窓口である団体やとは思うんですけども、やはりそれに、事業に対して補

助金を出すというならわかるんやけども、人件費に対して補助金を出すというのは、もう

ひとつ、ちょっと違うんじゃないかなというふうな気が常々しております。 

  本来、これは瓦の構成しておる団体が、それの運営費を出すべきでなかろうかなという

ふうに思うんですけども、どないですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   全体を通しまして、瓦の普及につきましての補助でござ

いますけれども、その中にも一部、そういった経費も含まれてますので、総額で見れば、

瓦の地場産業の普及の部分が大きいかと思います。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   今、けど、はっきり人件費に関するものやと言うたんやけど。これ、

予算のときにも、毎年の決算のときでも必ずどなたかが発言されとる部分だと思います。

後ほど資料も出してもらうんですけれども、やはり補助金を出すということは、どういう

効果があったのか、それはきちんと把握をしておいてもらわんと、毎年、去年出したから

ことしもというふうなことでは、やはりちょっとぐあいが悪いんでないかなというふうに

思います。 

  終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   決算書の１４５、それから、収入の部で、ページ４１、大鳴門橋記念

館の改修工事費３,３８１万２,０００円、それから、収入で３,５６１万５,０００円。ま

ず、この昨日か、課長に２６年度の純利益はと言うたら、６,８００万と言ったんですけ

ども、後から、２６年度は４,４００万の純利益やと。 

  ２５年度は、僕はもう少し何か悪いように思うとったんですけども、純利益が３,５２

７万やったというふうなことなんですけども、この改修、まず改修は、ここに書いてある

んですけども、多目的室の舞台等撤去費、これは設計監理委託１０９万３,０００円。そ

れの工事費が３,３８１万３,０００円となっておるんですけども、これは、人形のところ
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なんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   委員さんの言われましたとおり、淡路人形座の移転に伴

い、人形座の部分を撤去しまして、多目的ホールに改修した部分でございます。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   改修した後、どういうふうな施設として今、利用されておるんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   現在、２回目のトリックアートということで、いろいろ

見え方が違う部分の、絵で人を欺いた絵という形ですけども、トリックアートで人を呼ん

でおります。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   使用料が３％から５％に上がりましたよね。これは、この施設使用面

積がふえたから５％に上げたわけですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   昭和６０年にオープンしまして、もう３０年たちます。

いろいろなところに老朽化も目立ってきておりますので、その改修を含めて、施設利用料

を３から５に上げた次第でございます。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   これから、やはり老朽化になって、改修していかないかんということ

で、３から５％に上げたというふうな今、答弁だったんですけども、そしたら、あれだけ

人形会館として使っておった舞台のところまで全部、結構広い面積が新たにトリックアー

ト等に集客施設として使用するわけですよね。そしたら、その分、余分なやはり使用料が

発生してくるんではないですか。そしたら、５からまた上に上げらないかんのではないで
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すか。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   先ほど、今後の改修のための基金の積み立てというとこ

ろで５％に上げたところでございますけれども、今のトリックアートの部分につきまして

も結構、高額なレンタル料がかかっておりますが、それによって生み出す営業も若干あっ

て、それに関連する施設も、土産物とかも売り上げてますので、人形座がなくなってから

の多目的ホールにつきましては、それなりの成果をおさめているので、今、こういった基

金の積み立てが今後、できるんじゃないかということで考えております。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   基金の積み立てというのはわかるんです。老朽化になってきて、今後

改修するのに３から５に基金を積み立てるのに上げましたという課長の答弁だったんです

よね。それだったら、また今まで以上に使用するところがふえたんやから、使用料はふえ

て当然ではないんですかという質問なんです。だから、５からまだその上へ上げらないか

んのではないですかと。何でもそうでしょう。占用することによって、市でも占有したら

市の占有面積に値して、占用する金額が決まってくるわけじゃないですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   指定管理の決めた際に、その１０年後に３から５に上げ

るという予定を組んでおったわけで、人形会館の移転についての話は、その後に行われた

ことなので、今の占有率はふえても、その形で行っております。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   課長、それはええんやけども、やはり、これだけ純利益を上げておる

わけでねえか。ほんなら、利益を上げてないんだったら、支払い能力がないんで、それは

やむを得んなという部分があんねん。そやけども、これだけ毎年、３,５００万から４,４

００万、純利益を上げておるわけですよ。そんなら、支払い能力は十分あるわけなんです

よね。ですから、これひとつ、今後、交渉していくべきではないんですか。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   長船委員さんの言うとおり、できる分で私もちょっと話

に入って、上に提案できることがあれば提案させていただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   これも一つの交渉事でありますので、できる限り、これ、もし僕らで

も赤字だったら、そんなこと言いません。これだけの純利益を上げておるんで、あるんや

から、要は、使用面積があれだけふえてんよって、こういうことを言ってるんであって。

今後ひとつ、うまく交渉した中で、前へ進んでいってほしい。また、先ほど、老朽化にな

ってきとるんやから、向こうからの改修もかなりまた要求してくると思うんで、そんなこ

とも含めた中で交渉していく必要があると思いますので、鋭意努力してください。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩します。 

  再開は３時１５分とします。 

 

（休憩 午後 ２時５９分） 

 

（再開 午後 ３時１５分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  各委員の机上に、先ほど、原口委員から資料要求がございました平成２６年度バイオマ

ス利活用施設事業報告書等の関連資料、それから、農林水産課長のほうから、平成２６年

度南あわじ市酪農振興会収支決算書が配付されておりますので、ごらん願います。 

  それでは、商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   先ほど、小島委員から御質問のありました件で報告させ

ていただきます。先ほどは失礼いたしました。 

  まず、地場産業活性化支援事業の１００万円の件ですけれども、平成２０年から補助を

しております。これにつきましては、結果としまして、いぶし瓦にかわる黒いぶしという

のをつくりまして、寒冷地とかに今、販路拡大しておるところでございますので、結果と

しては、新しいものが開発できて、販路が拡大したのかなというところでございます。 

  また、瓦組合の件でございますけども、大変、端的に言いまして、申しわけございませ

んでしたが、瓦工業組合の運営についての、地場産業を含めた部分の、当然、人件費を含

む補助金で、旧町時代からの定額補助となっておりますので、今回としましては、ちょっ
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と今、探してきたところでございますけれども、定額補助ということでお許しを賜りたい

と思います。 

  また、素麺組合につきましては、地場産業のそうめんを普及するために、各種イベント

で無料配布等をしながら、そうめんの産業を守っているところでございます。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   今、説明を受けたんですけども、旧町からの定額補助ということで、

何の疑いもなしに、ずっと合併後のこの方、出してきたということでございます。ただ、

その中身がやはり、これは民間の事業所、会社の団体の集まりの組合でございますので、

やはりそういう補助金という性質から行きますと、やはりもうちょっと精査して、中身を

検討していかないかんのと違うのかなというふうには思います。 

  その後の活性化支援事業補助金、平成２０年から続いておると、その下の海外展開支援

事業等も同じぐらい続いとると思いますけども、新しい瓦を開発して、また販路が開拓さ

れたというけれども、果たしてそれが売り上げに対してどのぐらいアップしたとか、そう

いうふうな部分については、全然わからないというか、どういうふうに捉まえておるのか

ちょっと教えてください。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   私も、新しいいぶし瓦、黒いぶしがこの近くの店にもふ

えておりますけれども、どれだけ販路が拡大して売り上げがそれに伴って伸びたかという

のを把握しておりませんので、先ほど、小島委員さんが言いましたように、その補助金と

あわせまして、調査を十分していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   これについて、こういう事業の補助金を出したものについて、当然、

報告書というのが市のほうに来てないんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   報告書は上がってきております。効果という形で向こう
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から上がってきてますが、今現在では、その売り上げの数字というのをちょっと持ってお

りません。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   やはりそこらを相手に対して、何がどんなふうに効果があったのかと

いうことを、やはり求めていかんと、ただ効果があったというだけでは、全然説得力もな

いし。効果があって、どこまでそしたら、この事業に対して補助金を続けていくのかとい

うことも非常に、ある程度来たら、やはり自立していってもらわんと、いつまでも市の補

助金を延々と出し続けるというのもいかがなものかなと思うんですけども。部長、どない

ですか。 

 

○森上祐治委員長   農商部長。 

 

○農商部長（神代充広）   委員おっしゃられること、ごもっともだと思います。市の補

助金については、事業補助金でございますけども、原則的には３年を限度に補助のほうを

行っております。３年間が終わりまして、まだ途中であると、実績がまだ必ずしも完全に

上がってこないというようなことで、３年間また延長して継続するような場合もございま

す。その場合でも、おっしゃられるように、成果等をよく検証しながら、補助事業を続け

ていくべきかどうか、今後、さらに公営団体とも話し合いながら進めていきたいというふ

うに思います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   ３年というのは、もう倍以上続いとるわけですし、やはり、その前に

言いました組合そのものに対する補助についても、やはりきちんと内容を精査して、続け

るなら続ける、やめるならやめるで、判断するべきじゃないかなと思います。 

  以上で、質問を終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ページ、１４３ページの西淡まちづくり（株）高度化資金返済負

担金についてお伺いします。これ、先ほど課長からも資料をいただいたと思うんですが、
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これにも関連があるんかとは思うんですが、まず、この返済負担金の３００万余りについ

ての説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   この３１２万１,２１７円につきましては、今年度終了

なんですけども、シーパの前に通っておりますあの入り口から、県道の入り口から前に通

ってます平石線の工事の部分を西淡まちづくりのほうに出している分でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   わかりました。ほんで、先ほど課長から西淡まちづくり株式会社

に市から１億円の出資をしておる資料を出していただいたんですが、これ、課長、設立は

何年ですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   設立は平成４年ですが、開業は平成７年でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   これ、今、資料をもらって見せてもらっておるんですが、資本金

のトータルが３億９,９６５万円と。うち、南あわじ市からの出資が１億円ということな

んですね。これ、課長、大体、南あわじ市の今までの関連の会社の出資割合は、例えば、

うずの丘に対しては、資本金３,０００万円で南あわじ市が７００万円、パーセントにし

て２３.３％ですね。これ、２５％を切っておるんです。このたびつくっております美菜

恋来屋の出資金は、トータルで１億２,０１０万円であったと思うんです。で、南あわじ

市からの出資金が３,０００万円。これは、２４.９７９％で、２５％を切っておるんです

ね。あえて２５％を切っておるんです。南淡路農業公園株式会社は、１,０００万円の出

資金で、南あわじ市が５００万円で、南あわじ市の今、副市長が社長をやっておるわけで

すね。 

  この西淡まちづくりの株式会社は、今言うたように３億９,９６５万で、南あわじ市が

１億円ということは、２５％をわずかに超えるようにしてあるんだ、あえて。これ、２

５％を出資金が超えた場合と、２５％を出資金が下回った場合と、株主としての権利の違

いはおわかりですか。 
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○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   詳しくは存じないですけども、２５％を超えた場合は、

役員として入って経営者と。２５％を切れば、株主のほうに出席をして、意見等が言える

ということを聞いてます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ほぼ正解です。なかなかこれを理解しとる人はほんまに少ない。

ほんまにこれ、なかなかこの２５％のボーダーを理解しとる人は極めて少ないんですよ。

この２５％を切っとるということは、株主総会において、市がどんどん株主総会で発言で

きるんですね。２５％を超えとる場合は、市は、いわゆる経営者側になって、株主総会で

発言が抑制されるというふうになっておるんですね。 

  ほんなら、なぜ、この西淡まちづくり株式会社は、あえて２５％を超えたようにしたん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   この点におきましては、私も深くちょっと掘り下げたこ

とをまだしておりませんで、今、２５％というところを超えてます。ということで、役員

というところになっておりますが、合併前にはそういった部分を、役員に入るか入らない

かという、何か話もあったみたいですけれども、今の印部副委員長さんが言われた部分に

ついては、ちょっとわかりません。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   まあ、このことについてはまた何らかの機会でよく調べといても

ろうたらええと思うんですがね。これ、市長にお伺いしますが、このたびの有線の問題も

あり、この西淡まちづくり、これも皆、旧町がやっていたやつを合併のときに持ち込んで

きとるんですね、ケーブルにしても。 

  結局これ、１０年前に合併協議会というのは、各町でできて、それぞれ調整しながら合

併協議会から新市合併に持ち込んできたと思うんですが、今、１０年たった今、このこと

について詳しく理解しとる人がおらんと思うんですね。市長、これ、市長と副市長ぐらい

しかもう詳しい、まあ、岡田教育長なんかもずっとおりますからわかると思うんですが、
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一遍、この辺をきちっとしたことを精査して、市民にといいますか、南あわじ市の内部で

もきちっと理解するようにしとかんといかんのでないかと思うんですね。 

  私が思うのは、これ、今この決算書を見ておりますと、単年度で１２７万円の赤を出し

ておるんですね。そんで、累積の赤がその他利益剰余金が△の、２億５,０００万の△を

出しておるんですね。うちが３億９,０００万余りのうち１億円出資しとる。これ、仮に

きちっとしたことを話してないと、もし、この会社がパンクしたときに、その負債が１億

円分かぶってくる可能性があるんでないかという、私は単純な心配をするんですが。 

  市長、この合併のときに各町から持ち込んできたやつ、事業、私は幾らあるんか知りま

せんが、そこらもわかっている人が少なくなってきておるので、今、わかっている人がき

ちっとしておいていく必要があると思うんですが、市長、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   合併時には、一つ一つの事業のそこまではしてません。やはり、

大きな四つの町がどういう形で新市計画を組むか、そして、庁舎の位置とか、そういう主

たるものの協議はちゃんとしました。私の聞いている範囲では、西淡の１億円、これは当

時、旧西淡町が１億円を出し切りやと、後、どういう状態になろうと、これは、１億円に

ついては、当時の西淡町が万一の場合も、それはなくなっても仕方ないと、しかし、それ

はその時点で終わりやというふうに伺ってますが、書き物自身も見てません。 

  そういう話であって、一度、今、お話があったとおり、どういうような契約内容で、そ

れもそういう表現をしたのかどうか、また、ほかのものについても一応、そういう心配の

あるものについては当然、それぞれの担当で資料を引き出してきて、内部で検討もしたい

と思います。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   今、市長が言われましたように、西淡の場合は１億円は、これは

もういたきりみたいなことを言いますけど、実際、市にも１億円という数字が残っており

ますし、この決算書を見ても１億円というのが残っておるんですね。ですからやっぱりこ

れ、もし万一のときがあったときに、１億円出し切りやから、うちの市は関係ない、火の

粉はうちに飛んでこないとも言えらんところが、商法であるんかもわからんのですね。僕

らわかりませんが。 

  いずれにいたしましても、旧町から持ち込んだ事業も幾らかあると思うんですが、今、

やっぱり知っておる人がおるときにきちっと、いつまでもわかるようにだけはお願いした

いと思うんですが、いかがですか。 
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○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   当然、それも重要なことでございます。やはり、そういう協定書

なりがちゃんとあると思うんで、やはりその中身、精査してみたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １５５ページの河川管理費のこの排水ポンプ借上料１２１万７,１６

０円について、これ、どういう事業なのかお尋ねをいたします。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   建設課長の赤松です。よろしくお願いします。 

  この１２１万何がしですけど、これは非常時、主に台風時のときのポンプの借り上げ料

でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先般か、鬼怒川でないけんど、国交省のああいうポンプでの排水作業

を私も見とるわけですわね。ほんで、要は、低地の内水対策として、西淡庁舎前等々でも、

当市においても、消防団のそういう団の方々が出て、三原川へ排水作業を実施しとるよう

な状況下において、内水対策に従事しとるのやけど、私は、この国交省が持っとったよう

なああいうポンプ車、内水の排水ポンプ車というようなやつを、市としても１台ぐらいあ

ってもええんでないかなという思いがあるのと、このポンプ借上料というのは、どこにこ

ういうポンプがあるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   これは、福良地区です。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いや、福良地区でどないしよんの。ポンプ借り上げというのは、何か

水中ポンプみたいなやつ、どこか福良地区だけでどこかから借りよるのけ、業者から。も
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うちょっと赤松課長、もうちょっと親切丁寧に説明してもらわな、私もわかれへんねん。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   このポンプ借上料については、今、課長言いましたように、

台風時、特に昨年でしたら、台風時で大潮等々の危険があるような場合のときに配置した

分でございます。設置しとるのは、福良の原田川というて、御存じでしょうか。それと、

旧の福良小学校があった仁尾地区、ここに排水ポンプがございませんので、それに対応す

るために、ポンプのほうを設置してます。 

  もう一つは、湊の第２排水ポンプ、すなわち、三原川から下流側手のほうで、大型のポ

ンプでどんどん流しますね、あそこのポンプなんですけど、あれがちょうど停電等になり

ますと電源がないということで、発電機のほうを常に予備で設置しております。 

  したがって、３カ所に設置するわけなんですけども、それの借り上げ料として１２０万

円を使ってございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   赤松課長、もっと親切に答弁してくれ。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   先ほどの質問の前段の部分ですけれども、せんだって、県の

理事さんと別件で会う機会がございまして、その人は、国交省から出向されている方なん

ですけども、その中で、国交省が持っている移動式のポンプの話が出ました。この間の災

害のときに、私もテレビで映像を見たときに、これがあの理事さんの言っていたポンプか

なというようなことで見てたんですけども。 

  あれは、国交省が直接購入して、全国に配置しているようでございます。兵庫県下に国

交省なり県がそういったポンプを配置しているのかどうかについては、ちょっとまた調べ

たいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、課長、御存じやと思うのやけんど、要は、豪雨災害のときに西

淡庁舎前とかあの辺で、地区の消防団がポンプで排水作業したりしながら、道路の冠水な

り、そういうような作業にも従事しとるのよね。 
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  堀岸にしろ、それは櫟田地区、北阿万、あの辺に対しても、ああいう、私も国交省があ

あいうような特殊車両を持っとるというのは私も認識なかったのやけんど、先般からテレ

ビ見とったら、かなりの排水能力があるなと。内水対策として、ほんまに実際、これは有

効に活用できるのでないかなというような思いがあったんで、一度、あの車両は大体どれ

ぐらいするもんか、一遍、価格調査してもろうて、何だったら南あわじ市に１台ぐらい、

そういう非常災害時の内水対策の排水ポンプとして配置しても、私はええような気がすん

ねけんど。その辺、一度調査して、一遍、市として保有できるかどうかというやつを、一

遍ちょっと検討していただきたいと思うんですが、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   恐らく、１台、四、五千万すると思います。私の立場で今言

えることは、購入の予定はないので、今後、先ほど言いましたように、県下で配置されて

いるかどうかの調査と、また、今おっしゃられたような性能なり価格については調査した

いと思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、国交省に数十台か数百台近いか知らんのやけんど、国交省の、

例えば洲本の国道の国土事務所でしたか、あの辺にでもあるのだったら、貸してもらえる

か、あの辺、一遍ちょっと調べてください。淡路島にも配置せえというてください。 

  これはもう、これで終わりますわ。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   １４５ページの南あわじ市特産物品等販売拡大支援事業補助金の１０

０万円についてお聞きいたします。これは、商工会のほうへの補助金という形になってま

すが、ここで「関東方面に８社が参加し」と書いてありますが、この８社の業種、どうい

う業種が参加したかわかりますでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今、熊田委員から御質問がありました南あわじ特産物の

販路拡大なんですけども、商工会に出てるんですけども、８社というところで関東方面に
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出てるんですけども、８社の企業名というのは私のほうで把握しておりません。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   会社名でなくても、大体、どういった業種が参加してるのか、ちょっ

と聞きたかったんですが。４社の商談が成立したと、こういうことになりますが、この商

談の金額は、どれぐらいの金額の商談が成立したのかというのはわかりますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   まことに恥ずかしながら、今、把握しておりませんでし

て、もしうちのほうで調べて報告できるようであれば、今の４社の部分と８社の部分並び

に商談した部分を後ほど報告できればと思います。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そしたら、金額的にどうこうわからないとしたら、この１００万円の

事業に対して、これ、効果があったかどうかというのは、商工観光課のほうで把握はして

おりますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   商工会のほうから改めてちょっと聞いた上で、御報告し

たいと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   決算書の１５２ページから１５３ページの中で、道路橋梁維持管理費、

これ、市の市民もしくは自治会からの要望でいろいろと修繕なりやっとると思うんですけ

れども、今、赤松課長、年間どのぐらいの要望があって、どのぐらいのそれに対する執行

率といいますか、ありますか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 
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○建設課長（赤松啓二）   要望数については、かなりの量なんですけども、その箇所数

で言うと数百になると思います。というのは、要望書の内容によっては、地区によっては

旧村単位で出てきたり、一つの自治会でも１カ所の場合もあるし、何カ所もありますので、

そういう数で、トータルは今、資料持ってませんけども、修繕を昨年した実施の数で言う

と２０４カ所、これは道路関連の修繕の件数でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   今、道路の２０４カ所あったんですけど、排水とか水道関係はどない

ですか。これに入っておるんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   道路だけでございます。済みません、排水関係、河川も含め

てですけど、ちょっと時間をもらえますか。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午後 ３時４４分） 

 

（再開 午後 ３時４５分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   ５９カ所です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   結局、積み残しというか、執行できなかった箇所は、主な要因として

は予算やと思うんやけど、やっぱり予算の関係で積み残しが出てきてるんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   以前にも回答させてもらいましたけども、修繕については２
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０万以下ということでございますので、今、去年までのいなりこ予算も合わせて、建設課

のほうで執行しておりますので、修繕レベルについては、ほぼ完了できているかなという

思いです。 

  ただ、それ以上の請負工事になるような規模のものについては、なかなかすぐには対応

できてないというのが現状です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   要は、予算が財務との交渉でつかないということで、その予算の範囲

内でやっているということで理解してよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   そういうこともございますけども、なかなか地区からの要望

が上がってきても、それは所管でない事業もかなりありますし、当然、道路の新設なんか

でしたら用地交渉、用地買収というのが伴ってきますので、時間もかかったりしますので、

排水の工事についてもなかなか下流の同意が得られなかったりと、そういった対外的な交

渉も含むような工事については、かなりの時間を要してしまうというふうなこともありま

す。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   市長、これ、ことし、決算を今、やっとるんですけども、かなり市長

の努力で黒字の決算が出とるんですけど、この辺にもう少し来年度、市長、予算的に考慮

するような考えはありませんか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   当然、前段で今、委員言われたように、財政との一つ一つについ

て項目をかなり予算折衝のときには突っ込んだ協議はしております。ですから、必ずしも

満杯の予算づけはできているとは申しませんが、やはりそういう段階を踏んでくるもので

すから、私どもにしたら、どの部分がどうというのがなかなかつかめないところがあるの

で、極力私も、これはもうぜひやという、そういう順位をつけてくれというふうに言うて

おります。その辺も考慮しながら、一遍、また担当部局が財政と十分折衝して、これはも

うどうしてもというのは、また私のほうに上げてきてもらえば、可能な限りは取り組んで
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いきたい。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   赤松課長、今、市長がそういう話を、考えを述べられたんで、来年度

頑張ってください。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   バイオマスの関係で、１２７ページ、バイオマス利用補助金１４万６,

０２５円が出てるんですけど、これは農家からの持ち込みに対する補助金かなと思うんで

すけど、幾らぐらいの数量の持ち込みがあったんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   持ち込みにつきましては、１９.４７トンでございます。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   次に、炭化物ができてくるわけですけども、それの生産量、袋数でい

いですけど、それと、その売り上げ等は幾らになったんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   生産量につきましては、袋数なんですけども、９,２９

６袋となっております。金額につきましては、袋数は８,８５５袋なんですけども、２６

５万６,５００円となっております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   今、収支決算書をもらってるんですけれども、それは収入に入ってく

ると思うんで、これは、そしたら自主事業収入の中に入ってるということになるんですか

ね。 
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○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   別の参考資料の中に、試験田で３６０袋、堆肥組合に２,６４０袋と

なってるんですけども、これは売り上げとして計上されとることになるんですか。有償と

いうことになるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   この合計の３,０００袋でございますけども、これが市

のほうで買い上げて、希望者の農家の方に、先ほど言った３６０袋を無料配布ということ

で行っております。それで、後の２,６４０につきましては、堆肥組合のほうに行ってお

ります。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   その堆肥組合に行ってるやつというのは、市が買い上げて、無償で渡

してるということなんですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   その３,０００袋というのは、全部で経費としては幾らになってるん

でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   ９０万円でございます。 
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○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   次に、指定管理料の内訳を聞きたいんですけども、ダイオキシンの調

査費、施設点検費というのは、指定管理料に含まれると思うんですけれども、それぞれ幾

らになってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これは、修繕費の中に入ってるかと思うんですけども。 

  ちょっと時間いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午後 ３時５４分） 

 

（再開 午後 ３時５５分） 

 

○森上祐治委員長   それでは、再開いたします。 

  審査の途中でございますが、本日の審査はこれまでにしたいと委員長として思います。 

  ここで、委員長のほうから執行部の皆さん方、また、委員の皆さん方に若干、お願いを

したいと思います。 

  この決算委員会も、４日間の日程でございますけれども、残り１日となりました。例年

の進行状況と比べますと、若干おくれているようであります。昨日までは予定よりもよか

ったんですが、きょうは、かなりもたついたような進行になりました。その一つの原因の

一端は、はっきり申し上げて、執行部の皆さん方の答弁の不手際であろうと思います。 

  この委員会には、本会議と違って、課長の方々も大勢参加しておられます。何で、課長

が参加しているか。この委員会は、昨年の２６年度の南あわじ市の市民の血税がどのよう

なものにどのように使われて、どういう効果があったのか、市民の代表である議員は、非

常に一生懸命調べ上げて、厳しい質問をしております。それに対して、執行部の答弁は、

数字がわからないとか、資料の持ち合わせがないというようなこともございました。 

  私は、これは非常にゆゆしき問題であると思います。課長の立場というのは、やっぱり

所管の内容の事業、それから、数値、徹底的に頭にかち込んで、議場に臨んでいただきた

い。そのことを切にお願いしておきたいと思います。 

  それから、議員の皆さん方に、またお願いいたします。残り、後１日あります。後１日
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の夕刻には無事に終わるように、ペース配分のほう、コンパクトな質疑を御協力よろしく

お願いしたいと思います。 

  そこでお諮りします。 

  次の審査は、明後日、９月１６日水曜日、午前１０時より開会したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。長時間お疲れさまでございました。 

 

（閉会 午後 ３時５７分） 
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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２７年 ９月１６日 
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Ⅲ．会議録 
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決算審査特別委員会        平成２７年 ９月１６日（水） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ４時３０分） 

 

○森上祐治委員長   おはようございます。 

  ただいまより、決算審査特別委員会を開きます。 

  過日の質疑で福祉課長から答弁が求められておりますので、許可します。 

  福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   おはようございます。 

  先日、民生費の質疑の折ですが、印部委員のほうから、いきいき住宅の市営住宅の改修

ということで質問のあった件についてでございますが、市営住宅の担当部局と協議しまし

た結果、市営住宅につきましては、模様がえというのは基本的にはしてはならないという

ことにはなっておりますが、原状回復とか撤去が容易である場合においては、福祉部の判

断において可能となるというふうなことでございますので、その内容を精査した上での結

果になるかということになります。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎順次）   まず、先般の委員会で決算附属資料の訂正をお願いした

いと思います。 

  お配りしております１８２ページの決算附属資料をごらんいただきたいと思います。 

  ４番の補助金の（２）産卵用蛸壺設置事業補助金でございますけども、当初、「南あわ

じ市の各海域に産卵用蛸壺を継続的に設置することにより、稚ダコの増殖及びタコの漁獲

量の維持増大が図られている」ということになっておりましたが、先般の委員会で、増大

が図られているということで、平成２５年度との比較を申しましたが、それが漁獲量が減

っておるということの中でマッチしてないということでございますので、そこら辺の文言

がおかしいということで、訂正をするものでございます。 

  変更となった訂正でございますけども、文言を少し変えまして、「タコの漁獲量減少を

抑えるため、市内各漁協が各海域で産卵用蛸壺の設置に継続的に取り組むことにより漁獲

量の維持に努めた」ということでございます。 

  漁業に関しましては、まず単年度で評価することは大変難しゅうございます。それで、

過去５年間を見てみますと、やはり浮き沈みがあるということでございます。そういうと

こから、平均をしてみますと維持ができているのかなということでございます。 

  それと、（３）アオリイカ資源増大事業補助金でございますけども、これにつきまして
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は、中途の「アオリイカの他の水産資源の維持増大が図られる」というところの点でござ

いますけれども、こちらのほうも増大が図られるということで平成２５年度と比べまして

漁獲量が減っているということで、ここの場所で「水産資源の漁獲量の維持に努める」と

いうことに直しております。 

  これも、先ほど申しましたとおり、漁業を単年度で確認することは評価はなかなか難し

いというところで、過去においての５年間というところで、平均というところでふえてお

りますので、それで維持されてるというところでございます。 

  続いて、それの同じページなんですけども、（６）漁場環境改良事業補助金でございま

すけども、こちらの点で木場委員から御質問ありました点でございますけども、トラフグ

の白点病が漁協でいつごろ、どれぐらいの数でかかったかということでの御質問でござい

ますけども、漁協のほうに聞きますと、白点病については、平成１７年ごろに、数量のほ

うはわからないんですけども、７割ぐらいかかったということでございます。 

  その平成１７年以降につきましては、それは聞いておりませんので、白線病の予防につ

いては効果があるということで考えております。 

  それと、続きまして、（７）の木場委員からの御質問があった丸山海底耕耘補助金でご

ざいますけども、これについての環境調査なりをしてないんかというようなところの質問

でございます。 

  環境調査というのも行ってはおりませんが、この事業も３年間この事業を継続しており

ます。その点で、また環境調査ということで、また来年なりでも検討していきたいと思っ

ております。 

  以上で終わります。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   月曜日に、熊田委員から御質問ありました南あわじ市特

産物等の販路拡大支援事業でございますけれども、８社参画ですが、８社の内訳は食料品

５社、海産物１社、そうめん業者２社でございます。 

  そして、４社が契約されました内訳なんですけれども、そうめんが１社、食料品が４社

でございます。どちらも北陸地方の卸売業者なりスーパーマーケット等に取り扱いを得て

おります。 

  また、その他インターネット販売業者とも取引ができております。 

  販路の取引金額につきましては、公表を差し控えさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  以上でございます。 
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 １．認定第１号 平成２６年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 （５）歳出 款５．労働費及び関連する歳入 

     〃  款６．農林水産業費 〃    

     〃  款７．商工費    〃    

     〃  款８．土木費    〃    

 

○森上祐治委員長   一昨日に引き続き、認定第１号、平成２６年度南あわじ市一般会計

決算の認定について、（５）歳出、款５．労働費、款６．農林水産業費、款７．商工費、

款８．土木費及びこれらの歳出に関連する歳入について、決算書のページ数は、歳出が１

１８ページから１６１ページまででございます。 

  質疑ございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   前回終わるときに答弁が保留になってたんですけど、それから始めて

いただけたらと思うんですけど。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   先般の委員会で御質問があった答弁なんですけども、ダ

イオキシン検査がどちらに入ってるかということでございます。 

  それは、修繕費のほうに入ってるということでございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   幾らだったか聞いたと思うんですけど。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   １０８万円となっております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   施設点検費というのは幾ら計上しておりますか。 
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○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   こちらの収支計算書の業務委託費になるわけなんですけ

ども、設備の任意点検でございますけども、２６万２,５００円と、リフトの定期点検が

ございます。それが７０万２,４３４円となっております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   決算書の中でいうと、今の施設点検の分は業務委託費の中に含まれて

おるということのようですけど、ダイオキシンの調査費というのは、やっぱり保守点検と

か維持管理費という項目がゼロになっておるんですけど、その辺にやっぱり分類すべきで

ないのかなと思うんですけど。 

  それと、月曜日答弁のあった炭化物を市が買い上げて堆肥センターのほうに無償提供し

ているという分が自主事業収入になってますけども、これ自主事業と言えるんかどうか、

ちょっと疑問を感じます。 

  分類の仕方が雑でないかなというふうに、それは指摘にとどめますけども、そういうふ

うに思います。 

  ダイオキシンの点検なんかは法定検査なんで、きちっと保守点検費のところに本来計上

すべきでないんですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   委員おっしゃるとおり、修繕費というところに入ってご

ざいますので、今後、保守点検というふうなところへの移行を考えていきたいと思ってお

ります。 

  それと、堆肥センターのことですけども、市が買い上げて管理組合に入ってるというこ

とで、こちらのほうへ収入ということで上げさせていただいております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   使用料手数料の中に２９４万円が入ってるんですけど、これはどうい

うものの支出なんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 
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○農林水産課長（宮崎須次）   これは、土地の借上料になっております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   平成２６年度、２９４万円ですけど、それ以前に滞納があったように

思うんですけれども、その分は解消したんですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   神代の施設なんですけども、平成２２年度から平成２４

年度までなんですけども、１４８万５,０００円滞納となっております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   それは滞納のまま、不納欠損になってしまうということですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これにつきましては、これから少しでも入れてもらうよ

うに努力しながら徴収のほうもしていきたいとは思っております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   最後に、この指定管理者からこの決算書なりの報告が出ておると思う

んですけども、それの今後に向けた取り組みのところを見てますと、処理量は計画数量に

達しており、安定的になったが、引き続き適正な残渣処理の啓発に努めるというふうに書

いてありますが、この収支状況を見てますと、指定管理料１,２７０万円をつぎ込んでも

約５００万円の赤字になっていると。 

  さらに、今後は修繕費がかさみそうな状況というような報告でありますけれども、これ

は指定管理者の意見でしょうけども、現状の５基をそのまま継続して指定管理するという

ことはかなり経費が今からふえたりすると思うんですけど、その辺についてどういうふう

に考えておるんでしょうか。 

  これは、指定管理者は続けたいという意向のように、この文章見てたら思うんですけど、

これについて、市はどういうふうに考えてますか。 
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○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   今、委員おっしゃられたとおり、赤字となっているのが

事実でございます。 

  今後につきましては、この５施設、これも御存じのとおり補助事業で行っている施設で

ございますので、１０年たっているというところから、順次、国のほうへ申請もしていき

ながら、認められれば廃止の方向へ持っていきたいというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   民間でバイオマスというか、処理をされている、炭化やなしに堆肥化

の方法で処理されている施設もあるわけですので、私は適化法が終了すれば、市も全部な

くすのは難しいか知りませんけど、ある程度集約して、きちっと採算とかいろいろ考えな

がら、そこで処理できなくなる部分は民間に引き取ってやってもらうとか、そういう方向

を考えるべきやと思いますけど、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   委員おっしゃるとおり、この施設がなくなれば、その残

渣をどうすればいいのかというようなところで、今、一つの民間企業がありますので、そ

の企業は余裕もございます。そういうところから、そちらのほうに移行していきたいと考

えております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   資料の１８３ページ、栽培漁業について説明をお願いします。 

  この中で、中間育成をいろんなことで取り組んでおるようですが、まず、受け入れのサ

イズと放流のサイズ、ちょっと説明してください。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   少しお時間いただけますでしょうか。 
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○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１０時１４分） 

 

（再開 午前１０時１４分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  今の質問調べていただいてる間に、ほかの質問よろしいか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １２５ページの食の拠点について、食の拠点課長せっかく来ていただ

いてるので、簡単に今の現状というか、そこらを教えてほしいねんけど。 

  今、花みどりフェアが開催されて何カ月かたっておると。出店者というか、生産者もか

なりしとんねんけど、その辺の今の現状だけちょっと教えてください。 

 

○森上祐治委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点推進課長（喜田憲和）   産業厚生常任委員会でもたびたび申し上げさせてい

ただいておるんですが、非常に苦戦をしております。 

  要因としては、やはり品ぞろえがどうしてもなかなかうまくいかないというところもあ

ります。計画の半分弱というような収益というような形になっております。 

  しかしながら、今後、今、３５０名余りの登録があって、２２０名余りの方が少しでも

お金にしてるわけなんですけれども、例えばスイカ、２週間で２００個出した人がいらっ

しゃいまして、完売したわけですけども、通常であれば６００円で売れてるところを８０

０円から１,０００円で売って、ことしは非常に所得が上がったという事例もあります。 

  売れ筋もいっぱいありますので、今後、売れ筋をいかにふやすか。あわせて県、国の事

業を今、再度取りに行きながらＰＲも含めて進めていこうとしております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   当時の計画より半分ぐらいしか売り上げが進んでないと。それに対す

る対策を今後取り組んでいくというような方向で、何か具体的に、私は今回も地方創生の

事業である程度の情報発信というか、あの辺に対する宣伝というか、もっと積極的にやる

べきやというような思いがあるねんけんど、今から、せっかくあれだけの施設で、南あわ
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じ市のほんまに豊かな食材を販売しておる事業やから、私はぜひ頑張ってほしいというエ

ールの意味を込めて言うとんねんけど。 

  そこで、今言よった当初の計画に行ってない、抜本的な改革というか、何か施策が必要

やと思うねんけど、その辺何かええ智恵というか、今後の取り組みについて、どういうふ

うな事業展開をされていこうと思っておるのか。 

 

○森上祐治委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点推進課長（喜田憲和）   御指摘のとおりでありまして、まずは出荷者さんに

いろいろと他品目を出していただくためにどうするかというところに最大のポイントを置

いております。 

  今、種を配布したり、苗を配布したり、それから、現在はハウス、やはり苗床であった

り、季節外れのものを生産してもらうために簡易ハウスでありますが、地域創生事業を活

用して募集をして、今、３０名ほど手を挙げていただいております。 

  あわせて、３月の補正予算で通していただきました繰り越しております１００％国の地

域創生事業で今現在、プロポーザルで、３,０００万円ほどなんですけども、大手広告代

理店とあわせていろんな映像等、市内全域を捉まえて、最終的には「美菜恋来屋」に来て

いただくような方向で調整しておりますし、このたび補正で上げさせていただいてる国１

００％、これも国で受付はしていただいておるんですが、最終決定はまだ内示をいただい

ておりませんけども、決定次第、宿泊と加味して何とか「美菜恋来屋」に寄っていただく

ような方向で、商工観光課等々と調整しながら進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今、道の駅というか、そういうような感じで、兵庫県の北部のほうで

も、かなり、全国的に２位になったような道の駅とかいうようなことで報道もされておる

わけですわな。 

  私は、せっかく南あわじ市、あれだけの施設のＰＲというか、道路標識なり、もっと積

極的な事業展開をやっていただきたいというような思いがあるのと、それと、あの２階の

レストランは、私らは地元の食材を使って、かなりそういうふうなことをやっていただく

というような思いがあってんけんど、今ちょっと当初の計画と若干違うような方向に行っ

とんのやないかなというような思いがあんねんけんど、あの２階というのは飲食というか、

あの辺は、今の稼働率といったらどういう状況なんですか。 
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○森上祐治委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点推進課長（喜田憲和）   今現在、稼働率としては提示はしにくい状況で、金

額であわせますと、３月１４日オープン以来、約２,０００万円の売り上げになっており

ます。 

  座席が四十数席ということで、ちょっと余裕を持ちながら真ん中にサラダバーをこしら

えて、今、「美菜恋来屋」のトップ３の中に売り上げが２階のレストラン入っております

ので、下のほうから、買って、上で提供してるということなんですが、やはり品ぞろえが

ちょっと薄いものですので、そこら辺をどうフォローしていくか。 

  特に、トマトとか、非常に売れ筋の分もありますので、それをどう確保していくかとい

うところが今、ポイントになっております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   最後やけど、あれ、もうちょっと入りやすいような形態、２階への案

内もわかりにくいとか。 

  先般も、ある市から視察に来ておった方々があそこに立ち寄ってんけんど、何か、若干、

商品の陳列状況等々、その辺、苦言を呈して言っとったんで、せっかくあれやから、もう

ちょっと頑張って努力してもうて、ほんまに南あわじ市を元気にしていただくための施設

なんで頑張っていただきたいと思いますんで、これはこれで終わります。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   先ほどの魚の大きさなんですけども、マコガレイでした

ら、種苗を引き取ったときには大きさは２１.６ミリございます。 

  それで、８カ月ほど育成をするんですけども、それで大きさが５２ミリから６０ミリの

部分と、それと７０ミリから９０ミリの間、７０ミリから１５０ミリの間の大きさになっ

たときには放流していくというような形で三つに分かれております。 

  ヒラメに関しては、種苗の引き取りのとにきは２６.１ミリということになります。こ

れは３カ月ほどの育成となります。それで、６５ミリから７０ミリと、７０ミリから８０

ミリになったときに放流というような形になっております。 

  カサゴについては種苗は２９.１ミリの大きさで、１カ月ほどで、５０ミリから７０ミ

リの大きさになったときに放流することになります。 

  マダイですけども、２７.８ミリで種苗の大きさになっており、２カ月ぐらいで８０ミ

リから１００ミリと、９０ミリと１１０ミリで放流ということになっております。 
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  キジハタにつきましては、大きさが５０ミリ、２カ月ほどで８０ミリから１１５ミリと、

８５ミリから１２０ミリの二つで放流ということになっております。 

  それと、オニオコゼですけども、これは２３.６ミリで、これは４カ月ぐらい育成をし

て５０ミリから７０ミリと、５５ミリから７５ミリということの二つで放流ということに

なっております。 

  ガザミやサザエとかアワビについては、直接放流となっております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   クルマエビは。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これは、中間のところではないんですけども、湊漁協の

水槽のところでの育成になりますけども、１４.２ミリで種苗を引き取って、３０ミリか

ら４５ミリの大きさで放流ということになっております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   今、聞いたんですけども、これ、兵庫県が示している栽培漁業の基本

計画からいうと、かなり大きなサイズということで、大きいほど確かに放流の魚が外敵に

強くなるというように一般的に言われるんですけども、経費面でいいますと、かなり余計

に経費がかかるわけで、その辺を勘案して放流というようなことは考えてますか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これは、今、中間育成では、今のところ稚魚の種苗に関

しましては県のほうでいただいて、育成と放流ということになっております。それの予算

でございます。 

  県との関連はこれからもあるかとは思います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 
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○木場 徹委員   これ、結局、放流サイズは漁協と南あわじ市で決めてやっておると思

うんで、その辺、要は経済的なことを考えて、これから効率のええサイズで放流するとい

うことを聞きよったんです。 

  それで、県の放流サイズというのはいろいろと指針は示されとうわけで、それを基準に

やるべきではないかということを聞いておったわけです。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   今のことで、県のほうと市と漁協という、三者でその辺

のところを確認しながら、これからも大きさなりを考えながら放流のほうに持っていきた

いと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほど、農業公園といいますか、食の拠点との関連でいろいろ話があ

ったかに思うんですが、それに関連してなんですけれども、食の拠点の今後の経営を黒字

にしていくという意味で、売れ筋を見つけていく、その中にトマトというような話もあっ

たわけですけれども、ほかに何か考えられていることがあるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点推進課長（喜田憲和）   今まで、非常に、特に土・日売れたのがタマネギの

早生タマネギ、３月、４月、１日２０万円、１人の農家が売れたときもありました。 

  それから、トウモロコシ、トマト、イチゴですね、イチゴも非常に強かった印象がござ

います。 

  それから、季節外れのキュウリ、４月、５月、連休明けから６月のキュウリ、トウモロ

コシ、スイカのある程度の形のあるもの、ブドウ、イチジクというところが、やはり土・

日に一気になくなるときが多かった。 

  その中で、やはり、そういう売れ筋をいかに集めていくか。今、沼島漁協は干物を出し

始めております。肉についても、先般、イイニクの日ということで、毎月１１日と２９日

を肉の日にしようということで、今後、定着させていこうということで、先般、８月２９

日には１０８万円、肉だけで売れたというようなところもありますので、そこら辺の売れ

筋を充実しながら品ぞろえをして、今後、一気に売り上げを上げていきたいというふうに

考えております。 
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○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その中で、ちょっと注目するのはイチゴとトマトなんですけれども、

あそこの農業公園の中にも体験農園というか、自分で採取するようなイチゴ園、トマト園、

ハウスがあるんですが、かねてより、あの施設をもう少し拡充をするなりをして、もっと

大勢の方に来てもらったり、あるいは安定的な確保をするというようなことももっと考え

たらいいのになというようなことを思っておったんですね。 

  農業公園というのは、やはり市の三セクの会社であって、ある意味で資金調達能力もあ

ると。それから、栽培的な技術も農業改良普及センターなどの支援もあったり、あるいは

農協には、そういう技術的な能力を持つものもいると、もっとそれを生かしていくのがい

いんでないかと。何か宝の持ちぐされみたいな感じがしておるんですけども、その点、ど

のようにお考えですか。 

 

○森上祐治委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点推進課長（喜田憲和）   まさに委員御指摘のとおりでありまして、イチゴは

特にイチゴ狩り、「美菜恋来屋」に来られるお客さんから問い合わせを幾度もお伺いして、

すぐにイングランドの丘、なくなってしまうというようなことがあります。 

  所管は商工観光課ですけれども、２期工事において温室１,０００平米というところも

視野に入っております。そこら辺も、調整、協議しながら進めてまいりたいというふうに

思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そういうことで、一気に大きくということでなくて、売れ筋を探りな

がら徐々に広げていきながら、いろんな品目の戦略を練るということは非常にいいことだ

と思いますので、大いに努力していただければというふうに思います。 

  もう１点、それに関連するようなことで、今、タマネギの話が出たんですけれども、こ

れは農業振興との関連がありますので、農林水産課にちょっとお伺いしたいんですが、や

はりタマネギをつくっていくということで、野菜の産地としての努力がもっと必要でない

かという思いをしておるんですね。 

  売れ筋として、やっぱりタマネギが今、全国的にでもブランド化をしておるということ

を考えたときに、堆肥の関係なんですね。これを少し説明いただきたいと思うんですが、

これは附属説明資料で１１０ページ、本体では１２７ページ、野菜産地振興事業補助金と

いうことで７２３万何がしかのお金が出ておるわけですけれども、そのうちの堆肥が１万
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１,１４０トンに対する助成であったということですけれども、この中身をもう少し詳し

く説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   この堆肥につきましては、ＪＡのほうが指定する良質堆

肥を利用する耕種農家ということで支援をしております。 

  市は、トン２４０円を出しております。 

  それで、戸数のほうが１,０３２戸ということで、先ほど言いました１万１,１４０トン

というようなところでの実績の金額となっておるところでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １反当たり、大体標準的にどれぐらい使うんですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   約２トンぐらいかとは思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   すると、この１万１,１４０トンというのはどれぐらいの面積に使っ

てるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   延べ５５０町ぐらいかと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、この野菜産地としてのレタス、あるいはタマネギの栽

培面積は一体どうなってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 
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○農林水産課長（宮崎須次）   少し時間いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１０時３４分） 

 

（再開 午前１０時３５分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これは平成２５年度の資料しかないんですけども、レタ

スで作付面積が１,１２０ヘクタール、白菜でしたら平成２５年度で２３０ヘクタールと

いうふうになっております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   タマネギでは大体３００ヘクタールぐらいというのは、種子の助成出

てますね。これ、一部だろうと思うんですけれども。 

  すると、必要な面積に対しての量というのはちょっとまだ十分確保できておらんという

ことになるかと思います。 

  それから、この間、酪農の状況もお聞きしましたら、非常に組合員が減っておるという

ことになってきたときに、今後、堆肥の確保ということについて、いろいろ考えていかな

ければいけないことがたくさんあるように思うんですけども、そのあたり、どのようにお

考えですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   委員おっしゃるとおり、農家も減っております。農業の

ほうも就業する人も減ってきておりますので、耕種農家と酪農家、畜産農家との連携とい

うのがまず来るかと、耕畜連携が図られなければならないということがまずあるかと思い

ますので、そういうところから、こういう補助とかも今後も考えて、検討していきたいと

思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   補助するにしても、供給量が圧倒的に足りないということが課題にな

ってくるのかと思うんですね。 

  今後、やはり供給量をどう確保していくかということについて、もっと真剣な取り組み

が必要でないかということを指摘したいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   この辺の補助の関係につきましては、今後、そういうと

ころも課内でも検討して、また考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっとかみ合わないんですけど、これで終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   １４２ページの施設使用料で、監査の意見で１８ページに、過年度の

サイクリングターミナル使用料と過年度のサンライズ淡路使用料が収入未済になっておる

んですけども、これはサンマックスの滞納と考えていいんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   サンマックスの滞納額です。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   サンマックス自体はもう清算されて、財産が存在しないで破産手続が

終了したというふうに私は思ってるんですけど、そうした場合は不納欠損になるんでない

んですか。 

 

○森上祐治委員長   農商部長。 
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○農商部長（神代充広）   今、御指摘のございましたサンマックスについてはもう既に

破産処理が完了いたしまして、会社ももう消滅しております。 

  この会社を運営しておりました個人に対して、本市のほうが債権を有しておるというこ

とで、裁判所のほうに請求をしておりました。 

  昨年９月に破産処理が終わりまして、配分金として市のほうに３０万円余りのお金が入

ってきております。 

  残っておる債権が２,１００万円余りということでございます。この債権については、

平成２６年度から平成２７年度に繰り越しをしております、未収ということで繰り越しを

した状況になってます。 

  破産の処理は終わってるんですけども、破産処理が終わって、債務が自動的に免除され

るのか、そこらあたり、ちょっと法的にもまだ確認しておりません。 

  免除されて、イコール市の債権がなくなるのか、それによって不納欠損ができるのか、

そういったこともございますので、そこらあたり、一度顧問弁護士のほうにも相談をして、

今後の事務処理を考えていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   私もよう知らんですけど、使用料とかやったら時効の援用があれば不

納欠損になってしまうような気がするんですけど、そこら辺、調べて、いつまでも取れな

いものは残しておいてもしょうがないかなというふうに思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほか、ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、次の（６）の審査に移ります。 

  説明員入れかえのため、暫時休憩いたします。 

  再開は１０時５５分とします。 

 

（休憩 午前１０時３９分） 

 

（再開 午前１０時５５分） 

 



－ 270 － 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  委員の皆さん方にお願いします。 

  質疑の途中、特に執行部の答弁中に私語が見受けられますので、私語は極力慎んでいた

だきたいと思います。 

 

 （６）歳出 款１０．教育費及び関連する歳入 

     〃  款１１．災害復旧費  〃    

 

○森上祐治委員長  それでは再開して、次に（６）歳出、款１０．教育費、款１１．災害

復旧費及びこれらの歳出に関連する歳入について、決算書のページ数は、歳出が１６４ペ

ージから２０５ページまででございます。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １６９ページ、まなび資金利子補給のことなんですけれども、今年度

９８万８,２００円ということですけれども、平成２１年からのことになってると思うん

ですが、それぞれの年度の執行率というのは出せますか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   まなび資金利子補給金の実績でございますが、平成２１

年からスタートしております。 

  執行率ということですけれども、平成２１年新規及び継続の金額ですけども、１６万１,

４３７円。平成２２年度が２９万４,３０７円、平成２３年度が３９万６,４１５円、平成

２４年度が６３万６,８６１円、平成２５年度が９１万１,８２８円、平成２６年度が決算

書に出ておりますように９８万８,２００円となっております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから、執行率。 

 

○森上祐治委員長   調べておいていただいて、先にほかの質問を受け付けます。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １７７ページ、中学校校長会負担金について、これはもちろん小学校
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のは見てないんですが、小学校も出てると思うんですが、校長会負担金にまず金額、これ

３６万円。小学校のほうも出てるわけですか。まず、その点をお聞きします。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   出ております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   この負担金ということは、どういう形で、内容をお聞きしたいと思い

ます。 

  それと、教頭の負担金も出てますわね、１２万４,２５０円ですか。大体、議会でも議

長とか委員長にしても、副というのは出とらへんのやけど、教頭の負担金というのが出と

んのやけど、何に使いよるのか、その点ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   基本的には、校長会が県に属しますそういう部分での負

担金、並びに校長会独自に研修等々を行うための費用等、これらにつきましては教頭会も

同様でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これはうわさですけど、懇親会とか、そんなんにも出よるやいうこと

を聞くんですけど、そんなことは絶対ないですわね。どうですか、はっきり言ってくださ

い。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   そういうことはございません。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   今の質問並びに、先ほどのまなび資金の利子補給金の実績の

割合等につきまして計算させていただきましたので、報告をさせていただきたいと思いま
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す。 

  まず、平成２１年度につきましては８％、平成２２年度につきましては１５％、平成２

３年度につきましては２０％、平成２４年度につきましては３２％、平成２５年度につき

ましては４６％、平成２６年度につきましては５０％。これ、全て当初予算額２００万円

に対しての利子補給の実績率でございます。 

  それと、人数でございますが、これも年度別に報告をさせていただきたいと思います。 

  まず、新規並びに継続も含めた人数でございます。 

  平成２１年度が１２名、平成２２年度が１９名、平成２３年度が２８名、平成２４年度

が４７名、平成２５年度が６６名、平成２６年度が８３名となっております。 

  平成２１年度対比で、金額で申しますと約２倍程度になっております。 

  以上で報告を終わります。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   多くは高校卒業時に、受ける方が大半であろうと思うんですけれども、

例えば平成２６年度の淡路三原高校の卒業生を見ましたら、今、７学級ですか、２８０名

になるのかな、単年度で言えばね。４年間でいえば１,２００名ぐらいになるのかと思う

んですけれども、淡路三原高校４年間で卒業される方が１,２００名。当然、淡路三原高

校だけじゃなくて、実業高校だったり、洲本高校であったり、進学というのは高校生、そ

れぞれに通っておられると思うんですけれども、その実数に比べてやや少ない。しかも、

執行率が平成２６年５０％ということでしたけれども、２００万円に対して決算で９８万

８,０００円ですから、５０％切ってますね。 

  これも、何回も指摘させていただいてますけれども、こういう執行率の悪い状態という

のが続いておるということはよくないのではないかということが言いたいわけなんです。 

  いろんな事業というのがあると思うんですが、予算を立てて６年になるわけですけれど

も、継続の中で執行が５割を切るというような予算、そういうのが恒常的に続いていると

いう予算というのはほかに何か事業としてあるんですか。 

  教育部だけじゃなくて、ほかの、これはどこに聞けばいいのかわからんのですけれども、

そういう６年間、予算を置く中で、執行率が５割に満たない状態が続いておると、継続し

ておるという事業はほかにもいろいろあるんですか。どんなような事業があるんですか。 

 

○森上祐治委員長   先ほど、学校教育課長、挙手をされてましたが、答弁ございますか。 

  学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   これらの実績を踏まえて学校教育課のほうでもこれらに
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ついてさまざまな努力をさせていただいております。 

  今現在もさんさんネット、ケーブルテレビの文字放送で呼びかけをさせていただいてま

すし、今度の広報で後期の募集、１０月３０日までですが、これらに載せる予定もしてお

ります。 

  それと同時に、このたびから高等専門学校、５年通う学校でありますが、そういうとこ

ろの保護者のほうからも、ぜひまなび資金のほうを利用したいということで、新たにそう

いったところも入れておりますし、専門学校等、そういった対応にも臨むように対応をし

て努力を続けているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   プレミアムつきの地域振興券などであれば、それは飛ぶように事業と

して人気があったものだったですね。 

  このまなび資金利子補給という制度に魅力が乏しいということがあって、こういうこと

になってるんではないかということを指摘をしておきたいわけです。 

  いろいろ枠を広げていくという努力もあるわけですけれども、平均しての執行率を見た

場合、３割切るぐらいかなというふうに思うんですね。 

  やはり、見直しをして、もっと魅力のある制度に変えていくべきであると。その中身に

ついては、それは担当課として真剣に考えてもらい、また、こうした奨学金というような

ふれ込みの中でつくられている制度ということであれば、これは学校教育だけやなくて、

少子対策とかの関連も当然出てくると。我々も隠岐の島のほうに視察に行きまして、そう

いうふるさとに帰ってくる、医者であったり、看護師であったり、福祉従事者であったり

という、ふるさとに呼び戻してくるような政策として返還免除の奨学金制度つくってると

いうような自治体も結構多いと。そういうものは非常に魅力のあるものになってるという

ことはこれまでも幾度となく指摘をしてきました。 

  ですから、やはり市民が非常に利用のしやすいといいますか、魅力があって、予算が足

りないというぐらいのものにぜひしていただきたいというふうに思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １７７ページ、島外選手派遣補助金についてお尋ねをいたします。 

  これ、中学校の部活等の島外派遣費やと思うんですけども、今、部活というのは教育の

一環ということで先生方が熱心にやられておられるわけですけども、今は御承知のように

１０月１日からスポーツ庁ができて水泳のアスリート鈴木大地さんが就任すると、また、
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兵庫県においてもスポーツの憲章をというようなことで井戸知事も大変力を入れておられ

るわけです。 

  そういう中で、問題は、今、中学校の部活がだんだんなくなっていってると。その点、

そういう部活というのは教育の一環であるにもかかわらず、生徒数がいないいないという

ても、小学校みたいなことはないんであって、数字的になくなると先生方が何の努力もし

ないでその部活を廃部に追い込んでいると。これは、国の方針や県の方針、また、その辺

に逆行しているように思うんですよね。 

  そういう、教育の一環であるということを踏まえた中で、そういう人数はもう足らんよ

って廃部とか、そう簡単にするものでないと思うんですけども、その点についてどういう

指導をされておるのかお聞きしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   部活動につきましては、南あわじ市それぞれの学校でさ

まざまな種目について取り組んでおりますが、児童生徒数、特に生徒数がこれから先少な

くなってくるという学校につきましては、４年先、５年先を見越して、どの部活動が、現

在ある部活動が継続できるかどうか、そういったことも視野に入れながら校内で、また教

育委員会とも協議しながら検討をせざるを得ないような状況も現実にはございます。 

  今現在は、それぞれの部活動でそれぞれ生徒指導面も含めて指導をしていただいている

というところでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   例えば、南中を例にとれば、もう廃部した、ソフトボールにしても、

野球にしても、今度入る人の人数によって廃部にするとか、卓球にしても、これ努力され

とるのか知らんけど、我々見よったら、生徒数も統合当時からは減っているのはわかって

るんですが、何か教育の一環やいうてやってる割にはそういう部活を何とか継続していく

というような、そういう努力してないと思うんですよね。 

  言葉悪いですけど、一つ仕事減ったなというような、私はそういう感覚。今、保護者の

間でも、そういう言葉が出てるんですよ。なくなったらこれで終わりでなしに、それなり

の生徒数はおるのやから、やはり、それをいかに継続していくか。特に教育の一環という

ことをうたわれとんねん、スポーツ庁までできてやってる。これはオリンピックに向けて

の入るかもわからんけども。 

  やはり、文科省も、そういう教育の一環として部活や、スポーツというのは大事だとい

うことでやっておると思うんで、その辺をやはり市の教育委員会としても力を入れて、先
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生に発破をかけていただいて、そういう部活がなくんらんように努力していかなんだら、

それはもう、はっきり言うて我々見よったら、これはええこっちゃとか、なくなったら世

話せんでもええわというような、私もそんなふうにとるわけですよ、一般のそういう保護

者にしてもね。 

  その点、教育長、一回この点について答弁願います。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   この中学校のクラブ活動、確かにおっしゃるように、いわゆる

学習指導要領では入ってないんですけども、部活の活用というのは本当に今までの中で大

変重要であるということであります。 

  一方で、今、やはり生徒数の減少というところがどうしても学校現場では、いわゆる懸

案であります。一般的にですけども、学校でクラブ活動の状況を３年後、４年後見通した

ときにどうするかというときには、本当に先生方かなり議論がされております。やっぱり、

数年かけての結論で進めていくような話になります。 

  今おっしゃってますように、学校現場では一つなくなったらどうのというのをできるだ

け避けたいために皆さん努力されております。 

  ４年ぐらい前だったんですけども、ある中学校で一つのクラブがなくなるという話にな

ったときに、やっぱり、小学校あたりの保護者の皆さんとかもそれは困るよというような

話がありました。いろいろ検討したところ、子供たちの、そのクラブに入りたいという強

いあれに学校もその旨を受けて今もそのクラブは存続されております。 

  ですから、今、委員おっしゃってますように、クラブの存続というのは学校現場では何

とか継続したいという強い思いがあるんですけども、やっぱりクラブ活動に加入する生徒

がある程度の人数にならないと、これはなかなか難しいんかなと、その辺があります。 

  ですから、学校現場にも我々も申していきたいと思いますけども、できるだけ継続する

というのは大切なことなんで、今後ともその方向では努力していきたいとこのように思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   学校教育のそういう要領の中で入ってないということですけども、ス

ポーツは教育の一環やということははっきり明記されてますわね。 

  そういう中で、これは、そういうことで島外派遣補助金というようなことがこの予算と

して計上されておると思うんですよね。 

  先生は努力してませんやいうことは言わんと思う。そういうふうな形で先生方が行くん
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であれば、確か、一般からでもそういう指導者があればやれるということも可能やと思う

んですけども。 

  例えば、そういうことも教育委員会として、そんなこと考えたことあるんですか。何か

そういうことやると、先生方とうまいこといかんというようなこともあって、なかなか難

しいというんですけども、今の話、聞きよったら、生徒数も少ないし、そういうことがあ

ったら廃部もやむなしというように私は取っておるんやけど、そんなことでは、私はどう

も具合が悪いと思うねんけども、その点どうですか。 

  先生方以外で、そういう熱心な人がおれば、そういう指導者を募って部活を復活させて

いくと。その点について、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   確かに、一般の方でそういう、あるスポーツにたけた方を指導

者として招くというところは当然今、議論されております。 

  ただ、いわゆる淡路の大会であるとか、県の大会であるとかというような場合には、ど

うしても今の状況で言いますと、先生が引率をしていかないとというところに一つの課題

があります。 

  ですから、このあたりについては、今後、さまざまなところで議論されていくんかなと、

このように思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   もう最後です。 

  教育長、確かに先生方も努力、私はされてないと思っとんねんけど、されとると言われ

るんですけども、そういう、生徒数は少なくなってるけども、小学校みたいなことはない

んですから、やっぱりある部活を廃部に追い込むということは決して私は褒められたこと

でないと思うんですよ。仮にも教育の一環やということで長年続いてきた部活を廃部にす

るということは、これはやっぱり先生方も教育委員会もよく考えてもらわないかんなと思

うんで、どうか、これ何とか、そういう廃部に追い込まんように、今後とも教育委員会初

め先生方にもお願いして、そういうことを一回徹底してやってほしいと思うんですが、も

う一回答弁お願いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   その思いで取り組んでいきたいと思います。 
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  要は、生徒をいかにクラブに加入していただくか、魅力あるクラブであるかということ

がやっぱり第一番かなと、このように思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   歳入の１７ページの美術館入館料の４６万一千九百何がしというやつ

やけど、この辺の入館者数、それと、ここの施設の年間の維持管理経費、それと先般、銅

鐸の特別展示会されたときにどれぐらいの方が入館されたか、まずそれについてお尋ねを

いたします。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   まず、昨年度の美術館の人数ですけども、入館者数につ

きましては２,１４２名でございます。歳入につきましては４１万１,５８２円ということ

になっております。 

  続きまして、銅鐸の展示期間中の人数ですけども、前も委員会で報告させていただきま

したけども、３０日間で５,８６０名。その間に、美術館のほうに入っていただいた方が

９４６名、金額については２２万９,５９０円でございました。 

  経費につきましては、決算書にあるとおり２,７９８万５,０００円になっております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、年間２,７９８万円、維持管理経費が要ると。その段階で、歳

入のほうでしたら、この端数というのは、あそこは３００円とか、切りのええ値段の単価

で入館料というか、なっとると思うねんけど、このような端数というのはどこから出とん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   この施設につきましては、減免をしている団体等があり

ます。それにつきましては、例えば宿泊に伴うサービス。それから、当然、ツーリストが

利用する場合、そういうふうな形。あとは、商工会のＪカード、そういうのを持ってる方

の割引制度もやっております。 
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○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、美術館の入館者が年間２,１４２名で、特別展示会、やっぱり

興味のあるやつだったら１カ月で５,８６０名、それだけの方が来ていただけると。年間、

大方２,８００万円近い経費を入れておると。このあたり、今後、美術館の運営に対して

ある程度、多くの文化人が魅力あるような、そういう展示に努めてやっていただきたいと

いう思いがありますんで。 

  継続した一緒のようなことばっかりしよるさかいに年間、銅鐸したら１カ月でこんなに

入る。魅力ある施設整備に努めていただきたいと思いますんで。終わります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   決算書の１８７ページの図書館についてお伺いいたします。 

  附属資料で、図書館のそれぞれの資料の配分数、図書室も含めて出てるんですけども、

図書購入費が決算書では約１,５００万円というふうになっております。 

  この図書購入費の１,５００万円というのはどういう基準で決められていってるんでし

ょうか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   少々お待ちいただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   決算書では歳出が１９９ページ。それから、歳入にもかかわるんです

けれども、社会教育施設、これに関連することであります。 

  今、社会教育課長いろいろ調べておる最中ですので、部長にもちょっと聞いておいてい

ただきたいんですが、例えば社教センターですね、これの利用者が２万６,８４７人と、

これの維持費、経常経費が６７３万何がしというふうになっております。 

  文化体育館では、利用者が３万７,０００人ほどであると。その需用費、経常経費が５,

０３９万円かかっておると。 

  それぞれの利用者数及び利用収入、維持費、それぞれを換算したときに、利用するべき

コスト負担、利用者のコスト負担という考え方があるかと思うんですけれども、これにか

なり差が出てきてると。 

  社教センターを使う人は利用費の負担率が高い。それから、文化体育館の場合は１人当
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たりのコストが、利用負担ですね、実数的に考えたときには負担率が低いというようなこ

とになってると思うんですね。 

  そのあたりの考え方についてお伺いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   ただいま御質問のございました社会体育施設にかかり

ます行政コストの件でございますが、体育青少年課といたしましても、このたびの監査委

員さんからの決算審査意見をいただきまして、初めて認識したところでございます。 

  それで、受益者負担割合を見ましたところ、委員さんおっしゃいますように、西淡社会

教育センターが４５％ほどございます。 

  それで、一番低いところでは阿万のスポーツセンターが４.８％ということでございま

す。 

  また、これはちょっと特別になるかと思いますが、南淡Ｂ＆Ｇ海洋センターの艇庫のほ

うにつきましては、ちょっと８０％超えてまして、大変高い割になっております。 

  南淡Ｂ＆Ｇ海洋センターの艇庫につきましては、６月下旬から９月までの使用期間とい

うことで、利用者も見てみましたところ、ほとんど市内の小学生とかの生徒さんの分につ

きましては使用料はいただいていなくて、ほとんどが市外からの修学旅行で来られる生徒

さんで、しかも、２時間で３００円のところを１.５倍の４５０円となっております。そ

ういった特別の事情があるのかなと思います。 

  それで、また西淡社会教育センターにつきましては、大変テニスコートの使用が多いと

いうことで、この分についての使用料もかなり入ってると思います。 

  施設ごとの事情はあるかと思うんですけれども、受益者負担割合がこんなふうにばらつ

きがあるのはよくないことと思いますので、今後、定期監査でも指導いただけるというこ

とでございますので、御指導いただきながら適正な料金設定にできたらなと思っておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   大変申しわけございませんでした。 

  平成２６年度の１,５００万円に対しての配当金額なんですけども、南淡が６５５万円。

例年新しい本を購入していくので１,５００万円を計上させていただいております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   それはそうだと思うんですけども、１,５００万円に金額を設定した

理由をお伺いしたわけですけれども。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   合併当初、協議の中で決めてきたことだと思います。 

  大体、それにつきましては、その当時の持ち寄りの金額をそのまま計上しているという

ふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   特に、市民の人たちに図書を提供するためにはどれぐらいの予算が必

要かとかいう計算ではなしに、合併のときの行きがかり上というか、そういうふうな答弁

に受けとめられたんですけれども。 

  それと、緑、西淡の図書室、今は三原は図書室になってるんですけれども、決算での配

分はどういうふうな形で決められてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   一応、大体の目安なんですけれども、１,５００万円に

対しまして、先ほど言いましたとおり、約６５６万円を南淡、三原が４７２万円、緑が２

５６万円、西淡が１１０万円ということで、大体４０％、３０％、２０％、１０％という

ような感じの配分率を担当のほうでしているようでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この４０％、３０％というのは、何を根拠にこういうふうに決められ

たんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   これは、図書並びに図書室の担当等が集まったときに協

議をしてるわけなんですけど、やはり利用者数、それから、特に多いのは書架の大きさ、

施設に応じて大体決定をしております。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   なかなか、この図書室なり図書館の蔵書の問題では、利用者からまだ

新刊本とかそういうのが少ないというような意見も聞いておりますので、予算の設定が何

か曖昧なように思いますので、そこら辺、再度検討していただきたいというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   担当のほうに検討するように申したいと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、次の（７）総括質疑に移ります。 

  説明員入れかえのため、暫時休憩します。 

  再開は午後１時といたします。 

 

（休憩 午前１１時３２分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

 （７）総括質疑 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  次に、（７）総括質疑に移ります。 

  危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   ９月１１日の委員会で谷口委員からいただきました、９

款、消防費の不用額に関する御質問に対しまして、大変遅くなりましたけれども、このお

時間を頂戴いたしましてお答えをさせていただきます。 

  不用額の内訳ということでございますが、予算現額９億４,７４８万７,０００円に対し

まして、不用額が２,９７４万７,０００円で、予算の執行率が約９７％、約３％の不用額

が出ております。この不用額の要因につきまして、影響が大きいものについて、ただいま
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から御説明申し上げます。 

  まず、２目の非常備消防費において、もしよろしければ決算書の１６１ページをごらん

いただきたいと思いますけども、全体で約１,３５０万円の不用額が出ております。 

  この目で、主なものとしましては、５節、災害補償費で不用額が２３６万１,０００円、

これは消防団員の公務災害補償の予算で、不測の事態に備えるために年度末まで予算を残

したものでございます。 

  同じく２目の１５節、工事請負費で不用額が６６８万８,０００円。この主なものとし

ましては、平成２５年度の予算で平成２６年度に明許繰越をさせていただいた消防ポンプ

の操法場の新設工事費において、入札の結果、予定していた金額を下回る金額で落札がご

ざいまして、契約できたことによる不用額でございます。 

  同じく、２目の１９節、負担金補助及び交付金において、決算書の１６３ページでござ

いますが、不用額が２９０万６,０００円出ております。これは、淡路広域水道企業団に

負担する消火栓維持管理負担金において余裕を持って計上していたものが、年度末になっ

て、予定より少なく請求がございまして不用額が生じたものでございます。 

  次に、４目の災害対策費において、決算書の同じく１６３ページでございますが、全体

として約１,４２０万円の不用額が生じておりますが、この目で主なものとしましては、

１３節、委託料で不用額が１５８万９,０００円。これは、分庁舎に設置していたＪ－Ａ

ＬＥＲＴ関連や屋外拡声器の移設を当初、専門家に委託して実施する予定であったものを、

本課の職員により順次対応したため、これらの経費が節約できたものでございます。 

  同じく、４目の１５節、工事請負費で、決算書では１６５ページでございますが、不用

額が６６５万８,０００円。これは、避難路整備において１件地元調整が整わず、約３０

０万円が不用額となったもの。また、その他の工事費では入札の結果、予定していた金額

を下回る金額で落札があり、契約できたことによる不用額でございます。 

  同じく４目の１９節、負担金補助及び交付金において不用額が４６０万４,０００円。

これは、主に避難路整備補助金と自主防災組織育成補助金での不用額でございまして、予

定より申請が少なかったことにより生じたものでございます。 

  以上、内訳を申し上げましたが、不用額を多く取ることが予算執行上、非効率で決して

好ましいことではございませんので、今後、予算を精査し、適切に算定計上するとともに

予算の執行に当たっても改善、工夫を加え、また、経費の節約に努めつつ、限られた財源

を有効に活用してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   一般会計全般についての総括的な質疑について、ございませんか。 

  阿部委員。 
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○阿部計一委員   単純な質問で恐縮なんやけども、勉強不足でちょっとお尋ねしたいん

ですが、１６歳未満の控除額について、確か４年前ですか、それまでは１人控除、子供３

人おれば３人分、３８万円の控除を受けられておったと、奥さんも仕事してなかったら奥

さんも入るわけですが、それが、この前、テレビでちょっとやってたんです。 

  今回、今まではそれでやってたんが、来年の４月１日からその控除がなくなって、５人

子供おっても２人分しか控除されないと。１人でも２人分、３８万円控除されると、そう

いうふうな制度になるということで、テレビで、「ちちんぷいぷい」ですか、やってて、

私もえっというような、昔の感覚で考えておったんやけども、この点について、ちょっと

教えていただけませんか。 

  今回、４月１日からどんなふうになるんか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   その件につきましては、正確にはお答えできかねると思うん

ですけど。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午後 １時０７分） 

 

（再開 午後 １時０９分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   先ほど言われておったのはどこの市の話か、ちょっとよく

わからないんですが、南あわじ市が特別なことはしてないはずです。 

  ただ、あんまり自信がありませんので、確認はします。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   うちも息子４人子供おるので、そんなんで言よったら、何か児童手当

でもらいよるよって、それは、まだそのほうがええやいう話も聞いてんけども、テレビで

言よったんは、今、保育料の分やって言よんねんけども、４月１日からそういう基礎控除

の対象が変わるんと違うんですか。 
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○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   実は、ぼんやりですが、私もその「ちちんぷいぷい」を見

ました。 

  ただ、一生懸命見てなかったんで、きちっと覚えてないんですが、確か、税制上はもう

既に変わってるけども、そこの市は急にそういうことをしたら大きく変わるからというこ

とで、子供が１人であっても２人分の控除をし、４人、５人おっても２人分の何か控除を

するとかいうようなことを、国なりの考え方に反してしてるというようなことを確か言う

ておったように思います。 

  南あわじ市は、別に国に逆らうようなことはしておりませんから。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   平成２４年度より、年少者、つまり１６歳未満の扶養控除が

廃止されております。 

  そのことだと私は思っております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そのとおりなんやけど、福祉部長も言よった、テレビで言よったんは

そのとおりなんですが、そやから、今、部長、そういう基礎控除も変わるということは、

結局、５人家族で、奥さんも仕事してない、旦那さんだけ仕事しよると、その５人の、３

８万円ですか、基礎控除は。今までそうやったと思うねんけど、それは適用されんように

なるということですか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   平成２４年に制度改正がなされたのは、１６歳未満は扶養控

除が廃止されますと。また、特定扶養控除として４５万円の適用を受けられるのは、扶養

親族のうち、１９歳以上２３歳未満の方ですということですから、兄弟がたくさんおった

ら、その控除の対象になったり、ならなかったりするような御家族がいてはると、そのよ

うに思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   ということは、来年４月１日から別に変わらんと、そういう形でいく

ということですか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   この制度、平成２４年度より廃止されたということでござい

ますので、既に年少者、つまり１６歳未満の扶養控除が廃止されておりますので、平成２

６年度、平成２７年度、平成２８年度はそういう控除は変わりがないと認識しております。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   １８３ページの人形会館改修工事、これ市長、人形会館だけ違うんで

すよ。食の拠点も僕ら、うちの家内や知り合いでも、食の拠点に行ったら、玄関どこや、

ようわからんと。 

  そんなんで、僕も設計は非常にコンセプトが悪いなと思とって、たまたま農協の組合長

と話す機会があって、組合長、これ、あんた設計の段階で入っとったんかって聞いたら、

わしら、何じゃ相談もしてくれへんかった。 

  この人形会館においても、集客施設なんですよね。やっぱり、お客さんに来てもらうに

は安全でなければいかん。より、入りやすいところでなければいかん。 

  本当に、この二つの施設、僕ら、設計等についても非常に集客施設においてふつり合い、

不都合が多過ぎたということで、もう少しこういう集客施設、観光施設等においてはもっ

ともっと深い専門的な方の設計なり、そんなんが今後大事じゃないかという強い思いがあ

るんですよ。 

  本当に、これ人形会館なんて、あんなもの、こんな亀の甲みたいなんで、ヒールではと

ても入れんような。中入ったら、中入ったで、段差に気をつけてくださいいうような、さ

まざまな看板出してありますよね。 

  今後、そういうことのないように、もう少ししっかりしたコンセプトで、設計をやって

いってほしいなと思うんですけど、市長、いかがでしょう。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   確かに、今、新しいそういう施設がややもすると、委員おっしゃ

るような施設の設計が多いです。 

  こんなこと言うたら何ですが、この庁舎については県のまちづくり技術センターから１
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人、毎日ではないですけど、そういう手当を予算化させてもうて来ていただいたんです。 

  ですから、ＮＴＴの技師の方と対等に話ししていただいたので、一々議員の先生方にも

できてきた設計図を見ていただいてきましたが、やはり、そういう前段の取り組みが多少

功を奏したんかなと。 

  私も、毎日こうして来てますが、やっぱり、外から見ても中へ入っても、まあまあ満足

のいく庁舎ができたというふうに思ってます。 

  ほかのとこは、どうしても関係者だけでやるものですから、技術的にも、知識的にも、

やはり指摘されるような部分があるので、私は以前から、やっぱり合併したら、これは余

分な話になるんですが、そういうプロパーというのが、ほかのとこでも、福祉でも何でも、

そういう庁舎内でできなかったら、外からお願いして、その期間、そういう重要なときは

お金が仮に５００万円要っても私はするべきやという、一つの考え方を持っております。

庁舎につけては、そういう取り組みをしました。 

  今後、その辺も十分、また担当関係者と相談していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   やっぱり、もちはもち屋なんですね。ビジネスセンスのある設計士さ

ん、そういう得意分野、また、特養の得意な分野の設計士さん、また、こういう庁舎とか、

そういう、いろいろおると思うんですよ。 

  ですから、今も市長が言ったように、そういう専門的な知識を持った人を新たにアドバ

イザーで契約したらええわけであって、この人形会館のような、本当に兵庫県の安全基準

に合ってない設計士さん、これは甚だ話になりませんよ、これね。すぐに補修せないかん。 

  この庁舎において、僕は一つだけあるんですよ。電気、ＬＥＤに全部せえ言うのに、結

局はせえへんかった。 

  ここ数年先には、もうほとんど１００％ＬＥＤになるかな。もしくは有機ＥＬに変わっ

てくる可能性もあるんで、今後、ＣＯ２の排出問題、環境問題においても、今後、そうい

う部分も大いに出てくると思いますので、今回は済んだことなんですけども、やはり過去

の過ちをただしていくことが未来への足掛けになることでありますので、一つ苦言ですけ

ども聞いておいていただきたかった。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   決算書の５９ページで、資料は３９ページなんですけど、デマンドの
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利用者数なんですが、平成２５年度は４００人であったのが、平成２６年度１７０人とい

うことで半減しておるんですけど、これはどういう要因で半減したんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   私どものほうで確認しておりますのは、いつも使っておられ

た方が１人お亡くなりになられたということで、利用数のほうが減っておるというふうに

伺っております。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、平成２５年度と平成２６年度、乗客１人当たりの経費とい

うのは幾らになるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   平成２６年度におきまして、バスの運行業務委託料は７,７

１３万３,０００円でございます。 

  そして、運賃収入が９９２万８,０００円ありましたので、それを差し引きまして、利

用者数６万９,０８５人で割りますと、約９７０円というふうなことになってございます。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   全体はそうですけど、このデマンドエリアでいくと、デマンドについ

て平成２５年度、平成２６年度は１人当たり幾らかかったことになるんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   大体概算になりますけども、デマンドの利用者１人に対して、

約１万７,９００円程度かかっているというふうに試算してございます。 

 

○森上祐治委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   それはそれでまた見直す機会があると思うんですけど、ホームページ

でちょっと検索してみたら、平成２６年度の９月時点で利用数、報告してるページがとま
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ってしまっていて、それ以降更新されてないんで、それ以後の利用状況がホームページに

載ってないんです。これはちょっといかんなと思うので、ぜひ直しておいていただきたい

のと、これもういいですけど、平成２７年度に入ってからこの状況というのは改善されて

いきよるのかどうかお伺いします。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   平成２７年度につきましては、今持っていますデータにより

ますと、４月、５月、６月と３カ月間だけのデータなんですけども、利用者は３カ月で４

２名でございます。 

  したがいまして、年間、このペースでいきますと、大体２５０名程度ぐらいになるんか

なというふうに試算してございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   監査委員の意見書の中で、５４ページ、補助金について書かれており

ます。 

  補助金については交付要項等を設置しというふうに書いてあるんですけど、監査委員の

報告書の中で。これは、平成２７年度補助金一覧表というのは、議会に配られて、どうい

うところに幾ら予算を出しているかというような表をもらったんですけども、平成２７年

度ですから新しい事業もあるわけですけども、大体、新しい事業を除くと、補助金出して

るのは２００近く、平成２６年度あるんですけども、その中でも国の補助金と市単独の分

とあるようになってます。 

  補助金については、新年度では敬老会なり女性団体等の補助金があるんですけども、こ

の女性団体補助金については、申請書が役員なり、どういう活動をするか、そして決算な

んかも出すような書類になってるんですけども、監査委員の指摘では補助金要項がつくら

れてないところもあるようなんですけども、それは全体としてどういうふうになってるん

でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   過大なメニューについては交付要項は定めてあると思います。 

  ただ、ワンポイントといったらおかしいんですけども、毎年毎年継続的に出ないもので

あったり、そのようなケースについては補助要項が定められてない、規則等でカバーして
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るというようなものもあるとは思います。 

  ちょっと何％の分がつくって、何％の部分がつくられてないのか、そういうような分析

の仕方はできておりません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、規則と要項の違いというのはどういうふうになってるんで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   規則といいますのは市長の権限でルールを定めて、広報もし

ております。 

  要項といいますのは、拘束力というよりも、手順書というか、マニュアル的な、そのよ

うな意味合いでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、規則でカバーできてる分と要項でカバーできてる分と２

種類あるというようなことでありますけれども、ここではより透明性の高い運用のために

補助金要項をつくるべきだというふうな指摘があるんですけども、やはり、これらはこう

いうところでは、これまでの慣習で出してる分もあるのかなというふうに思うんですけど、

そこら辺はやはり今後きっちりしていくべきと思うんですけど、考え方はどうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   先ほども申し上げましたように、ケース・バイ・ケースの部

分もあると思います。 

  ただ、要項あるにこしたことはないといいますか、一目瞭然でありますし、担当者がか

わっても要項どおりすればいいわけでございますので、どの程度つくるかは別にいたしま

して、財政課のほうでももう少し検証といいますか、見直しも図っていきたいというよう

に思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   ぜひ、補助金要項はつくって、ここに指摘するように、透明性が高い

ように図られたいというふうに思います。 

  それとあわせて、敬老会のことも質問させていただいたんですけども、こういう新しい

事業に対する補助金というのは、やはり、もう予算の段階でそういうことをするというの

がわかってますから、もっと早い段階でなぜできなかったのか。後出しじゃんけん的な要

素がかなりあったんですけども、こういう新しい事業についての補助金要項というのは原

則としていつ公布するような考え方なんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   要項というのは、基本的には一部を除いて公布というのはし

ないです。先ほども言いましたように、手順書というか、マニュアル的な要素があります

ので。 

  そういうことですので、要項を定めることが適当なものであるものについては、それは

できるだけ早い時期に定めておくにこしたことはないと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   執行部は適当ということで判断されると思うんですけども、私がそう

いうふうに、それが適当なんかどうかというのはなかなか判断ができないので、やはり、

そこら辺はどういうところには補助金要項が、規則なりが要って、ケース・バイ・ケース

ということになると弾力的運用で、どこまで広がるかわからないような、そういう曖昧さ

を残すというのは余りよくないんではないんですか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   先ほども申し上げましたように、単発的な補助金というのも

ございますので、そこら辺のところは、どういう種別のものについて要項を定めるのがい

いのか、定めなくてもいい場合があるのかというのは、これからもう少し精査していきた

いと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   税金で補助金、各団体なりいろんなところに出すわけですから、そこ

ら辺はやっぱり明確にしていただきたいということを言って終わります。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   総括質疑になるかどうかわからないんですけども、実は今回の実績報

告書で、私、前と大分変わってるなと。 

  これ、実は去年の委員長だった蛭子委員がうまいこと言われたんで、私は拍手したんで

すけども、やっぱり実績報告ですから、それに対して、補助金出すほどの成果があったの

かどうかという成果欄が明確に出てます。これは非常にいいことやと。これ、どこが指導

したかわからないんですけど。 

  それから、じゃあ、どんな課題があって、それは次にどうつながっていくんかという話

が一つの独立した今後の方向性ということで出とんですね。これは、非常に私はいいこと

やと思うんです。 

  ただし、残念ながら、私は主に今回、実績の成果と課題ということをずっと追っかけた

んですけども、残念ながら余り具体性があるようなものはなかったんですよ。 

  ただ、非常にこれはいいなと思ったのは、実績報告書の４９ページですけど、熊田委員

が質問した件がありました。 

  これは、消費者センターに対してどういう相談件数がありましたかという話があったん

ですけど、ここの成果では、消費者被害の未然防止に寄与したとあるんですよ。これを質

問すると、答えが返ってきて、６５件未然防止しましたと。 

  だから、できる限り、こういう成果というのは、これだけ相談件数ありましたの実績だ

けじゃなくて、成果がありました、未然防止、単純に。どれだけの分があったかというこ

とがわかった、これ非常にいいなと思うんです。 

  今後の方向性ということについては、どっちかといったら精神論が多いんですけど、本

当は何に困ってて、じゃあ、それを次年度にどうしようかという言葉が入ったら、非常に

説得があるし、読む側にとってもわかりやすいなと。それをぜひとも次回、そういうこと

を含めて、このレイアウトを期待したいんですけども、その辺、もし答弁できればお願い

します。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   よくごらんいただきましてありがとうございます。 

  委員言われましたとおり、このたび、新しい試みというんですか、改善として、今後の

方向性と評価、課題等という欄をつくらせていただきました。 

  この件についてはかなり効果的といいますか、インパクトのあるものだと思うんですけ
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ども、ずっとここ数日来、実績報告、各担当部署のほうからもさせていただくときに、こ

の中身の表現が違ってましたり、できるだけ１年間頑張った成果を評価してもらうための

委員会でもございますので、そこら辺のところは各部署で、これ財政課のほうもここ何年

か非常に力を入れまして、以前の附属資料よりも中身的にもかなり充実はさせてきていた

だいたつもりではおります。 

  ただ、取りまとめは財政でするんですけども、各部署部署でやはり数字の積み上げであ

ったり、実績であったり、どのような効果があったのかというようなアピールできるもの

は、各部署でもう少し工夫して出していただきたいなということで、次期の部長会の中で

もその件については注意していきたいと思います。 

  委員おっしゃいました評価の欄につきましても、今後、ことし初めての取り組みでござ

いますので、工夫して、できるだけわかりやすい、アピールできるような内容に改善して

いきたいというように考えております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   わかりました。改善されてるということはわかりました。 

  私が言いたいのは、その成果について、もし制度化できるものがあれば制度化してやっ

てもらうと非常にわかりやすい点と、課題というのは、頑張ります、何とかしますという

のではなくて、具体的な課題が見えるような格好になって、それを来年どうしようかとい

うのができるだけリアルに見えるような形になれば非常にわかりやすいなというふうに思

いました。 

  これは質問じゃないですので、終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほか、ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、質疑を終結します。 

  これより、一般会計全般について委員間討議を行いたいと思います。 

  挙手の上、よろしくお願いいたします。 

  何か御意見ございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結いたします。 
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  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１号、平成２６年度南あわじ市一般会計決算の認定について、原案のとおり認定

すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  以上で、一般会計決算の審査は終了いたしました。 

  次に、特別会計の審査に入りますが、説明員入れかえのため暫時休憩します。 

  再開は１時５５分といたします。 

 

（休憩 午後 １時４０分） 

 

（再開 午後 １時５５分） 

 

 ２．認定第２号 平成２６年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定について 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  認定第２号、平成２６年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定についてを議題

とします。ページは１ページから５０ページまででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   お尋ねいたします。 

  国民健康保険の所得が前年に比べて減少したというふうに書いてありますけれども、ど

の程度減少してるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 
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○税務課長（榎本輝夫）   住民税ベースによります所得比較をさせていただきますと、

平成２５年度で所得で言いますと、５１５億１,５００万円でございます。平成２６年度

が４９７億５,０００万円ぐらいの所得になっておりまして、対前年度比較をいたします

と、１７億６,１００万円の減となっております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   国保加入者の所得が１７億円減ったということであります。 

  それで、前、原口委員の一般質問で、滞納の関係の質問をしておりましたけれども、２

００万円以下で滞納してる方が６２.３％程度あるというような答弁があったかと思いま

す。 

  なかなか厳しい状況になってるかと思うんですけど、そこら辺の認識はどうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   一般会計でお答えさせていただいたのは一般会計分でござい

まして、国保税につきましても階層別の滞納状況を見ますと、大体２００万円未満で同じ

ように、大方６０％近く滞納がございます。 

  失礼しました、済みません。 

  今の現年分でございまして、現年と過年分を合わせますと、大体５４％ぐらいの滞納率

になろうかと思います。 

  失礼しました。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   現年分というのは、その年の国保税を払わないという方がいると。今

のは、滞納分も合わせてという率だったと思うんですけども、現年度分も払えないという

のはなかなか厳しい状況であって、国保は所得だけでなしに、加入世帯の人数というとこ

ろで、所得と関係のないところで税額も決まってくるというので負担感が大きいものがあ

って滞納になってくるのではないかと思うんですけど、そこら辺どうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   世帯の所得に加算されるということなんですけども、その加

算されるのは、軽減判定のときが加算されますけども、課税の所得としては対象外となり
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ます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   質問してるのは、国保は所得だけでなしに、世帯人数によっても国保

税が決まってくるという、給与所得者とは違う構造的な部分があるのではないかという質

問だったんですけども。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   失礼いたしました。 

  当然、均等割というのがございますので、医療、介護、後期分につきまして、それぞれ

均等割というのが人数分加算されます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   やっぱり、その負担感というのは所得だけで計算する給与所得者とは

違う部分があって、より負担感が大きくなってくるんではないかと思うんですけど。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   当然、社会保険のほうは所得だけで見ますけども、国保のほ

うはその分で所得に課税される率というのが低うございます。 

  ただ、均等割、平等割につきましては世帯でも所得で判定しまして、７割、５割、２割

という軽減対象にもなりますので、その辺はカバーできているのかと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   カバーができてたら、現年分の滞納というのは少なくなってくると思

うんですけれども、なかなかそういうところで解消できないという要因はどういうふうに

判断してるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   一概には言えないかもわかりませんけれど、やはり、過年の
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繰り越し分と現年の保険税がありましたら、やはり古いものから払っていただくというこ

とで、ことしの傾向としましては、現年は払えないけれども過年度の分をお支払いしてい

ただいたと、そのように認識しております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   答弁がちょっと違うというか、現年分でもそういうふうにかかってく

る大変さというのがあるということの質問だったんですけれども、結局はこれまでいろい

ろ質問の中で、給与所得者との違いとか、そういう人数によって違うとか、いろんな制度

的な矛盾があって、そこら辺の解決もしていかなければならないし、もともとは国の補助

金を大幅にふやさないとなかなか解決のめどがないし、広域になっても国の補助金がふえ

る可能性もないので、なかなか厳しい話になるかと思うんですけれども、やはり、市独自

の軽減策というのが見えない中で、やはり、そういう所得が減ってるときは軽減策が必要

ではなかったのかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   国保の税金を決める際には、応能益割というのがありますの

で、ルールに基づいて行っているわけなんですけども、市独自の軽減というお話なんです

が、当然、国庫対象、国庫の補助をいただいたりする中で、特別な軽減をしますと、国庫

の補助対象のペナルティーという形にもなりますので、やっぱりある程度は国の制度に基

づいた中で運営をしなければならないものと思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   もう繰り返しになりますんで、加入者の所得が減ってる中で税をお願

いするというのはなかなか厳しい話でありますんで、市独自の軽減策が今回見られなかっ

たというのは大変残念な思いをしております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   国保税の滞納がふえるというのは、国保についてはかなり収入のある

人でもある程度理解できると思うんですけども、国保、今、資格証明というのを発行して
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ると思うんですが、先ほど滞納率を言われてましたけど、この資格証明発行するの、今、

どのぐらい出てますか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   資格証明書につきましては、１５９世帯でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   この資格証明については、一旦診察受けると、病院のほうへ支払って、

それで病院の証明書をもうて、また市のほうから還付するという形やけども、この点に１

５９件あるけども、うまいこといってますか。 

  この中でも、なかなかいろいろ聞くわけですけども。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   資格証明書を持って診察される方も、当然、病気にかかった

場合、いらっしゃいます。 

  その部分、１０割負担いただいてますので、後から、こちらのほうから７割分お返しす

るという形になりますが、残っている税金がありましたら、その７割分を税のほうに充当

いただくという形になります。 

  また、資格証明書で１０割負担が大変だという方につきまして、納付相談、分納相談と

かに応じていただけました場合には、その証が短期証という形で証の種類が変わるという

形になっております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   短期証の説明をしてもらえますか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   短期証は、保険の効力が普通の保険証と同じでございまして、

有効期限が短いという形のものでございます。 

  今、うちが発行してますのは２カ月の短期証でございまして、子供さんにつきましては

国のほうで法的にも６カ月の交付ということが決められておりますので、２カ月と６カ月
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の２種類がございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それと、もう１点、これはかなり前からなんですが、国民健康保険、

後期高齢者、これ９回ですわね。９回いうたら、毎月来ることになっとんねんけども、こ

んなふうに、前は確かもっと回数が少なかったと思うのやな。 

  それで、９回にしたもとの理由というのはどういうことなんですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   委員おっしゃられますように、確か、この９期に変わったの

が２年前だったかと思うんですが、それまで保険料を５期だったと思うんですが、で分け

て納付いただいておったんですけども、その意見の中で、やっぱりどうしても１回の納付

額が高いという方が非常に多うございましたし、その辺から、それと、ほかの税金と重な

った場合に負担がきつくなるという面から、９回に分けさせていただいたところでござい

ます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ２年前と現状を比較して効果はありましたか。９回にしたほうが納付

しやすいというようなことで９回にしたんやと思うねんけども、以前と、９回にした効果

というのはありましたかということをお聞きしておるんです。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   効果といいますか、収納率でお答えさせていただきますと、

２年前といいますと、平成２４年度の現年分が９２.４９％の収納率でございます。 

  平成２５年度が９３.１％、そして平成２６年度が９２.７４％となっておりますので、

少しではございますけれども、収納率も上がっておろうかというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これは一長一短あると思うんですけども、何か毎月そういう納付書が

回ってくるというような苦情も聞くんですけども、それはそれとして、わかりました。 
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  以上で終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑ございませんので質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第２号、平成２６年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決定することに、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第２号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ３．認定第３号 平成２６年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第３号、平成２６年度南あわじ市後期高齢者医療特別会

計決算の認定についてを議題とします。ページは５１ページから６４ページまででござい

ます。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 
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○吉田良子委員   １点だけお伺いいたします。 

  後期高齢者医療保険料の保険料算定基礎となる所得額が全体で減少したために減ってる

というふうになっておりますけれども、保険料算定基礎となる所得額が減ってるというの

はどういうことなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   対象者となります方の所得は大半が年金の所得でございます。 

  その年金の所得が市民税ベースなんですけども、前年度比で９,０００万円ほど下がっ

ておりますので、所得のほうが下がっているということでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ７５歳以上の方の保険ですので、ほとんどが年金収入の方が多いのか

なと思うんですけれども、そうしたら、年金収入が昨年に比べて９,０００万円減ってる

ということになれば、１人大体どれぐらい減ってるということになるんでしょうか。 

  割ったら、いいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   ただいまの９,０００万円という数字なんですけども、その

数字を今現在、後期高齢者の加入者数が８,３９２名ということでございますので、その

数字で割りますと、１人当たり１万円ぐらいの減額になっておるんかなというような計算

になります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これからも年金引き下げということが視野に入ってきてるんで、なか

なか税率というか、あんまり変わらない中で、ちょっと負担感というのは、後期高齢の医

療保険払ってる人からよく聞くんですけれども、これも国の補助金をふやしてもらわん限

りなかなか厳しい制度だと思うんですけど、そこら辺どうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   当然、後期高齢の医療につきましても、国民健康保険と同様
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に、医療費のほうが年々平均的で３％ぐらいの医療費の伸びがあります。 

  それに基づいて、その財源と申しますのは、国のほうが幾らと、それで若い世代から幾

らというような形で、保険料のほうは１２分の１ですけども、その分の負担を負わなけれ

ばならないということは、医療費が伸びれば、当然、保険料のほうも上がるという形にな

ります。 

  委員おっしゃるように、そのもとの財源が国であったり、若い世代の層から支え合って

おりますが、そこの部分を充実しないと、当然、後期高齢者自身の保険料は高くなってい

くと想像されます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ７５歳以上で医療関係にかからない人って、なかなか少ないと思いま

す。いろんな形で目医者行ったり、歯医者行ったり、いろいろするわけで、これからも医

療費がふえてくるのは当然になりますけれども、それに受益者負担的に引き上げていけば、

本当に後期高齢の名前が決まったときから、高齢者からこの名前について異論が噴出する

ような事態がありました。 

  ですから、やはり国の制度の抜本的な見直しというのが必要だというふうに思いますが、

市長も折々言うてくれてると思うんですけど、その点、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   折々言っていただいているというのは、どこへ。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   国なり、県なり。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   いや、なかなかそういう機会は市長会ではありますが、私が南あ

わじ市長として今まで直接強力にした覚えはございません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ですから、市長会ででも、また大きな声を上げていただきたいという
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ことをお願いして終わります。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   資料の３０５ページですが、特別徴収は１００％以上、きちっと入っ

てます。 

  普通徴収の現年分は２３０万円ぐらいですか、９８.４％になるんです。これは、何人

ぐらいこんな方がいるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   現年分の滞納分２３４万２,０００円につきましては９５名。

滞納繰越分の方につきましては５７名ということで、単純に足しますと１５２名というこ

とになりますけども、現年、過年を兼ねている方がおりますので、その現年、過年ダブル

で人数を言いますと１２１名の方が滞納という形になっております。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   この１２１名の方は医療をきちっと受けられる状況にあるんでしょう

か、それだけ。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   国民健康保険につきましては、先ほど阿部委員のほうから質

問ありましたが、資格証明書というのが発行されております。ただ、後期高齢者につきま

しては、資格証明書というのは現実的には発行されておりません。短期証で対応させてい

ただく、後期高齢でも滞納期間の多い人とか少ない人によって、３カ月と６カ月の短期証

が出ております。医療のほうは受けれる形になっております。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 
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  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、これより採決を行います。 

  認定第３号、平成２６年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、原

案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第３号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ４．認定第４号 平成２６年度南あわじ市介護保険特別会計決算の認定について 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第４号、平成２６年度南あわじ市介護保険特別会計決算

の認定についてを議題とします。ページは６５ページから１１２ページまででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   決算書の８５ページに、施設介護サービス給付費で不用額が２,７７

６万４９７円ありますけれども、これは、なぜこのような不用額が出たんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   施設介護サービス給付費の中で、当初見込んでおりまし

たけれども、結局、特養護老人ホームの部分は施設入所はあるんですけども、老健のほう

とか、また療養型が思ったよりも伸びていないという部分で、施設部分、３施設という中

で特養以外の部分については利用が伸びてないというのがあるということでございます。 
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○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   今の答弁にちょっとつけ加えさせていただきます。 

  平成２６年８月に、八木病院にありました療養型病床というのが廃止をしております。

その関係もかなり影響してるということでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われた八木病院の、いわゆる入院施設の中で介護保険対応型があ

ったのがなくなったと、普通の病棟に変わったということで。 

  そしたら、前もちょっと委員会でもこの話出たと思うんですけれども、その方々の受入

先は十分対応できたということになってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   以前、何かの委員会でしたかで質問があって、担当課長か

らお答えをさせていただいたように思いますが、記憶では、ちょっと間違ってるかもわか

りませんが、２０名対象者がいらっしゃって、そのうち１７名が病院で、あと３人の方は、

どこの施設だったかちょっと忘れましたが、別のところに入られたと、確かそういう記憶

がございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この分は５期の介護保険の決算だと思うんですけれども、５期の計画

を立てる時点では、そういう八木病院が療養型に変わるというのは見込めてなかったとい

うことなんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   以前より、療養型病床は廃止というようなことで国のほ

うは動いていました。 

  ということで、市としても、そういうような働きかけはしてたものの、先ほど言われた

ように、受け入れが難しいという中で、市のほうでも見込めてなかったということでござ

います。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、ほかの病院で今、こういう療養型というのは南あわじ市で

まだあるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   あと、一つの病院あります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   やはり、介護保険の保険料を決めるときは、やはりサービス料という

のが根底にあると思うんですけれども、やっぱりサービス料によって保険料が、大まかに

言えば決まるというところで、今回、１億円余りの基金を積み上げるということで、第６

期にそれを反映させていくということになるわけですけれども、やはり１億円余りの基金

というのは想定していたものだったんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   もちろん、想定はしておりません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   保険料にはね返るサービスですので、やはり、どういう状況がという

とこら辺も視野に入れていかないと、１億円ものお金が余るというようなことになれば、

なかなか市民に理解しにくい部分があると思うんで、サービス料を的確に見込んでいただ

いて、予算、決算つくっていただきたい、計画もつくっていただきたいと思うんですけど、

いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   おっしゃるとおり、その見込みのほうはしっかりしてい

きたいと思っております。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   基本的なことをお尋ねしたいねんけど、介護施設に、近年、虐待とか

転落死亡事故とかいうようなことが報道されておるような状況下にあるわけですわね。 

  当然、市内にもそういう介護施設あるねんけど、行政が定期的に立入り検査というか、

市内の場合は、そういうふうな施設に対する権限というのは、どこまでいけるのですか、

今の行政のあなた方に対して、そういう施設の立入り検査的な権限というのはあなた方は

お持ちなんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   施設のほうは県と一緒に、そういった監査のほうは行っ

ております。 

  今後、市が単独で行うような状況になってきております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私、当市の市内の施設でそういうところはないと思うねんけど、今、

ちょうどほんまに転落死亡事故とか、ほんま民間の有償のそういう介護施設で虐待という

か、そういうようなことが今、報道されとるので、市内ではないと思うねんけど、定期的

に私はそういう施設を巡回したり、入居者の家族からの声を聞くとかいうようなことは、

行政としてそういう権限は今から付与されてくると。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   そういった利用者に対しての相談窓口ということで、市

のほうはなっております。そうした相談は入ってこようかと思っております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ちなみに、市内ではそういう施設は今のところはないでしょう。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（静永峯雄）   今のところ入ってきておりません。 

 

○森上祐治委員長   ほか、ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第４号、平成２６年度南あわじ市介護保険特別会計決算の認定について、原案のと

おり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第４号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ５．認定第５号 平成２６年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決算の認定について 

 

  次に、認定第５号、平成２６年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決算の認定について

を議題とします。ページは１１３ページから１２３ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○森上祐治委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第５号、平成２６年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第５号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ６．認定第６号 平成２６年度南あわじ市土地開発事業特別会計決算の認定について 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第６号、平成２６年度南あわじ市土地開発事業特別会計

決算の認定についてを議題とします。ページは１２４ページから１４５ページまででござ

います。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○森上祐治委員長   意見がありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第６号、平成２６年度南あわじ市土地開発事業特別会計決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第６号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ７．認定第７号 平成２６年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計決算の認定に 

         ついて 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第７号、平成２６年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事

業特別会計決算の認定についてを議題とします。ページは１４６ページから１５８ページ

まででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第７号、平成２６年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計決算の認定につ

いて、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第７号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

（「休憩」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   休憩動議が出ておりますので、暫時休憩いたします。 

  再開は２時４５分といたします。 

 

（休憩 午後 ２時３２分） 

 

（再開 午後 ２時４５分） 

 

 ８．認定第８号 平成２６年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定につい 

         て 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  次に、認定第８号、平成２６年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定に

ついてを議題とします。ページは１５９ページから１７４ページまででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   済みません、質問をさせていただきたいと思います。 

  ケーブルテレビの平成２６年度の歳入歳出決算書なんですが、この間の一般質問で質疑

をさせていただきましたところ、平成２６年度から消費税を内税として８％が使用料の中

に入っておるということなんですね。 

  聞いておりますと、私どもは平成１７年度からのことしかわからんのですが、その後、
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ずっと１０年間にわたって使用料は使用料であって、消費税は一切入ってないという答弁

であったのが、なぜ平成２６年度になって、一応、消費税が５％から８％に上がったんで

すが、今まで使用料の中に消費税が入ってなかったんが、突如として平成２６年度に８％

の内税として消費税が入ったのか、まず、そこからお伺いしたいと思うんです。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   一般質問のときに、私の答弁の仕方が悪かったのかもわかり

ませんが、まず、根本的には消費税が入ってないということでずっときております。 

  平成２６年度も４月の時点では入ってないつもりです。ただ、６月に税務署と話をして、

これは消費税が入っておるとみなされたというところで、６月以降は１,５７５円には消

費税が入っておるとみなされたんで、そういうふうに認めたということでございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   その６月というのは、平成２６年ですか、平成２７年ですか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   このたびですので、平成２７年６月です。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   平成２７年６月にそういうことの指摘があったということですね。 

  私が言いよるのは、平成２６年度の決算や、これ。今、部長が言われたのは平成２７年

の５月、６月においてそういう懸念があったということで税務署と話し合いしたというこ

とです。 

  私が言よんのは、平成２６年度、消費税が５％から８％に上がった時点でどうでしたか

と言ったときに、部長は答弁において、平成２６年度のものについては１,５７５円の中

に８％の消費税が内税として入っておりますと答弁しておるんです。１年、部長、ずれと

んねん。そうでしょう。 

  問題が起こったのは平成２７年６月や。私が言よんのは平成２６年のことを言よんねん。

５％から８％に上がったときどうなりましたかと言ったら、部長は、平成２６年度は１,

５７５円の中に消費税が内税として８％入っておりますという答弁しとるねん。そうだろ

う。 
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  だから、何で平成２６年には今まで消費税を取ってなかったというのが、８％の消費税

が平成２６年度に入ったんですかということを聞きよるんです。平成２７年度のことを聞

きよるん違うんです。 

  あなたがそういう答弁したんです。私は、部長は４月にかわって、こんな過去のいきさ

つ知らん者が答弁せんと、知っとる副市長に答弁してくれ言うたら、私は担当部長やから

しますということやったんや。そうだろう。 

  そやから、平成２６年度に何で、今まで消費税というものは１,５７５円に入ってない

というのに、平成２６年度は８％内税入ってますと言い切っとるのや。そんなもの、ない

いうねん、そうだろう。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   私の一般質問のときの副委員長さんの質問を勘違いしており

ました。 

  先ほど申しましたように、平成２７年６月からそういう税務署にみなされたので、平成

２６年度分は入っておるというような答弁でした。 

  私の勘違いでございました。申しわけございませんでした。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   しかし、私は一般質問で、今、済んだ後、１年間勘違いしてまし

たや言われて、ああそうですかと、これ一般質問で口から泡飛ばして言よったん、何じゃ

意味ないねんか。後で、あれ勘違いでした、これ勘違いでした。そんなこと言よったら質

疑になれへんのや。 

  そやから、私は、部長がそういう答弁したさかい、この決算書を見て、平成２６年の

８％がどこに入ってるのか目を皿にして見よんねん。 

  そやさかい、今まで言よったように、１,５７５円は普通考えたら利用料１,５００円掛

ける消費税５％の７５円の１,５７５円と見るのが常識的なんや、普通なんや。 

  しかし、市は、そんなもの消費税は一切入ってないと突っ張ったんや。突っ張ったけど、

今度、平成２６年度になったら５％から８％に上がったときに、８％は平成２６年度分か

ら内税にして入れてやってますと言うたやん。そやから、私はそうかなと思って、きょう、

決算委員会でもあらゆること調べて、何でこんなことが出てきたんか。何もわからん部長

が私に言わせてくださいや言うて、何でそんなことを言うて、今、間違うておりましたや

言われたら、こんなこと言われたら質疑になれへん。 

  そんなこと言よったら、我々、この決算書、何を信じて質疑したらええんですか。質疑
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しよって、答え出て、１週間後に、あれ言うこと違うとったや、そんなこと言われて、

我々審議できるんですか。 

  私は、今回の決算委員会の冒頭に、小林監査委員に出席を求めて、監査委員と言えども、

ただ、出てきた資料を監査して間違いございませんでしたと言うのと、資料そのものが根

本的に間違ってたやつを監査して、後で、出てきた資料は間違いなかったけれども、出し

ていた根本的なものが間違っておって、それに対して、何でペナルティーをみずから課さ

んといかんのですかというの。そうだろう。 

  正しいもの出してて、この資料に基づいて監査しておる人が監査で何でペナルティー出

さなんのですか。もともと出した資料が間違うとんのに、そうだ。そないなるねん。 

  そんなことしたら、誰も監査委員受けてくれへんで。そうでしょう。 

  我々は市から出てきたこの原案というものは正しいという前提のもとで質疑させてもら

いよるねん。監査委員も恐らく今ここにおる人の名前出して悪いんですが、２年前にやめ

た中村監査委員だったって、今、現職の北村監査委員であっても、小林監査委員やことは

この間の冒頭の質疑に対して、私は監査をしたことは間違いないと思いますが、結果的に

この監査が間違っておったということは、税理士をしておる私として自分の身の恥があっ

たということでペナルティーを課したという。正しいこれが出ておるのやったら、そんな

ことせえでええねん。違うんですか。 

  この間、本会議で言うたやつと１年間言うのが間違うておりました言われて、そんなこ

と言われて、ああそうですかって前に行けへんねん。そうでしょう。そんなばかなことは

ないと。 

  市長、そうでしょう。市長は副市長からどんな報告を受けとるのか知らんけど、市長は、

そしたら、この平成２６年度から８％に上がって、部長が内税入ってますというようなこ

とで違うとったや言いますけど、副市長から市長はどんな報告受けとったんですか。こん

な報告受けとって、市長が決裁するはずないぞ。そういうことやから、決裁しとるの違う

んですか。 

  こんなことになったら、副市長と部長は市長に対して正確な報告をしてないというか、

これはえらいことになっとんねん。俗な言い方をしたら、市長をないがしろにしとんの違

うん。ある意味では、裸の王様にしとんの違うの。 

  副市長と部長だけでやりよるとみなされてもしゃあないぞ、こんなこと。そんなばかな

ことありますか。どないよ。 

  この間のやつ、１年前と間違うとったやって、そんなこと言われて、これ１０年間間違

い通したやつ、きとるの、こんなんどないする気よ、一体執行部はよ。 

  そんなこと言われたら、一般質問してやかましい言うて質疑して出てきた答えがこの間

言うたやつは１年違うとった言われたら、話にならん。 

  委員長、どない思いますか。こんなことで質疑できへん。 
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○森上祐治委員長   今の印部副委員長の発言に対して、部長ではちょっと答弁しにくい

と思うんで、副市長、見解答弁をお願いしたいと思いますが。 

  副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   私どもも企画部長が言ったとおり、消費税は取っておるつもり

はございませんでした。 

  ただ、税務署と相談をした結果、納税義務者であるということでございますので、納税

義務者として納税をするということになってきますと、消費税を取っておったとみなされ

るということでございますので、１,５７５円が内税として入っておったと税務署のほう

はみなして申告してくださいということでございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   そしたら、ここに、申告に至らなかった経緯というのを、これは

市から出ておる経緯が書いてあるんですけど、一般会計と何ら変わらない状態と解釈し、

消費税法第６０条第６項の規定により申告をしておりませんでした。消費税はもろておる

んだけれども、消費税を一般会計と何ら変わらない状態なので、消費税は申告しておりま

せんでした。 

  消費税は申告しておりませんでしたということは、消費税は取っていたということや。

消費税を取らんといかんのを忘れておって消費税を取らなくて申告しておりませんでした

が正しい。そうだ。 

  消費税として取っておったらええけども、一般会計と何ら変わらないから申告しなくて

いいというような解釈をしておったわけや。 

  そやから、市も、もっと正しくは、消費税を料に対して取らなくてはいけないのを、そ

れを取っておりませんでした。よって、国に対して国税としての消費税が未納になってお

りましたが正しい。 

  この文章見たら、消費税という認識は持っとったけれども、一般会計とみなして消費税

を申告してなかったということや。一般会計やから消費税は取っていても申告しなかった

ということや。そうでしょう。もっと正確な言葉使わんとあかんよ。取ってないんなら取

ってなかったと、消費税は取ってませんでしたけれども、税務署の指導によって、これは

消費税とみなされたと。よって、納付の義務があるということで申告したということや。

そうでしょう。 

  これ見たら、消費税は取りよったけども、一般会計と同レベルやから国に申告しなくて

いいと思って申告してませんでしたということや。ということは、消費税というのは１,
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５７５円の中に５％であろうが８％であろうが入っておったということを認めとるという

ことや、まず。そこはどういうことよ。 

  そこら、もっと発言はきちっとせんとあかんよ、こんな大事なことを。違うの。消費税

取ってなかったんだったら、取ってなかった。それを取らんといかんのを我々市は取って

ませんでした。よって、納付をしてませんでした。そう違うの。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   消費税のことにつきましては、大変皆さんに御迷惑をおかけ

して申しわけございません。 

  この文章によりますと、今、印部副委員長のおっしゃったような解釈にも取れますけれ

ども、我々としては、開設当時より消費税を含んでるという考えは持っておりませんでし

た。 

  ことし、平成２７年６月３日に税務署のほうと協議をしたところ、特別会計である以上、

法令に従って納税の必要がありますというふうな指導を受けました。 

  その時点から、この１,５７５円に税が入ってるかどうかと問われれば、そのようにお

答えするより仕方がないということで我々は理解しております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ということは、課長が一番よう知っとるのか、誰か知らんけど、

課長は今言うたように１,５７５円は５％であろうが８％であろうが、消費税は取ってな

かったということやな。 

  ということは、申告に至らなかった経緯は市として、この利用料について、本来取らな

くてはならない消費税を市としては取ってませんでしたと。よって、納付をする必要がな

いと思っとったわけや、取ってないねんから。 

  しかし、税務署の指摘により、これは料である以上、消費税はついて回るわけや。一般

会計であったら納付しなくてよろしいという大前提はあるらしいけれども、料というもの

については、あらゆるものについて消費税は取っていかんとかんわけ。それを市は怠って

いたと。 

  そんなら、消費税を取ってないものは納付する必要がなかったんだろう。しかし、税務

署の指摘によって、これは消費税ですよということになって、市は渋々認めたんか、説得

されたんか、そんなこと知らんけど、結局これを消費税と認めたんでしょう。そうなるん

と違うの。 
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○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   先ほど申し上げたように、６月３日までは入っていないと考

えておりました。 

  その根拠は、特別会計でありますけれども一般会計と一体のものとして考えていたとい

うのがその考えのもとであります。 

  今申し上げたような形になりました。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   課長、よう聞いてよ。 

  今、世の中は料というものでもらいよるものは全て消費税というのはつくんでしょう、

まず。 

  答えてください。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   消費税法で決められたもの以外であれば、利用料という形で、

言葉はいろいろあると思いますけれども、特別会計であってやっている以上、納付は必要

であるというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   課長、私のいうこと正確に聞いてよ。 

  利用者から料というお金を取っている限り、一般会計であろうが特別会計であろうが、

国に国税として納付する義務があろうがなかろうが、消費税というのは料を取っている限

りついて回るんでしょうということを言よんのや。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   一般会計の中での利用料というのがもしあるとすれば、それ

は価格を決める時点で消費税のことを考えずに設定すると思います。 

  で、そのような答えとなってしまっていました。 
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○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   そしたら、課長、聞いとってください。１６５ページの中段に、

ケーブルテレビ基本使用料、セットトップボックス使用料、インターネット使用料、有料

番組使用料、何々と、皆、料がついてますね。 

  料がついてる、これには消費税がついておるんですか、ついてないんですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   出ている各使用料についても、基本使用料と同じで、当初は

税が入っていないと考えておりました。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   そして、ちょっと私言おうと思っとったんですが、何も採決で通

っておることに対してとやかく言うんでないんですが、産業廃棄物の最終処分場のこの決

算書を見ておりましても、決算書の中に消費税と、国税を納めておるというのがここに書

いてあるんですね。 

  これ、恐らく消費税の仮受金と仮払金があって差し引きしてやっておると思うんですよ、

当然。 

  このケーブルテレビの今回のいろいろの料について、税務署は結局これを消費税とみな

したんでしょう。ということは、この１６９ページの中段に書いてる料は、税務署はこれ

に対して何ぼの消費税とみなしたんですか、言ってください。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   幾らが税かという分につきましては、我々自主申告するため

に、消費税の説明書、解説書を読みまして、それから決算を起こしたわけでございます。 

  その検査の過程が間違えてないかということを税務署のほうに確認をいたしました。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ですから、私が質問したんと答弁違う。私は、ここに消費税とし

て８％として幾ら入っておるんですかと。 
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  何でそういうこと聞くかというと、市から出ておる平成２１年度から平成２６年度分、

ケーブルテレビ消費税納税額一覧表に、平成２６年度分として一千三十何万円のお金が出

ておるわけ。 

  出ておるということは、仮受消費税と仮払消費税との差額がこれでしょうと言うねん。 

  これに出てきたということは、ここの料の中に消費税が皆入っておるの計算したんでし

ょう。計算せんと、この１,０００万円という積算数字は出てきえへん。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   消費税の計算の仕方の中で、いわゆる課税売り上げ、我々言

うところの収入、課税分が入ってると想定されてる売り上げから１０８分の１００をして、

税抜きの価格を求めて、それに８％掛けた、その数字が元の消費税になります。 

  控除するほうといいますか、課税仕入れで、我々は普通課税仕入れと申しませんけども、

課税仕入れと想定される分についても同じように税を計算をして、それを差し引くという

ふうに行っております。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ですから、課長、何回言わすんよ。 

  この１,０００万円余りの平成２６年度納付額いうのは、それの積み上げを計算して仮

受けした消費税、支払った仮払いの消費税の差し引きしたのがこの１,０００万円になっ

たんでしょう言うねん。 

  ですから、個々の消費税は何ぼ入ってますかいうて聞きよんねん。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   この間もちょっと外税と内税のお話があって。 

 

○印部久信副委員長   そんなことは関係ない。何ぼ入っとるか言よんねん。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   税額ということの、個々の単価での割り戻しにつきましては

端数の関係がございますので、若干ずれがあると思いますので、最終的な合計額としてし

か今、計算としては持っておりません。 
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○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   だから、仮受消費税と仮払消費税があるんでしょう言うねん。そ

の辺を言うてください。ほんまは、この細々したことが皆消費税入っとるんや、８％。 

  そこまで言よったらあれやから、そやから、仮受けの消費税、仮払いの消費税、差額が

一千万何がしかになってこんといかんねん。 

  これは、あなた方計算したんと違うの。誰、計算したん。税務署へ持っていって計算し

てもろたんか。市で計算しとるのだろ。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   まず、仮受消費税に該当する数字でございますけれども、計

算上１,０００円未満切り捨ててますので。３億３,９７７万４,０００円でございます。

これが仮受消費税のもとになる数字でございます。それに６.３％を掛けまして、これが

国の消費税分でございますけれども、２,１４０万。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   ちょっと待ってくれ。課長、おまはん難しそうにそんなこと言よ

るけんど、とにかく国の８％のうち国税は６.３％、地方消費税は１.７％になるねん。そ

れはわかる。 

  そんなこと、わしは聞きよるん違うねん。市として８％払うんでしょう。わし、そんな

いいわけ聞きよるのと違うねん。後は８％のやつは国が６.３％と１.７％に国税と地方消

費税に分けるのやと、そんなことどないでもかまわんねん。 

  うちから支払う金額を言よんねん。細々したこと言わんと、単純に言うてよ。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   申しわけありません。 

  この計算では、国税と地方消費税を別にしておりますので御了承願います。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午後 ３時０９分） 
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（再開 午後 ３時１０分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  市長。 

 

○市長（中田勝久）   先ほど来、印部委員が望んでおるような回答が印部委員から見て

取れてないということで、いろいろと執行部側もそのとこに焦点を合わせてしてるんです

が、やっぱり委員から見ると焦点がちょっと違うとるということでございます。 

  何と言っても、私が一番の市の行政の中でのトップでございますので、数字的には私自

身も全部腹にも入っておりませんが、先ほど来、橋本企画部長なりが説明をしたところで

ございますが、なかなかそれも、私自身もあの一般質問の中で、橋本部長が平成２６年度

のことについて委員がおっしゃってるように、その中に入ってるという記憶が案外ないん

です。それは、当時の記録を見ればわかるんですが。 

  要は、先ほど申し上げたとおり、いずれにいたしましても、そういう発言なり中身なり

は全て私が全部承知している、していないは別にして、責任者として責任がございます。 

  本当に申しわけない、この一言しかございません。 

  今後、こういうことが二度と起きらんように、私も徹底して、副市長以下に厳しく指導

していきたいと思いますので、何とぞ御理解をいただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   市長がそういうことを言われて、私は市長に対して、それ以上の

ことをどうこう言う気はないんです。 

  ただ、今回、平成２６年度分の一応１,０００万円余りの国に納税する内訳を知りたい。

今、課長が言よったように、国税として我々は８％払いよるんや。国は、その８％の６.

３％は国税、１.７％は地方消費税、都道府県に行った地方消費税、１億円なら１億円行

った場合、兵庫県は５,０００万円取り、２９市１２町は案分して、その５,０００万円を

我々市町村に案分してきよるねん。 

  平成２７年度の当初予算には、その地方消費税が８億３,０００万円や入ってくる。去

年は５億何ぼであったと思う。正確な数字はわからんけども、話は大ざっぱでも構わんね

ん。私は何円までのことを言よるの違うんや。 

  そやから、この１,０００万円を国に納付するのは国税であろうが地方消費税であろう

が、そんなん関係ない。南あわじ市から納付する金額はどういうような数字の積算根拠を

もって出たんですかと言よんねん。 
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  そやから、仮受消費税は例えば２,０００万円でした。仮払消費税は例えば１,０００万

円でした。ということは差し引きしたら１,０００万円が国に払う納付税ですよと言うて

もろたら、それでええねん。難しいこと要らんねん。 

  そやさかい、仮受消費税は何ぼで､仮払消費税は何ぼや言うねん。そんでええねん。そ

れが１,０００万円になったら、それでええんでないか。そうだ。何で、そない難しい計

算せんなんの。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   失礼いたしました。 

  仮受消費税につきましては、２,７１８万１,９２０円でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   仮払いは。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   仮払消費税につきましては１,６８５万１,３２０円でござい

ます。 

 

○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   そうでしょう。そんで、今ざっと計算したら１,０００万円がい

わゆるつく引くで消費税として預かっとる国へ納めらんなん金額や。それでええねん。 

  この料というやつには全部８％入っておるとみなされたわけや。 

  そやから、私はこの数字もほんまは聞きたかってん。それは、もう市長もあない言よう

さかい、そんでええ。ただ、この１,０００万円と出てきた数字はこうなんや。 

  これを平成２６年度についたら、あれは要らんのですか、ペナルティーは。平成２６年

度は平成２７年度に払ったら、そんでええんか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   国及び地方公共団体につきましては、納付の期限の特例がご

ざいます、９月末まででございます。 
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○森上祐治委員長   印部副委員長。 

 

○印部久信副委員長   こんで終わっときますけど、とにかく、市がやりよることを、市

長が新聞紙上でも言うてあるように、これは市が全面的に悪かったというて、平謝りしと

んのや。 

  ただし、事務当局としては、実数はこうでしたということを数字としてきちっと出せる

ように、こんなもの全部積算してこの数字が出とんのでしょう、平成２１年度は八百何十

万円、これ皆、延滞金から利息から計算して出とるはずなんや。これ、莫大な時間かかっ

とると思うねん、これ全部積算してやり直したら。 

  そやから、やっぱり当局としての一般事務をしよる人は、言われてどうやこうや言わん

とすっと出るようにしとかんとおかしいねん。ここで計算せんと出らんやいう、そんなば

かなはずないねん。答え出とんねんさかい。 

  ここで何ぼ言うたって元へ戻るものでないねんけど、市長、一般質問でも言うたように、

平成１７年から平成２０年までの間は一応、表向き、利用した人は消費税として払うとっ

たということになったんや、これ。 

  そやから、その４年間は、言葉悪いんですが、一般質問でも言いましたけれども、市と

してはその４年間の消費税を抱えとるということになっておる。これ、消費税として利用

者は払うとるねん、本来、国へ納付せんなんやつが。 

  そこらは、市長にもこの間言ったときに、考えてみてみよいうような答弁であったとい

う印象を私は受けとるのですが、そこらは、私はあないしてほしい、こないしてほしいや

いうのは、僭越で言いませんけれども、一つ来年度予算に市民に何らかの形で還元するよ

うなことをぜひ考えていただきたいと思い、これでもう終わっときます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、これで質疑を終結いたします。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 



－ 323 － 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第８号、平成２６年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第８号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ９．認定第９号 平成２６年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計決算の認定について 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第９号、平成２６年度南あわじ市広田財産区管理会特別

会計決算の認定についてを議題とします。ページは１７５ページから１８６ページまでで

ございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 
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  認定第９号、平成２６年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第８号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １０．認定第１０号 平成２６年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計決算の認定につ 

           いて 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第１０号、平成２６年度南あわじ市福良財産区管理会特

別会計決算の認定についてを議題とします。ページは１８７ページから１９８ページまで

です。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１０号、平成２６年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 
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○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１０号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １１．認定第１１号 平成２６年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計決算の認定に 

           ついて 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第１１号、平成２６年度南あわじ市北阿万財産区管理会

特別会計決算の認定についてを議題とします。ページは１９９ページから２１０ページま

ででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１１号、平成２６年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計決算の認定につい

て、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１１号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 
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 １２．認定第１２号 平成２６年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計決算の認定につ 

           いて 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第１２号、平成２６年度南あわじ市沼島財産区管理会特

別会計決算の認定についてを議題とします。ページは２１１ページから２２２ページまで

です。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１２号、平成２６年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１２号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １３．認定第１３号 平成２６年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定について 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第１３号、平成２６年度南あわじ市下水道事業会計決算

の認定についてを議題とします。決算書は別冊になっております。 
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  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この下水道については、平成２３年６月に、南あわじ市下水道第２次

中期経営計画というのも出されて、それに沿って予算が執行され、決算もされていること

と思うんですけれども、１点お伺いしたいのは、その中で下水道施設の長寿命化というこ

とで処理場の統廃合ということを書いてあるわけですけれども、そこら辺は、今、どうい

う状況で、この決算に反映しているのかどうかお伺いいたします。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   質問の件ですが、まず、中期経営計画に基づきまして本市

下水道事業におきましては経営の効率化等々を含めまして、施設の統廃合を計画しており

ます。 

  施設の統廃合の計画につきましては、国の認可等の手続を今行っているところでござい

ます。まず、その前に都市計画の変更等を、今、審議会等で諮りまして、先般も可決され、

今からいよいよ県を通じまして国のほうへ申請の段階となっておる状況でございます。 

  統廃合につきましては、整備計画といたしましては今現在、そのような手続上はそうで

ございますが、工事といたしましては、平成２８年度より本格的に設計等を含め実施して

いきたいなと思っておるところでございます。 

  ただ、諸般の国庫の補助事業等の状況もございますので、それが今、一応平成３４年度

を目指しましてやっておりますが、国庫補助のつき方にもよりまして、進捗のほうは左右

されるかと思っておるところでございます。 

  それと、もう１点、この決算の中では長寿命化ということでシステムの計画更新工事と

いうことで設計を昨年度から含めました部分について支払いを行っております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   下水道料金は水道料金と合わせて口座引きとかがあるわけですけれど

も、今言われた平成２８年度から統廃合ということは、どことどことかいう市の計画で、

そのメリットはどれぐらいあるというふうに試算されてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 
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○下水道課長（村本 透）   今現在、市内２４カ所におきまして２４の処理場がござい

ます。それを最終的には、今現在の計画では１０処理場まで施設を統廃合し、減したいな

という考えでございます。 

  それで、どことどこと申しますと、まず一番考えられますのが、今、皆さんも御存じと

思いますが、賀集の処理場と神代の給食センターの近くにある処理場、もう目と鼻の先と

いうことで、それにつきましては、賀集の浄化センターと一体的な施設としたいなと考え

ております。 

  また、松帆処理場につきましては、西淡、志知の処理場を統廃合というようなことを考

えております。 

  また、阿万の処理場には仁頃処理場というような、それぞれ、そういったふうに行いま

して１０処理場まで持っていきたいと考えておるところでございます。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   課長の答弁にちょっと補足させていただきます。 

  吉田委員のほうから統合の効果ということでの質問もあったかと思います。 

  今、私どもが効果として考えております、算定しておりますのが、この統廃合計画、今

後、３０年をかけて実施するわけでございますが、最終的に、結論だけ申し上げますと、

その効果というのは約２２億円程度が見込まれるということの中で計画を立ててございま

す。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これまでも下水道料金の関係はいろいろ質問があったわけですけれど

も、一般会計からの繰出金を少なくする方策としてそういうふうに考えられたのだという

ふうに思うんですけれども、この中期経営計画の中では漠然とそういうふうに処理場の長

寿命化ということだけで、具体的な財政計画も示されてないように思うんで、そこら辺も

踏まえた計画の見直しとかいうのは考えられてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   今現在の中期経営計画につきましては、平成２８年度まで

となっております。 

  今の考えでは、この統廃合の計画の中での費用等を含めまして、平成２８年度から来年
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度にかけまして準備を進めまして、平成２９年度からの新たな第３次中期経営計画等を策

定していきたいなと考えているところでございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   なかなかこういう地理的条件、都会とは違って効率の悪い部分の工事

等が進められるかと思うんですけど、下水道料金の見直しがないような形でぜひお願いし

たいということを申し上げて終わります。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   今、下水道事業について説明があったわけですが、これは下水道を、

聞くところによると、下水道地域であっても合併浄化槽に変わっていきよるところもある

と。 

  下水道引きたいねんけんど、引けれへんようなとこもあるというようなことで、現実は

どうなんですか。下水道を、これは一回、本会議でも言うたことありますけども、確か、

１９９７年か１９９８年やったと思います。これは、国を挙げてそういう下水道というか、

工事を徹底してやると。これは、国、県挙げてやったわけですが、市としたら、何か推進

してやっていきよるようであって、そういう下水道地域であっても合併浄化槽でも構わん

というような形でいきよると聞くねんけんど、市としたら、もう徹底して下水道にしてい

くというような方針なのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   一応、生活排水９９％大作戦、委員さんのおっしゃられた

とおり１９００年代から策定いたしまして、集合処理でやっていこうということで考えて

おります。 

  また、その区域の変更等を今現在行いまして、その当時もそうだったんですけど、１０

０メートルルールというのがございました。隣の家から１００メートル離れた場合は費用

対効果の関係から区域を除外しているというところでございます。 

  そして、今、現状といたしまして、国の動向といたしましては、下水道整備自体の終結

ということで、１０年財政というような、下水道が１０年で完成するような計画にしなさ

いよというような案も出ております。 

  その中で、各市町への、本当に今の下水道の計画区域でいいのかどうかということで見
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直しをしなさいということが来ております。当市におきましても、計画見直しで費用対効

果を考えまして外していくところもございます。 

  ただ、今現在、市といたしましては、その見直しを行って下水道区域に入るところにつ

いてはぜひ集合処理でやっていきたいと考えているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ２０００年に兵庫県全体、アメニティー大作戦か、今、思い出しまし

たけども、快適な生活を目標にということでやられた事業やと思うんで。 

  今でも、この下水道のことで聞きたい、個人的なことで恐縮やけども、うちのとこなん

かは十二、三軒、これは旧町のときからやけども、たまたま私が議会へ出てないときに、

勝手にそんなことしとんのやけど、十二、三軒が下水道を引いてもらわんと、今も合併浄

化槽で我慢しとんですけどね。 

  これは、ある程度金を出すよって下水道を引くというようなときは市は対応できるです

か。もう、そんなことは絶対だめなんですか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   その件につきましてですけど、一応、そういう要望があれ

ば市といたしましては検討しまして、費用対効果の中でどちらが将来的に良いかというこ

とも考えます。 

  その中で、その区域の見直しといいますのは、やはり、県、国等の認可が必要となって

きますので、そういった事務手続が整えば可能かと考えるところでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私も言うからには、ある程度、自己負担も出しますよと。そのかわり、

確かにうちのほうの会社の事務所、私の事務所でも下水道やって、これはもう快適という

か、全然違いますわね。 

  ですから、少々金入れても、そんなふうにやりたいというような考えあるねんけど、当

初は、ちょっと無理やいうことやったんやけども、今の課長の答弁やったら、状況によっ

ては可能みたいに聞こえてんけども、大丈夫ですか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 
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○下水道課長（村本 透）   絶対できないということもないと思うんですが、やはり費

用対効果、ポンプ等の設置によりまして将来的な維持管理と建設費、それが、やはり全て

の利用者に対しての使用料に係っていくということになりますので、そこらの点も検討し

ながら取り入れを行わなければならないかなと考えているところです。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私、言いよるのは、そういうような形でいっとるから、もちろん自己

負担もある程度覚悟するというようなことも含めてお聞きしとるんです。 

  もちろん、全部工事やれというんでなくして、自己負担も出してやると。それは何％出

す出さないいう話は今、そんなこと私は言えませんけども、そういうような自己負担も含

めてやる場合は可能性がありますか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   それにつきまして、今現在、やりたいということであれば、

特別設置という枠で、個人負担を伴いますが、受け入れは、処理場の能力の範囲内であれ

ば可能と考えるところです。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   課長、今言うたこと、間違いないですか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   特別設置という部分で、自己負担が伴うのは当然だと思う

んですが、それの負担が行えるならば可能です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの吉田委員の答弁の中で平成３４年度完成、計画区域を全域を

カバーする、完成年度を一応平成３４年に置いておるということで、加えて、しかしなが

ら国の財政的な関係もあって、その平成３４年は努力目標であって、国の財政の事情とい

うような答弁であったかに思うんですけども、その点確認をしたいんですが。 
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○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   平成３４年と申しましたが、それにつきましては、処理場

の接続に関する接続管渠等の部分の工事でございます。 

  また、国の補助率等もあるんですが、やはり、今現在の平成２７年度におきましても、

本市の要望額に対しましての内示額と申しますか、国の予算額ついてくるのがやっぱり７

０％というような状況が発生してきている段階ですので、ちょっと３割違ってくると、や

っぱり事業年度というのは相当先へ行けば先へ行くほど狂ってくるのかなと考えるところ

です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、最終的には処理場ということで、松帆、湊が完成をして、主には

管渠の布設工事というのは松帆・湊区域ということになってるかと思うんですね。 

  これが現状でいえばなかなか進まない、広田の一部もできてないというふうに聞いてお

るんですけれども、それぞれがその事情によって宅地、住宅建設などにも、あるいは定住

人口などにも影響を与えてるということはもう承知いただいてると思うんですね。 

  そういう面で、７割減の中にあって、７割減ということを、仮にさらに悪くなる可能性

もあるというようなお話だったわけですけれども、７割減という予算要望に対しての査定

ということになった場合、機械的な計算になるかと思うんですけども、平成３４年の完成

年度というのは大体何年ぐらいになるというような見通しになるんですか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   失礼いたしました。少し、私の勘違いで、平成３４年とい

うのは間違いでございます。申しわけございません。平成３９年を今現在考えております。 

  一応、平成３９年の予定なんですが、それが３割ずつ延びていくということになったら、

やっぱり平成４７年とかという状況になるのは覚悟が必要かと思います。 

  ただ、それともう１点注意していただきたいのが、やはり人口減少、本市におきまして

も人口減少が顕著に出てきているところでございます。 

  そういった中で、今、残っている部分につきまして、やはり松帆・湊的な人口密集地に

つきましては補助対象になりやすいんですが、緑地区、広田地区等につきましては、やは

り市内でも過疎部に行くということになりますと、下水道の管渠自体の工事につきまして

は、やはり、それを受け持つ水量によりまして補助対象か、補助対象でないかということ

が決まりますので、実際に今後、事業を実施していった段階で人口が独居老人等、ひとり
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住まいとかになっていた場合、どうしても、やはり補助対象とならない管が多くなるとい

うことになります。 

  そうした場合、やはり市の持ち出し等がまたふえるんかなというところでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員に最初に申し上げるのを忘れておったんですが、決算書の

ページ数を発言してから。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   吉田委員の関連でということで。 

 

○森上祐治委員長   わかりました。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは事業報告書の１９ページで基本方針ということにかかわっての

話をさせてもうてるんですけども、これについては公共下水道事業の進捗に伴い管路布設

延長が４９１.６キロから５００.３キロまで２６年度延びたと。 

  それから、処理区域は１,３７２ヘクタールから１,３９６ヘクタールに２４ヘクタール

拡大をしたと。こういう進捗状況があるんですけれども、最終的な完成年度、これが平成

３９年度ということになっておりますけれども、全般的におくれが目立つということもあ

って質問させてもらいました。 

  先ほどの阿部委員の質問にもあったんですけれども、例えば、そういうことであれば、

管渠布設工事に対する補助率の問題も含めて工事が進まないということであれば、やはり

計画変更の中で合併浄化槽を導入しても補助が出るというような考え方、こうした考え方

についても、該当地域に対しての説明なり、一回問題提起をするなりということもしてお

かないと、なぜなんだろうということだけが残っていくのかなという思いがするんですが、

いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   先ほど、私のほうも申し上げましたように、今後、やはり

精査した中で事業展開をしていく必要があると思うところで、統廃合も含めまして、処理

区域の見直し等も行うということで、経済性から見て、事業の補助等の関係もございます

が、そこらを見て、どうしてもこれは離すほうがベターと、合併浄化槽の区域にするほう

がいいんでないかということがございましたら、そういった検討に入るときには、やはり

その自治会等への協議を行いまして、周知徹底を行っていきたいなと考えるところでござ
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います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   下水のことで聞くのやけど、私のとこは、いつってよう聞かれるけど、

平成３７年って、１０年先やという話を市民いうか、住民にするわけやの。 

  今の話、聞きよったら、１０年先もあやふやになってきたような話の答弁に聞こえてん

けんど。 

  処理場自身が、同じ市民でありながら、私もよう聞かれる、谷口さん、いつ西路地区、

いや、もう１０年先やと。１０年先かというような話するねんけど、今の答弁だったら、

１０年先も危ういような答弁のように私は聞こえてんけんど、その辺は、私がうそついた

ようになったら弱るさかい、その辺、どないなんで。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   今、現状、予算のときも申しましたように、平成３４年か

ら平成３７年というような部分については、松帆地区につきましては、今年度も７割しか

補助金つきませんでしたが、全力で打ち込んでおりますので、今のところ、進捗には影響

ないと考えるところでございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   こんなこと言よって、１０年しよったら、処理場自身がほんまにめげ

てきて、そっち側で金かかるというようなことも想定されると思うねんけど、下水のこの

工事というのは、私はほんましていただけるのかいなと思うんで、頑張ってください。終

わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１３号、平成２６年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定について、原案のと

おり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、認定第１３号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １４．認定第１４号 平成２６年度南あわじ市農業共済事業会計決算の認定について 

 

○森上祐治委員長   次に、認定第１４号、平成２６年度南あわじ市農業共済事業会計決

算の認定についてを議題とします。決算書は別冊になっております。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１４号、平成２６年度南あわじ市農業共済事業会計決算の認定について、原案の

とおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１４号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  暫時休憩いたします。 

  午後４時５分に再開いたします。 

 

（休憩 午後 ３時４９分） 

 

（再開 午後 ４時０５分） 

 

 １５．認定第１５号 平成２６年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算の認定について 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  認定第１５号、平成２６年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算の認定についてを議題と

します。決算書は別冊となっております。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   決算書の３ページ、これが欠損金ということで３,５８７万円という

ふうになっております。 

  これは、欠損金の処理というような議案も追加で出ておるわけですけれども、これにつ

いてはいろいろ事情もあろうかと思うんですが、監査委員からも指摘もありましたように、

長年指摘をしてきてるというか、繰り返し指摘をしてきておると。抜本的な改善の方針を

出すべきであるということが言われておるわけですけれども、それについての見解をお伺

いいたします。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 



－ 337 － 

○商工観光課長（川上洋介）   改めまして過日の食中毒につきまして、深くおわび申し

上げます。 

  欠損金が出ているところではございますけれども、非常に委員さんから言われたところ

で、売上高が非常に落ち込んできております。 

  ずっと売り上げが落ちてきて、マイナスがずっと続いてきてます。これに対しての処置

が行われてなかったということが一番の原因かなということで、今後、このようなことが

ないように、コンサルを入れまして売り上げ強化に向けていきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは、売り上げを上げて経費を抑えるというのは黒字のためには必

要なことははっきりしておるんですが、それを実現するための抜本的な改革ということで、

代表監査の私見であるということわりでありましたけれども、三つほどあると。売却、民

営化、それから、マネジメントのノウハウのあるものを入れる、こういう三つの選択肢が

あると。これは、あくまで私見だがということだったんですけども、これについての見解

いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   先日の、小林監査委員さんからの厳しいお言葉もありま

したように、非常に営業自体が悪くなってきております。 

  売却並びにいろいろあると思いますけど、今、市として与えられた使命で国民宿舎を運

営しているところでありますので、いま一度時間をいただけるならば再度、内部を検証し

まして、オープンしてからもう２７年ぐらいになろうかと思いますけれども、オープン当

時からすると約２億円ぐらい落ちているんかなと、私の感では思っております。 

  特に飲食が落ちているわけでございまして、起こってはならない食中毒等もありますけ

れども、ああいう休憩、忘年会、新年会、懇親会を含めました休憩の方を今後守っていく

ために努力を重ねて、当時の利用客に戻していくことが一番必要なので、可能ならばいま

一度与えられた時間を用いまして立て直しに図っていきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これもかなり以前から思っておるわけですけれども、支配人が１年あ

るいは２年で交代をしていくと、継続的な運営方針がなかなか確立をされない。マネジメ

ント能力ということについて、本当にそこの力量が十分に備わっている方々が行っている
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のかどうなのか、そうしたことについての検証というのが内部的にはなかなかできないの

かなと、同僚を批判することはなかなかできないのかなというようなこともあるのかもし

れませんね。そういうことも踏まえて、代表監査は客観的に見てということだったかと思

うんですね。 

  この直近の５年間の例で、うずの丘の関係ですね。こことの比較ではどうですか、経営

状況は。松原荘と比較した場合、どうなってますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   やはり、うずの丘、株式会社としてなった関係上、やっ

ぱり職員それぞれの資質磨いて営業努力、たゆまぬ努力をして、いろんなアプローチもか

けてる関係で、こんなこと言ったら何ですけども、宿舎の中身の方とは考え方が若干違っ

てきてるのかなと感じております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   できれば、そことの比較において検証をしていただければというふう

に思いますので、十分に、しかもスピーディーにやっていただきたいと、このことを申し

上げて終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   先ほど、課長から食中毒の話があったんですが、現在、後始末といい

ますか、被害をこうむられた方に対してどのようなフォローで対処されたんでしょうか。

それからまずお願いします。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   現在、起こってから直ちに発症された方の自宅に訪れま

して、支配人、副支配人がおわびに行っております。まず、すぐにおわびに行って、あれ

から３回ぐらい伺っていると聞いております。 

  その後、おわび以外のところで、休職補償とかいろんなことも含めまして、今、国民宿

舎の中の保険とさまざまなところの手続を行っているところでございます。 
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○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ということは、被害をこうむられた方には利用料というか、それはも

う返して、見舞金とか考えていくということですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   そのように考えております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員、決算書のページ数を発言してからにしてください。 

 

○木場 徹委員   決算書、食中毒書いてない。 

  今、課長が言うたことに対して。問題あったら止めてください。 

 

○森上祐治委員長   続けてください。 

 

○木場 徹委員   それでは、食中毒、続いて。 

  要は、見舞金と補償的なことをしているという、それで、今回の原因はどんなふうにな

りましたか。わかりましたか。何が原因で発症したか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   まだ特定はできてなくて、今、細かく調べておるところ

でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、実は何年か前にも、合併後、発症しておるんですけども、その

ときの後始末というか、やり方もあったと思うんですけども、それから以降、この食中毒

の防止のため、どういう方策でいってますか。要は、具体的にこういうことに気つけたと

か。こういう方向で、今度やり方を変えたとか。それから、食中毒に対して手洗いの徹底

とか、そんなことをちょっとお願いします。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   発症してから、以前、木場委員さんから報告のあったよ

うに、食中毒の事件もありましたので、以前の支配人等からも聞き取りをしまして、今の

現状とあわせて、忘れていたこと、徹底していなかったこともないかということで再度、

支配人以下、検討会議を行っています。 

  また、昨日から保健所の立ち入りの中で、職場研修ということで、１日何回か保健所の

方と食品衛生に関する研修を行って、今後ないようにということで職員が徹底した研修を

行っています。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   以前にやったときにどういうやり方したか、それを聞いて、今後、２

回目やっておるわけで、前のことが生かされてないと思うんですけど。そういうとこに問

題あるん違うかと、そういうように思っておるんです。 

  ですから、前にやったこと、このたびの発症について、比較して、どこが欠けていたか、

もっと詳しくやらんと、何遍もこれ出ると思うんですよ。 

  ですから、いろいろ問題は今いったように、原因はいろいろあると、まだ特定されてな

いということですけども、疑いのあることは一つ一つ、課長、消していって、それでやっ

てもらわんと、いつまでたっても、これ繰り返しやと思うんです。 

  公営ということは、それだけ世間の人に、松原荘は公営やから安全というか、そういう

ことでお客さんが来られておると思うねん。だから、その辺のことを十分認識して、職員

徹底。 

  要は、今回、調理場やと思うんですけど、調理場の今の一番生もの、どんなもの扱っと

るとかいうこともわかると思うんです。だから、その辺のことから、今、考えられる方策

はどんなことですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今、木場委員さんがおっしゃられたように、過去の食中

毒のことを踏まえて、今の現状から欠如してたことを再度検証して、仕入れ等の入手経路

並びに生ものの扱い方について、再度、松原荘と詰めてきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   できるだけ、生ものやから、新しいもの出すということで徹底しても

らわんと、何か聞くところによると、生ものも一旦調理して、それを冷蔵庫に入れて、ま
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た、それを出してるというような指摘もあるんですが、普通ですと、生きたようなもの、

特に魚なんかやったら、そのまま料理したらすぐに逆算して、出す時間に合わせて料理を

すると、そのようなことも考えておくべきやないかと。どうも、これが徹底されてないと

いうようなうわさがある。もう既にいろいろうわさ飛んどるわけです。その辺もよう聞い

て、現況を調査して、また委員会のとき、聞きたいと思うんで、それまでに調査しておい

てください。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   附属資料の２ページ、材料比較ということから話するねんけど、結局、

食中毒やけど、これに関して、私も言いたいことあるねんけど、結局、実際の話、民間だ

ったら危機感持っておるわけよ。そういう食中毒起こしたら、そこの事業所自体が倒産に

追い込まれるような事態になるねん。 

  ただ、松原荘の場合は、これは私の意見違うねんけど、市民の方が言うのは、まずは営

業停止３日食らうたら、職員喜んどると。何でやいうたら、夏休み取れて、給料は一緒。

何か食中毒に対して、職員に対するペナルティーというのは、まずあるのか、ないのか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   私のところには、今、ペナルティーがあるとは聞いてお

りません。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、ほんまに、私も松原荘、どっちか言うたら擁護派やったんです、

実際言うて。ほんまに、私の地元の。 

  ただ、ほんま、今のようなこんな形態で毎年赤字いきよるということになれば、いよい

よ何らかの指定管理なり、検討せざるを得んかなという思いがあるねんね。 

  ただ、民間だったら、こんな食中毒でこんなことやったというようなことになれば、致

命傷なんよ。そやけど、彼らの認識が民間と余りにも乖離しとるという現状があるわけや

な。 

  それと、肝心、次のページ数で言うたら、材料比率で話させてもらうねんけど、材料で

も、私はこういう公共の施設というのは、やっぱり地元の食材を使って、それがおもてな

し、利益率を下げてでもやっていただくことによって、公共の宿ということで多数の方が
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今まで来てくれよったという思いがあるねん。 

  近年、見とったら、食中毒するということは材料も下げ、赤字ばかりいきよるさかい、

ほんまに傷んだような魚仕入れてって、材料下げたり、そういうコストを下げんのに、こ

ういうふうな私は事態になってっとんのでないかなと。 

  それと、前々から言うとるように、周辺のホテルがリニューアルして、すばらしいもの

になってっとんのに、松原荘、前に私も言うてんけんど、それなりの風呂の改修なり、露

天風呂なり、サウナなりをやってもらうなりして、やはり集客を図るべきやと。 

  とにかく職員の意識改革、徹底的にやらすんと、それと、それが言うこと聞かなんだら、

もう指定管理でも民間売却でもやったらええという、私はそこまで思いがあるねん。 

  そやけど、経営努力として、今、課長言うたみたいに、材料を利益の、職員も削減しな

がらやっていきよるというのは評価するねん。なおかつ、赤字がこんだけ続いとるという

ことは、何らかの抜本的な経営やらなんだら、こんなもの親方日の丸みたいに、３日間、

営業停止食らうたら喜んどるやって市民から言われるような、そんな職員の気質じゃ、と

てもじゃないけど、私は回復できらんという思いがあるので、その辺、営業停止になっと

って、３日間、売り上げ落ち込んどるのやさかい、職員もそれなりのペナルティーを課す

べきやと。そうでないと、そういう認識持たなんだら、そんなもの再発防止、類似事故防

止対策ができるはずないねん、ほんまに。 

  ちょっとは彼ら、余りにも忙しかったらぼやきよる言うねん。おかしいだ、ほんまに。

奉仕して何百人来てくれて、ありがたいなという感謝の気持ちがなけりゃ。それを休んど

って、仕事しようとしまいと給料一緒やいう自体が大体おかしな経営になってきとんねん。

こんなもの、そやから早く指定管理か売却か、私はしたらええと思うねん。 

  その辺、「あの谷口さんでも、こない言うてるぞ」というぐらい言うて、職員に。叱咤

激励言ってください。それだけお願いします。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これは、谷口委員の応援演説になるねんけんど、課長に言よんの違う

ねん。たまたま課長がこういうポストにおるよってな。 

  それで、これはあくまでもうわさやけども、天下っているああいうポストは、結局、年

休の消化ポストやいうような、そういう世論があるわけよ、これほんまですよ。 

  ですから、そんなこと言われるのは、これ、やっぱり市長にしても副市長にしても、や

はり、そういうことを考えて、職員を選んでもらわなんだら、そんなこと言われるのはほ

んま情けないと思うねんの。 

  年休は法的に認められたことやけど、そういう意識では具合い悪いので、そんなうわさ

が出るということはやっぱり情けないと思うんで。 
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  それと、先ほど木場委員も言われてましたけど、私らもそういう被害に遭ったことがあ

るので、事後処理、これきっちりとやってほしいと思います。 

  ただ、ええとこもあるんですよ。８月２２日、２３日、芦屋の少年野球のチームが、あ

のときに、何せ裕福な家庭の子供ばっかりで、予算どのぐらいや言うたら、いやいや、何

ぼ高うてもええんやいうて、ほんまは高いとこ言うてんけども、たまたまやけど、慶野松

原があいておって、部長に一言言うて、これは皆、喜んで、ええ料理で、立派なとこへ紹

介してくれましたいうて帰りましたけどね。来年もまたお願いしますと、これは本当の話。 

  けど、反面、そういうこともあるのでね。やったことはしゃあないけど、やっぱり、そ

ういう年休の消化ポストや言われたら、これはほんまに。 

  市長、こういう表現されたら、市長、どない思いますか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   私は食中毒の報告を受けて、すぐ課長にも状況を聞いたりしまし

た。 

  確かに、それは一部の人やとは思うんですが、委員言われたような、先ほど御質問あっ

た、委員の方々のこともちらっと耳に入ったりもします。 

  ですから、やはり、あそこの、今まで私どもも順調に過去きてたものやから、一時的な

そういう状況かなというふうに解釈をしておったんですが、やはり、これは抜本的にあそ

この配置なり、また、先ほど谷口委員からもあったような話も本当に真剣に取り組まない

とお客は来んは、お金はどんどん赤字は出るは。積み立ててるお金なんかはすぐないよう

になる。 

  ですから、これ、私どもも真剣に関係する部署とも突っ込んだ話をしていくべきやと思

ってます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   頑張って、ずっと赤字続いとんねんけど、そういうええ面もあったと

いうことを言うて、今後、これは商売やよって、赤字もいくときもあるし、もうけるとき

もあるねんけども、そういう、年休の消化ポストやいうことを言われんように一つ頑張っ

てやってほしいと。終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○森上祐治委員長   ないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより、委員間討議を行いたいと思います。 

  何か御意見ございませんか。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   歴代の支配人が腰掛でおるさかい、こないなるねん。おまはんもした

ことがあるねん歴代な、支配人。 

  そやさかい、やっぱり支配人がもっと責任を持って、これからずっと支配人を置くかせ

なんだら、こんなこと起きた当時、おまはんも言っただろ、意見をな。おまはんもおった

ことあるねん。ちゃんとしとかんさかい。 

  そやさかい、そういうようなことは歴代の支配人に責任あるということよ。支配人を張

りつけとかなんだらあかんねん、これ。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１５号、平成２６年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算の認定について、原案の

とおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、認定第１５号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  ９月２８日の本会議における委員会審査報告について、どのようにしたらよろしゅうご

ざいますか。 
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（「委員長、副委員長一任」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   それでは、委員長、副委員長に一任ということですので、そのよう

に取り計らいをさせていただきます。 

  なお、委員会審査報告については、昨年と同様に、本特別委員会は議長及び議会選出の

監査委員を除く全議員で設置しておりますので、質疑と答弁についての報告とせず、委員

会審査において出された主な意見・提言等について取りまとめて報告を行いたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、委員会審査において出された主な意見・

提言等についての報告とします。 

  これをもちまして、決算審査特別委員会を閉会いたします。 

  一言挨拶をせえと書いてありますので、挨拶をさせていただきます。 

  新しい委員会室での初めての決算委員会でございました。４日間の長丁場でしたけども、

初めはマイクの調整が非常に悪かったんですわ。 

  議会事務局の懸命な努力によりまして、４日目になって、朝から、私、聞いてましたら

非常にマイクの調子がよかったんじゃないかと思います。議会事務局、本当にお疲れさん、

ありがとうございました。 

  私自身、個人的に申し上げて、４日間もこの決算委員会、委員長としてもつんかなと、

内心、戦々恐々としておったんですが、横にいらっしゃる印部副委員長の、非常に強力な

温かいバックアップ、それから議会事務局の適切なフォロー、それから、何はさておき、

委員の皆さん方の非常に温かい御厚配、それから執行部の皆さん方の賢明な答弁、これは､

皆さん方の御努力によりまして、私も委員長として４日間務めることができました。本当

にありがとうございました。 

  決算委員会の審査内容というのは、我々、議員は市民の代表であるので非常に厳しい意

見も多々あったと思いますが、やっぱり執行部の皆さん方には、この厳しい質疑が市民の

切実な声であるということを十分踏まえていただいて、来年度の予算編成に十分に生かし

ていただくことを切にお願いしまして、最後の委員長の報告にかえさせていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

 

（閉会 午後 ４時３０分） 
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  委員会条例第３０条の規定により、ここに署名する。 

 

   平成２７年 ９月１６日 

 

 

 

 

                  南あわじ市議会決算審査特別委員会 

 

                   委員長  森 上 祐 治 
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